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緒論農民の生産意欲分析に関する理論的枠組

第一節 農民の生産意欲研究の位置

日本の農業の生産力水準ほ，昭和25,6年にはすでに戦

前の水準に復帰し，昭和30年以降，顕著な上昇率をしめ

している。しかしそれにもかかわず，昭和28年以降戦前

の水準に復帰し，昭和30年以降きわだった上昇をしめし

ている日本資本主義経済の生産力水準の上昇の中で，他

産疇門との間の所疇羞を年々増大しつつある。戦後

中農肥大化現象を示していた擬民層の分解も，昭和30年

頃より個々の農家の自立限界線の上昇をともないなが

ら，両極分解の形態を顕著にしめしている。また他産業

部門との所得格羞という事実を背兼に， C とくに若手労働

力を中心として，農村地城がら都市地城への労｛動力の流

出が顕著になり，幾家の兼業化の進展とともに， これが

-~ l -
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昭和30年以降の日本農村のきわだった特色をなしてい

る。このような，とくに若手労鋤力の農村地域からの流

出ほ，これまで伝統的にとられてきた，資本装備をあま

りともなわない労働集約的な小農的娯業生産組織を，労

働生産性の向上をともなう農業生産組織形態へと変革さ

せる契機を与えている。さらに農業生産力の増夭この結

果，従来の食耀増産一本ヤリの農業生産の目標も，「需要

の見とおしを勘案し」さらに「貿易自由化の傾向に対処

して」，需要増大に向いつつある擬産物の生産を伸ぼすと

いう選択的拡大の方向が，つまり選択的目標づけがきわ

めて大きな意味をもってきている。

このような事態ほ，”日本晟業の曲り角＂とも称せられ

るものであるが，昭和35年の農林漁業基本問題審議会の

報告が予想するように娯業斌労人口が2％強の割合で年

々減少するかどうかは別としても，農業基本法が自立経

晉として想定する 2町歩経営農家の経営も，決して自立

にふさわしいものでないことは，農林省の晨家経済調査

報告害の分析からも明らかになる。また，農業と他産業

部門との所得均衡をかかげた農業基本法が忌避している

流通過程では，誤民がきわめて不利な立場にたたされて

いる経済機梱ほ，今後早急には改善される見込はない。

例えば成長部門である畜産部門を見ても， 昭和26~27

年の価格を 100とすると，畜産物の価格ほ昭和26年以降

下降の一途をたどり，昭和33年には88になっているの

に，購入飼料の価格は反対に 117と上昇し，両者のひら
（註1)

きほ3割に逹している。このように，日本擬業の前途

ほ，基本法が描くようにけっして楽観的なものではな

1,‘o 

北海道においても，北海道農林漁業基本問題審議会は

昭和35年10月，今後の北海道農業の大きな目標として，

，農業批業者 1人当りの農業所得約10万円を10年後（昭和

44年）に18万円 (1戸当り農業所得50万円）に，畜産の

計画的予測としては大家畜換算44万頭（昭和33年）を75

％増の7刀ぅ頭に，作付面槙昭和33年度の 979,000町歩を

19％増の 1,164,000町歩に，またこれまでの北海道の主

要作物であった7蝠音，馬鈴薯，豆類， ビートのうも，水

稲，馬鈴薯，豆類の増産を制限し，長期の需要動向から

判断して成長財たる農産物，すなわち，牛乳，乳製品，

畜肉，鶏卵，ビート，果実，荒菜の増産を指向すること

を目標として掲げている。そうして，農業就業人口の滅

少率を 1.3に見込んでいる。しかしながら前述した流涌

過程での諸問題以外に，北海道においては，次のような

問題が横たわっていることを認めなけれiまならない。す

なわち，これまで北海道において，もっとも擬業所得の

高い地帯は，空知，上川の水田中核地帯であり，それは

十勝の雑穀中心地帯，北見の特用作物中心地帯を上まわ

っている。昭和33年度の北海道農家経済調査から，経営

形態ごとの 1戸あたりの所得額をみても，水田経営 100

に対して田畑経営76,混合経営66,主畜経営51となり

主畜経営ほ，水田経営の半分の晨業所得しかあげていな

い。そうして乳牛簿入農家の比率ほ，幾産のみでは自立

不可能な，山林労鋤に兼業源を求める後進ないし停滞地

域にたかい。酪農家の比率が全艇家の60％以上に達して

いるのほ，東天北，西天北，根釧内陸，道南東部地域で

あって，乳牛4頭以上飼育農家が25％以上の地域をみて

も，同様，周匹諏に多い。いわば現状においては，酪

撰麟恥，牛の腹をとおさなけれは商品となる饂産物が

とれない，ぎりぎりに追いつめられた地域であるとさえ

いえるのである。つまり現状においては，少頭数飼育の

酪農経営は，経済的にけっして有利ではない。しかしな

がら，北海道における畑作物の反収は，馬鈴薯をのぞい

てほ，いずれも下降線を描いていても上昇線を描いてほ

いない。地力収晦晨法が，水田をのぞいては，依然くり

かえされていることを認めなければならない。 4年に 1

回の割で訪れる冷害対策としても，また，地力維持対策

のためにも，乳牛の報入が不可欠に必要であるにもかか

わらず，総合畑作調査（昭和33年）の示すところによれ

ば，現状では，乳用牛収入が全収入の50％以上に逹する

農家は，その 1割程度を示すにとどまっている。また，

昭和34年度の北海道農家経済調査報告書から，個んの胆

家が家計喪および租説公課諸負担をその農業所得でまか

なっているか否かをみても． 2町未満層で17E円の赤字，

2~3町層で4方円の赤字， 3~5町層で 2万円の黒

字， 5~7町層で 1万円の赤字， 7~10町層で5万円，

10町閣以上で18万円の黒字となり，平均で 5万 5千

円の赤字となっている。そうして全道23万の農家の

62.4％は5町以杓層でしめられ， 18万円の黒字を出す

10町以上層は，わずか14.6％を数えるにすぎない（昭和

35.2.1現在）。 このような現状においてほ，主畜経営へ

の転換もきわめて容易でないことを認めなければならな

1,‘o 

北海道においてほ，このような意味での＂農業の曲

り角’'が個々の娯家におおいかぶさっているわけだが，

さらに，就業人口の面からこれをみると，昭和30年か

ら35年にかけて， 4戸に 1戸の割で1人の就業員が減

少し，この減少率は都府県よりもたかくなっている。北

海道における離誤形態の特色ほ，本州都府県農村と比べ

て，兼業による離晨形態が少いということと，反対に家

族ぐるみの離村が都府県よりも高いという点にもとめら

れるが，擬業就業者の減少は，主として， 3町未満層の
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離村によって，またとくに 1町未満層と 5~10町層に顕

著にみられる家族梱成員の出稼ぎ，転出によってもたら

されている。このような現状は北海道農業基本問題審識

会の予測より農業就業者の滅少がさらに激しさを加える

方向を示しているように思われる。この意味て現状はよ

り深刻であるといわなければならない。

ところで，このような現状に対応して，現実の日本擬

村においてほ，各地に擬業共同化の動きがみられる。現

実の農民の動きほ，政府の自作農主義にもとづく， 2町

歩程度の耕地所有の家族的「自主経営」の枠組をはるか

にこえて，前進している。これらの農業共同化は，戦前

の地主制下における自給的「共同化」と，また終戦直後

の「開拓共同化」とほ段階を異にした「近代的共同化」

である点に大きな特徴がみられる。つまりこれらの「農

業共同化」は個々の農家の生産設備の共同利用，あるい

は牛産．栂程での共同作業の範囲をこえて「農業企業化」

志向をもつ点にいちじるしい特徴がみられる。これらの

「農業共同化」の動きは，昭和30年以降の農民層の分解

に対応した新たな形態であることほことわるまでもない

が，個々の擬家の自立限界線の上昇に対応した農民層の

両柩分解過程の中で，従来の上層においてすら自作農的

土地所有の範囲内では，もはやその上昇すら絶望的にな

っている現状が，これらの共同化農場を，独占資本主義

現段階の経済に対応する農民の姿勢として生みだしたも

のとみることができる。勿論これは， 「共同の社会的所

有」という側面より，資本主義的企業としての側面をきわ

めて強くもつものであるが，このような「共同擬場」の

発生は少くとも，個んの農家に家計と生産との分離をも

たらし，また直接の体験をとおして，衰本と賃労鋤の概

念を分化させ，企業的合理計算の梱念を発生させる。一

方このような農民層の共同化による現実への対応の姿勢

に対して，主として下層，兼業農家層においてほ，扉傭

労働者として個別的に富農層に隷属するという形態，

あるいは，個別に諸機関と雇傭契約を結ぶという形態か

ら，娯村労鋤者涸合を結成して，その組織の一員として雇

傭契約を結ぶという形態が進展している。北海道におい

てほ，前者の「共同化擬場」はすでに数多く発生してい

るが，後者の農村労鋤者組合の形態は，いまだ発生して

いない。

ところで，以上に述べたような農村社会の近代的編成

替えの過程においては，個々の農民自身の経済主体者と

して果す役割が，なかんずく農民の中のニリードの果す

役割がきわめて大きくなっている。明治以降わが国にお

いて，農業生産力の上昇のために果したエリートとして

の役割は，少くとも明浩30年代までは地主の力によると

ころが大きかったことは認められているが，明治40年以

降tまこの役割がいちじるしく後退し，ことに第一次大戦

をへることによって，庶とん．ど失われてしまう。かわっ

て国家の擬政をとおしての指瑯が大きな役割をもつに至

り，個々の娯民がかかる役制を果す場合はきわめて限ら

れていた。戦後においても，この状況は甚本的にほかわ

っていない。このような擬民の力の弱さについては，例

えば「①，大多数の擬民ほ新技術を創造するだけの科学

的素旋を身につける機会をもっていないし，必要な実験

施設をもっていない。したがって，技術が高度なものに

なり，科学的研究を前提としなければ新技術を創造する

ことが不可能になるにつれ，農民はますますそこから離

れざるをえない。②，農民の場合には，新技術の採用に

必要な新投資を行なう余力をもたないことが多い。そこ

で制度金磁が必要とされる•ことになり:農民の方の主体
性は，そこから失われることになる。その上，③,農民

．は，新技術の採用にともなう危険を負担する余力も少な

い」という理由づけがなされている。しかしながら前述
（註）

したように，農政と個々の農家の現状認識のギャップが

ひろがり，農政の枠組をこえて擬村社会の近代化過程が

すすんでいる現状においては，このような新技術を農民

自身が創造しないまでも，それを瑯入するさいの，ある

いは，あたらしい経営形態またほ涸織形態を擬村社会の

中に部入するさいのリレー・ボイントとしてエリートの

役割を担う娯民は，日本各地の擬村に輩出している。そ

うして，このようなエリートの影響力をとおして，農民

の主体性の変革が現実には進行しているものと考えるこ

｀とができる。ところが，このような幾民のニリート，ぁ

るいは誤民自身の社会科学的研究ほ，従来かならずしも

深くなされてきたとはいえない。たとえば経済学におい

てほ，農民のもつ人間的諸要素を定数とおくことによっ

て，その生産梱造の分析をすすめてきたことが多かった

し，また社会学においても，そo5多くの研究ほ，村落社

会栂造あるいは家族栂造分析のレベルで止まっていて，

醗にまで立入った研究は，きわめて数が限られてい

た。またその研究視角も，近代の日本資本主義社会の中

での村落の変動形態を追うというよりも，むしろ，原型

としての村落共同体を把握するという視角が支配的であ

ったように思われる。したがって制度分析がその主流を

しめ，個々の擬民の問題は，その制度をとおして分析さ

れた。都市と娯村の二分法がステレオ化され，前近代人

の典型としての擬民像が，ながくわれわれのイメージに

描かれた。しかしながら農村社会の中で，その生産構造

を変革する主体と，その変革過程を分析するさいには，

この二分法とはっきりと訣別しなければならない。
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戦後において農民の社会的態度がその研究対象にとり

あげられたとき，それは少くとも，戦後段階における日

本躁村社会の変容と対応する先駆的な意味をもつもので

あった。（註3)

本研究は，少くともこれら過去の研究の菰みかさね

の上に意図されたものであるが，偶民の生産意欲を，た

んに，農民の農業に対する満足の度合とか，偶民階層へ

の帰関意識とか，あるいは，現実の農業生産と切りはな

された社会的性格の問題としてとりあげることはさけ

て，あくまでも現実の農業経営における生産の諸様式

と，その中で生じている諸矛盾との関連のなかでこの問

題をとりあげることを意図した。いわば，われわれが艇

家の経済楷造を分析するさい，しばしば定数として位置

づける農民を，ここでは変数としてとりあっかう。そう

してその農民が，現実の農業経営の中での諸矛盾をどう

受けとめ，またそれを,c:rr.）ような方法で克服しようとし

ているのかという，その社会的態度の個人差の解明が，

ここでの主要な関心になっている。個々の晨民のその農

業経営に対する社会的態度は，けっして一様なものでは

なく，かなりヴァラニティに富んでいる。類似した生産

条件をもつ地域において，一方の部落でほ擬業の生産組

疇態そのものが晨業共同経営に変革され，企業的合理

性にもとづいた娯業生産が行なわれているのに，一方の

部落においてほ依然としてこれまでの小擬経営による農

業生産が行なわれているといった相遮は，いったいどう

してもたらされたのだろうか。

鰤寸祖五日において，その農諄恕七産力水準の変革は， ど

のような過程をへて個々の農家に伝播され，それが村落

の社会栂造そのものをかえていくのだろうか。このよう

な村落の社会栂造や家の構造が，個々の農民の生産意欲

とどのような関連をもっているのだろうか。それを促進

する形態と阻害する形態の差というものが考えられない

だろうか。このような関心への実証的接近が，この研究

での主要な課題となっている。

そうしてこの研究ほ，同一村内において，丘陵をへだ

てて隣接した擬業未共同化グループと，農業共同化グル

ープの比較研究である。ところで，この場合，われわれ

が前提としてあきらかにしておかなければならないこと

がある。それは＂生産意欲＂とは何かということであ

り，また，われわれが農民の生産意欲をどのような方法

で把握し分析したのかという，その理論的枠組である。

註 1 近藤康男’'農業基本問題と基本政策 二、矛盾の本質'’

P27, 日本農業年報x所収，昭和36年 中央公論社

註 2 大内力’'地主，是民’'PP254~255

経済主体性購座第 3巻昭和31年中央公論社

． 註 3 このような先駆的意味をもつものとして，例えば，次のよ

うなものがある。福武直，塚本哲人”日本擬民の社会的性

格’'1954年有賊閣一築品談三’'農民のパーソナiテイ'’束

洋文化研究所紀要第 6巻 1954年同研究所

留岡浦男’'村づくりと人”昭和32年，国土社

第二節農民の生産意欲分析の方法

歴史的に規定された特定の社会の，社会的生産を支え

る農民の生産意欲の問題ほ，たとえば寄生地主制から自

作小農制への転換が，農業生産力の増強を伴なうという

事実に端的に示されるように，巨視的には，生産諸脚係

．と生産力との矛盾から説明される。誰業生産力の発展に

対し，これまでの生産諸関係が桓楷として作用する場

合，その生産諸関係の変革を伴なわない限り；農民の生

産意欲も増進しないし，また農業生産力も増大しないで

あろう。

ところでこの場合の矛盾とは，せまい意味では直接の

疇頭囀における生産手段の所有形態に基礎をおく

諸関係と，その生産過程での生産力との関係を意味する

が，ひろい意味では， tょによりも，独占資本とそれとほ

比べようにもない生産力水準しかもちえない個んの農家

との間にとり結ばれる商品としての生産資財，および農

業生産物を媒介とした物質的諸関係が，つねに農民の剰

余価値の収晦一被収晦関係としてあらわれるところに求

められる。

したがって，現代の資本主義社会における農民の生産

意欲を問題とする場合，基本的には，このような全体社

会の生産諸関係に対する個々の脹民の社会的態度，なか

んずく流通機梱に対する社会的態度の樅討なしには， こ

れを論ずることはできない。

しかしながら本研究においては，問題領域を限定する

ために，主として問題を，前者ーすなわち，直接の偶業

生産過程に働きかける農民の生産意欲の問題に限定した

ことを，あらかじめ，ことわっておきたい。

第 1項生産意欲分析の要素

「生産意欲」という梱念は，言葉をかえると，「労働主

体者が社会的生産労働としての特定の労働対象に対して

もつ動機づけ (motivation)」という形で表現することが

できる。

ところが，実際の問題として，ある個人がいとなむ社

会的生産労働としての労鋤対象ほ，その個人のおかれた

社会的状況においては，ある桓度の持続性をもった対象

として存在している。一般に，労鋤対象による社会的生

産労鋤の質的な区別ほ，「職業」という棚念でさししめさ
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／ 

れている。そうして，この労鋤対象が，ある程度の持続

性をもったものとして存在する場合，その特定の労鋤対

象に対する労働主体者の動機づけは，その労鋤主体者の

特定の労働対象に対しての社会的態度を形成する。した

がって，ここでいう「生産意欲」は「労働主体者が社会

的生産労働としての特定の労鋤対象に対してもつ態度」

と規定する。生産意欲があるかないかということは，っ

まり，この特定の労鋤対象に対して，肯定的な，あるい、

ほ租極的な，また反搬的な，あるいは消極的な態度をと

るか否かという問題となる。
(※I) （※I) 
たとえばモラ→vを「労低主体が自己の従事する労鋤に関して

もつ態度」と規定し，それを，「労働に関する労佛主体の主体的状

況にかかわる問題領域」とする立場があるが（本間殿平「モラー

JV」現代社会心理学，第 7巻’'経済と政治の心理'’所賊昭和36年

中山書店），モラールは，現実に則して考える場合．たんに自ら

の労働過程に対する態度として自己完結的に閉鎖的に存在する領

城ではなく，つねに，特定の労鋤対象と結びついて形成されるも

のであり，労鋤主体者とその労鋤対象の両者を含む領域として．

股定される必要がある。労働対象自体の変化にともなつて．労偏

過程は現実には変化し，またこれに伴なって：労鋤主体者の「生

産意欲」は変化せざるをえない。

このように，「生産意欲」を「労鋤主体者が社会的生産

労鋤としての特定の労働対象に対してもつ態度」と考え

ることは，労鋤主体者の特定の労鋤対象に対する志向の

様式を問題にすることにもなる。したがってまた，「生産

意欲」という棚念ほ，つねに，行為者としての生産主体

者と，社会的労働対象としての志向の対象＂（客体）の両

者を含む状況を用意する。

〔「生産意欲」をとりまく個人的文脈〕

ところが，この行為者の特定の社会的生産対象として

の一組の志向の客体に対する態度が対象との関連におい

て固定化され，持続されると，それほその特定の社会的

労鋤対象に対する行為の志向の様式だけではなく，社会

的生産労鋤対象一般に対する彼の一般的な社会的態度を

形成するようになる。

また，この社会的労鋤対象に対する行為ほ，それだけ

が彼の他の行為の体系からはなれて独立した一組の行為

の体系としてあるのではなく，彼の全生活過程を貫ぬく

行為の全体系の中にセットされた部分として存在してい

る。したがって，この社会的労鋤対象に対する彼の一組

の態度は，彼の行為の体系のある部分が変化すると，そ

れに相応して，彼の主体的文脈の中で変化せざるをえな

い部分として，つねに位置づけられている。

〔「生産意欲」をとりまく内的状況〕

しかしながら，行為者が特定の労鋤対象に志向し，鋤

きかける際，通常非社会的な客体のみではなく，社会的

客体一つまり個人としての行為者や，あるいは集合体と

の相互の関係ーとの交互作用をつねに伴なっている。し

たがって行為者の「生産意欲」は，社会的労働対象に働

きかけるさいの，行為者相互間の交互作用を含む状況の

中にあらわれている。さらに，これらの状況ほ，たんに

この行為者の相互関係のみでfまなく，個々 9の行為者が特

定の労鋤対象に働きかけるさいの，特定の労働手段を含

んでいる。したがって，行為者の「生産意欲」を現実に

ささえる基礎的な要素としてー，さきに述べた，行為者と

社会的労鋤対象の他に，さらに，その労働対象に鋤きか

けるさいの行為者相互間の交互作用，およびその労鋤手

段，最後にそれらを含む状況を基礎的な分析要素として

とり出さなければならない。

この行為者と，その社会的労働対象と，それに働きかけ

る際の行為者相互間の交互作用を含む’'状況’'は，一定

の時点においてほ内的統合性をもっており，またそれは

時間の系列においてその内的統合性そのものを変化させ

ている。しかしながら，行為者はこのような特定の労鋤

対象に対する鋤きかけをとおして，相互に影帯を与えあ

ぃ，これらの相互作用がある程度，持続し固定化する

と，そこには，それらのお互に関係をもつ行為者相互の

間に，特定の労働対象に対する鋤きかけの態度が相互に

似たものとして，つまり規範化されてくる。ここでいう

「内的状況」とは，このように行為者が相互に影臨を与

ぇぁって，個々の行為者の行為にお互に意味づけを与え

るとみなされる状況である。このような内的状況ほ，そ

こに形成された規範を媒介として，個々の行為者の生産

意欲に，きわめて大きな影聾を与える。したがって， こ

の内的状況の梱造やその規範が変化すると，それに応じ

て，個々の行為者の生産意欲そのものも変化せざるをえ

ない。

〔「生産意欲」をとりまく外的状況〕

ところで涌常，面接的な行為者相互間において形づく

られているこの内的状況は，その時間の系列において，

その内的統合性そのものを，つねに変化させている。

そうして，この内的統合性の変化ほ，たんに，状況内

の変化としてだけではなく，状況そのものの変化として

あらわれる。つまり，労鋤対象，労働手段，および行為

者相互間の交互作用の変化の結果として，状況それ自身

はつねに変化している。しかしながらこの労鋤対象，労

鋤手段，および行為者相互間の交互作用の変化は，その

内的状況自体の中で，自生的にもたらされるものではな

く，通常，現実の社会においては，全体社会の技術水

準，生産力および生産諸関係の横造的変化に伴なって，

いわば，、内的サ迂兄にとってほ，「外在的」に与えられる変
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化過程としてもたらされている。

すなわち，内的状況を支える要素それ自体は，お互に

ひとつの垣衡を保つ一部分を梱成する要素として与えら

れているわけであるが，同時に，その要素それ自体は，肉

的状況にとっては外在する外部的な諸体系の中の一部と

して，位慨づけられ，その外部的体系の中での一定の均

衡の中にセットされた要素として与えられている。した

がって，労働対象そのものほ，その内的状況を支える成

員にとっての価値づけとほかかわりあいなく，全体社会

があらたに発見した価値によって，無限にふかめられ，

またきわめて多様性にとんだひろがりをしめしている。

さらに，労働手段としてのもろもろの生産要具ほ，技術

的体系の発展にともなって，不断に変革されている。ま

た労働対象に働きかける際の生産組織の形態ほ，盗本主

義の高度化にともない，不断の変容を重ねてきている。

このように，．内的状況を支える要素それ自体は，好む

と好まざるとたかかわらず，内的状況のもつ法則性とは

別の体系のもつ法則性にしたがって変容をかさねてい

る。そうして，これらの変容ほ， とくに労働対象，労働

手段という要素の変化として与えられるだけではなく，

社会関係ぞのものの変化をつねに伴なっている。それは

第一には面接的な内的状況における交互作用の枠組の変

化となってあらわれるが，これは，その生産に必要な生

産諸材料および生産用具の購入をとおして，またそこで

の生産物の阪売をとおしてとり結ばれる全体社会との物

質的関係のネット・ワークの中で，その生産単位がいか

なる位置をしめるかという，その位置づけによって，そ

の枠組が規定されているものと考えることができる。っ

まり，全体社会の生産諸関係の変化の中で，特定の生産単

位の位概づけはつねに変化するし，それに応じてその特

定の生産単位の，フォーマルな生産組織の形態が規定さ

れているものと考えることができる。内的状況ほ，この

フォーマルな生産組織の形態によって，すくなくとも規

定されている。

このようにみてくると，個々の行為者の「生産意欲」

そのものも， この外的状況の変化にともなって，内的状

況の変化を媒介として変化する従属変数であることがわ

かる。とくに労働対象，労働手段の変化は，少くとも行

為者相互閻の人間関係の変化をともなって，個んの生産

主体者の生産意欲に直接的に影薔をあたえる。この意味

において，労働対象，労鋤手段という要素は，個んの生

産主体者の生産意欲に，旗接的にかかりあう要素である

ということができる。

第 2項生産意欲と「報酬」

このように，「生産意欲」を，労鋤主体者の特定の労鋤

対象に対する志向の様式として「労働主体者が社会的生

産労働としての特定の労働対象に対してもつ態度」と規

定すると，この生産意欲はすでに述べたように，労働主

体者の個人的体系の，またその内的状況の，さらに外的状

況の体系の函数として与えられる。「生産意欲」そのもの

ほ，具体的な生産過程においてほ，たしかに生産成果を

左右する、重要なる要素として摘出できるし，一般にそう

考えられている。しかしながら，それほ同時に，すでに

述べたように，それを支える諸条件の結果として，つま

り函数として与えられる性格をもっている。われわれが

「生産意欲」を，「労働主体者が社会的生産労働としての

特定の労鋤対象に対してもっ動機づけ (motivation)」と

いう形で表現するとき，それは同時に，労働主体者のひ

きおこされた，何かじっとしていられない活動への傾向

（動因drive)が，動因解消 (drivereducing)のために

習得された型式によって，蝶境の諸部分に選択的に方向

づけられた状態にあることを意味している。そうして，

ひきおこされた動因が，環境の諸部分に選択的に方向づ

けられることによって，その個人の動因が解消され，み

たされる。ここから，「生産意欲」をめぐる諸問題は，し

ばしぼ r・満足」の度合と関連されて取りあっかわれてき

た。これはたとえば， Homansによる動機づけの「外的

報酬」と「内的報酬」の函数としての把握にしめされる。

HomansとRieckenによると，個人の動機づけは，賃
（註l)

金に端的に示される「外的報酬」と，また彼のいう相互

作用，心惜，協力という要素に変形が可能の「内的報酬」

の函数として表現される。そうして，さらに集団の効果

は，「成員の課題への動機づけ」と，コミュニケイション'

のチャンネルの変化に分割できる「集団機梱」の函数と

してあらわされる。

個人の動機づけ＝ f（外的報酬・内的報酬） ー(a)

集団効果 ＝f （機構・成員の動機づけ）ー(b)
(※2) （※2) 

さらに彼は．ある成貝Pに対する0の好み (sop)は， Pのその

集団規範に関する活動の「良さ」「重要さ」(AP)と0からPへの相

互作用の頻度 (iop)の函数として表現されるとして

Sop=f (iop • AP) - (C) 

のジェーマをしめし． （a) (b) (c)は相互に関連する図式とし

てしめされる。

つまり，集団の効果は外的報酬と内的報酬の函数によ

ってしめされる個人の動機づけと，課題逹成のさいの集

団の機梱の函数によってしめされる， というシニーマで

あるが，個人の動機づけ〔生産意欲〕ほ，「内的報酬（成

員の序列的地位や，かれの相互作用から生ずる満足）が
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減ずれば減ずるほど，外的報酬（集団課題逹成によって

現実化された利得）が，その成員をその集団内に，そして

また，その課題での作業にとどめておくために増加され

なければならなくなる。」という形で「満足」と結びつけ

られる。さらにまた，最高度に発達したCommunication

Form（集団の解決課題が，早くとける Communication

Form) は，成員の満足（動機）と逆比例の関係にある

として，権威主義的集団において，成員の内的報酬によ

る満足の度合の低いのほ，自分が意志決定に参加してい

ないという個人の感楠によるものであるとしている。

このように，「生産意欲」は，報酬ー外的報酬，内的報

酬という概念によって「満足」に結びつけられるのであ ‘ 
る。たしかにHomansのいうように「ホーソン工場のエ

員はたとえば食糧をかい，家族を支え，自動車を買い維
（註鴫2)

持し，少女を映画につれて行く金のために」，そのような

動機づけによって働くに遮いない。そうして，飢を満た

したいという原始的な動因は，その動因解消のために社

会的に方向づけられた回路に従って，その回路のなかで

のある特定の方向に，習得された型式によって選択的に

方向づけられている。こうして，ある特定の個人は特定

の仕事に従事するが，この際，その個人がその職業につ

くことによって満たされる満足は， Homansのいうよう

にたんに，内的報酬，外的報酬という二つの報酬によっ

てつきるものだろうか。われわれは，さらにその背後

に，これら二つの報酬と密接不可分に結びつき， しかも

これらを支えるような報酬が存在することを仮定する。

ここではかかる報酬を「創造的報酬」と呼ぼう。
(※3) （※3) 

Homansらによつて，ここで創造的報酬とわれわれが呼ぶ報酬

が，看過されているのはけつして偶然のことではない。それは，

資本主義社会における固有の労偏者観と不可分に結びついている

ものと思われる。たとえば資本主義社会の初期においては，「生産

性向上」のために労価主体者に刺激を与えて，その生産意欲を向..... 
上させようという試みも，労低主体者として労鋤者を捉えるとい

う観点より．むしろ，飢えからのがれたいという原初的な動因に

よつて．その労拗力を売却した‘‘もの“という観点が先行してい

た。労慟の科学的管理方式を確立したテーラーのテーラー・ジス

テムにおいても，またフォード・ジステムにおいても，労傲者の「生

産意欲」は，第一には「高貨金と低賃金」という刺激によつて，

第二には労働環境を「モデル牛舎」とすることによつて満され，

高揚しうるものとして位慨づけられた。ここには・「外的報酬」と

いう概念しか用意されていない。「内的報酬」の概念は．メーヨー

ー派のホーソン・リサーチによる成果としてはじめて用意され

た。しかしなから．ここにおいては，生産性向上のための能率増

進の手段として，人間関係方針に着眼したというだけで，労働主

体者の創造的才能の仲長という側面は吋過されている。ここでは

社会的労偏過程そのものが，自己阻害化現象の進展として把握さ

れている。したがつて，ことさらに，人間関係的側面のみが，そ

の具体的な労働対象や労価手段と切りはなされて問四にされる。

このような思考の限界は，労倣主体者の具体的な労倣過程を，労

働主体者が不断に労倣対象に傲きかけている生者た過程とみない

で．たんなる労低力の消毀過程として捉えるという，資本主義社

会における伝統的な労働鍛によつてもたらされる限界として考え

ることができる。労働主体者は，つねに具体的な労働対象を，特

定の労働手段で変形し，社会的な価値を創造している。したがつ

て労低力ではなく，労低主体者を分析の中核におくと，どうして

も，その労偏対象と労働手段との結びつきの中で，労拗過程その

ものを捉えざるをえなくなる。そうして，このような観点にたつ

たとき，はじめて．労価主体者の社会的価値を生産するという創

造的な側面がはつきりと解明される。創造的報酬とは，後に述ペ

るように，このような労拗主体者の社会的価値の創造という契機

に見合う創造的な報酬である。

さきにわれわれは，生産主体者の「生産意欲」を分析

する際の分析要素として，行為者と，労働対象と，労働

手段と行為者相互閻の交互作用と，状況という五つの要

素をとりだしたが，これらの要素は，さらに分解される

べきものである。

まず，行為者の個人的体系として一

(1) 行為者のその労鋤対象に働きかけるさいの「対象

に対する知識」

(2) 労働手段を操作するさいに必要な労鋤手段の機梱

に関する知識と操作技術

(3) そうして，具体的に彼が自己のこれらの知識体系

の評価の上にたって，これらの知識体系と対象との

間に創りあげた，．その行為の目楔一

この三者をとり出すことができる。

たとえば，労鋤対象に対する知識抵が，わずかで， し

かも労鋤手段に対する知識と操作技術がない場合，彼は

いかなる行為の目楔も具体的に逹成することができず，

彼はその動因をそのことによっては解消できず，その労
rヽ曇

働対象に対しての生産意欲をまったく失うか，あるいほ

別の労働対象を選ぶようになるであろう。また労働対象

に対する知識量が蠍富にあっても，労働手段に関する知

識と操作技術がない場合，彼ほ目標逹成が困難となる。

さらに，労鋤手段に対する知識と操作技術を盟富にもっ

ていても，労働対象に対する知識がない場合，正当な目

槻をたてることができず，ここでも同様の関係を指摘で

きる。このような場合には，「内的報酬」や「外的報酬」

が如何にたかくとも，彼自身の生産意欲ほ，きわめてお

ちるであろう。そうしてまた，労鋤対象と労働手段に関

する知識と操作技術が盟宮にあり，正当な目標をたて，

しかもその目標を造成したさいには，その個人は，少<

ともそれに見合う濯『足」を，十分に感ずるものと思わ

れる。このような行為者の社会的価値の創造にかかわる
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「満足」を支えるものが，ここでわれわれが「創造的報

酬」と定義づけるものである。

このような「創造的報酬」は，具体的には彼の仕事の

出来ばえによって評価することができる。この「創造的

報醐」は実際に，社会的生産労鋤が行われる内的状況の

中における労働対象と労働手段（これらの要素は，外的

状況の変化に相応して内的状況にもらこまれるものであ

るが）と直接的にかかわりあう「報酬」である。この労

鋤対象とそれに働きかけるさいの労鋤手段が急激に変化

して，労働主体者がこの状況に適応できない場合， しば

しば，この「創造的報酬」はおちる。そうして，これほ

具体的にはその仕事の出来ばえとなってあらわれ，やが

てこれは，「外的報酬」や「内的報酬」に影御を与えずに

ほおかない。

ところで，この「創造的報酬」は，「外的報酬」と「内

的報酬」と独立に存在するものではなく，この三者は有

機的に結びついている。「組織の達成目楔」とその組織の

成員である「個々人の行為目櫻」が，この「創造的報

酬」を媒介として結びついた場合，その組織から与えら

れる「外的報酬」と「内的報酬」は，その組織が，ヘ・ツ

ドシップ構造ではなく正常なリーダーシップ梱造をも

つ限り，むしろ「創造的報酬」の従属変数として与え

られる関係にたっている。組織内の成員の序列的地位

ゃ，かれの相互作用から生ずる満足ほ，その序列的地位

が高くなるほど大きいと思われるが，•これは「集団目

楔」．と無関係にあるのではなく，「集団目標逹成への有効

度」？程度に応じて形づくられる。特定の個人が，この

集団目楔達成のためにきわめて高い貢献をした場合に

ほ，彼のその集団の中での序列的地位は高まり，また

「外的習碩冊」も増大オるものと思われる。しかし， この

ような形でもたらされるこの「内的報酬」も，また「外

的報酬」も，その組織の役割期待の体系に，つまりその

学臨嘩奴蒋造とその舞翫，不可分に結びついたもの

として存在している。例えば「創造的報酬」がいかに高

くとも，それをもたらした彼の行為の目標が彼の属する

集団の目標と一致せず，またその集団目標逹成に貢献し

ない場合にほ，彼の「内的報酬」もまた「外的報酬」も

たかまらず，彼の行為ほ逸脱行為として集団裁定 (group

sanction)によってチェックされ， 彼のその労働対象に

対する意欲は滅退するか，あるいはまた彼は，その労働

対象をかえるであろう。さらに，「創造的報醐」がたかく

それをもたらした彼の行為の目標が彼の関する集団の目

標と一致し，それが集団目標達成に大きく貢献した場合

においても，その集団自体が，そのことによって，「外的

疇」を増芍るという機構をもたず，またその集団の

疇がその成員の行為を，彼の序列饂位昇の方向に

租栖的に評価しない場合には，彼の「内的報酬」 iまたか

まらず， tことえ「創造的報酬」がたかまったとしても，

彼の生産意欲はやがて減退するか，あるいは彼の行為は

別の道を志向するようになるであろう。つまり一般的に

集団のメカニズムとして集団目標の造成に個人が貢献し

た程度に応じて配分される「外的報酬」と「内的報酬」

に対する逐行期待の体系が，規範としてその集団の各成

員にわかちもたれ，共有されているものと思われる。こ

のような体系を集団自体がもたない場合，あるいほ，こ

のように成員に共有された期待を満たす方策をリーダー

ほとらない場合，たとえ，集団目標と一致した「創造的

報酬」がいかにたかくとも「内的報酬」と「外的報酬」

ほたかまらず，したがって，その個人の生産意欲はやが

て減退するか，あるいは彼はその集団を離れるであろう。

•このように「創造的報酬」は，生産組織機構を媒介と

して「内的報酬」と「外的報酬」に不可分に結びついて

いるが，「創造的報酬」が，あくまでも個人的文脈に結び

ついた報酬であるのに対して，「外的報酬」と「内的報

酬」は，少くとも，その個人を含む生産組織を媒介とし

てその個人に「満足」を与える系列に属している。

第 3項生産意欲と生産組織

われわれは，さきに，「生産意欲」分析の一要素として

の行為者を，さらにいくっかの要素に細分したが，ここ

では，集団梱造とその集団に属する成員の生産意欲との

関連を，さらに検討するために，このような集団楷造に

かかわる「生産意欲」分析の一要素としての「相互作用

(interaction)」をさらに吟味してみよう。

労鋤主体者が労鋤対象に対して働きかけるさい相互に

とり結ぶ「くりかえし持続される相互作用は，社会関係

からなっている」。この場合，社会関係は，生産組織と
（註3)

しての一定の機梱の中に配胚された地位に対する役割

期待によって，一定の社会的意味をもつ関係として，ぁ

るいは，この意味を前提とした関係として位置づけるこ

とができる。特定の労鋤対象に対する社会的生産労働

は，つねに多かれ少かれ，生産組織の中で一定の意味を

もたされた，このような社会関係のネットワークをとお

して営まれている。したがって，ここでは，相互作用

という一般的タームを，具体的な生産組織を媒介とし

て，さらに次のような諸要素に分解して考えなければな

らない。

(1) 相互作用に一定の意味をもたせる生産組織の権力

ーこれは，生産組織の志向を決定するさいの個々の行為

者へのそれの関与過程として観察することができる。
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(2） その梅力によって方向づ吐られた組織の目標。

(3) そうして相互作用が具体的に特定の目楔に向って

組織づけられる生産組織の地位と役割と各成員の役割期

待一こめ地位と役割が，個々の行為者の活動目標をさだ

め，個々の成員ほ，特定の地位に相応した役割期待に応

じて活動を行う。'

(4) さらに，このような組織体のヒニラルヒーの中で

確立された規範一この規範ほ，その組織の中で，個々の

成員に，何が正しくまた正しくないのか，また何が良く，

良くないのか，何が公正で何が公正でないのかを決定す

る評価の糠準を与える。組織体のヒニラルヒーの中で確

立されたこのような規範に従って，個んの成員はある

集団の中で実際にたてられた目標と，その目標逹成の過

程と，さらにその成果をとおして，個々の行為者の行為

を評価し，また地位と役割の位置づけを明らかにしよう

とする。ある場合にほ，この過程をとおして，この規範

自体が変革される。このような過程のくりかえしの中

で，その集団の中には，おのずと各成員の間に序列づけ

ができあがる。そうして，各成員間に相互に，彼が何を

なすべき人か，どういう意味をもつ人かという成員の分

類づけができるようになる。こうして各成員は，集団に

よる役割期待に従って，彼の行為を遂行するようになる。

(5) そうして集団はさらに，集団の成員の個々の行

為を租極的に評価し，また否定する指標として，裁定

鴫(sanction)の機能をもつ。この裁定は， すでに述べた

「外的報酬」として，あるいはそれのマイナスの形とし

ての罰として表現されるばかりでなく，「内的報酬」とし

て，その成員に対する集団内の序列づけの変化となって

あらわれる。

ところで，相互作用という一般的脳念は，概念的に

は，このように各要素に分解できるとはいえ，これらの

各要素は現実には一つの統一的な組織の中にセットされ

ているものである。そうしてこの組織は，三つの側面に

わけて捉えるべき性格をもっているものとここでは仮定

する。すなわち，第一はフォーマルな側面であり，第二

は，インフォーマルな instrumentalな側面であり，第

三ほ，インフォーマルな expressivet.ょ側面である。ま

ず第一点から検討するとこれらの上述の諸要素ほ，組織

体のフォーマルな1蒋成要素を楷成する。これらの諸要

素を統一的に梱成するフォーマルな組織体は， Homans 

の言葉をかりるならば， externalsystemと名付けられ

るべき体系である。この externalsystemという概念

ほ，いわば集団の外部的楷造を形づくるものであり，そ

の内部構造を抽象する internalsystemという榔念と組

になって，集団の全体的社会体系を1欝成するものと考え

られている。
(※:4) G姐•5)
Homansによると，集団は現境により規定され，その中で生

存している。その環境は，集団の空間を規定する物理的現境と，

技術水準を規定する技術的現境，さらに，社会的現境の三者にわ

けることができるが，集団の externalsystemとは「集団がそ

の現境の中で存続することを可能にする集団行動」である。そう

して，「それが環境により条件づけられているから externalとよ

ばれ，その中で行動の要素が相互に依存しているから systemと

よばれる。そうして，集団の特徴は一つではなく，二つの種類の要

因によつて規定される。ひとつは，その集団と現境の性質によっ

て：もうひとつは集団の内部的発展によつてである。そうして，

外部的体系にこの後者，内部的体系 (internalsystem) -（外

部的体系の中の生活の経過の中で一詣に集団の成員が発達させた

お互に対する感俯の表現である集団行動〕ーというもう一組の関

係を加えたものが，全体的社会体系を構成するものであると考え

られている。（註4)
(※5) 
external system, internal systemは，社会関係の型として

は， externalpattern, internal patternという形で表現でき

るものである。 Loomisによれば，これらは次のように表現され

る踏関係である。「externalpatternの原初的な構造ー機能カテ

ゴリ _tま，第一に，要素としての目的，目探，終末の達成と，過

程としての目標達成活動である。そして第二は，要素としての権

カの統制と，過程としての活動の中の意志決定と相互作用であ

る。それ故，相互作用の externalpatternfま，適応と目標ー達

成によつて記録される。 internalpatternの中の集団は，体系

成員のお互に対する惑情の表現にあつまる非適応と非目標ー達成

の賭関係をつくる。この型におけるもつとも重要な構造ー機能力

テゴリーは，要素としての感俯の感じ方と，過程としての感惜の

communicationである。」
（註5)

external systemにおいてほ，要素としての目標と，

過程としての目楔逹成活動，また要素としての権力の統

制と，過程としての活動の中の意志決定と相互作用が，

そうして，これらを統一的に表現する組織の地位と役割

郡造が霊視される。一方， internalsystemにおいてほ，
-、シ

体系成員のお互に対する感府の表現と，その感脂の伝達

がきわめて重要視される。この意味において，感箭の要

素ほ， internalsystemを結合する舘ーの要素であり，

愛脩や好感がここにおいては，一般的基礎的な要素であ

るということができる。(※6)

(※6) 
ふるくは， Tonnies,Fによる GemeinschaftとGesellschaft

の分類，またPersonsのinstrumentalrole, expressive role 

の区分 (Parsons,Family, 1956)なども，いずれも，かかるニ

分法をとつている。

このような二分法自体，たとえばParsonsのいうよう

に麟における父と母の役割を観察すると，そのinstru-

mental roleとexpressiveroleの相進に，ただちに気付く

ように，きわめて正当な分類であるということができ

る。しかしながら，ここで実際に機能している生産組織

“ 
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およびその中でのその成員の活動を，生産意欲分析の観

点から眺めるならば，その生産組織の機能ー横造把据と

しては， external-internalの二分法のみでは，きわめて

不十分であるように思われる。逝常，それがある程度の

疇をもった生声暉であるならば，そこにはフォーマ

ルなライン系列が，生産組織として明確化されている。

そうして，それぞれの地位が各成員に諒知されるように

配置されている。しかしながら，そのようなフォーマル

なライン系列とは別に，かならずしも感箭の要素によっ

て一義的に規定されないインフォーマルな諸関係が，そ

こには形成されているものである。元来， external't;ょ

フォーマルな諸関係は，軍隊組織や，近代の大企業の経

営組織に端的にみられるように，感消的な中立性をたて

まえとするものである。これに反して，インフォーマル

な諸関係においては，少くとも感惜的な好悪の要素がこ

れにつけ加わる関係とみることができる。しかしそこに

インフォーマルに成立する諸関係は，かならずしも感箭

的な要素のみによる諸関係であるとは考えられない。フ

ォーマルな生産組織がリーダーシップ描造をもつよう

に，インフォーマルな諸関係も，それが生産活動志向の

目標をもつかぎりにおいて，またインフォーマルなリー

ダーツップ構造をもつものと考えなくてはならない。両

者の区分は，前者のリーダーシップの権威が，もっばら

その組織の中においてフォーマルに確立された権威とし

て，地位と役割の中に存在しているのに対して，後者の

特色ほ，組織の中においてフォーマルに確立された権威

ではなく，その個人が実際に特定の労働対象に対して鋤

きかける生産活動の過程をとおして，その個人のもつそ

の労鋤対象および生産手段に対する認識と卸識の趾に少

くとも関係をもっところの，秀でた才能によってもたら

された社会的権威であるというところにある。つまり，

前者の権威は地位をはなれては存在しえないが，後者の

権威は地位をはなれて存在する権威である。言葉をかえ

ていうならば，これは自発的影御力とよばれるべきもの

である。

このようなインフォーマルなリーダーシップ梱造ほ，

フォーマルなリーダーシップ梱造が碩直した場合（実情

にそわなくなった場合），とくに顕著にあらわれるが，多

くの生産組織体は少くともフォーマルなリーダーシップ

梱造の中に，このインフ．すーマルなリーダーシップ構造

をもつか，あるいはこれを発生させる契機をつねに内包

しているものと考えなくてはならない。このインフォー

マルなリーダーシップ梱造ほ，それ自身，フォーマルな

生産組織の地位に基礎をおかない関係であるから，かな

らずしも感情的な中立性を原則として保持する関係でほ

なし＜。しかし，実際の生繭固椴の中においては，さらに

感偕表現の要素に第一次的に基礎をおく諸関係がある。

これはこのインフォーマルなリーダシップ栂造と，ある

場合には不可分に結びついた形で存在するが，純粋に

expressive~ょ諸関係として存在するものである。 Loomis

のいう internalpatternの榔念がそのままあてはまる

諸関係である。これらの諸関係は，生産組織体の中におけ

る「気のあった仲間」として，あるいは「気安い仲間」

として一つの集団をつくる。この expressive~ょ集団は，

各成員の expressivet.ょ面での結びつきをとおして，緊

張回避の機能を果し，そのことによって，集団の紐帯を

強化する役割を果しているものと考えることができる。

そうして，この集団においてもまた， expressiveリーダ

- （まとめ役）が存在するものと考えることができる。

しかし，この場合はこのようなリーダーとしての機能を

もたないexpressiveスクーが存在することが同時に認め

られる。

第1図組織のフォーマル＝インフォーマルリーダーシップt構造の図解

（組織体を構成する
＝つの体系 ） （各体系の機能） （各体系の権威の哀付） （そのリーダーの機能）

external system→ 
formalな生産組織 →formalな紐織のstatus→ instrumental leader（組織指慈者） 一
(instrumental group) roleに結びついた権威 1 ↑ ↑ - | 
|―informalな生産関係→個人的な才能（認知的） →| instrumentalleader （設の実力者） ト―

internal system -I (instrumental group〕に結びついた権威

—informal な社会関係→個人的な才能（表現的） →| expressive leader （ましめ役） I← 
〔expressive group) に結びついた権威

I expressive star （人気者~I←

つまり，以上のべたわれわれの考えを図式化すると次 致し，これが組織体のフォーマルなリーダーシップ栂造

のように表現される。（第 1図） を形成する。このexternalsystem．に規定されて，内部

external systemはフォーマルな地位と役割樅造に一 組織として形成される internalsystem Iま，二つの側面

- 10 -



疇の近代化這長の生産意欲（その 1)

にわけて考えることができる。まずinstrumentalt::ょ側

面をになうものとして，地位にもとずかない関係とし

てのインフォーマルなリーダーシップ梱造と，さらに

expressive t::ょリーダーシップ梱造がある。後者の場

合， リーダーの役割をもつものとは別に，それとは機能

的に異なるスター．の存在もまた認められる。そうしてこ

の internalsystemにおける二つの構造ほともに結びつ

いて，フォーマルな生産粗織における諸方策（目標設定

及びその地位と役割梱造の位置づけなど）に対して，フ

ィードバックの役割を果す関係に立っている。

このように考えてくると，相互作用を支える要素とし

て，さきtこあげた権力，組織の目標，地位と役割，規範，

裁定の要素のほかに，さらに感俯という要素をつけ加え

ることが必要となるが，これらの諸要素はお互に分離さ

れたものとしてあるのではなく，一つの統一体を形づく

っている。そうして，一つの全体としての組織体は，さ

きにあげた三つの諸側面に分解して考えることができる

楠造をもつものと考えられる。

ところで，ここでわれわれの意欲分析の図式をもう一

度盤理しなおす必要がある。

われわれは，まず意欲分析の基礎的要素として，行為

者，労働対象，労鋤手段とそれに鋤きかけるさいの行為

者相互間の相互作用，そして，さらに，要素としての行

為者を，「労働対象に対する知識」と「労働手段に対する

知識」と「労働対象に対する行為の目糠づけ」の三要素

に分類した。また相互作用は，それを規定し，ささえる

要素としての五つの要素と，それらの諸要素の統一体と

しての集団が，さらに三側面に分解された。これらほ全

体として一つの生産組餓体に統合されるものであった。

ところが，われわれがほじめに用意した五要素のうち

「状況」という要素ほ，この全体としての生産組織体と

—声るものである。そうして個々の行為者間の相互作

用ほ，全体として，この組織体の意志によって統一づけ

られるが（勿論，組織体はその内部につねにフィードバ

ックをもっているが），また組織体の現実的な機能の過桓

をあらわす諸要素に分解して位置づけることができるも、

のである。そうして，また，現実の全体社会の中におい

てほ，きわめて跛行的に技術的体系が発達し，これが各

産業間の労働対象，資本の規模の相達による労働手段の

梱堂をもたらしている。ところが，この労働手段の相達

は，さらに，その組織体内部での相互作用の質と批をか

えることによって，組織体の梱造そのものをかえてい

る。つまり，生産組織体は通常，特定の労働対象，労働

手段をもつことによって，その独自の梱造を特色づけて

いる。したがって，われわれが状況という要素を生産

組織体という言葉でおきかえるとき，その生産組織体の

中には，行為者とその相互作用ほかりでなく，さらに労

働手段，労働対象をも含めなければならない。このよう

にしてみてくると，最初にわれわれが用意した，労働主

体者の生産意欲分析のための状況，行為者，相互作用，

労働手段，労働対象という諸要素ほ，生産意欲に作用を

与える諸報酬との関係から，次のような形で幣理すぢこ

とができる。（第2図）

生産組織
第2図生産意欲分析のための諸要素の相互関連性と分析視角の図解

三 〈―
全体社会の価値体系
技術体系の変容にと
もない変容

働対象、労働手段

する知識

外的報

I 
内的報

内的報酬

意欲を左右する要因

．仕事達成の目標額と現実
の達成額とのスtレ

外的報酬に対する期待と
現実のス詈レ

内的報酬に対する期待と
現実のス＼9

仕事に対する誇りと現実
の評価とのス℃レ

|分す）f 規角l

量正喜；；；‘:叫

｛ 
(2)i術通路の分折
〔組織のレベル〕

・ I (1)フォーマルな組織体分折

（注）
(2)インフォーマルな手段的関

． 係の分折

ヽ

(3)ィーンフォーマルな表現的関

係の分折

晶悶鍔ば此文化的伝］
統の分折

（注） （い）賃金体係の分折

（口）地位と役割構造の分折
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そうして，さらに，この図式を精密化するならば，そ

の組織体，個人を含むところの地城社会の社会文化的伝

統と，その中でのその職業の序列づけの変化（上昇あるい

は下降）の過程をとおして得られる内的報酬も，「生産意

欲」を規定する要素としてつけ加える必要があろう。

しかしながら問題は，さらに次のような点に存在す

る。すなわち，組餓体そのものを規定する労鋤対象，労

鋤手段そのものほ，つねにその組織体外の全体社会の価

値体系および技術体系によって変容をかさねているとい

うこと，そのことによって，綽織体そのものの梱造もま

た，変化せざるをえないものとして与えられているとい

うことである。さらに，この組織体を楷成する生産主体

者としての個々人の個人的体系を形成する諸要素ほ，た

んに，その組織体によって規定されるものとして与えら

れるのではなく，その組織体外の全体社会からもたらさ

れるさまざまの俯報および諸影御によって，規定されて

いるということである。とくに交通ルート，および偕報

ルートの飛躍的増大により，この傾向はますます顕著に

なってきている。また「その個人」「組織体」を含む地域社

会の小さな伝統としての社会文化的伝統も，たえまなく

全体社会の”大きな伝統’'によって変容をかさねている。

したがって，「生産意欲」をめぐる諸問題ほ，基本的に次

のように総括できる。

すなわち，「生産意欲」をめぐる諸問題は，まず第一に

「組織から与えられた仕事の目標額と現実の個人の達成

額との間のズレとして」（これは，その組織体が部入した

労働対象，労働手段に関する「全体社会における新しい

価値体系，技術体系」と「生産主体者自身のもつ価値体

系，技術体系」との間のズレの問題として提起されるo)

第二には，「その個々人が，その労鋤の結果として期待す

る外的報酬」と「組織が実際に個々人にあたえる外的報

酬」の間に横たわるス・レの問題として，舘三には，「その

個ん人が，その労働の結果として期待する内的報酬」と

「その組織が個々人にあたえる内的報酬」の間に横たわ

るズレの問題として，第四には，「その組織体とそれを栂

成する諸個人」と「地城社会の社会，文化的伝統」、との

間のス・レの問題として位置づけ，把握することができ

る。

第4項農民の「生産意欲」分析の視角

これまでは，生産主体者の生産意欲の分析方法を一般

的図式として述べてきたが，躁民の「生産意欲」の分析

を考える場合には，そこにおける労鋤対象と労鋤手段お

よびその生産組織の関性に応じて，あらたなるいくつか

の観点が附加されなくてはならない。

疇における綱砥，まず舘ーに，労鋤対象が蜘自の

土地に結びつき，一定の物理的位置を恒常的に専占しな

くてほ，農業生産そのものが存続しえないということ，

したがって，その地域の気象的あるいは社会経済的条件

によって，その存在形態が基本的に規定されるという点

に求められる。その上，第二にほ，日本資本主義の展開

過程の中で，伝統的に家本位制にもとづく小農経営をと

ることを強いられた結果として，いまだに経営は生産組

織体として純化されることなく，生活組織体と不可分に

結びつくという末分化の状態にとどまっているというこ

と， したがってそれ自身では自立できぬほど零細な経営

基盤ほ制度金融を不可欽に必要とし，そうして，この零

細制が，実行組合組織（部落組織）の紐帯を不可鉄に必

要としているという点に求められる。つまり操業におい

ては，「家」と「部落」というその生産組織の二霊性が，

他産業に比していちぢるしい特徴になっている。勿論，

経営単位が個んの家に分化している以上，その基本的な

生産組織が家であることは論をまたないが，副次的な生

産組織としての部落組織の力も，けっして無視できない

力をもっている。とくに，その部落の営農技術の水準と

社会規範は，各「家」の生産組織の変革に大きな力を与

える。大多数の農家の生産様式の変革は，この副次的な

生産組織としての，部落内でのinstrumentalt,_ょリーダー

と目される「家」の生産諸様式の変革に似せて，それが漸

次伝播されるという形でなされるという社会過程が，現

実には存在していると考えることができるからである。

しかしながら第三には，すでに第一節でのべたよう tこ，

戦後の現段階においてほ，生産組織としての家の梅造

が，伝統的な家本位制から臓城本位制へ，つまり，家族

主義的な制度のくずれに応じて企業的合理制に，内部の

成員の要求によって変革されつつあることを認めなけれ

ばならない。したがって現代における生産組織としての

「家」は，従来のような制度的分析のみでは，けっして

その梅造と機能をあきらかにすることはできない。「生産

組織」としての家のあり方が，その成員の生産意欲に大

きな規定を与え， これが「家」全体の生産意欲にはねか

えってくるという関係がここにはある。そうして第四に

は， とくにその家の経営主にとって，その外的報酬は，

他の経営主から与えられるものではなく，まさに自己の

主体的能力によって与えられるという関係が直接に結び

ついていることを認めなければならない。前節でのべた

「創造的報酬」が，そのまま「外酬報酬」にここでは結

ぴついている。

以上にのべたような諸前提を考慮にいれて，農民の生

産意欲の分析視角を図式化すると，第3図が与えられ
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鰈の近代化と眠の卑産意欲（その 1)

第 3図檻民の生産 意欲の分折視角

煤家の

生産意ー

，欲

労働過程1

（個入の生産意欲を
(A、Bを規定する要因） 左右する要因）

労働対象として土 lI 1・ 麟の目標と個
人の目標とのギ

D1地の絶対批 ャップ＇

2．仕額事と達個成の目標 バ
D 21 

額 人の実際
の達成額とのギ

A 

1．労働対象部門の

＇ 34．． 意与個ャ組すL織志の人ッてる決度役のが抱フ合定個割組くへ期織役人の待割にに参対対期と

の選択

2．選択した労働対

象に対する働ま

かけの目標と手

順 待のギャップ

3．生産諸要索の利

用方法 5．組し織て与が個え人に対
る外的

報酬

D 31その組織としてのIJ 6．部落がその家に I 
地位と役割諧造

与える内的報酬
その規範その裁定

I f 
(D1~D3を規定する要因）

E | I生産組織として冒

の家の歴史

II経営主の生活史

III家の形態

W部落の社会規範

V経営知識の質と

低及びその伝達

通路の形態

心る要因l1造的） 規定す

↓ 
1．個人の営混

知識の批と

残及び情報

通路

1．個人の生活

史

1国
旦

B 

すなわち，ここにおいては，偶家の労鋤対象である土

地への働きかけの結果から得られる「外的報酬」は，直

接「創造的報酬」に結びつき，これが，部落内成員から

もたらされる「内的報酬」とともに「農家の生産意欲」

を藝する。しかしその鱒の「創造的報酬」と「外的

報酬」は少なくとも，その農家の「労働対象として所有

する土地の絶対簸」と，さらにその農家による「労鋤対

象部門の選択法」「選択した労鋤対象に対する働きかけの

目標と手順」「生産諸要素の利用法」およびそれらを統合

して運用する「生産租織のあり方」などの諸要素によっ

て規定されると考えることができる。

しかしながらこれらの要素ほ，さらに少くとも二つ

の側面に整理できる要素によって規定されている。第一

は伝統的に培われた側面であり，「生産！織としての家の

膝史」とか，その「経営主の生活史」をとおして把握で
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きる側面である。第二ほ，現時点における社会的制度に

よる藝側面であり，「家の芦形態」とか「その経営に

おける経営知識の量と質および伝達涌路の形態」あるい

は「部落の祖金疇」によって規定される側面である。

これらの諸要素は少くとも第3図に示したように， E→

D→B,Aという形で相互に関連しあいながら，現実の

螂の「生産意欲」を規定する諸要素を梱成するものと

考えることができる。

ところで以上は「農家の生産意欲」を考えた場合の図

式であって，個んの農民の生産意欲を考える場合には，

1←B→ 1として図式した諸要素をさらにつ田諒して考

えることが必要である。ここでほ，生産紺織としての

「家」が個ん人に与える「内的報酬」と「外的報酬」

が，またその個々人のもつ営農に対する知識の址と質と

にかかわる「創造的報醐」が，その個人の「生産意欲」

を蓼する要素として，きわめて大きな意味をもってく

る。この「個々人の生産意欲」は，全体としての「擬家

の生産意欲」と密接不可分に結びついている。

このように「生産主体者の意欲」をみる場合，農村に

おいては，「擬家」と「個々人」に分けて考えることが，

とくに現段階においては必要となるが，それでは，この

「生産意欲」を規定するとここで仮定する「外的報酬」

「内的報酬」「創造的報酬」とは，一体客観的指標として

ぷ，如何なるもので捉えられ，またそれらは相互にどの

ように関連しあって，「生産意欲」を規定するのか，そう

して「生産意欲」とはどのように捉えられるべきものな

のか。次にこの点をあきらかにしなければならない。

ここでは問題を限定するため，「擬家の生産意欲」を考

えてみると，まずそれを規定する「外的報酬」は，現実の

「農業所得」を指標として捉えることができる。そうし

て「内的報醐」は，「部落の規範の中での，その晨家の序

列づけ (rating)」などを指標にして，また「創造的報

酬」は，「生産要素の統合の型」「目標のたて方」「経営知

識」などを指標として捉えることができる。つまりここ

でとくに大切なことは，たとえば「農業に対する安定

度」などを指標として現在の農業に対する態度をみるこ

とだけではなしに，将来その「動機づけが如何に変化す

るのか」を見とおすことでなければならない。言葉をか

えるならば，農民の生産意欲という，きわめて心理的な

問題を客観的に評価することである。たとえば現在の娯

業所得額がたかく，その意味で「外的報酬」がたかくと

も，今後に予測される変化に対応する「経営知識」にき

わめて乏しく，現在においても「創造的報酬」がひくい
=コ・

と考えられる場合，将来の予測としては，この農家の

「生産意欲」は，何か対策を購じなければ急速に減退す

ることが考えられる。

意がないから生産がおちるのではなしに，生産がお

ちたから意欲が滅退するのである。それに対する対策が

たてられず「創造的報酬」が減退するから意欲がおちる

のである。そうしてその結果，部落の中でのその農家の

序列づけはおちる。「内的報酬」もますますおちるわけで

ある。いわば生産意欲の問題は，それが促進され上昇す

る方向をもつか，あるいほ被退し下降する方向をもつか

という発展の方向性として捉えなければならない。三つ

の報酬は相互に関連しあって，循環円を描きながら，意

欲を促進させ，あるいは滅退させるものと考えることが

できる。（第4図）

たとえば意欲が滅退あるいは低下 第4図

している場合，この循環サークルの （＋） （一）

三つの報酬のうちの，何れかをチェ

ックして，それをプラスの方向に転

じさせなければならない。また現在

は，外的報酬がある水準を維持して

いたとしても，将来，創造的報酬が

急激に減退し，その結果，外的報酬

も滅少し意欲が急激におちること

が考えられる場合，あらかじめ現在

の方向を維持しながらプラスに転化

させる対策を購じなければならない。この場合もっとも

中心になるものが，すでに前項の一般的図式の中で述べ

たように創造的報酬である。これを如何に伸ばすかが，

言いかえるならtま，あらたな変化に対応する課題を設定

して，それを合理的に解決する方策をたてる知識と能力

と，実際にそれを逐行して，その結果もたらされる「創

造的報酬」を如何に伸ばすかが，まず第一に必要なこと

になる。第3図で述べたように，実際に「外的報酬」を

培大させ，「創造的報酬」を増大させるためには，営農に

対する知識だけではなしに，経営する土地所有面租の絶

対量が必要である。しかしこの場合にも，拡大した土地

所有面租に相応する，言いかえるならば，それに対応し

て，しかも「創造的報酬」を増大させるような「知識・

能力」が前提とならなければならない。

われわれは以上のように，「胆民の生産意欲」を考える

場合，それを「外的報酬」「創造的報酬」「内的報酬」によ

って規定されるものと考えるが，なかんずく「創造的報

酬」を重視する。

註1: G. C. Homans and H. W. Rieken "Psych.ological 

Aspect of social sti;ucture. in Lindzeys Hand book 

Soc Psycho! vol. 11 1954 
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註2: G. C. Homans "Hunan Group" New york 

Harcourt, Brace 1950 

註 3:C P. L,oomis, "Social System" D. VAN. 

Nostrrunp Company lNC 1960 

註4: G. C. Homans前掲害

註5:C. P. Loomis 前掲書

＼ 

第三節本事例研究の調査方法と

記述方法

この農民の生産意欲の研究を，われわれは実際に，本

州府県擬村および北海道のいくつかの町村を選定して，

そこでの実態調査をとおしてあきらかにすることを試み

た。その調査票のすべてほ，本研究の末尾（第二篇）に

掲げるが，この調査にさいして，われわれがとったもっ

とも基本的な態度は，実際の晨業生産にたずさわる農民

から，その生産と生活のすべてを教えてもらうという態

度であった。調査項目はきわめて多鼓にわたり，その面

接は数日間にわたった。本調査のほかに予備調査，補足

調査を加えると，この調査ほ，かなり大がかりなもので

あった。

本専例研究は，そのうち，北海道常呂郡端野村におけ

る農業末共同化グループと共同化グループをとおしての

「農民の生産意欲」の比較調査の部分をとり出してまと

めたものである。

この端脚村の農民調査ほ，昭和36年度において数回に

わたって行われたものであるが，現地調査に参加したも

のは，北海道大学教育学部教授・同附設産業教育計画研

究施設長・留岡消男，北海道大学教育学部助教援•佐々

木降介，同購師・鈴木秀一，同講師・産業教育計画研究

疇研麟・布施鉄治，同助手・進藤俊一，北海道大学

文学部研究生（社会学）•横川毅，および北海道大学教育

学部学生・早川貞治，同じく野K川輝ー，山谷典子，畑

道子，宮野陽夫，同文学部学生・小林甫の諸君である。

調査結果の整理分析については，北海道大学教育学部

産業教育計画研究施設が中心となった。

この事例研究の執筆にさいしてほ，前述の方法論にも

とづいてこれを行ったことは，ことわるまでもないが，

従来，農民に関する研究が比較的乏しく，とくに農家の

生産基盤と，その生産一生活様式，その行動固，生活

良また麟や部落の楷造などが，相互にどのように関

連しあって現実の無業生産を支えているのか，というこ

とについてほ，その実態があきらかにされていない面が

きわめて多い。したがって，本研究においては各節の主

題にしたがって，その分析の理論的枠組をあきらかにし

ながらも，全体として，現代における擬民生活のモノグラ

フとしての意味をかなりもたせる配慮を行った。

分析と記述の順序を述べると，序章で「北海道端野村

の社会卑誤的構造の分析」を行い，第一章で「晨業末共

同化部落の農民の生産意欲」についての分析を行い（以

上本号掲載），つづいて第二章で「農業共同化グループの

生産意欲」，第三章で「農業共同化グループと末共同化部

落の農民の生産意欲」の比較分析を行なうことになって

いる。 （以上第二篇）

調査，集計，分析にさいしては，留岡消男が総括的な

指揮をとり，実際の執筆においては，留岡の指部の下に

調査参加者が討論を重ねながら，序章を横川毅，，鐙1章

第3節lIを鈴木秀一，他を布施鉄治が分担執節した。こ

の端野村の誨民調査の実施に際してほ，端野村擬業協同

組合参事，高橋勝男氏，および技術センター技術員酒井

義広氏ほか，農協，技術センクー，村役場の多くの方々

の援助をうけた。記して謝意を表する次第である。な

ぉ，この調査報告害ほ，ここにことわるまでもなく，端

野村川向舘6部落の高橋一郎氏ほか部落のすべての方々

の協力と援助，また協和第4部落の三好黄吉氏，中林清

太郎氏ほか部落のすべての方々の協力と援助がなかった

ならば，けっしてこのような形では完成しなかったもの

である。心からなる謝意を表する次第である。また，擬

業基礎知識調査票作成に関しては，岩見沢罷業高等学校

の浦水小重氏をはじめ，諸先生方の絶大なる援助をうけ

た。記して眺意を表する次第である。

序章北海道端野村の社会生態的構造

第 1項端野村の人口および産業

変動の特質

a 概況

道央「大雪山系」を主軸に，東北方にひろがる一大傾

斜面ほ，波状性の段丘と，滑らかな丘陵地が連なり，そ

の裾をオホーツク海に没している。この扇状形の中軸に

ほ，常呂川 (137km.)が貫流し，流城一帯の平担地を洞お

している。この一大傾斜面が，道東の国，網走支庁の管

轄する斜網新開農業地帯である。
（注1)

この地帯は北海道の穀寂農業の中核地帯として，麦類

馬鈴惑，蒋荷，その他の主産地を形成している。常呂郡

端脚村は，この網走支庁管内のほぼ中央部，東ほ女満別
(tr.2） 

町および美幌町に，西南方は北見市に，そして北ほ常呂町

に包まれた約 162平方キロの，常呂川流城を中心にひろ
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がる純農村である。

国鉄石北線に乗って北見を巡ぎると，約十分（6.3/an) 

ほどでこの村の表玄関「躙野駅」に到贅する。駅を出る

とすぐに，鉄道ど平特に第一級国道が走っており， これ

は北見から綱走，叉美幌を経由して阿寒国立公園を結ぶ

主要な観光路線となっている。駅舎を中核として， この

国道沿いに連たん戸数二百数十の市街地が形成されてい

るが，役場・郵便局・農院など幾つかの官公）『，十指に

みたない零細小企業の工場や事務所，そして数野の飲食

店・食糧品店がみられるにとどまり，農燒に比較的人の

動彦が多い他は，閉散とした情景を呈している。

躙野村は隣接する北見市のサービス・エリアに包含さ

れ， とくに近年，バス・オートバイなどの交通機関が普

及し，北見市との時間的距離が短縮されたため，市網地

紀 塁

第

5
図
の

I
北
悔
道
に
お
け
る
躙
野
村
の
位
置

第 8号

のサービス・センターとしての模能は弱く，村民の文化，

教養，娯楽的欲求の充足，および高級消費財の購入などは

第

5
図
の

I

川
向
第
六
部
落
と
共
和
第
四
部
落
の
位
置
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北見市に出て果されている。

市街地的景観ほ，他に裏玄間「緋牛内駅」前にもわず

かにみられるが，他ほ村一帯のうねうね、とした丘陵地帯

の中に，純農村的光兼が展開されている。この純擬村的

光兼ふ大まかに三つの地域に分れている。すなわち，

先述した常呂川が村の中央部を貫流しており，これと支

流の仁頃川流城が，平坦肥沃な沖租土地帯で，稲作経営

に適し，端野村農業の礎をなしている。この中央部洗城

地帯をはさんで，東部丘陵地帯と西部高台地帯に別れる

が，東部ほ比較的地味肥沃の穀寂農業適地であるのに対

し，西部は地味，地形に恵まれず，開発の最も遅れた地

帯である。当村農業の立地条件をみると，地質は全城農

地の 6割までが火山灰土と低位泥炭土からなり，その土

地改良には多くの労力と衰本を要し，さらに，東部丘陵

地帯では傾斜度高く，表土が悲く，また河川の氾濫甚だ

しきために，しばしば耕地表土の流失に悩まされるなど，

幾多の困離な条件をかかえている。そしてこの地域の誤

業をより制約する条件として，気象条件をあげなければ

ならない。すなわち，平均初霜9月30日，初雲10月28日，

融雪は畑に黒土を撤布し，人工揺雪をほどこしてなお4

月6日以降，終雪が5月2日，晩霜は5月22日で農作
（五3)

期間は東北6県に比較して40日前後も短かく， 130日か

ら150日に限られる。冷害はこれまでほぼ4年に一度の

制合で当地の農業生産をおびやかしており，また降雨址

も日本最謀雨地帯に属し，夏型降雨配腔にあり，旱害の

被筈をも受け易い。かかる立地条件の下に，端野村擬業

生産が展開され，当村の唯一の主要産業をなしているの

である。

注 1 湯沢誠「北海逆農業論序脱」晨林省農業総合研究所P52

参照，晨業展開の様式から北海道農村を区分した地帯別区

分によると，上川，十勝，網走は新開炎業中核地帯として

規定される。旧開中核地幣は空知，後志，胆振，石狩，限

界地帯が根室宗谷，釧路などで他は停滞地グIVープ として

位既づけられている。

注 2 昭和36年IO月，端野町に舛格。

注 3 北見農事試験所，明治未期から昭和26年にかけての44年

間にわたる調査。

b 産業構造

網走支庁管内の産業梱成は，内陸における穀萩提業と

林業，およびオホーツク海沿岸における水産礁業を基幹

産業として，さらに，かかる原料生産物に依存した各加

工製造業が，主として中小地元贅本によって形成されて

の機能を担うにとどまる。農産物加工業の拠点は北見
（注）

市，美幌町，林産物加工業は北見市，津別町，水産物加

工業ほ網走市，紋別市である。

端野村の位匠する網走内陸は，かように現在において

は，農林業を除く他産業が殆んどウニイトを占めない地

城である。かかる地城的条件によって規定される端野村

産業の性格は，さらに開拓当初から擬業重点主義的政策

が貫ぬかれたため，当村における林業は，開拓当初の伐採

期間がすぎたあとその開発が柩めて遮れ，末だ確固たる

村産業としての位置を確立するに至っていない。叉農産

物加工業も，隣接する北見市に吸収され，村内には零細小

企業がわずかに存在するにすぎず，その出荷額も微々た

るもので，みるべきものは蒋荷取卸油程度のものである。

昭和35年現在の産業楷成をみると，端野村の農家人口

は，労働力人口の79.4％にあたる 3,382人，批帯別では

67.1％を占めている。農外産業は建設製造業が7.1%,

商業5.7%，サービス業 11.5%（いずれも産業別批帯梱

成）となっている。サービス業は小中学校教員と農協職

員で大方が占められ，他にわずかの飲食店，社寺，理髪店

などを数える程度である。製造業は毅粉加工，製米，製

粉，製麺など，農産物加工（工場数5)と農機具製造

（工場数 1)，木材及び木製品製造（工場数6)と，躁村

的業種に限られている。

工場数12のうち， 7件までが従業員3人以下で， 4人

以上が5件と，家内工業的零細企業が殆んどである。建

設業は大半が通路工寡その他の人夫などで占められる。

商業では擬産物が殆んど農協のルートを通して集荷販売

され，それ以外の個人商ル 第1表産業別枇

ートも北見の雑穀商を通す 帯梱成(S35)

ことから，錮認仲買，卸売 1総戸数 I 1．躙 i篇
業も少なく，小売業も北見

I 
市のサービス・ニリアに包

含され，最少限の日常消贅

物資を対象とするものに限

られており，市街地と各部

落の要所に雑貨商が点在す

るにとどまる。その他運翰

通信，公務自由業など，ぃ

ずれも村社会の生産，流通，消痰過程および政治過程の
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迎用の必要最少限度を充たすものにとどまっている6 か

ように端野村の農外諸産業は，農業生産の必要条件とし

いる この地域における第二次，第三次産業の拠点は， て存立，叉は農業生産に寄生して存立しているというこ
（産1)

網走市，北見市，紋別市，美幌町，他二三の町である とができる。しかも，これら農外産業の占める位罹ほ，

が，これらはいずれも上述の加工製造業が生命であり， 近年の著しい伸びによって，はじめて築かれたものであ

あとは周辺幾漁村地域社会のサービス・センターとして って，戦前の様相はなお一層純農業村としての色彩を強
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めていたのである。

注 l 伊藤俊夫「北海道における資本と煤業」昭和33年晟林

省晨業総合研究所参照

注 2 美幌町には特殊産業として観光産業がある。

c 人口と産業構造の史的変遷

端野村ほ明治30年，屯田兵舘4大隊第 1中隊によって

はじめて拓かれた屯田兵村である。端野村60余年の人口

変動ほ舘6図の如くである。その軌跡は大別して 5期に

分けてみることができる。すなわち，（1) 明治30一大正

末期に至る第 1次増加期 (2) 昭和初期一昭和10年にか

けての舘2次増加期 (3) 昭和10-19年に至る第 1次停

滞期凶昭和20-25年の箔3次増加期 (5) 以降現在

に至る舘2次停滞期 の5期である。

第 6 図
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地帯，すなわち，現在の脇和，川向部落の開墾に入って

いる。民間入植の第二陣は明治40年以降に入植する。

これは，明治30年の「北海道国有末開地処分法、」にも
（注1)

とずいて， 40年以前に大地租の無償貸付を受けた第一陣

の人々を頓って入植したものであった。

大正2年にはこれら貸与地の殆んどは無償下附を受け

（注ら
て ここに大地主＝牧場経営者が生れた。かくして屯田

(1£3) 

兵制に替る新たな生産関係と経営形態が出現し，大誠の

人口流入を誘発する。すなわち，牧場経営は小作胆経営

をとり，この時期に多量の開墾小作人が道内外から部入

される。これに加速度を加えたものは，鉄道開通と欧州

大戦の勃発であった。

明治45年の鉄道網走線の開涌ほ，農産物の大最搬出ル

ートを初めて開き，大経営商品経済の基盤を成立させ，

さらに，大正3年になると，欧州大戦による輸出菜豆大

プームが起り，民間移住者の増加に拍車をかけたのであ

る。他方，鉄道開通によって，造材搬出ルートも開け，

造材人夫の所謂「山ご」集団が大最移住する。この「山

ご」の中から，開墾小作として定箔する者が出て，この

時期には特に協和，川向地区は急激に戸数を増している。

痒 8年頃になると，内地からの移民と道央I日開擬業
（注2)

中核地帯，および道内漁村滞留人口が，新開農業地帯へ

と大規模な地域間移動を起す。網走管内への流入は，年
（注6)

間85,000人にのぼり，端野村でも年間300戸， 1,000人を

超えている。端野村の開拓はこの時期に西部高台地帯の

小牛（現忠志），仁頃（現翌実，北登）方面に漸く進展

する。かくて，大正10年には2級町村制が施行され， 711

戸， 3,787人をもって野付牛町から独立し，現端野村が

正式に行政村として誕生するに至った。

この時期の産業ほ，農業の他に「山ご」による造材，

炭焼がみられる。雑木，丸太，素材や枕木など，年々数

万石を生産し，札樽，釧路方面に移出している。明浩末

期にはマッチ製軸工場が設立されるが，原木不足で間も

なく廃止されている。

牧畜は明治35年から豚が， 38年頃から牛が導入されて

いるが，両者ともその増加は遅んたるもので，大正10年

には牛14頭，豚96頭にすぎない。最も飼蓑されたのは耕

馬及び種馬で，明治35年に部入されて以来，大正10年に

畑

g

碑

伽

畑

畑

牧'J

(i) 第 1次増加期（明治30ー大正末年）

この時期の入植者は，日屯田兵とその家族⇔ 内

地からの民間入植者国 「山ご」集団（叫牧場の開

墾小作人として入植した者，によって構成されている。

屯田兵とその家族は明治30年に 100戸，翌31年にも同じ

く100戸が入植し， 1戸当5町歩の無倣給与地と必要躁

具，家屋などの支給を受けて，常呂川流城地帯，すなわ

ち，現在の市街地を含む端野一区， 二区， 三区に兵村

を拓いた。兵村は36年に解散される。この時期には未だ

民間入植者はみられない。

民間入植者の先駆者とみられる者は，明治36年，屯田

兵制の廃止を契機として現われる。これらの者は， 山

形，福島，富山から屯田兵村を足場に移住し，東部丘陵

は820頭と，ー戸当1．涯員の普及をみた。

しかし，全般的に，当村における牧畜は，先述の如く

牧場地の無償附与を受ける必要条件として，その目的を

充すために飼養され，附与の許可を受けると多くを売却

処分するなど，牧畜への志向は殆んどなく，牧場経営時

代にもそれは名目程度のものにすぎなかった。

次に製造業は，この時期の後半，、すなわち大正未期に

ー！8-



農業の近代化と農民の生産意欲（その 1)

零細企業が生れている。

村役場の資料によれば，大正13年，端野村の非農家戸

数は110戸（公移員50,商業26,迎翰通信3，製造業4,

•その他）で，全戸数の 14％に当り，製造業は食品加工 1

戸，製材，誤材具製造2戸がみられるにすぎない。

(ii) 第2次増加期（大正13一昭和10年）

第一次大戦以降の経済不況， とくに大正8年からの豆

類の大暴落は，投機的に菜豆に依存していた牧場経営を

柩度に圧迫し，大正未期から昭和初期にかけて牧場の崩

披が相次いだ。昭和3年，民有未開地解放の制度が制定

されるに及んで，牧場の解体は極に達し，大土地所有の

牧場経営形態は殆んど止揚され，それに替る新たな形態，

すなわち中小地主及び自作擬創出化が進行した。この形

態は中小地主，自作農が小作或ほ雇傭者を入れて，ハッ

ヵ，ビート耕作など，集約的経営形態に向う基盤を生み，

昭和前期のハッカ大プームを形成する基盤を確立した。

かかる生産関係並びに経営形態の変容が，大正13年以

降人口増大，とくに農家人口の増加を促進し，総戸数700

戸台から1,000戸台に飛躍せしめた （うち97％までが農

家）。そしてさらに昭和恐院による都市部逃剰人口が昭和

5年以降大祗に流入し，昭和9年までにほ 1,170戸にの

ぼるt注0)

しかしこの時期にほ，かかる一方的方向性ばかりでは

なかったことに留意せねばならない。すなわち，この時

期は昭和初期の冷害期であって，端野村も深刻な凶作に
（注7)

直面し，生活の困窮も極度に造していた。それ故，総戸

数の動態の裏には，きわめて激しいモビリテイがあるわ

けである。かかる恐院と凶作の苦境の時期に，端野村の

開墾は東部高台末開地とともに，西部高台未開地にも本

格的に進み，昭和10年には戸数1,170,人口7,533と大正

末期にくらべ各々58%,74％の膨張を示している。この間

の誤外産業の動向には大きな変化ほみられないが，昭和

5年以降，昭和恐院による非農流入人口が商業部門を若

干伸展させている。この時期の製造業は，全道的傾向と

して，内地応捉本進出による都市工業の飛躍的発展にひ

きかえ，自生衰本による零細農村製造業は全く停滞，低

迷を続ける。端野村製造業も，大正末期に比して全く成

長の跡はみられず，原初的な段階にとどまる。桶，柾屋

鍛治屋などを含めて十指にみたない。

(iii) 第 1次低迷期（昭和11年ー19年）

準戦時，戦時体制下のこの時期には，農村人口が多祗

に鉱工業都市に流出し，軍需鉱工業労働者として編成さ

れる。昭和10年から15年までに，道内誤村人口は15万強

の流出を示し，さらに太平洋戦争の勃発した16年から19

年には29万にのぼる捩業人口（非晨家人口97,000人を含

む）が流出した。

端野村における準戦時の人口変動ほ， 11年から12年に

かけて 500人の流出を示し，鍋形を描いて15年には流出

分がそっくり戻って来る。この間の戸口の変動ほ， 11年

に約40戸減少をみせるが， 13年には滅少分がカム・バッ

クしている。戸口の減少に比して人口の減少度合が高

く，この時期には家族労働力の一部が鉱工業賃労鋤者と

して流出した艇炭が多かったと考えられる。

次に，昭和16年以降の戦時期になると，軍需鉱工業に

農村人口が動員され，また召集で戦役に出る者多く，人

ロ変動は18年まで下降曲線を描き続ける；この間の減少

は1,200人で，同時期の自然増は約600と推計されるから

社会減は少なくとも 1,800人以上であったとみられ，流

出人口はそれをさらに上回るわけである（流入人口分）

から，村人口の約2割以上が流出したことになる。

一方，戸口変動でみると，この間の滅少は 100戸にの

ぼっている。この減少の大半は農家の減少で，非農家ほ

若干の増加さえみせている。鉱工業都市への流出ほ昭和

18年までで， 19年にはすでに止まり， 19年から20年にか

けて，戦局の悪化から終戦へと逆に急激に流入する。

昭和11年から19年までをおしなべて眺めると，戸口は

86戸の減少， うち擬家戸数135戸の減，非農家49戸の増

となり，非農家比率が高まっている。

この時期の農外産業部門の変動をみると，昭和17年ま

では公務自由業がわずかに伸びているのみで工，商，遮

輸遥信，サービス，いずれも不変叉は微減を示してお

り，上述の非農家比率の増大は，農外生産流通部門の成

長を意味せず，特定産業部門に従事しない滞留人口と，

北見への涌勤者，村内公務員などとして流入した批帯で

ある。この傾向は18年以降より鮮明にあらわれる。すな

わち「その他有業人口」が急増し，かつ激動を示し，終

戦前後の激しいモビリテイをあらわしている。

(iv) 舘 3次増加期 G昭和20年ー25年）

終戦による軍需工業の閉鎖，海外輸出市場の喪失ほ，

鉱工業地帯の人口を大批に放出した。これに引揚，復員

増を含め，農村への流入人口ほかってない厖大なものと

なった。

昭和21年にはすでに農村地帯は過飽和状態を現出し，

それ以後24年に至る流入人口ほ， 9割までが未就業滞留

人口として農村に寄生することになった。端野村におい

ても，終戦後 1年間で低ぼ戦時中に流出した分に相当す

る戸口，人口が流入し，下降曲線の出発時点，すなわち

昭和11年頃の規模に回復している。昭和20年の流入戸ロ

は，約 110戸の殆んどが非農家として流入している。擬

家戸数の増はわずかに2戸にすぎない。しかし21年には
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それらの約半数は誤家化している。一方，流入人口は

1,100人にのぼり，戦前の最高時点，昭和 10年を凌駕し

ている。

戦後増加の第2陣は昭和22年から始まり，その上昇曲

線は徐々に緩やかになりながら26年まで続く。この時期

ほ，疇・非麟守数とも大きく麟を繰り返し，麟

家として流入し農家化するというケースが多かったこと

を裏書きしている。この激動が一応の安定状態に入った

のほ，昭和25年以降であるが，その農，非農のバランス

は，懺前の状態には復さずに，非農家率のかなり高まっ

た位置で安定した。すなわち，擬家戸数は昭和10年時と

ほ底同じ，或はやや低いところでとどまったのに対し，

昭和24年の非誤家戸数は360戸に増加し，全戸数の26.4

％にのぼり，昭和10年の 2.3倍になっている。昭和10年

には全戸数の13.6％であったから，比率にして約2偕に

増えたことになる。かように，戦時戦後の混迷期とその

終燻の過程を通して，端野村の産業構造に特徴的な変容

があった。

第2表農家・非混家別梱成の変遥

I総戸数 1 農 家 1非森家 I：非函／総戸数

＇ 昭和 10 1,170戸
1.00-10炉2 8 

160戸 13.6% 

昭和 24 1,370 I, 362 26.4% 

昭和24-10 300 202 

昭和30
I 

1,427 I 999 I 428 I 30.0% 

それは端野村誤外産業の拡大再編成の進行である。農

疇門では開拓適地が残っていたのは，昭和24年まで

で，既耕地と未墾地を合せても戦前以上の吸収力はなく，

1,000戸台で頭打ちになり， むしろ農地改革後，零細化

問題が深刻な課題となって， 25年以後流出に転じたのに

対し，農外産業部門は終戦後の流入戸口を吸収し， 25年

以降も膨張を続け，戦前の 2.5倍の戸口を吸収したので

ある。かかる娯外部門の膨張ほ，農外産業自体に成長の

基盤が生じたのではなく，無業生産力の相対的増強に対

応するものとして，それに寄生または依拠しての膨張で

あった。それ故に，かかる膨張も端野村産業栂造の性格

を本質的に変革するものではなかった。すなわち，従来

とさほど変らぬ質ど規模の企業が祉的に増加したにすぎ

なかった。

工業は戦時中の18年に7戸から4守ゴに飛躍するが，本

格的な戦後の再編成は24年以降である。しかしそれも依

然旧来の食品加工，木製品，農機具製造業など農村的製

造業に限られていた。商業は21年から増大に向い， 24年

には33戸に増加する。以降増加曲線を描いているが，そ

の取扱い対象は， 日常食栂品，雑貨類の小売，牛馬商が

中心であって質的に新らしいものはない。

(v) 第2次停滞期（昭和25年一現在）

この時期は全道的に擬村人口の絶対的減少を示した時

期である。 25年までの流入人口ほ擬村を一時的な溜り場

として，非就業人口のまま滞溜し， 25年，朝鮮動乱以降

の経済再編成をまって都市に流出する。さらに昭和22

年，晏地改革後進行した階層分解ほ， 25年以降離晨転出

を加餞しめている。

しかし，この時期における端野村は，減少も急激には

起らず，これまでの各時期に比し，最も変動の少ない，

安定した時期である。人口は昭和27年まで，戸口では34

年まで微増が続き，以降，下降曲線に転化する。この10

年間の産引きをみると，総戸数21戸増，人口 869人滅，

疇戸数49戸減，罪麟手数70増となっており，（1) 非

疇割合の増大（2) 鰤守数の滅少 (3) 一戸当平均

人口の滅少，を示している。非擬家増大の実態ほ，（1)

サービス部門の膨張（昭和24年の 4.5倍） （2) 工業の

増加 (1.8偕），（3) 商業の増加 (2.5倍）となっており，

「その他就業人口」の滅少がみられる。サービス業の急

増は，擬協の充実拡張，および小中学校教員の増による

ものである。

注 1 国有未開地の開拓のために，大地苗の狂付を認めたもの

で，これが本道の不在地主（内地とけたちがいの大地苗所

有）を発生せしむる因となった。

注 2 上述の大地梢伐付は無償附与を企図していた。すなわち

貸付地の開墾が定められた期限内に規定以上の哭甜をあげ

た場合．それを無償にて下附する規定になつていた。

注 3 箕付地苗は最地化するもの，牧場化するもの，植林する

ものに分れており，牧場化するものに最も大地摂貸付が許

可されたこと，及び，無償附与を受ける必要条件として．

牧掲化するものが最も炭本投入が少なくてすみ，哭苗を上

げるのに容易であった。そのため検定の際．牛馬を借りて

来て放牧して認定を受ける者が多かつた。

注 4 内地府県の階陪分解が進行し，下屈流出人口が流出し，

逍内新開晨業地幣はそのフ゜ールとなった。

注 5 伊藤俊夫． 「北海道における晨業と資本」参照，大正初

期以降道内旧開袋礁村の階屈分解も進行し，下屈人口流

出。この時期の吸収は新開農業地幣と共に空知・室閾など

鉱工業都市がある。これは第一次大戦以降中央独占資本の

道内進出による煎点工業の飛躍的成長期であったことによ

る。

注 6 昭和恐慌は，内地府県滞留人口と，道内鉱工業過剰人口

を生み出し，十勝・網走など道東新開農業地帯が吸収の中

心地となる。「北悔道における農業と資本」参照

注 7 昭和年． 6,7, 9, 10年と2年に一度の割で冷習凶作を記

録「北海道冷宙史」 （北海逍開発局昭和36年）蓉照
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疇の近代化環民の旱疇（その 1)

第 2項農業生産形態の史的変遷

と構造的特質

a 生産形態の変遷

端野村60余年の生産形態の史的展開は，作付編成の推

移から，次の五期に分けてみることができる。

I 自給作物生産時代（明治30年一明治末年）

I 戦前商品作物生産の時代（明治末年一昭和13年）

(i) 簿荷プーム（明治末年一大正初年）

. (ii) 菜豆プーム（大正5年一大正8年）

(iii) 碗豆プーム（大正12年一昭和5年）

(iv) 糊硝『プーム（大コラ長年一昭和13年）

(v) 7./(;稲プーム（昭和初年一昭和7年）

(vi) 冷害対策期（昭和9年一昭和12年）

III 準戦時・戦時食糧生産時代（昭和13年—昭和20年）

lV 戦後供出食糧生産時代（昭和21年一昭和25年）

V 戦後商品生産の時代（昭和25年一昭和35年）

(i) 豆類拾頭期（昭和25年一昭和29年）

(ii) 特用作物拾頭期（昭和31年一昭和35年）

1 自給作物生産時代（明治30年一明治末）

この形態は明治30年入植以来， 7年にわたる屯田兵村

時代，及び明治末期の牧場形成期に照応する生産形態で

ある。開墾初期にして，耕地・労働力•生産技術ともに不

備なため，生産力も低く，また交通路も末開で，阪出に

困難をきわめ，自家用作物を自給するにとどまる。屯田

兵に配布された種子は，大麦・裸麦・大豆・小豆・馬鈴

惑・菜種・ソバ・キビなどで，その生産品は，自家用を

充足する程度であった。

I 戦前商品作物生産時代（明治末年一昭和13年）

(i) 麟プーム（明治末年一大正初年）

しかしながら，米作が不可能であった当時の自給生産

は窮迫商品経済へと移行する。しかし，搬出ルートの未

開拓は大きな桓楷としてたちiまだかっていた。この姪楷

の中で，商品化の過程を進行せしめるにほ，生産物が軽

品にして，且つ高価でなければならない。この条件を最

も充たすものは蒋荷であった。しかも簿荷粕油上の燃料

は開墾途上で自給される薪炭に依存M尋たから，コスト

安という好条件をも備えていた。薄荷は明治43年，民間

で試作に成功し，以降逐年その普及著しく，明治末期に

は当村最大唯一の阪売作物となり，次の本格的商品生産

の時代を準備する。

(ii) 菜豆プーム（大正5年一大正8年）

麟生産で進行した商品作物生産が確立期を迎えるの

は，明治45年の鉄道網走線の開通を契機とする。すなわ

ち，網走線端野駅・緋牛内駅の設置によって，農産物の

大抵阪出ルートが確立し，蒋荷のみならず，豆類・穀物

など雷脅牛産物も商品生産物たることが可能となったわ

けである。さらに，欧州大戦（大正3年）による輸出菜

豆需要の急増ほ，菜豆を暴騰させ，農家の盗本蓄租の絶

好の機会となった。ここに蒋荷をしのぐ菜豆の投機的経

営が出現したが，この頃から化学肥料や過憐酸などの肥

疇，プラウなどの鯛機具が部入される様になり，生産

性が向上したことも，商品生産を促進する一条件であっ

た。

菜豆プームは，第 1次大戦後の経済不況，とくに輸出

菜豆の大暴落によって，大正8年には終局を迎える。こ

の不況は，基盤をかためかけた牧場経営を極度に窮迫

し，早くも牧場経営の内部に崩製の過捏を生み出してい

った。この期には経営主体者が作付編成に迷い，一部で

ほ蒋荷に復帰し，協和部落などでは再び薄荷フ・ームが到

来しているが，大勢としては，麦類に依存した。大正10

年の作付比率は麦類38%（燕麦17%），豆類32%（大豆11

％）を占め，ハッカ・ビート・亜麻の特用作物類はいず

れも 4％弱となっている。

(iii) 碗豆プーム（大正12一昭和5)及び

(iv) 簿荷プーム（大正末一昭和13)

この時期には端野村I日開地帯と新開地帯では異なった

生産形態が進行する。

まず，旧開地帯の混迷した商品生産は，大正13年，対

英貿易の活発化に再び活路を見出す。すなわち，輔出碗

豆の需要が急激に増加し，大正13年・ 14年の高価続きに

よって，一部に投機的経営が再び現われ，協和部落では

30％を超える作付比率を示している。しかしこのプーム

も，満州事変勃発によって対英関係が悪化するに至り，

輸出莉豆ほ暴落し碗豆プームは冷却する。他方，川向そ

の他の新開地帯では大正末期から蒋荷プームが巡行す

る。この地帯においてほ，薄荷ほ地力を掠晦しつつ新開

地を追って移行するという傾性を示していたが，この期

には前期の協和附近から川向一帯へと移行した。このプ

ームは昭和13年頃，すなわち，戦時食糧生産時代の前ま

で続く。

村全体の作e付比率をみると，大正10年にほ蒋荷・碗豆

とも 4％弱であったが，大正12年には碗豆が15％に，蒋

荷が11％に伸びている。

14年になると，薄荷が21.2%，碗豆14.4％で，碗豆は

すでにわずかながら下降したのに対し，蒋荷ほ癌増の一

途をたどる。かように碗豆プームはプームとしては短期

間且つ局部的なもので，途上で薄荷プームに座をゆずり，

昭和時代初期は空前の蒋荷時代が続くことになる。ここ

で注目すべきことは，この薄荷時代は自作躁創設の時期，
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すなわち新たな生産関係とそれに対応した農法に照応す

ることである。第一次大戦後の経済不況，とくに菜豆プ

ームの崩誤後，牧場経営は早くも崩壊の過桓をたどった

が，この不況の時期をきりぬける活路は薄荷であった。

しかし薄荷経営は粗放的大経営の牧場地に適さず，より

集約的な農法を必要とした。かくして，大正末期から昭

和初期の牧場解体と，新たに創設された自作晶・中小地

主の経営体によって，集約的薄荷経営がなされるに至り，

この期のハッカ時代の基盤が成立したと考えられる。

ハッカの作付比率は， 昭和7年に 19.7%, 11年には

27.8％と単ー作物の作付比率としてほ，空前絶後の高比

率を示している。

(v) 7.虹稲プーム（昭和初年一昭和7年）

ハッカプームの影に，昭和初期に7./q稲の拾頭があっ

た。端野村における7虹稲試作の脳史は，遠く明治34年，一

屯田兵によってはじまり， 40年にほ漸くその実租上り，

以降逐次増反され，大正13年には13町6反， 163石を収獲ヽ

するに至った。大正中葉から米価が上昇し，道の水田造

殖計画，種Kの補助奨励政策が進行し，十勝・綱走新開

農業地帯に外延的に米作がひろまる。この造田熱ほ，端

野村にも滲透し，とくに常呂川流城地帯は，従来の畑作

経営から水田娯業経営に移行する者が続出する。

下表の如く，昭和4年までには一躍860町歩に伸びて

いる。しかし，かかる過黙的な造田熱も，昭和初期の製

滅的な冷害凶作によって，昭 第3表水稲作付の変遥

和 7年をピークに激減の一途

をたどる。

東西丘陵地帯とも＜自給用

+a► を残して，畑地に速元

し，かくて水稲プームも衰退

するが，しかし常呂川流城の

滴地帯ほ，凶作の打撃に耐え

て残存し，以降，網走支庁管

内随一の水田地帯として現在

に至る。作付比率も常時12%

大正10

14 

昭和 4

7 

11 

18 

25 

29 

33 

1作付（町面）梢1作付%比率

13.6 0.48 

226.3 

860.8 

894.6 16.71 

724.5 12.14 

651.5 12.31 

604.5 12.33 

625.8 13.08 

689.6 13.58 

前後を維持し，本村の安定した主要農産物の位慨を占め

ている。

塁饂・麟• 7燻プームが織りなした大正末期

から昭和にかけてのこの時期は，昭和恐慌，冷害凶作と

いう状況下に，小作制大牧場経営の崩披，自作巽創設と

いう生産関係上の大きな変動をみた時期であった。昭和

初期の窮状も，それまでの不在地主の大地租所有に基づ

＜粗放的掠晦農業の，さらには日本経済の兼気変動を追

いかけた投機的商品作物経営の結果としての，底の洩

さを蕗呈したものであったとみることができよう。この

窮地からの脱却には，これまでの矛盾を止揚した抜本的

な経営の体質改善が不可映であった。

生産関係の変容は，その契機を多分に内包していたが，

実際には比較的冷害の被害の少なかった薄荷にすがりつ

いて，かろうじて生きのびたというのが現状であった。

(vi） 冷害対策期（昭和9年一昭和12年）

道は冷害救済対策として，昭和7年，農業経営の集約

化・長期輪作化・地力の維持増進を主題とした「農業合

理化方針」を打ち出し，さらに9年には「冷害地方農業

経営改善指琳方針」を樹立した。その内容は，．（1) 乳牛

の簿入，畑作兼営，（2) 米作不滴地の処理，道東・道北

水田地帯の経営合理化，（3) 甜菜作の奨励9 (4) 自給股

業の確立，（5) 耕種法の合理化 (6) 自給肥料の増産と

土地改良による地力増進，などである。

この結果，先述の如く，流城地帯を除いて端野村の水

田は，約20％減反し，昭和7年の 895町歩から， 11年に

は725町歩となった。

他方，畑作では，（ i) 投機的な商品経済偏向の是正

(ii) 地力維持増進，（iii) 労力の季節的配分の合理化

と経営の安定，への考慮がなされ，麦類・馬鈴惑・亜麻

などの爾寒作物の比重を強め，乳牛飼育が増加する。豆

類ほ菜豆が殆んどつぶされたほか，いずれも滅反し，約

10％強作付比率を減じている。

有畜化の動向は第4表の如く，牛・馬が急増し，飼育

家畜頭数では，戦前戦後を通じ最高を示している。

かくして端野村晨業 第4表家畜飼育状況の変遷

に一大転換がもたらさ

れ粗放的掠晦腿法から

集約的混合擬業への移

行が本格的に進行する

かにみられたが，昭和

12年，日支事変勃発を

麟として，戦時体制

下に再び逆戻りするこ

とになった。

Ill 準戦時・戦時食

糧生産時代（昭和

12年一昭和20年）

この時期の北海道農

業は，戦時食糠増産政

策による，半強制的な

生産統制が行なわれ，

大正10

13 

14 

昭和 5

8 

10 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

32 

33 

35 

牛

昇
44 

56 

125 

153 

286 

88 

140 

158 

194 

171 

114 

324 

398 

馬 豚

品 乱
609 33 

723 39 

1,337 21 

1,577 96 

-2_ ,-→ 112 135 

1,669 135 

1,513 102 

1,336 127 

1,346 201 

1,309 

□ 悶i| 

1,405 

1,414 

1,431 

(i) 豆・麦頻・雑穀などの重点作物栽培が強制され

(ii) 従来形成された主産地固定・専門化・単ー作物化

と逆に，複合化・多角的栽培の方向が強制付けられた
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時期である。
（注I)

かかる上からの志向づけによって，漸く芽生え初めた

混合晨業化の方向性も挫折し，飼料畑の維持さえ困難と

なり，昭和15年頃にほ乳牛の飼育頭数も激減するに至っ

た。

昭和16年以降になると，輪作を度外視した主食作付の

偏向が著しく，肥料も欠如し，再び掠恋偶法が繰返され，

酪擬経営による地力増進は全く夢と化し，地力は減縣し，

反収も年々落下をたどり，冷害への抵抗力も失なってい

った。下表はこの期の作付編成を示したものであるが，

(1) 麦類の増反9 (2） とくに軍馬用燕麦の増反，（3) 特

用作物・とくに簿荷の滅反，凶ただし，特用作物中，

軍需繊維製品の原料として亜麻が増反，（5) 戦時食糧と

しての馬鈴惑の増反，が顕著で，作付編成の全般的特徴

が，戦時主食作物および軍需晨産物に偏向し，しかも単

ー作物に集中せず，多様化・平均化していることがわか

る。

各作物の作付比率は， 10％ラインを軸に上下5％間に

集中している。

第5表作付比率の変遷 a （類別）
` • 9 Q 

昭和 11 I 昭和 18 | 昭和 20 

特 用 32.19 麦 類 30.53 麦 類 33.60 

麦 類 28.13 豆 類 15.24 特 用罫 1 5 • 2 1 

豆 類 14.03 米 12.31 豆 13.87 

水 稲 li.14 特 用 11.69 水 稲 13.24 

その他雑敦 5.50 馬鈴薯 7.46 馬鈴惑 8.69 

馬鈴薯 1.03 その他雑殻 7.10 その他奴雑 6.80 

その他 6.98 その他 15.67 その他 8,59 

b （作物別）
(%2 ー・

昭和 11 | 昭和 18 I 昭和 20 

ノ、ッカ 27.29I 燕 麦 16.33 燕 麦 13.53 

小 麦 12.59 水 稲 12.31 水 稲 13.24 

水 稲 12.14 馬鈴惑 7.46 小 麦 11.89 

燕 麦 8.56 大・裸麦 7.43 大、 豆 11.08 

大 麦 6.98 大 豆 7.09 馬鈴惑 8.69 

大・裸麦 8.18 

亜 庶 7.68 

※1 特用の増加は亜麻の増加

IV 戦後供出食糧生産時代（昭和21年ー25年）

戦後の供出食糧生産時代は，戦時体制期同様，または

それ以上に，強制的な主食作物作付が強制された時代で

ある。昭和21年「食紐管理法」の公布によって，各擬家

は鑓供出割当てを受け，さらに24年「紺疇保臨時措

慨法」の事前制当方式が採用されるに至り，その強制度

は一層強まった。この時期の特徴ほ，（1) 戦時体制期の

方向性を受けつぎ，水稲，雑穀，馬鈴惑など，主食作物

および自給作物中心で，豆類，特用類は低迷する。 (2) 戦

時と異なるのは，軍需市場の崩製による燕麦，亜麻の減

少である。 (3) 主食作物中，馬鈴薯の比重が高まる。

馬鈴薯の作付は，戦前にわずか 1％前後であったが，

戦 疇 胆 ほ7,5%（昭和18年）に上昇し，戦後さらに10

％を超え，昭和24年には第一位作物に至る。この馬鈴薯

の伸長は，当時の超過供出制による価格騰貴が生み出し
（注2)

た。馬鈴署の生産収入は，昭和21年，すでに農産収入中

の三分のーを超え（舘6表参照）協和部落では50％を上

回っていたといわれる。

第6表生産収入比率
（％） ・̀, 

昭和 19 I 昭和 20 I 昭和 21 

麦 類 25.8 馬 鈴 惑 29,6 馬鈴薯 33.5 

米 18.0 特 用 27.2 特 用 13.7 

特 用 14.3 麦 類 23.5 麦 類 12.7 

豆 類 8.6 豆 類 13.6 豆 類 12.0 

馬鈴惑 8.4 雑 穀 6.1 雑 致 7.2 

雑 穀 5.8 米 4.5 米 2.3 

蒋荷プーム期でさえ，その娯産収入中に占める生産収

入比率が37.2％であったことをみれば，如何にこの時期

の馬鈴薯の占める位置が高かったかを推測することがで

きよう。馬鈴薯の伸びの反面，同じ主食作物である麦類

が，比率・絶対抵ともに減退する。この減退は，先述せ

る燕麦の減少を除いても言える。裸麦ほ増加している

’ が，小麦は減少している。かかる麦類の減少は，供出制

における麦類の比重の低さによるものであろう。

すなわち，小麦，小麦粉及び大麦は，米国からの対日

尋麟（ガリオア物贅）中，主要な位概を占め，日本

人の食生活中に占める小麦の需要批は援助物褒で過半が

まかなえた（当時の小麦の国内自給率は35％前後て溝とも

低いo) から，供出割当中の比重は低まっていたのであ

る。

V 戦後商品生産の時代（昭和25年一昭和35年）

(i) 豆類拾頭期（昭和25年ー29年）

昭和24年，対英，西独輸出が進行し，菜豆はじめ豆頸

の需用が高まる。 25年には豆類の統制が撤廃され，商品

経済への回復の端緒をきる。かくして統制経済下に滅退

していた豆頴の作付が急速に伸ぴ，寂豆主作経営が展開

され，投機的経営が多く出現する。

昭和24年の豆類作付面租ほ22年の 3.3偕にのぼり， 29

年にはこれまでの最高， 1,414町歩，作付比率29.6％を

記録するに至る。かかる豆類の再興ほ，閉ざされた海外

農産物市場の中で，豆類のみがわずかに輸出市場を開い

たことと，北見大豆の交雑育種の成功，各種肥料の増投，
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動力防除の普及など集約的経営による安定と生産性の向

上を基盤としている。

供出制度からの解放ほ，豆頻の伸長と逆に，麦類・馬

鈴署・雑穀類など，主食作物の滅退を示す。とくに麦類

の減退が著しい。特用作物は戦中，戦後の低迷から抜け

きらず， 400から600町歩台を変動している。

しかしながら昭和28年から31年にかけての冷害凶作期

にこo5豆類プームは一時後退を示す。すなわちこの冷害

凶作期の被害は，大豆を紙頭とする豆類に最も大きく

(29, 31年の作況は20~30％であった），そのため， 31年

から33年まで作付面租ほ％に減退する。しかし，冷害期

の不安が後退すると再び伸びをみせ， 35年にはほぼ復帰

し，再び第一位作物に帰り咲く。冷害期の豆類の減退ほ，

裏腹に特用作物の急激な上昇をひきおこした。

(ii) 特用作物復活期（昭和31年ー35年）

冷害期における安全度が最も高かったのほ甜菜であっ

た。しかも，（1) 昭和28年，甜菜生産振興臨時設置法が

制定され，価格安定政策がとられた。 (2) 昭和29年，耐

病性の高い GW304など数種の但良品種が米国から輸入

され，普及した。 (3) 土地改良及び有機質肥料の増施，

など甜菜生産技術が向上し，栽培可能地が高台地帯へ進

出拡大され，生産性も向上し，安定性が強化された， tょ

どの好条件を備えて，不振の豆類の代替作物として棗格

を獲得したのであった。

端野村の甜菜栽培は，大正6年頃から拡がり，以降微

増を続け，特に全道的に減退を示した戦後期にも伸びを

示し， 200町歩台（作付比率4％前後）になる。これが

昭和29年以降の高揚によって， 33年には900町歩，作付

比率17.8％と一躍第一位作物にのし上った。

しかしながら昭和30年以降の特用作物期には，かかる

甜菜の飛躍的伸長と期を一にして，蒋荷の拾頭があった

ことをあげなけれぼならない。昭和初期の蒋荷時代以降

低迷を続けた蒋荷の再興は， （1) 新品種「万葉」（昭和

28年），及び「涼風」（昭和29年）の部入による反収の増加，

(2) 昭和31年以降，薄荷の市場価格が騰毀 (29年の 2.5

偕）したこと，などの要因によっている。しかし， 33年

以降豆類の回復と裏腹に蒋荷は減退をみせ， 35年までに

約 300 町歩程減反する。しかし，甜菜 •7虹罹・菜豆に次

いで第四位の付作を保持しており，主要作物の位置を失

なってはいない。

以上の動向から，昭和35年には，豆頻と特用作物の商

品作物で全作付の50.4％を占め，戦前より一層明確な商

品経済の再編成が成ったことを物語っている。端野村開

墾以来，一貰して基軸となっていた麦類が，昭和31年に

は作付比率20％台を割り，さらに35年には16.5％にまで

低下し，基幹作物としての位置を喪失した。

b 端野村膜業の構造的特質

以上概略せる端野村生産形態のもっ梱造的特質は，こ

の地帯の一構成部分として，全体の歴史的，普遍的性格

を備えているわけであるが，しかしそこには端野村自体

のもつ内的諸条件が産み出した特殊性も存在することを

認めねばならない。

次に網走支庁管内との比較において端野村の特殊性を

みてみると，第7表の如く，端野村の総耕地面租は，支

庁管内耕地面租の丁度5％を占める。網走支庁管内の混

業は先述の如く，穀―農業地帯として形成され，その作

付編成（昭和33年）をみると，麦類と豆類が共に20％強，

次いで飼料・緑肥作物と特用作物が17％台，やや落ちて

馬鈴薯が12％となっている。

この地帯の 第7表作付比率の比較

特質は「空知

の米作，十勝

の豆作に比べ

ると，蒋荷・

小麦・馬鈴惑

等がそれぞれ

総作付の10%

前後を占めつ

っ，何れも本

道の主産地を

網走支庁 (A) 1哺釈 IB/A 
町 町

総面租 101,629.7 5,081.9 5.00 

①麦 類 20.8％ 3 @ 17.1％ 7 4.12 

R豆 類 20.20 R 21.10 • 5.22 

R特 用 17.27 ① 28.21 • 8.17 

④ 飼・緑肥 17.66 R 8.97 2.54 

R馬鈴惑 11.85 ⑥ 6.19 2.61 

⑥ 米 5.43 ④ 13.59 • 12.51 

R雑双類 3.92 c 2.62 3.34 

⑧その他 2.84 ⑧ 2.50 4.40 

なしていることで，その多様性が著しい。」点に求められ
（注33

る。かかる作付編成の多様性，平均化という性格は，端

野村品業にも貰ぬかれている。しかし端野村においては

特用作物類への集中が顕著である。

端野村の作付が支庁平均を上回っている作物類は，水

稲とこの特用作物類である。 7虹稲ほ支庁全体の12.5％を

また特用類は8.2％を占める。常呂川流城7虹稲地帯は管

内随一の7虹稲地帯であり，端野村胎業の特殊性の一つで

ある。特用作物類ほ支庁管内の作付比率17.3％に対し，

端野村のそれは28.2％と10％以上も高い。特用作砺類中

亜・除虫菊の比率は支庁平均より低く，蒋荷・ビート

に集中している。豆類は支庁平均よりわずかに上回って

いる。支庁平均をかなり下回るものは馬鈴薯と飼料・緑

肥作物類である。馬鈴薯は支庁の作付比率 11.9％に対

し， 6.2％と低く，支庁作付面積の2.6％を占めるにすぎ

ない。その他，麦類・雑穀類，及び薩菜果樹類，いずれ

も支庁平均を下回っている。特に，麦類中，大変が支庁

全体のわずかQ.6％を占めるにすぎない。また支庁内で

も有畜化が遮れているその形態を反映して，飼・肥料，

緑肥類の作付比率もきわめて低いのである。以上の如
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疇の近代化環民の 鑓疇（その 1)

く，端野村生産形態ほ支庁平洵に比較し，豆類，特用頻

の純商品作物依存の傾性がきわめて強く，水稲地帯をも

つことと合せて，二大特殊性を示している。それ故，終

始商品市場の変動に伽肋的に麟し，先述の如く，外的

条件の変動に対する抵抗力も弱い。にもかかわらず，下

からの経営梱造の改善に対する志向は，本格的取組みを

みせるに至らず，依然，本質的にはその都度作付編成を

変える刹那主義的対策にとどまってきた。ここに端野村

疇の放睦しえない最大の問題点があり，この抜本的変

革のためにはその物的基盤と強力な営娯及び耕種技術の

指部体制が必要であった。

C 端野村における指導機関の占める位置

多くの檻村において，農業指甜機関として機能してい

るのほ町村自治体の産業課，および道の擬業改良普及所

などであって，擬協に生産指母部がおかれ，機能してい

るところは極めて少ない。それ故，一般的に艇協ほ，商

業斑本的性格にとどまるところが多い。

しかし，端野村農協ほ，それにとどまらず，生産過捏

における指瑯に重点をおき，その指導力は端野村農業生

産過程の中で極めて重要な位置を占めている。農協と各

疇の物質的，籾神的結合の強さは端野村農業の特質で

あるといえよう。

昭和23年，農業会が発展的に解消して生れた擬協は，

この10年間に急速な発展を示し，現在，全躁家の98.5%

をその傘下に擁し， 42の農事組合を下部組織として擁し

ている。晨協の事業は，信用・共済・購売・厩慮・晨業

倉庫•利用•生産指部の 7 事業であるが，その伸びは何

れも順調な上昇曲線を描いている。

販売皐粂でほ，端野村総生産額約5低5千万円のうち，

自給分などを除いて， 4偲程度が農協→北連のルートを

通じて出荷販売されている。販出ルートは娯協が殆んど

独占し，それ以外のルートはわずか数％にすぎない。

信用事菜は設立当時の貸付額600万円から34年には

48,000万円にのぼり，組合員平均約35万円の貸付を受け

ていることになる。利用事業は，精米機5台，精麦機12

台，製粉機5台，製麺機，靱摺機4台，トラクター 7台，

牧草刈取機2台を装備し，組合員各躁家の収穫，調照作

業，或は心土耕・砕土・酸性改良・客土・暗渠その他の

土地改良事業に迎転されている。購売事業は村内7カ所

の店舗で肥料・諸材料・農薬・農機具・飼料その他の生

産材・及び衣料・雑貸・食品・医薬品の類に至るまで，

年間19,.329万円の売上高をあげ，一戸平均13.3万円，各

疇の物品購入の 7割近くが農協販売部で占められてい

る。以上の如く，農協は生産・流通・消痰各過程にわた

って，つまり各農家の物質的再生産の過程をしっかりと

掌握しているが，先述の如く，端野村擬協の特質は，こ

れらの諸粛業の上に生産指覇部をもち，この生産指覇に

大きなゥ＝イトをおいている点に求められる。そうして

さらに，昭和35年には，この生産指簿部を発展的に解消，

農協生産指導部と農業改良普及所を合体，財政的には農

協資本と役場の出資によって「技術センター」を設立す

るに至っている。これは，主として農協の，各娯家に対

する生産指部がこれまでの技術指部から，経営指部に転

換しなければ，そうしてなによりも有畜化形態への移行

を租極的に計らなければ端野村農業の将来の発展が望め

ないという強い自覚にもとずいている。

抜術センクーの事業は，①農業梱造改善のための指

瑯・研究，③ 耕種技術改善の促進，③土地改良事業

の推進の三点に要約できるが，なかんずく第一点に重点

がかけられている。

農痴蒋造改善のための具体的諸事粟ほ，（a) 労働生産

性の向上（機械化・協業及び共同化•生産基地の設置・

酪躁振興・試験研究施設の設置）， （b) 成長部門の振興

（家畜・家禽の奨励と適正販売の奨励・優良菰畜の癖入・

家畜管理の指瑯），（c) 生産規模拡大の奨励（家畜頚の多

頭数飼育の奨励・草地改良事業の実施） （d) 経営経済計

画化の指母（営農計画の樹立芙励・簿記・記帳の推進・

生産痰調査の実施）などである。これら事業痰（年間350

万円）の80~85％が娯協の出資によっている。

かかる実践的な指部に対する各脹家の信頓度，依存度

はきわめて高く，近年に至り，各誤家の営農栂造変革へ

の志向は漸く央践的な姿勢をもちはじめ，また端野村7

カ所に進行している共同経営も，センターの全面的な指

常のもとにすすめられている。こうして端野村晨業の監

史が，必要性を感知しつつもなしえずにきた擬業梱造の

変革ほ，上からの指部が下からの志向を強力にひき出す

形で漸く本格的取組みがなされほじめたのである。

注 1 北海道農業研究所「農業研究速報第二号」 146頁参照

注 2 供出割当以上の超過供出分には超過供出価格として基本

価格の 2乃至3倍にのぼつた。

注 3 渇浅誠「北海道農業論序説」農業総合研究所 39頁

第 3項農民層分解と構造変革の方向

(i) 自小作別農家構成の変容

麟改革前の小作比率は，昭和 19年において 35％弱

で，以降21年まで，終戦期の急激な流入人口によってそ

の比率を高め， 42.8％にのぼる。 21年における自作は

36.2%，自小作および小自作は21％であるo昭和22年4月

『農地改革法』に基づき，農地委の手で農地の買収がほ
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じまり， 24年末にほ予定の 9割方の買収と売渡が進行し

た。端野村においてほ，不在地主の所有地，在村地主の

所有小作地中， 4.3町歩を超えるものが買収され，日本

甜菜糖の農場も解放された。かくして明治末期以降の大
（注1)

地は完全に消滅した。かかる改革の結果， 24年の

自小作別梱成は自作65.2%，小作13.2%，自小・小自作

20.5％となり，自作農ほ致革前の29％増，小作典がその

分だけ減少し，自小・小自作比率は殆んど不変であった。

かかる進行度合は全道に比し徹底したものであったが，

改革前の梱造的特質であった自小・小作層の厚さはその

まま残り，依然内地型的性格をもっている。このことは，

農地改革過程が，小作→自作の単純なバターンの進行で

はなく：小作→小自→自小→自作の多段式の移行がかな

り重要な動きであったものと推測される。

このパターンは内地擬村ではごく一般的であったにも

かかわらず，道内農村には少ない型であった。しかし昭

和初期の自作農創設過程で中小地主化が進行していた端

第 8表 自小作別梱成の比較

| 1自作 I瓢‘I小作 I自作 1原偉 I小作

終戦時1端:Fl;]司；：乏l4:：：昭2416:~~,;：可；：ユ
第 9表擬地改革の進行状況の比較

I 昭和 24ー終戦時
自 作 l 自小・小自 1 小 作

道 ＋ 24.7%1 - 3.6%1 - 21.2% 

端 野I +29.o4 | ＿ o.51 | _ 29.58 

野村においては，内地的パターンが強く残存していたの

である。かかる性格は24年以降の動きをみることによっ

てなお明らかとなる。すなわち， 24年以降になると漸く

小作農の減少に加えて自小・小自作の減少を示し出し，

29年には自作農80%，自小・小自作13.1%，小作6.9%

となる。つまり，道内一般にみられる如く一足飛びの自

作化過程をとらず，その中間に幾つかのおどり場があり，

多段式に移行したのである。

かくして29年には総じて全道平均より自作股化が進行

第10表昭和35年自小作別栂成の比較

I端野
村 I 網走支庁

哭数 1 ％ 実数 I % 

自 作 883戸 84.02 18,593戸 87.23 

自小作 104 9.90 1,137 5.33 

小 自 作 11 1.05 204 0.96 

小 作 48 4.56 1,316 6.17 

規定外 5 0.48 64 0.30 

計 1,051 100 21,314 100 

したのである（自作3.6％高， I付作 7 ％少，自小 •IJ：自
2.6％高）。

その後32年に至る冷害期には，自家農化は停滞し，各

層とも減少を示す。すなわち離農現象が進行した。 32年

以降再び自作晨化が進行し， 35年には策10表の如き梱成

を示すに至る。これをみても網走支庁平均に比して自小

作比率が高くなっており，端野村農家梱成の特質をなし

ている。

(ii) 経営耕地広狭別構成の変容

25年以前の動向は資料がなく不明であるが， 25年から

35年に至る総括的な動向をみると，一般的零細化の進行

する中で，上下両極層の減少， 3~10町歩の中層肥大の

現象を示している。両極の減少は， 1町歩以下層が半減，

10町歩以上層が4割方減少している。

第11表経営耕地別梅成の変容

I昭和26(A)I昭和35(B)I B-A I B/A 
1町以下 137戸 86戸 - 51 0.628 

1町ー 2町 90 65 - 25 0.722 

2町ー 3町 108 93 - 15 0.861 

3町一 5町 254 292 + 38 1.149 

5町ー10町 443 464 + 21 1.049 

10町ー20町 87 46 一.41 0.528 

20町 以 上 3 

゜
3 

計 I 1, 128| 1,0511 -77| 0.931 

その割には増加層の 3~10町層が伸びていないのほ，

下岡の脱落，離躁の存在を示している。さて，以上の

緑括的動向も，それを分解してみると，中層肥大の傾

性は必らずしも常時一貫したものではない。まず，（1)

昭和26年から29年には， 1.5~5町層に至る貧農上層およ

び中農下層の増大（特に3~5町層）， 1．5町以下の極貧

疇 お よ び5町立とくに10町以上の上層の激減がみ

られる。この時期は先述の如く，小作および自小•小自作

の自作化過程，とくに後者の過程が進行した時期であり，

典形的な中誤下層肥大現象を示している。 (2) 昭和29~

34年までは，農家戸数の大きな滅少と， 3町以下層の減

少をみ，それ以外の雇には顕著な動きがみられない。こ

の時期の前半ほ2町から3町層，後半には2町以下層の

減少が支配的である。かようにこの時期ほ，冷害凶作の

被害とその回復期で，自立限界線が上昇し， 3町以下層

が大きく脱落，離農していったことを物語っている。そ

して (3) 昭和34年以降は，脱落履の土地を吸収し5町

歩以上層の増大を示す。しかし，その一方で 1町以下の

最下層増大もみられ，叉 1~5町層の滅少を示している。

すなわち，この時期は単なる自立限界線の上昇による中
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第12表耕地広狭別階層の変動 農上層の肥大の 行したとみられる。

I昭和l22691'昭和,2941昭和,33541昭和,26 

昭和 昭和3 昭和 昭和35

みではなく，農

民層の両極分解

の展開とみるこ

とができるので

ある。

1町以下 ぷ ぷ
1町ー 2町 + 2 -18 

2町ー 3町 +46 -18 

3町,-5町 +84 -5  

5町ー10町 -45 + 7 

10町ー20町 -69 +2  

- 3 

゜

ふ 贔
- 9 -25 

-43 -15 

-41 +38 

+59 +21 

+26 -41 

0 - 3 

(iii) 専・兼

業別農家構成

(1) 戦時から
20町以上

戦後期にかけて

第一種兼業が減少し，専業と第二種の両桓が増大する。

(2） 昭和21~29年には逆に，第一種が肥大し両極が滅少

を示す。 (3) 29~35年には専業のみが増加し，兼業は減

少を示す（下表参照）。 第13表専兼業別楷成の変動

すなわち，（1）の時期

には食糧難から農業が

他産業より優位にた

ち，従って畏茉．業へ

の志向が強く，下層で

も土地をすてずに，第

・I専 1第一叫第二兼

戸戸戸
昭和18- 21 I + 1671 - 881 +140 

昭和21-29¥ -125¥ +165 ...:.75 

昭和29- 35 I +2451 -2501 (-)16 

昭和18- 35|—— +2871 -1731△+49 

二種兼業を行うことによって，食糧を確保したと考えら

れる。しかしながら9 (2）の時期においては3町以下層の

脱落，自立限界線の上昇が顕著で，下層は脱落し，第二

種兼業層が減少し，上層も兼業化し，舘一種が肥大した

囀とみられる。

(3)の時期になると，中農上層の肥大がすすみ，それに

応じて第一種兼業から専業に移行し，急激な専業化が進

昭和35年の世界農業センサスによれぼ，専莱69%，第

一種疇20%, 第14表専兼業別梱成の比較
第二種兼業11%

で，全道，網走支
% I専業 1第一種兼 1第二種兼

庁管内平均に比 北 海 遥 51.57J 32. 74 、13.58

口鰐艇ヒ率がカ~ 網走支庁 53.67/ 23.91/ 24.24 

なり高くなって
端 野 村 67.601 23.221 9.17 

いる。兼業形態 昭和32年北海道市町村勢要究より

ほ73％が被雇傭兼業で，自営兼業は27％である。自営兼

業は第二種兼業に高い。自営兼業は，育林 (32戸），商店

(23戸）に，小運送その他 (22戸）などが主で，他に内職，

職人，医院などがある。一方被雇傭兼業は，賃労働(108

戸），人夫日雇 (59戸），事務 (46戸），季節出稼 (19戸）

の他，役職 (6戸）があり，全体を通して賃労働が兼業

の％を占めている。農業阪売収入10万未満浪家は全農家

の1割を占めるが，この階層では9割までが兼業農家で

あり， 30万未満層では，その 6制までが兼業している。

30万以上層の兼業率は19.8％である。

以上の如く，端野村の農民層の横造は， 20年代には中

＇農下層の自作・自小・小作層が肥大し，それに見合って

第一種兼業が増大し，冷害凶作期から自立限界線の上昇

によって下層の脱落，両極分解が進行し，中・上層の専

業化が進行したのである。

注 1 日甜の農場は，川西・芽室・御診•更別・端野に合計

4,902町歩を所有していた。

第一章未共同化部落の農業の近代化と農民の生産意欲

第一節 川向第 6部落の概況

第 1項 川向第 6部落の社会生態的条件

端野村の南西部の山陵地帯にひろがるこの部落は，端

野村の常呂川流城の穀倉地帯が稲作経営を中心としてい

るのに対して，畑作経営を中心としている。北見市街と

端野市街とのおおよそ真中で，（両市街から3Kの地点）

網走街道を直角に山陵地帯にむかって東南に折れる。こ

の道路東十号線は常呂川を渡って，第6部落に入る少し

手前まで直線コースを描いて，山陵を登っては下る。こ

の10011tから 2QOm‘の山陵地帯をポン・チャシボコマナ

イ川の沢にそって約4Kのぽりつめるとそこに川向第6

部落がある。この部落は山をとおして，美幌町と北見市

に接しているo美帳町とはお互に尾根まで耕地が続き，

第7図川向舘6部落 北西に走る山道が境界線を形

のレイアウト づくっている。耕地は帯のよ

うに細いポン・チャシボコマ

ナイ川の周辺と起伏の多い山

陵地にひろがる。畑地のほと

んどが傾斜地であり，しかも

傾斜度がたかく（耕地の％は

20度塁の傾斜度をもってい

る），その上表土がきわめて浅

い（これらの条件はトラクタ

ーの華入を基本的に困難にす

る）。そうして昭和30年6月，

集中豪雨の山津波で， うすい表土の大半がけずりとられ

てから，流土防止の方法がとられはじめている。しかし

ながら，現在地力の滅退ははなはだしく，また穀倉地帯
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と比べて雪どけは一適間遮く，霜は一適間はやい。つま

りこのJll向第6部落はIll向部落の中でももっとも立地条

件が悪い。

明治38年はじめて和人が定齋した川向部落は現在，戸

数 153戸，その内部が7班に分れている。川向第6部落

はその第6班にあたる。部落民は，各班を「部落」と呼

ぴ，行政的呼称・川向部落を「字区」と呼んでいる。字

区には小・中学校，神社，消防の番屋などがあり，また

この字区単位に青年団，婦人、会，青年学級などが梱成さ

れている。中央部に商店が 1軒，ここまで北見からバス

が入・っている。これらが字区川向の物的なまた社会的な

共通の基盤を形成している。しかし現在字区独自でもっ

ている独自の財産ほきわめて少い。村の助成で建てられ

た消防香屋が一般的な経痰を字区で賄っている性かは，

川向神社の土地は特別に賃借料は払っていないが借地で

あり，また集会所は，青年団と川向第2班，字区との合

同財産である。村当局からもたらされる行政的伝逹は；

直接的に各班（部落）におりるものと，字区を経由する

ものとにわかれているが，字区の機能は，部落に関連し

た事項のうち，字区でとりあげなければならない問題に

限られている。昭和35年度に行った字区のもっとも大き

な活動は，字区川向の道路補修工事である。毎年道路の

破損状況を調べて，各部落の要菫をとりまとめ，部落内

での処理の範囲をこえるものを字区でとりあげ，村当局

の予算とにらみ合わせて，（a）字区の予算と部落民の労鋤

カで賄えるもの，（b）村当局の助成をあおぐもの，（c）村の

予算で実施するものに格付けして工事を実施している。
※1) ※I) 

このほか，（一）小児マヒの予防の種痘，あるいは村からの防除

剤の配布などの衛生関係事項，（二）牛，馬の病気などの畜産関係

事項，（三）青年団，婦人会，青年学級． PTAなどに対しての援

助． （四）主体は各部落長．各部落の調査係となつているが，共

済調査税務所関係調査のさいの統一行動などが昭和35年度に行

った事架である。

そうして，このような字区自体の活動には，当然，予

算措置が必要となる。字区の会毀は，各戸平均わり4.5,

所得わり 5.5として算定しているが，川向第6部落の場

合，昭和35年度年間最高2,370円最低1,290円（平均1,721

円）となっている。字区全体では，おおよそ30万円近い

予算を梱成するものと思われる。このような字区の迎営

には，正副会長のほか，土木，衛生，畜産係長をおいて

当っているが，役員は各班の部落長がこれにつき，この

字区はいはば部落連合会の形態をとっている。そして役

員の会合はしばしば行われるが，全員の定期的な会合は

毎年1~2回程度であり，部落民にとっては，字区は，

＂部落”ではない。行政村の下部にある一つの地域的統

一体である。小学校，神社，消防などを共同にもち，こ

こに都市的結節機関である「商店」「バスの停留所」もあ

る。川向第6部落はこの字区のさらに下部にある基底的

な集落の一つである。

そうして，これが端野村農協の下部租織としての「実

行組合」にあたる。部落長（班長）は同時に実行組合

長である。

このように，ここにおいては，部落民が通常＂部落＂

と呼び，後に第7節で詳細に述べるように，部落民の日

々の活動が，累誤するこの痺成が，同時に実租乱命疇

を梢成している。

現在，この組織の横成戸数は9戸，前頁の図にみるよ

うに，最北の⑧から最南の④までは2K,その間に個々

の擬家があるいは沢の中に，あるいは山陵の上に点在

している。現在もっとも古い家は大正6年，大森杖場の

小作人として入植した③であるが，大正年間に入植した

2戸を除いてほ，いずれも昭和に入ってからのものが多

く，そのうち 5戸は，戦後の「分家」ないしは他部落か

らの分家入植である。この第6部落に電灯がはじめてつ

いたのほ昭和32年のことであり，またトラックが通れる

程度に道路が改修されたのも，その頃のことである。っ

まり近年ようやく生産一生活諸条件が整備されつつある

部落である。

第 2項川向第 6部落の歴史的概況

次にこの川向策6部落の史的概況を集落形成と誤業

生産様式の特喪に重点をおいて簡単に述べよう。

字区川向部落の座史は，土地所有形態の面からおおよ

そ次の 3期にわけることができる。

第 1期小作制大農場の時期

第2期村内中小地主および不在地主制の時期

第3期 自作小農制の時期

第 1期は明治38年から40年代にかけて，この部落が開

拓されはじめたときからはじまる。この時期は，屯田兵

として北海道に渡り，除隊とともに土地を求めて定贈し

たもの，また山林として広碗な地租の払下げをうけたも

のが，・小作人を使って開墾に従事した時期である。山林

地主は親方を使って山子に林木を伐採させた。こうして

小作人の数が増えるに従い，大正6年には緋牛内部落か

ら分れて，川向部落として独立する。

しかしながら，昭和のはじめには晨場経営の行きづま

りから，長谷川，加藤，腰田，徹などの大農場は土地を

小作人に解放する。こうして第2期に入る。部落のリー

ダーシップは大苅率から中小蜻且三ないし自作晨の手にう

つる。川向舘6部落が開拓されたのは丁度この時期に

当る。当時，この農場経営の行きづまりをもたらした要
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因の一つである収恋晨法による地力の滅退ほ，開拓小作

の小作料減免の魅力とともに，部落内の末墾地への開

拓志向をかりたてた。こうして第6部落が開拓された。

開拓小作の場合，畑で4~5年，原野で3年間小作料が

免除された。川向第6部落はすでに大正の中ごろから山

子として定荊していたものがあったが，集落形成は昭和

のはじめ頃からの，村内あるいは北見在住の不在地主の

開拓小作燥の定瘤によってなされた。そうして，昭和12

年には川向共保農事実行組合として独自の組織をもつに

至るが，当時組合員9戸（うち自作娯3戸）を数えた。

しかし戦時中には他産業への転出が相つぎ，昭和19年に

は5戸に滅少，こうして戦後の自作小農制の第3期を迎

えた。この時期にこれまでの山林および荒廃地に戦後入

植者をむかえ，またあらたな分家創出などで現在の組合

員の 9戸にまで増加した。

このような土地の所有形態の変化に対応して第6部落

の生産形態は次の各期に分けることができる。 • 

第1期，農産前期，第2期，雑殻時代，舘3期，ハッ

カ・ビート時代，第4期，主穀時代，第5期，豆時代，

第6期，豆・ハッカ・ビート時代。

大正6年，この第6部落が開拓された当時，その数年

間，山仕事一ー山子としての枕木の切り出しなどが主た

る生計源であった。そうして大正10年ごろから残り木で

の炭焼きが主たる生計源にかわるが，この状態は昭和

4.5年ごろまで続いたものと思われる。こうして第2期

に入る。すでに昭和のはじめ頃から品地の開墾もすすめ

られていたがこの時期に入ると，えんばく，いなきび，ぃ

も，変などが，とくにえんばくが主要な換金作物の位匠

をしめる。そうして青えんどう，金時などの豆類がこれ

に加わるが，昭和9,10年の凶作後，ビートとハッカ主作

時代に入る。娯家によっては作付の80％をハッカに依存

する経営もあらわれた。戦時中の食紺増産政策に対応し

て，昭和15年すぎには，麦類，いも，菜豆などに作付が

転換され，終戦直後の数年間はこの主殻生産時代がつづ

き，やがてハッカが復活するが，その主力は換金度がた

かく施肥誠が少く，しかも労働力が少なくてすむ豆類に

むけられた。こうして豆類ヒ゜ーク時代に入る。しかしな

がら昭和28年， 29年， 31年の凶作により大打揺をうけ，

冷害につよいビート・ハッカなどに作付が転換されつつ

あるが，豆類依存の傾向ほ依然強いといわなければなら

ない。

乳中は戦後数戸で飼育したが普及されずに現在2戸が

育成牛を飼育するのみで，畜産収入は大きなウエイトを

しめていない。

しかしながら，このような豆類依存度のたかい経営形

態は昭和28年以来の冷害により（とくに29年の打撃が大

きい） 1戸平均40~50万円（最高120万円～最低0円）

の負債を残した。その後この状況を打開するために土地

の集祖が行われているが，これがそのまま負恨としての

こり，さらに豆類依存による地力の減退とともに，雇用

労鋤力の柩度の不足，経営必要経聾の増大などが擬産物

の価格安の傾向とあいまって，昭和35年良男詔ら各戸平

均64万円の負債を残すに至っている。（最高 113万～最低

16万円）ー（農協をとおした分のみ）

このような歴史的特質をもつ第6部落の作付面租は昭

和35年度現在， 70町4反ほどになるが，すでにのべたよ

うにヒ＊ート（作付比率19.6%)，ハッカ（12.9%），大豆

(11.1%），小豆 (8.1%），手亡 (7.5%），燕麦 (6.9%), 

秋小麦 (6.5%）などが主要作物になっている。そうし

て，大・小豆，手亡，金時，えんどうなどの豆類を一括

すると，その作付比率は35.5％に逹する。つまり，この

第6部落においてほ，豆類， ビート，ハッカに作付の主

体がある（第15表）。

第15表 川 向 第6部落における牒産物の作付比率

（昭和． 35)

こミ1央数 I比率11;ぶ‘-雙I央視(|比率
反

4．宮
反

4．閤水 田 32.0' えんどう豆 28.0 

秋小麦 45.5 6.5 種子いも 20.5 2.9 

燕 麦 48.5 6.9 澱源いも 6.0 0.9 

裸 麦 7.0 1.0 食用いも 6.0 0.9 

とうきび 1.7 0.2 ノヽッカ 90.5 12.9 

大 豆 78.5 11.l ピート 138. o 19.6 

小 豆 57.2 8.1 ア マ 14.5 2.0 

トラ豆 0.3 —•牧 草 26.0 3.7 

長うづら 8.0 1.l 飼料作物 6.0 0.9 

金 時 25.4 3.6 そ の 他 12.0 1.8 

手 亡 52.5 7.5 ムロ 計 704.2 100.0 

耕地面租は6町から11町の間に分散するが，モードは

6町～8町にある（第16郷2)）。しかし，所有土地面槙ほ最

高の38町8反から最低の 8町5反9畝まで，ひろい分散

をしめし，山林所有面禎の広狭の産が，部落における階

層分化に大きな力をもっている。戦後分家入植者ほどこ

の山林所有土地面積iませまい。したがって，所有耕地面租

においてはそれほどの産がないにもかかわらず，そこに

は社会的に大きな階層差があらわれている（第16表(1)）。

世帯主の年代は30代6戸， 40代1戸， 50代2戸で， 30

代にウェイトがある。しかし30代6戸の中には直系家族

形態をとる 2戸が含まれている。ほかに50代のうちの 1

戸が直系家族の形態をとっているが，とれらの直系家族

形態をとる 3戸，及び40代， 50代の夫婦家族ほ労働力が

盟富で，いずれも2.4以上4.2までの間に分散する。これ
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第16表(1) 入植年次別，経営土地面槙

麟面槙クロス表

I農家番号 1塁地面篇 I 靡地面周

大正年:入植者 1

反：

R 230 •• 反0 o 90.0 

R 388 88.0 

昭和 10年ク代入-植者 | ① 
323.:j 

70.0 

④ 231. 111.0 

昭和20年代前期入檻者 1 R I 117.01 76.0 

昭30和年20年前代期後入期梱及び者 ⑥ 170.0 70.0 

ク R 85.9 61.0 

ク ⑧ 96.0 66.0 

ク ⑨ 145.3 90.6 

に対して， 30代の夫婦家族形態をとる家族4戸ほ，いず

れも労働力 1.8をしめすにすぎない。

麟粗収入での分類は， 110万円紅のA層3戸，95万

円以上のB層3戸， 50万～70万円のC層3戸に分けられ

るが， C層はいずれも戦後入植者で労働力の少い30代層

である。 A層に属する 1戸を除いては， A, B層いずれ

も労働力の豊富な層となっている。

ところで，この川向第6部落ほ，この地域，網走中央区

の畑作比率90％以上の擬家5,328戸の耕地面槙の分散に

比べると，同地区においては， 1 ~3町層10.8%, 3 ~ 
（註1) 、

5町層41.6%, 5~7町層33.6%, 5 ~10町層11.6%,

第16表図耕苅拡：狭別農家数 10町以上2.5％という制

誹地・面梢 1戸数．
合で， 3~7町にそのモ

ードがあり，この地区全
6町～ 8町 5 戸

8町～ 10町 3 戸
体からみると，この第6

10町～ 1 戸
疇疇遁疇ま広いと

いうことができる。また

この地区には畜産阪売額が畑作物販売額を上廻る農家は
（註1)

9.9%ほどしか含まれていない。したがって，川向第6

部落が畑作物阪売に依存しているこの形態ほ，これまで

のこの地城としてはけっして特殊な形態ではない。

註 1 昭和35年 5月総合畑作統計表ー北海道版ー最林省参照

第二節 農業経営の実態の記述と分析
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この川向舘六部落の各農家は，これを現在時点（昭和

35年）で捉えた場合，夫々次のような生産基盤の構造的 応

特質をもっている。ここで構造的に生産梱造を捉えると

いうとき，第一にその生産単位が組織として利用しうる

物質的な諸手段（生産手段）と，第二にはその生産手段

の利用の形態と，またその利用の形態を決定する経営主
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麟の近代化と農民の生産意欲（その 1)

ことができる。 る。そして50万円以下の第3グループほ⑧⑥⑦と C層の

第 8図は，この関係をみたものであるが，農業所得81 みによって梱成されている。

万円から71万円までの第 1グループは耕地面租区分では 反当擬業所得において，このグループの差は反収8,000

c贋の①③およびB層の③であり， 59万円から65万円ま 円～ 12,000円層， 6,000円～7,000円層， 4,000円以下層

での第2グループは⑨④⑥とA,B両層にまたがってい という産となってあらわれている。ただ舘3グループに

第17表娯業粗収入ー経営贄ー所得による各経営の類型化 ((a))

IA晟業経営費 IA指 数門農業粗収入 1c晟業所得| B + A |D反当経営費 ID指 数

支出増大型 ： I 398,818円I
382,692 

1071 
102 

維持型R⑥ 692,582 I 
426,580 

1851 
114 

均衡型① 333,998 89 

③ 312,814 84 

⑨ 294,015 83 

⑧ 211,696 57 

下降型R I ―294,015 I 79 I 

平均 1 374,008 | 100 I 

第18表誤業粗収入一経営喪ー所得による各経

営の類型化(b)

1,109,500円I
1,019,205 

1,281,960 I 
699,994 

1,141,785 

1,050,674 

955,515 

654,026 

517,728 I 

I 

円I
円

710,682 
2.78 I 5,248 1.11 

636,513 2.66 3,479 0.73 

589.378 I 1.85 I 7.870 I 1.66 
273,414 1.64 6,094 1.29 

807,787 3.42 4,841 1.02 

734,860 3.33 3,548 0.75 

645,636 3.08 3,420 0.72 

442,330 3.09 3と，257 0.69 

223,713 | 1.76 | 4,860 I 1.03 

| I 
4,735 I 1.00 

第20表所得階層別労鋤力保有状況

グ JV - プ 1第1グJVープ 1第2グJVープ 1第3グJV-プ

I均衡型 1斎大醤 I維持・型 I下降型

区分

染家整理番号 I ① | R| R | ⑨ I ④ | R| ⑧| ⑥ | R 

央数 1ふ65|2.45|2.90|2.45|4.10|L80|l.80|l.80|l.80第1グ9Vーフ° ① R ⑨ 

第2グ9Vープ ⑨ ④ R 

第3グ9レーフ° ⑧ R R 
I 2.18 I グJレープ 平均 | s.oo I 2. 78 I 1.80 

第21表所得階層別耕地面租の広狭

第19表所得階層別主要農機具所有状況

グ JV - プ
区 分 1第1グJVープ第 2ク・・ループ1第3グJレープ

忌• JV ----;:: 否 1 第 1 グー Jレフ•I 第 2 グJVーフ•I 第 3:グJVープ

益家塾理番号 1 ① |RlRlRI④ |RI⑧| R | R 

実数（単位．町） 1 7.o| 9.o| 7.6|9.o6|l1.l| 8.8| 6.6| 7.o|61.o ～主要晨機具名家‘整~理番号I ①RR  I ⑨ ④R  I RRR  

両 動 槻

゜発 勁 機 000  000  

動力脱敦機 000  000  

動力靱摺機

゜゚動力噴筋機

゜ ゜動•カカックー 000  000  

゜動力撒粉機 ● ● 0 O ⑮ ◎ 0 0 0 

芋堀取槻 ● ◎ R ● 0 0 R O R 
畜

ピート掘機

゜ ゜
00  

カ ヘイモーア

゜用 入イテツダー

晨 除草ハロー 000  000  000  

機 唄霧機

゜゜具 ヘイ V ーキ

肥料撒布機 000  000  00  

※ （°=個人所有 R＝共同所有
Rの噴霰器は本家（他部落）との共同）

ヽ

り・地ル規,厚 | cfifcl Bl Al Bl cl~ 

第22表所得階層別家畜所有状況

グ／v-プ区分 1 第1グ／レープ 1第 2 グ／v- フ•I第 3 グ／レーフ°

饂盤理番号 1 ① RRI⑨④  R I ⑥ R R 

育成 牛頭 4 2 1 
， 

馬 （り 1 1 1 2 2 2 2 1 

緬 羊（り 4 1 1 2 1 1 2 

豚 （り 1 4 

鶏 （羽） 30 2 60 20 5 10 10 

関する⑧ほ，反当所得においては6,000~7,000円屑に入

り，耕地面租の狭さが全体の農業所得において44万円を

あげるにとどまらせ，これが⑥を第3グループにとどま

らせているということがわかる（第8図）。
（注1)

⇔ このように耕地面穣と農業所得との間には，耕地

面租が大きいものが農業所得がはるかに大きいという大
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きな関連が見出せず，むしろ反当の農業所得差が全体の

疇所得の差となっていることが最的傾向として指

摘できるが，この反当の農業所得を生ぜしめた物質的な

要因を検討するために次に土地以外の主要な生産手段で

ある各経営の保有労働力，所有擬機具，所有家畜頭数の

吟味を行なおう。

第19表～第22表ほこの関係をみたものであるが，舘一

に指摘できる点は，俣機具の保有状況においても，自家

疇労働力においても，第 1'第2グループには明確な

羞はないが，第3グループとの間には大きな開きが生じ

ているということ。また第二には，家畜の保有状況にお

いては，各グループの間にとくに大きな階層差はないが

＿育成牛，豚飼育農家ほ，第3グループに入る⑥を除いて

は，いずれも第1グループに入っていること。また第2

グループの 3戸はいずれも馬を2頭保有しているという

こと，などが指摘できる。

このように経営の外在的諸要素としての主要なる生

産手段と農業所得の関係をみてくると，とくにきわだっ

た傾向として，次のような諸点を指摘することができ

る。

（イ）耕地面租区分AB層は，いずれも第 1グループ，第

2グループに入っている。（口）しかし耕地面稼区分C層の

5戸は，第 1グループに入るものと，第3グループに入

るものとに分れる。第 1グループに入るものは，保有労

'働力，所有主要農機具，所有家畜頭数などの生産手段に

おいて，第3グループに入る 3戸よりはるかに僅れた条

件をもっている。第3グループに入る 3戸は， iまるかに

劣った条件しかもっていない。（I渡第 1グループと第2グ

ループ各戸間の所得差は，その所有諸生産手段による差

と相応しない。

第 2項維堂の人的諸要素と農業所得

このようにこの第6部落においては，経営の外在的諸

要素と農業所得の関連は，第 1'第2グループ，舘3グ

ループとの間には存在する。つまり所得の高い第 1，第

2グループは所有生産諸手段において，所得の低い舘3

グループよりはるかに優っているという関係がみられる

功;,第 1'第2グループ間にはこのような関係はみられ

ない。ここには明らかに，経営の内的諸要素の統合のパ

クーンの相進があるものと思われる。この内的諸要素の

統合パターンの相達を，ここでは次の諸側面からみてみ

よう。まず第一に， H,この統合的パターンの相遮を巨

視的に捉えるために，経営の粗収入と所得との関係，⇔

第二に経営支出の楷造と所得との関係，国，第三に作目

の選好と所得との関係，同，第四に土地利用の形態（作

付）と所得との関係，国地力保持形態（輪作）と所得

との関係，肉，そして最後に各経営毎の作付形態の特

質，を検討してみよう。現在，もっとも高い所得をあげ

ている経営が，かならずしも安全度の高い経営であると

いう保証はないからである。これらの生産手段の利用形

態ほ，経営主体の意志によって方向づけられ，規制され

るものであるが，具体的な生産過程そのものは生産組織

の形態によって規定されるものである。

け農業粗収入と腿業所得との関係

疇粗如凶麟所得との関係をみるとまず靡—疇

業所得の大小は農業粗収入の大小とかならずも一致しな

いという関係がかくされていることを指摘しなければな

らない。そこには粗収入iまきわめて大きいが， しかしな

がら同時に農業経営漿を多くかけているために，全体と

して所得の少ないところや，然らざる経営単位が存在し

ている。第6部落の 9戸の躁業粗収入は，⑦の52万円か

ら⑥の 128万円までの間に分散する。

ABCの3層に分類すると， 110万円以上のA層にす-

るものほ⑥①③の 3戸， 957ラ円以上のB層に属するもの

は③④⑨の 3戸， 50万～70万円のC層に属するものほ⑥

⑧Rの3戸となる。擬家所得の最も低い第3グループ

ほ，麟嘩収入においても，最も小さいグループを形成

する。しかし，第 1グループと第2グループの間には，．

この関係はみられない。

A層の中でも，もっとも混業粗収入の大きい⑥は所得

分類では第2グループの最下位に行く。また第 1グルー

プの③は農券頴i収入ではB層に入る。このように擬業所

得の額が農業粗収入の大きさに相応するという関係は，

生産諸手段がきわめて劣っている層においてほ， iまっき

りとあらわれているが，生産諸手段の優劣の差が顕著で

ない第1，第2グループにおいては，かならずしもあて

はまらない。

鱒所得と胆業粗収入の間には，農業支出＝経営穀と

いう中間項が横たわっている。ここには，いくら支出し

て，いくら所得をあげるかという生産手段の統合パクー

ンの相遮ーすなわち，経営の内的要素の統合の差が存在

している。もっとも多額の経営痰を支出しているのは，

A層の⑤の69万円，ついで⑥R④が43万円から38万円の

間，①③⑨⑦が33万円から29万円の間に，また最も農業

経喪の少ないのがC層の⑧の21万円である。

この誤業経営贄という中間項をおいて，擬業所得と誤

業粗収入との関係から，先に分析した生産諸手段と相応

させて，各生産単位ごとの経営の内的統合パクーンの特

質を位概づけると次のように表現できる（第17~8表）；

第1グループ

一拷一
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①—耕地面租ほC層であるが，保有労鋤力は多く

(3.65)，他の生産諸手段もこのグループの中では盤備さ

れている。経営痰をそれほどかけずに，粗収入を大きく

し，所得も大きい。（耕地面租が狭いので，反当では中程

度に経営喪をかけているo)

③面租はB層であるが，保有労働力は中位

(2.45)，他の生産諸手段は整備されている。経営喪はか

けず，粗収入は①より小さいが，所得が大きい経営であ

る。（反当の無業支出も少ない。）

③ー一耕地面禎はC層，保有労働力は中位 (2.90)，他

の生産手段は盤備されている。経営盛をややかけること

によって，その粗収入を大きくし，所得を高くしている

経営である。（耕地規模がC屈に入るので，反当の農業支

出は中位となる。）

第2グループ

⑨ーー耕地規模はB層，保有労鋤力は中位 (2..45)，他

の生産手段は盤備されているが，現在，通い作である。

経営聾はそれほどかけておらず（反当の農業支出も少な

い），粗収入所得も中程度の経営。

④—耕地面禎はA層，保有労鋤力は上位（4.10)，他

の生産手段は盤備されている。経営喪をややかけている

が，粗収入，所得とも中程度である。（この経営ほ耕地規

模がこの部落ではもっとも大きいので，全体としては経

営費はややかかっているが，反当では少なく，③⑨⑧と

同程度）

⑥→拭聴謁懃まB層，他の生産手段ほ盤備されてい

るにも拘らず，保有労鋤力は少ない (1.8)。経営喪をも

っとも・かけ，粗収入をもっとも大きくしているが，その

割に所得が上らず，中桓度の所有を維持している経営

（反当経営痰も最もかけている。ーそれはおおよそ反当

③④⑧⑨の 2倍となる。）

第3グループ

⑧—耕地規模はC層，保有労鋤力は少ない (1.8) 。

他の生産手段も盤備されていない。粗収入は小さいが，

経営被を最小にしているため，この第3グループの中で

は，もっとも所得が高くなっている。（反当経営痰もかけ

ていないo)

⑥—耕地規模はC層，保有労働力は少ない (1.8)。

他の生産手段も賂備されていない。経営痰をややかけて

いるにも拘らず，粗収入は大きくならず， したがって所

得の少ない経営である。（反当経営痰は⑥についでかけて

いる。）

⑦—耕地疇はC層，労働力は最小で， 1 ． 5 程度，

他の生産手段も，もっとも幣備されていない。経営喪も

かけておらず，粗収入も小さく，所得も最も小さな経営

である。（反当にすると，経営喪は中位になる。）

ところで，このように特色づけられる各経営体は，さ

らに幾つかの類型に撒理することができるo(A) 第 1f,・ 

ループの①③，第2グループの⑨，第3グループの⑧はい

ずれも，経営支出が少なくない割に所得が高く，その所、

得地点で均衡している経営体であると思われる。第17表

のように，この第6部落の平均農業支出金額3,740,008円

を1とおいてその指数をみると，これらの経営体はQ.57

~0.89までの間の数値を示す。また農業支出に対する農

業粗収入の割合は，いずれも3.0以上である。

つまり， 1.0の流動褒本をかけて， 3.0以上の価値をつ

くりだしている経営体である。

そしてその結果として，それぞれの所得水準での均衡

を保っているものと思われる。

このような意味から，①③は上位均衡型，⑨は中位均

疇，⑧ほ下位均衡型として賂理することができる。（上

・中・下位ほそれぞれ第 1'第2,第3の所得階層グル

ープ序列に相応する。）

(B) これに対して，第 1グループの③，第2グループの

④ほ，経営喪をかけることによって，所得を上げている

もの，いわば，その所得地点を維持している経営体であ

ると考えられる。誤業支出指数は， 1.07と1.02,農業支

出に対する粗収入の割合は， 2.78, 2. 66である。

このように経営費をかけることによって，擬業所得を

あげている類型を支出増大型として照理する。したがっ

て，③ほ上位支出増大型，④は中位支出増大型となる。

（しかし，④は反当では経営痰をかけておらず，この意

味では後に述べる下降型と近くなる。）

(¢) しかし，第2グループの⑥，第3グループの⑥は，

経営支出を多くしているにもかかわらず，誤業所得が少

ない。農業支出指数1.85, 1. 14,檻業支出に対する粗収

入の割合1.85, 1.64である。このように経営支出を多く

しているにもかかわらず，所得が少なく，その結果とし

て現在地点の所得水準を保っている経営体をここでは維

疇と呼ぼう。したがって，⑥は中位瞬饂，⑥ほ下位

維持型となる。

(D） これらに対して第3グループの⑦は，経営痰もか

けずに所得もあがらない経営である。擬業支出指数Q.79

農業支出に対する農業所得の割合は1.74である。このよ

うな経営体をここでは下降型という。したがって，⑦は

下位下降型となる。 • 

このような四類型は，それぞれの経営体のいわば現在

時点の所得水準において，同時に存在する類型である。

ある時点ー一きわめて高い所得水準て長1衡を保ってい

る経営体もあれば，またきわめて低い水準で均衡を保
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っている経営体もある。また，中位の段階でその経営を

維持している経営体もあれば，下位の段階でようやくそ

れを維持している経営体もある。大きく分ければ，掏衡

型と支出増大型ほ，正常なまた上むきな型であるから，

④型として位置づけることができ，また維持型と下降型

ほe型として位置づけられる。

このような内部的統合パクーンによる分類から，各所

得グループの特質をみると，第 1グループほ均衡型と支

出増大型の，いわば④型のみによって栂成され，また中

位の第2グループほ，均衡型，支出増大型，維持型によ

って梱成され，笛3グループは均衡型と維持型，下降型

によって梱成されている，維持型，下降型のしめる割合

は下位に行く程高くなる。

⇔ 農業支出の構造と所得との関係

ところで，このような経営の内的統合のパクーンの相

遮は，農業支出の梱造のちがいによって端的に示され

る。支出のウニイトを何処におくかにかよって，その経

営の仕組みはあきらかに異なってくる。勿論，それは例

えば自家保有労働力の祗が労賃支出額の凪となってただ

ちに反映するという例に示されるよ 第23表晟業粗収

うに，その経営そのものを支える物 入の中で畜産収入
の占める制合

質的諸手段によって規定されている

ものであることは，ここにことわる
第ク• ① 5.3% 

Jl R I 3.0 
までもない。この川向部落において

農業支出の中でもっとも大きな比重
-;•I®18.8 

第ク• ⑨ 1.0 
をしめている肥料喪と農業雇用労賃 Iレ

1 
④ 5.2 

の2つを指標tことると，各型は次の ニフ・I@I 1.6 

ように特質づけられる。 第グ@I 1.0 

9 髭認出が多い割に所得の高 ぐ⑥ 2.4 

まらない維持型⑥⑥は，反当の労賃
三フ° R 2.9 

第24表作物別作付比率（大分類）

Iい も 類 1豆 類 1麦 類 1特 用 類

腐 I 
8.2%1 25.7%1 12.7%1 36.7% 
2.2 19.1 17.6 38.9 

R 6.5 31.0 9.2 39.5 
⑨ 

I 
1.1 I 43.8 I 14.5 I 27.8 

怠
3.8 49.0 12.4 31.9 
15.8 13.4 10.0 53.2 

⑥ 

I 
5.3 I 42.6 I 14.9 I 21.3 

⑥ 5.6 51.8 17. g 21.2 
① 5.0 38.9 23. 30.6 

第25表作物別作付 比率（小分類）

I會作絨 1塁鈴i小豆 1碗豆 1大豆 1菜豆I小麦I裸麦 1燕麦 jt'-卜|ノヽッカ 1亜麻I含ltlそば 1ごごti牧草 1野菜I水稲

66．号
％ ％ 

％ 5.％ 2 ％ ％ ％ 
6．符 18．閤

％ ％ 
0.9; 

％ ％ ％ ％ ％ 

① 8.2 20.5 6.7 18.7 0.7 15.0 

⑨ 91.0 2.2 0.5 6.6 5.4 6.6 4.4 13.2 5.4 29.1 4.4 1.1 1.1 8.8 

③ 76.o 6.5 5.9 2.6 10.5 11.9 3.9 5.3 23.7 13.2 2.6 5.3 0.7 3. 9 

⑨ 89.8 1.1 13.4 7.8 22.6 
9.| 2.2 

4.5 16.7 11.1 12.3 0.6 

で④ 114.2 3.8 2.6 8.5 21.3 16.6 6. 2.6 4.7 16.2 11.9 3.8 0.2 2.1 0.4 

R 88.5 15.8 5.6 5.6 2.3 5. 4.5 39.6 13.6 0.6 6.8! 

⑧ 47.0 5.3 8.5 6.4 8.5 19.2 8.5 6.4 17.o 4.3 2.1 2.1 1.1 10.6 

⑥ 70.5 5.6 5.7 8.5 19.9 17.7 9.9 7.1 15.6 2.8 2.8 3.5 0.7 

R 60.5 5.0 7.4 1.7 li.6 18.2 8.4 3.3 11.6 24.8 2.5 3.3 2.5 

叫 I 5.91 1.1J 6.81 10.61 14.41 6.1J 2.11 1.01 19.11 11.91 a.4J | I I 6.21 I 
第26表作物別反当収益比較

1馬鈴薯 i小 豆 I碗 豆 I大 豆 1菜 豆 l小 麦 1燕 麦Iピ ー ト 1ハッカ 1亜 庶

円 円 円 円 円 円・ Pl 円 円 円
① 10,249 14,094 10,857 9,990 4,760 19,610 17,280 

R 23,000 18,792 5,976 7,755 6,507 9,990 5,236 19,080 19,800 4,620 

R 20,700 16,443 7,968 12,408 11,568 7,992 4,760 12,720 19,440疇 3,960 

⑨ 16,100 20,201 10,237 9,688 9,990 6,664 15,900 17,280 

④ 17,940 12,685 5,079 6,824 7,664 7,393 6,378 10,494 12,600 5,500 

R 22,540 18,792 9,306 8,676 13,986 7,616 12,190 19,800 
o•, 

⑧ 10,470 18,792 7,968 9,306 9,158 9,990 5,712 13,960 17,280 

R 19,872 14,094 4,781 8,634 4,531 10,423 5,712 15,900 12,960 9,350 

R 16,698 17,852 5,976 8,375 10,122 8,258 3,332 8,639 16,560 5,500 

し平均 l17, 508 | 16,835 I 6,308| 10, 237 | 

， 
s,483 I 9,790 J 5,569 J 12,1ss I 16,920 5,786 
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第27表各無家の擬業支出の梅造

I 
（％） I購入1自給¥|9mI贋苗ぽ憫＼肥料1飼料1畠晨1貫材仇且i1畜募ドt機1繹鐸I霞宮I去靡げ炉叶麿支1悶塁

第グ ① 均 84.1 15.9 15.0 11.5 1.6 ;1.0 10.0 a.o2! | 6.6 0 3.3 0 0.1 7.5 0.4 3.6 1.5 
Iレ

R 均 84.9 15.1 22.8 11.9 0 31.2 3.2 5. 5.2 0 3.2 8.6 3.1 2.7 2.9 1 

84.7 15.3 5.1 10.5 22.5 29.6 9.1 7.1, 5.6 ープ R 支 0 2.9 1.7 0 0.6 0 1.9 2.9 

第グ ⑨ 均 88.3 11.7 15.8 9.9 0 27.4 1.7 7.7 4.2 0 1.4 6.6 8.8 7.1 3.9 3.2 0.2 2.0 
JV 

④ 支 77.1 22.9 3.9 18.6 0 45.9 9.3 4.3 7.4 - 0.9 2.2 0 2.0 0 3.0 0 2.5 1 
二：プ R 維 89.0 11.0 26.0 9.3 0.7 33.5 5.9 7.4 5.0 - 2.2 1.2 0.1 5.7 - 3.0 

第グ ⑥ 均 66.0 34.0 0 16.4 1.2 36. 9 21.5 7.1 6.2 - 2.2 1.9 0.3 3.8 0 1.5 - 1.0 
Jレ

R 維 77.6 22.4 19.9 10.5 0.9 31.7 8.4 9.6 5.2 l 0 0.3 3.2 6.3 1.1 0.7 2.0 - 0.3 1 
三フ° R 下 75.9 24.1 18.6 9.2 - 40.9 12.4 7.4 3.5 - 0.3 1.0 4.8 0.4 - 0.4 - 1.2 

［注］ 農業支出喪の中には最機具大家畜などの原価償却典を含んでいない。第17表でしめした経営典の計尊の中にもこれは含まれ
ていない。

支出がきわめて高く，また反当の肥料痰もかけている経

営である。とくに，⑥にはこの傾向が最も顕著にあらわれ

ている。これらの経営体はいずれも自家保有労働力は

1.8である。

⇔農業支出も少なく，また所得も少ない下降型⑦も

反当の労賃支出，肥料贄支出において，維持型と同じ型

をしめす。そして保有労働力は1.8である。

第28表経営類型別反当誤業労賃搬及び反当肥

料喪

『:'指数 1旦讐I贔喜 1指数 l巨
均衡型① 724.円6 98.2 2 位 3.65 1,498.円8 93.4 『

③ 809.0 11.0 3 2.45 1,107.8 69.0 3 

⑨ 540.8 73.3 2 2.45 938.2 58.5 3 

⑥ - 3 1.80 1,200.4 74.8 3 

支出増大型RI 266.4! 

④ 136.4 
36.11312.9~] 1,552.~, 
18.5 3 4.1 1,595. 

96.:J 2 
99. 2 

維持型⑥12,045.:1 277.311 11.s:12,633.:J 164.~l 1 
@ 1,210. 164.1 1 1.8 1,929. 120. 1 

下降型R1,05.o| 122.7| 1 11.801 1,988.6| 123.9| 1 

平均I737.51 叫 I 11,604.81 100| 

これらの経営は反当もっとも多くの雇傭労賃要をか

け，また肥料裁をかけているにもかかわわらず，支出の

割に反当所得の増大しない経営であるということができ

る。

国 これに対して，全体としての支出を増大すること

によって，それなりに所得を増している支出増大型③④

は，保有労働力が3~4.1を数えるが，反当の労賃毀を

もっともかけず，肥料痰を中程度にかけている経営であ

るということができる。これらの経営体は反当の肥料賀

支出，労賃支出において，維持型，下降型より少ない経

営である。

詞・均衡型においてほ， 1戸（⑧)を除いてほ，保有

労働力は支出増大型と変らないか，あるいはやや少ない

が，反当労賃支出は，支出増大型より逝かに多い2戸と

少ない2戸に分れる。しかし反当肥料支出は，支出増大

型よりあきらかに少なくなっている。つまり，これらの

経営体は，反当の肥料支出が少ないということをもって

特徴づけられる。

固 このように，農業経営典をかけても，所得がその

割に増大しない維持型，及びいずれも少ない下降型は，

反当りの労働喪，肥料喪を多くかけるグループとして，

支出増大型は労鋤費が少なく，また肥料毀の少ないグル

ープとして，均衡型は肥料費支出がとくに少いグループ

として特徴づけられる。

国作目の選好と所得の関係

ところで，このような各経営体のもつ内部的統合型の

ちがいは，具体的には，特定の作目の選好のちがいによ

って，また土地利用の形態のちがいによって，もたらさ

れる。

次に，この事実をみよう。はじめに作目の選好と所得

との関係をみると，すでにみたようにここにおいては，

育成牛部入操家は①③の2戸のみで，他は大家畜を部入

していないので晨業粗収入の大部分は耕種部門からの収

入となり，作目間の粗収入梱成比の割合は支出増大型に

属する③の畜産収入率依存度19％を除いてはいずれも 5

％以下で，大きな相達は存在しない。

潤土地利用の形態と所得との関係

このようにこの部落においてほ，その経営内の各要素

の統合型の差は，各作目部門間の相進となってあらわれ

ていない。つまり，ここにおいては，耕種部門における

相遮として一第 1は作物の作付の相違として，第2には

作物ごとの反当収抵の相遮となって端的に示される地カ
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の相違として，もたらされているものと思われる。この

第 1点から，つまり耕地の利用形態のちがいをみると，

この川向部落における作物中，分類別の作付比率は豆

類と特用作物にその中心があり，両者で7割近くをしめ

る。この豆類と特用作物の作付比率を指標として，各グ

ループ別経営の内部的統合パターンの相達をみると次の

ような特質が指摘できる。

（イ） 第 1グループに属するものは，豆類の作付比率が

少ない。

（口） また特用作物の作付比率をみても第 1グループに

属するものは，それは30~40％の間に分散し，30％以下，

40％以上というものほ存在しない。

ャヽ） 第3グループほ，菜豆，大豆，碗豆などの作付比

率が多く，特用作物でほ 3戸とも薄荷の作付比率がきわ

めて少ない。

次に第2点，つまり作物別の反収をみてみると， 26表

のようになり，第 1グループのものがかならずしも，す

べての作物にわたってその反収がよいというわけではな

い。こころみに，この部落での主要作物である小豆，

大豆，菜豆，小麦，燕麦，馬鈴薯，ビート，蒋荷の反収

について，各作物ごとにランクをつけ，この平垣を各戸

ごとに算出すると，グループ毎の比較においては，第 1

グループ，第2グループ，第3グループの順に漸次反収

指数が増大しているが，個々の経営体の比較において

ほ，第 1グループの①及び第2グループの④ほ，第 1グ

ループ，第2グループの他の成員③③⑨⑥より，その指

数が少なくなっており，必らずしも反収の差がそのまま

所得差となってあらわれているとはいえない。ただ第2

グループに属する④を除いてほ，第1'第2グループと

第3グループとの間には，iまっきりとした差が存在する。

舘3グループは他の上位グループと比較して反収指数

があきらかに低い。ところで次にこのようにみてきた作

第29表偶家別反収指数 物別の作付比率と作物別の

第グ ① 
JV R 1 

ープ R 

第グ ⑨ 
IV 

④ 
1 

ニプ R 

第グ ⑧ 
JV 

⑥ 
1 

三フ° R 

均

均

支

均

支

維

均

維

下

1.75 

1.90 

2.00 

2.00 

1.30 

2.10 

1.60 

1.60 

1.50 

反収をクロスしてみると，

各グループ毎の所得差がど

うして生じたかが，きわめ

て明確となる。

作物毎の反収比較でほか

ならずしもそれがたかくな

かった第 1グループの①

は，反収15,000円以上の作

物の作付比率をみると，き

※各作物毎に．その収最に応じ わめて高いグループに入

てABCのランクをつけ． A る。第 1グループの①③，

3点，B2点， C1点として平 第2グループの⑨⑥は，反

均を算出。 当粗l灰益15,000円以上の作

物作付比率35％以上のグループに入り，また第 1グルー

プの③鎗2グループの④第3グループの⑧⑥⑦はこれ以

下のグループに入り，とくに，第2グループの④ほ，こ

の割合はいちじるしく低く，わずか3.8％をしめるのみ

となる。つまり，ここには単に作物別の反収のちがいと

いうことだけではなしに，主力をおいて作付した作拗の

反収をきわめて高くすることによって全体の所得をあげ

ているところと，然らざるところとの差，つまり，作物

の選好と重点的な反収増のコンビネーションの産が生じ

ている。この関係は，第30~3混隻においてきわめて明ら

かになる。

①⑥⑥はこのコンビネーションが最も上手<,10,000

円以上の作物比率は7~8割以上に達するのである。ま

た，④⑦はこのコンビネーショ‘ノが最も悪く， 10,000円

塁の作物比率は3.5割以下となるのである。ここで作

物毎の反収という中間項をおいて土地利用の形態を所得

と関連させると，各経営体を次のように特質づけること

ができる。

第30表所得階層別反収15,000円および10,000円以上の作物名とその作物比率

-I | 反収 15,000円以上作物 I その比率 I 反収 10,000円以上作物 I その比率

第グ ① ピ ト・ハッカ 36.7(51.7) ピート・ハッカ・小豆・大豆・いも 70.6(85.6) 

IV 
R いも・ハッカ・ビート・小豆 37.2(46.0) いも・ハッカ・ビート•小豆 37.2(46.0) 

1 
ープ ③ いも・ハッカ・小豆 25.6(29.5) ビート・ハッカ・大豆・莱豆・いも・小豆 71.7(75.6) 

第グ ⑨ いも・ピート・小豆・ハッカ 42.3(42.3) 小豆・ハッカ・いも・ピート・大豆 50.1(50.1) 

IV 
④ いも 3.8 (3.8) いも・小豆・ハッカ・ビート 34.5(34.5) 

l 
ニプ ⑥ いも・ハッカ・小豆 35.0(41.8) いも・ハッカ・小豆・小麦・ピート 80.2(84.1) 

第グ ⑥ 小豆・ハッカ 12.8(23.4) 小豆・ハッカ・ビート・いも 35.1(45.7) 

lレ
R いも・ビート 21.2(21.2) いも・ピート・小豆・ハツガ・小麦 39.6 39.6) 

1 
三プ R 小豆・いも・ハッカ 14.9(14.9) 小豆・いも・ハッカ・莱豆 33.1(33.1) 

［注］ （ ）内は水稲を含めたもの。
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第31表作物別反当粗収益順位

I 濯雛闘燿悼副 1 位 I2 位 |3 位 I4 位| 5 位 I6 位 I7 位 l8 位 |9 位 |10 位

第グ ① 67.2 % 70 bピート bハッカ a小豆
’’  ）レ

R 42.3 馬鈴薯aハッカビート 碗豆 Cb燕麦 c
1 ,____  

ープ R 59.3 馬鈴薯bハッカ小豆 碗豆 c
9 9 9 ',，-,  

第グ R 63.8 b小豆bハッカ 馬鈴薯
■ 9,.  

JV 
④ 66.0 馬鈴薯小豆bハツカ

1 9 9 

：：： プ R 69.0 b馬鈴薯bハッカ 小豆
． ’ ’’  

第グ ⑧ 36.2 小豆ハッカ bビート
)V 

1 
⑥ 

三プ R 66.2 小豆馬鈴惑ハツカ 碗豆 cb燕麦 c

平 均 I |a馬鈴薯|a,Iヽッカ|a小豆 I I I 
［注］ a＝作付比率 20% b＝作付比率 10% C＝反当祖収益 1万円以下（黒線以下）

第32表作物の選好とその

重点的増収の型

第1グループ て，全体としての所得をあげている経営であるというこ

①ー各作物毎の反収 とができる（耕地面蹟規模ほ①よりも広い）。

11万円 115,000| 
以上円以上

① 100 A 66.6 C A•C 

R 50 C 50 C C-C 

R 100 A 25 D A-D 

⑨ 75 B 75 B B-B 

④ 50 C 0 E C-E 

R 100 A 33.3 C A-C 

R 50 C O E C-E 

R 66,6 C 33.3 C C-C 

⑥ 0 E ・O E E-E 
り

［注］ 10％以上の作付比率をもつ作
物がすぺて 1万円以上のときは
100, 半分が1万円以上のとき

比較では，かならずし

もそれが高い方ではな

いが，小豆，ビート，

麟に作付を集中し

（集中度67.2％一水稲

を含めると82.2%），小

豆，蒋荷の反収は中程

度であるが，ビートは

上位の反収を保ち，ビ

ート，麟で反当粗収

は50として評定。 益19,000,17,000円を

確保，小豆で14,000円を確保し，反収10,000円以上の作

物の作付比率は 7割に造する (7.虹稲を含めると8.6割）。

つまり，各作物毎の反収比較では，それが必らずしも高

い方ではないにもかかわらず，反当粗収益の高い作物

（たとえそれが中程度の反収であっても）を集中的に選

好することによって，全体としての所得をあげている経

営体であるということができる（作付作物数10)。

③ー作物別の反収比較では高位に属するが，作付作

物数が14と分散し，ハッカ(3割）燕麦に重点をおいてい

るが（集中度42.3%）蒋荷の反収は高いにもかかわら

ず，燕麦の反収は低い。蒋荷で反収19,000円を確保して

いるが，燕麦では反収5,000円程度し力嘩保していない。

しかし，この薄荷にビート，いも，小豆を加えて，反

収15,000円以上の作物作付比率は3.7割に達する。反収

10,000円以上の作物の作付比率も同様3.7割であり，っ

まり作付面槙のうちの 3.7割の土地を（なかんずくハッ

力に重点をおいて）きわめて有効に使用することによっ

③ー これに対して③は作物別の反収はよいが③同様

作付作物数は14と分散する。ビート，大豆，菜豆，蒋荷の四

者に重点をおき（集中度59.3%）大豆，菜豆，蒋荷とも

高位の反収をあげ，（ビート中位），また，作付面租の少な

・い馬鈴薯，小豆においても，高位の反収をあげている。

10,000円以上の粗収益をあげる作物作付比率は7.2割(Jk

稲を加えると 7.6割） 15,000円以上の粗収益をあげる作

物の作付比率は2.6割となる。つまり③は重点的に選好

した作付作物の反収をきわめて高くするというのではな

く，全体をならして反収を高くすることによって，全体

としての所得をあげている経営体であるということがで

きる。

第2グループ

⑨ー第2グループに属する⑨は作物別の反収も高く，

また作付作物数も11と前二者よりは少ない。菜豆，ビー

ト，ハッカ，小豆（集中度63.8%)に重点をおき，中位

のハッカを除いてほ，菜豆， ビート，小豆とも高位の反

収をあげているが，菜豆（作付比率22.6%）は高位の反

収にもかかわらず〔部落平均 (176kg.)網走平均(179kg.)

より上廻る 201kg.〕，反当粗収益は 10,000円を割り，反当

粗収益10,000円以上の作物の作付比率は，小豆，ハッカ

ビートに，馬鈴薯，大豆を加えて50.1％となり，また，

15,000円以上の作付作物比率は作付面槙の42.3%とな

る。つまりこの⑨においては4~5割の作物の反収をき

わめて高くすることによって所得をあげているが，作付

の2.2割をしめる菜豆の反当粗収益が10,000万円を割る

ということほ，この経営体の所得を全体として中位にと

どまらしめている一つの要因となっている。
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④ー これに対し④ほ，この部落においてほ耕地面租

が最も広いにもかかわらず，作付作物は14と分散し，また

作物別の反収比較においても，もっとも低位である。作

付の重点を大豆，菜豆，ハッカ，ビート（集中度66.0%)

においているが，菜豆の中位を除いてほ，大豆，ハッカ

ビートとも反収はもっとも悪く下位となる。菜豆，大豆

は反当粗収益おのおの7,664円， 6,824円であり， 10,000

円に途しない。

10,000円以上の作物の作付比率はハッカ， ヒゃートに馬

鈴薯，小豆を加えて34.5％となるが15,000円以上の作物

の作付比率は，わずかに馬鈴薯の 3.8％のみという現状

である。この経営体においてほ作付比率がきわめて少な

い馬鈴薯が最も反当粗収益が高く，ついで，小豆（2.6

％）という順位になっているが，つまり重点的に作付し

たビート，ハッカ，逗などの反収がきわめて低いとい

うことが，この経営体の所得をその耕地規模に比較して

反収が低いということと，また作付作物の選好それ自体

が，きわめて反当収益のひくいものを選好しているとい

う土地利用の形態のまずさがこの経営の所得をきわめて

低いものにしているということができる。

⑥ー この経営体は⑧と同様，耕地規模は零細で作物

別反収比較においても下位に属する。作付作物数には，

ビート，大豆，菜豆に作付の重点をおいている頃呻度

53.2%）。ビートの反収は上位に属しているが，大豆は中

位，菜豆は下位である。菜豆の反当粗収益ほ4,531円と，

5,000円に満たず，大豆も 8,634円と 10,000円に満たな

い。そして10,000円以上の粗収益の作物の作付比率は，

ビートのほかに，馬鈴磐，小豆，ハッカ，小麦を加えて

53.2％に造するが，反収15,000円以上の作物の作付比率

ほ馬鈴薯， ビートの二作物で21.2％である。つまりこの

経営においても，作付作物選好自体に，また重点をおい

て選好した作物自体の反収の低さが，その全体としての

きわめて低いものにしている。 所得を低いものにしているということができる。

⑥― この経営ほ，④に比較すると耕地規模は2町ほ ⑦ー この経営も作物の反収比較においてはひくい。

ど少ないが，作物別の反収比較はもっとも良い方であ 耕地規模ももっとも零細である。作付作物数は12，菜豆，

る。作物数を10にしぼり，馬鈴薯，ハッカ，ビートに作 ヒ・ート，大豆，燕麦に作付の重点をおいている（集中度

付の重点をおいている頃討1度69.0%）。ビートの反収は 66.2%）。

中位におちるが，ハッカ，馬鈴薯は上位となり， 10,000 , 菜豆の反収は上位に属するが，大豆は中位，ビート，燕

円以上の作物の作付比率は，馬鈴薯，ハッカ，ビートに

小豆，小麦を加えて， 80.2％となる（水稲を加えると87

％）。そして反収15,000円以上の作物（馬鈴瑚，ハッカ，

小豆）の作付比率は35.0%(7.虹稲入れて 41.8%） とな

る。このようにこの経営体においては， 10,000円以上の

もの 8割とコンスタントに反収を上げることによって全

体の粗収益をきわめて高いものにしている。

すでにみたように，この経営において擬業所得が中位

におちるのほ，経営喪の中での人件痰（雇傭労賃支出）

がきわめて高いことによる。そして，これは第四節でみ

るように家族保有労鋤力の急激な減少によってもたらさ

れたものである。

第3グループ

⑧― この経営の作物別の反収比較ほ，下位に入る。

作付作物数は13,作付の重点はビート，菜豆にあるが・

（集中度36.2%，水稲を加えると46.8%），ビート，莱豆

とも反収は中位で，菜豆の反当粗収益ほ10,000円に逹し

ない。 10,000円以上の作物の作付比率はビートに小豆，

，，ヽ ッカ，馬鈴聰を加えて35.1%0.虹罹を加えると45.7%) 

になるが，反収15,000円以上の作物の作付比率は小豆，

，，ヽッカの12.8％にすぎない（水稲を加えて23.4%）。しか

あこの小豆，ハッカは作付に重点をおかない作物であ

る。このうえ，この経営においては，一般的に作物別の

麦は下位である。この重点をおいて作付した作物のうち

反収10,000円以上に造するのは菜豆のみである。この菜

豆の牡か，小豆，馬鈴惑，ハッカが加わって，反収10,000

円以上に逹する作物の作付比率は33.1%，反収15,000円

以上の作物の作付比率ほ，小豆，馬鈴薯，ハッカで14.9 

％をしめるにすぎない。このようにこの経営において

も，作物の選好自体と，また選好した作物の反収自体に

おいて，いちじるしく劣るところから，全体としての所

得額を著しく少ないものにしているということができ

る。

すでにみたように，われわれは所得額によって，個K

の経営体を上中下の 3グループに分けた。またグループ

毎の生産手段の所有状況についての険討も行った。さら

にこれらの生産手段の内的統合の巨視的相違によって四

つの類型設定を行い，具体的な土地利用の形態について

検討を行ってきたが，このようにみてくると，はじめに

所得額の相違によって分けたグループは，グループ毎に

必らずしも経営の内的統合のパターンが異なっていると

はいえない。また生産手段の内的統合の巨視的相達によ

って分けた四つの型もその土地利用の形態のちがいを示

すものではないことが明らかとなった。いわば，生産手段

の統合された諸要素のコンビネーションの結果として，

所得額の相遮がもたらされていることが解った。これら
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の結果を統合すると，結論として次の諸点が瑯き出され

る。

H 舘 1tt.ループの①と③，第2グループの④ほ，き

わめて類似した形態を示す。第一tこ，反当肥料支出はい

ずれも中位をしめし，①を除いてほ，③④はいずれも支

出増大型をしめしている。作付は三者ともハッカ， ビー

ト，豆類に主体をおいている。①が均衡型をしめすのに

対して，③が支出増大型をしめすのは，畜産部門への支

出が多く， しかも畜産部門からの所得が少ないという梱

造によってであり，また④が支出増大型をしめすのほ，

肥料支出が反当では①③と大産ないが，耕地面租が広い

故に，全体としての支出が増大し，反当収益が少ない，

ということによってもたらされる。そして，全体の所得

区分において耕地面槙も少ない①③が舘 1グループに

入り耕地面租のもっとも広い④が第2グループに入るの

は，主として選好した作物の反収の相達による。作付を集

中した作物の反収割合は，①がA-C,③がA-Dにな

るのに対して，④ほC-Eとはるかにおちる。そして

反当粗収益15,000円以上の作物の作付比率ほ①36.7%,

③25.6％に対し，④は3.8％にすぎない。このような反収

益の相違が耕地面穣がもっとも広いにもかかわらず，④

を第2グループに開させる要因であるように思われる。

（二） これに対して，第 1グループの③，第2グループ

の⑨，第3グループの⑥は類似した一連の形態をしめ

す。これらは反当の肥料費と労賃典をもっともかけない

という点において，またいずれも支出が少ない均衡型を

しめすという点において類似している。作付型態は，③

がとくにハツカと蒸麦に重点をおくのに対し，⑨がハツ

ヵ，ビート，豆類，⑥がハツカがなく，ビート，豆類，

燕麦を主体としている。作付を集中した作物の反収割合

は③がC-C,€)がB-B, ⑧がC-E となり，反収

15,000円以上の作物の作付比率においてほ，③37.2%,

⑨42.3%，⑥12.8％となる。第2グループの⑨はむしろ

第1グループの③より優っている。しかしながら，反収

10,000円以下の作物の反瞑益において，③ほ⑨より優る

ため，全体と＇しての反祖収益ほ③の 11,805円に対し，⑨

ほ10,546円となる。⑧ほ10.062円となる。この⑧が第3

グループにおちるのは，耕地面棋の狭臨さによる。R⑨

が何れも 9町前後の耕地をもつのに対し，⑧ほ 6.5町，

作付面誤はさらにそれよりもおちる。

回 また⑥⑥⑦は反当労賃贄，肥料搬を最も多くかけ

るという点において類似した傾向を示す。しかし第3グ

ループに属する⑥⑦がビート，豆類に主体をおくのに対

し，舘2グループの⑥はハッカ，ビート，馬鈴薯にその

作付の主体をおいている。⑥は選好した作物の反収割合

においてA-Cをしめし， 15,000円以上の作拗の作付比

率において35.0％を示す。

この⑥は選好した作物の反収割合においてはむしろ第

1グループの①③に近い。しかしながらこの⑥は反当の

労賃喪，肥料搬をきわめて多額にかけることによって，

維持型に，そして第2グループに入る。こ孔に対して，

第3グループに入る⑥⑦は選好した作物の反収割合は悪

<，⑥c-c⑦E-Eを示す。反収15,000円以上の作物

の作付比率は⑥21.2%，⑦14.9％である。耕地面積ほ

ほ⑥⑦より 2~3町程度広い。

国地力維持形態と所得との関係

ところで，各経営ごとの現実点でのこのような土地利

用の形態は，地力維持を考慮にいれると一体どのように

位置づけられるのだろうか。現時点で高い所得をあげて

いても，全体としてみると，それが地力を消縣して行く

ものもあるし，また逆の場合もあると思われる。この地

力維持の形態を，第一には前作後作の関係から，舘二に

は反当堆肥投下抵を指標として分析してみよう。この第

6部落の場合，各経営ごとの輪作形態はほっきりとした

形で確立されていないので，実際に彼らがとった3年間

の作付作物の前作，後作の事実を調べた。これはいくつか

第33表所得階層別輪作形態判定

1低 (1)|良 (2)I可 (3)I不可(4)1平均

第1グループ ① 4 I 5 I 2 I I 1.s 

@ I 2 I 1 I 4 I I 2.3 

@ I 4 I 4 I 7 I 1. I 2.s 

第2グJV-プ⑨ 2 I I 5 I 1 I 2.6 

④ 6 I 1 I I 2.1 

@ I 9 I I 1 I I 1.2 

第3グJV-フ・ @ I s I 1 I 5 I I 2.2 

@ I 6 I 3 I 2 I 1 I 1.s 

c I 1 I 1 I I 2 I 2.s 

第34表所得階層別堆肥投下祉，順位

I全投下址 1嬰贔彗 I順位

貰 煎
第1グJVープ① 1,797.4 26.9 4 

ヽ

R 5,252 57.7 3 

R、 5,000 65.8 3 

第2グJV-プ⑨ 4,500 50.1 3 

④ 5,500 46.9 3 

R 24,600 278.0 1 

第3グ）Vープ⑥ 2,000 42.6 3 

R 7,700 109,2 2 

R 6.900 114,0 2 
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の系列になるが，この系列を地元の改良普及員に，優(1

点），良 (2点），可 (3点），不可 (4点）の4段階にわ

けて採点してもらい，これの平均をとって，各経営ごと

のおおよその位置づけを行ったのが第33表である。これ

によると，もっとも良いのが1.2の⑥であり，ついで①，

⑥の1.8になる。モードは2.1から2.3の間に集中するが，

これに入るのが，③，③，④，⑥，また平均してもっと

も良くないのが⑦，⑨の2.8及び2.6である。

また次に作付面槙反当の堆肥投下撮をみると，それは

最低の 26.9貰から最高の 278貫にまで分散する。最高は

278貫の⑥であり，ついで⑥⑦が， 110貫前後，モードは

43貫～66貫にあるが，これに関するのがR,③，④，⑧，

⑨，最低は①の26.9貫となる。

このようにみてくると，前作後作関係・堆肥投下量の

二つを指標としてみる限りにおいて，地力維持形態とし

ては⑥がもっとも優れ，ついで⑥，中の下クラスに，①

③，④，⑧，⑨が重なり，①は前作後作関係では比較的

良い形をとっているが，堆肥投下最という点でもっとも

劣り，⑦は逆に前作後後関係では，きわめて恕い形態を

とっているが，堆肥投下量はこの部落の中では比較的多

い方だといえる。

つまり，この部落の中では所得額の高い第 1グループ

に属する①，③，③ほ，地力維持形態においてほ，かな

らずしも良い形態をとっていないということができる。

第2グループの⑤がもっとも良い形態をとり，第3グル

ープの⑥がこれについでいるということができる。

因 作物選好と作物の自然的，社会的，経済的性格

このような関係一つまり現在の所得を支える特定の

作物への選好と，反収の関係から現在時点での所得の高

低はわかるが， しかしながら，このような特定の作物へ

の選好自体が，経営として， どれほど安定度をもつもの

なのか，という問題はあきらかに別である。すでに地カ

維持形態においてみたように，現在時点においては高い

所得をあげえたとしても，それが結果として地力を消縣

させる不安定なものであったり，また盤凶差，価格差に

ょる波の大きいものであった場合その経営にとってはそ

れだけ安定度がひくいということがいえる。つまり，例

えば価格が高いといって，勝手に特定の作物だけを選好

することは許されない。そこには，作物自体のもつ自然

的な，また経済的な性格がある。このような作物自体の

もつ格性を，本来作物選好の場合前提としなければなら

ない筈のものである。しかしながら現状においてほ，か

ならずしもそうではないことは，すでに前述の地力維持

形態の項においてみた如くである。このような作物自体

紀 要 第8号

のもつ自然的，経済的性格に照らしあわせてみると，現

在，もっとも高額の所得をあげている経営自体の作物の

選好性がかならずしも良いものであるとはいえないので

ある。ゥなこ経営自体のもつこのような側面を客観的なス

ケールで評価してみよう。

（イ） 作物別の自然的性格

各作物には，その作物ごとの自然的な性格がある。こ

の性格をここでは凶作に対する安全度という視点から眺

めてみよう。資料と

して用いるのは，市

村三郎氏の「北見市

附近に於ける擬作物

の幾凶と気象状態に

ついての一考察」（昭

和23年）であるが，

北見地方の作物の安

全度を高い順に並べると次のようになる
Qt2) 

1位の燕麦がもっとも安全度が高く， 2位の馬鈴薯，

裸麦，春播小麦がこれにつぎ，またもっとも安全度の低

いものは6位の小豆である。安全度の高い作物の作付比

率が高ければ高いほど，その経営ほ豊凶に対しては安全

度が高いということになる。いま裸作的に，安全度1位の

作物に対しては 1 点， 2 位には2 点•••6 位には 6 点とい

う点数を与え，各経営ごとの作物別の作付面租をこれに

掛け，その総計をここで比較として用いた15の作物につ

いて，その作付面穣で割って，平均を出したものが第36

表である。これはいわしまきわめて操作的ではあるが，各

経営ごとの豊凶安全度というものを測定するための試み

である。これによると第2グループの⑥及び第3グルー

プの⑦がもっと安全度が高く

第iグループの①及び第2グ

ループの⑨がもっとも安全度

が低いことがわかる。①⑨ほ

凶作のときの危険度がもっと

も高いのである。

（口） 作物別の経済的性格

しかしながら，これらの作

物はまた反当粗収益の大きい

ものから小さいものまで，ま

た一時間当労働報酬の高いも

のから低いものまで，さらに

多量の肥料を必要とするもの

と然らざるもの，また多抵の

労働力を必要とするものとしないものなど，諸んの経済

的な性格をもっている。次にこれらの作物の諸性格とこ

第35表作物種類別豊凶安全度

1

2

3

4

5

6

 

燕麦

馬鈴薯，裸麦，春播小麦

碗豆，亜麻，大麦，甜莱

大豆，秋播小麦

蒋荷．玉蜀黍，莱豆，水稲

小豆

第36表 各経営の盟凶

安全度

順位 1最家番号1得点

1位 1
5 13.49 
7 3.53 

6 3.71 

4 3.78 
2位

3 3.81 

2 3.83 

3位 1 a I 4.oo 

4位 1
1 I 4.23 
9 4.27 
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第37表主要作物別作物の経済的性格

I 作物別反当純収益

実数 1指 数 1実

I 

1時間当労鋤報酬

数 1実

i 

反当労働時間

数指

盲 ：実肥料 毀

米 ， 
碗 豆

ハッカ

小豆

ビート

莱 豆

大 豆

馬鈴薯（種子）

ク （一般）

小 麦

裸麦

亜 麻

大 麦

とうもるこし

10,929 

9,522 

7,723 

6,290 

4,104 

3,024 
． 

2,951 

10,939 

2,865 

2,098 

1,046 

755 

-329 

-2,890 

円
100 

87.1 

70.1 

57.6 

37.6 

27.7 

27.0 

100.1 

26.2 

19.2 

9.6 

6.9 

-3.0 

-26.4 

I 数指

150百

232 

125 

198 

104 

166 

134 

177 

113 

102 

79 

70 

37 

12 

の作物の諸性格をとおして，各経営毎の特質をみてみよ

う。

資料として用いたのは，農林省，統計調査事務所の昭

和34年度，北海道農産物生産穀調査報告書である。これ

によると，・反当収益のもっとも高いのは，米，種子馬鈴

薯であり，ついで碗豆，ハッカが上位に入り，小豆がこ

れにつぐが， ビートは米の 4割，菜豆，大豆，一般馬鈴

署は3割程度の純収益をあげるにすぎず，小麦，裸麦，

亜麻はこれ以下となり，大麦，とうもろこしは赤字とな

る。また 1時間当の労働報酬においては，碗豆(232円），

小豆 (198円）がもっとも高く，ついで種子馬鈴薯 (177

円），菜豆(166円），米(150円）となる。大豆，ハッカ，

一般馬鈴薯，ビート，小麦がこれにつぐが，裸麦，亜麻，

大麦，とうもろこしは遥かにおちる。豆類及び種子馬鈴

継は 1時間当労働報酬においてはきわめて有利であるこ

とがわがる。

一方，これらの作物は同時に反当に労働時間のかかる

もの，また肥料のかかるものとかからないものなどの諸

性格をもっている。反当の労働時間において，米がもっ

ともかかり 142.5時閻，ついでハッカ，ビート，種子馬

鈴署 (99.5~86.1時間）が反当の労鋤時間がかかる。モ

ードは50.9~40.0時間にあるが，この中には，碗豆，小

豆，大豆，亜麻，一般馬鈴署，小麦，裸麦などが入り，

大麦 (32.9時間），菜豆 (28.1時間）がもっとも反当の労

鋤時間が少くてすむ。

反当肥料喪では，種子馬鈴薯(4,327円）， ビート（4,194

円）がもっとも肥料がかかる。米 (2,797円），一般馬鈴

薯(2,529円）がこれについでかかるが，裸麦，とうもろ

100 

154.7 

83.3 

132.0 

69.3 

110.7 

89.3 

118.0 

75.3 

68.0 

52.7 

46.7 

24.7 

8.0 

142.5 

50.8 

97.6 

50.5 

86.l 

28.1・ 

40.0 

99.5 

50.3 

44.4 

47.9 

50.9 

32.9 

58.9 

I 

35.6 

68.5 

35.4 

60.4 

19.7 

28.1 

69.8 

35.3 

31.2 

33.6 

35.7 

23.1 

41.3 

数 1指数

円
2,797 

1,329 

1,307 

937 

4,194 

1,038 

964 

4,327 

2,529 

1,543 

1,885 

1,282 

1,162 

1,501 

100 

47.5 

46.7 

33.5 

149.9 

37.1 

34.5 

154.7 

90.4 

55.2 

67.4 

45.8 

41.5 

53.7 

こし，小麦は米の 7割から5割，種子馬鈴薯， ヒニートの

半分から殆の肥料痰ですむ。えんどう，ハ．ッカ，亜麻，

大麦はさらに少く，米の 5割以下，もっとも少いのが菜

豆 (1,038円），大豆 (964円），小豆 (937円）で米の 3~

4割の肥料賀ですむという性格をもっている。

ところで，このような諸性格のほかにさらに，各作物

ごとの価格変動をみなければならない。非常に価格変動

の大きい作物はそれだけ危険性が大きく，また変動の少

い作物は危険性が少いということができる。昭和29年の

各作物の単価を 100として，昭和35年度までの各作物ご

との単価指数の対前年度増滅率をみると第38表のように

なる。この場合，増加の場合も減少の場合も変動として

扱い，いずれもプラスとして計算してあるが，この29年

から35年までの 6年間の平均を見ると，米が 1でもつと

も変動率が低く，ハッカが50でもっとも変動率が高い。

変動率が低い順に分けると，⑧10％以下のものは，米，

裸麦，小麦，大豆，亜麻，ビートであり 9 (B）10~20％の

ものほ燕麦，菜豆，碗豆，種子馬鈴署，（0)20~30％のも

のは一般馬鈴薯，小豆9 (D）30％以上のものが雑殻とハッ

力になる。このうち，米，小麦は0.5％以内の変動率で，

ほとんど変化しないものとみてよい。他の作物は年によ

つて，その指数の増加，減少はあるが昭和29年の指数と

比べて燕麦，一般馬鈴薯，ハッカはその指数が上昇して

いる。しかし他の作物はその指数がいずれも下降してい

る。つまり一般的に上昇傾向のある燕麦，一般馬鈴薯，

ハッカ，不変の米，小麦を除いては，いずれも価格が下

降の傾向にあるということができる。

ところで，このような作物毎の諸性格をとおして，各
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第38表各作物単価変動率及び指数（昭和29-35)

I 昭和29I 3息翌，I31一30I 32-31 I 33-32 I 34ー33I 35ー34II開和塁 I冒和は 1唱和塁 II塁動塁 I
梗 玄 米 100 0.69 

9．碑l稲 玄 米 100 5.03 8.65 

硬 白 米 100 15.40 1.14 1.00 0.15 2.36 0.48 102.03 1.0 

稲 白 米

稲玄如白米

碗 豆 100 48.17 20.24 0.76 6.58 13.83 22.11 69.61 18.6 

ノ‘ ツ 力 100 10.60 165.04 62.29 5.21 6.77 △ 180.17 50.0 

小 豆 100 43.84 35.88 16.72 11.20 17.35 0.49 69.78 20.9 

ピ
_ 

卜 100 6.10 0.73 15.05 7.12 4.76 △ 92.30 17.9 

菜~ 豆 100 38.27 21.08 12.71 22.45 1.38 11.75 59.94 6.8 

大 豆 100 17.18 8.91 0.98 9.34 5.39 8.06 86.64 8.3 

馬鈴薯（種子） 100 2.82 3.86 26.74 21.54 11.66 18.69 88.81 14.2 

ク （一般） 100 10.43 14.09 1.97 12.67 81.68 15.49 177.46 22.7 

小 麦 100 3.98 0.87 11.33 0.62 4.64 0.56 101.78 3.7 

裸 麦 100 8.76 8.96 3.52 0.26 10.22 3.18 72.16 5.8 

亜 麻 100 7.46 9.65 5.70 0.43 9.65 △ 49.49 6.6 

燕 麦 100 18.63 19.51 5.59 16.86 26.08 14.80 119.31 16.9 

雑 穀 100 39.80 2.89 50.21 44.51 △ △ 68.79 34.4 

経営の性格を位置づけると次のような諸点が指摘でき

る。この評定法は，反当純収益度，一時閻当労鋤報酬度，

反当労鋤時間度，反当施肥料度について，いずれも米を

100とした各徊勿毎の指数に各晨家の作拗別の作付面積

を掛け，その総計を指欅として取りあげた作物の全作付

面菰で割り，反当の平均指数を出したものである。した

がって，ここでは，北海道農畜産物生産痰調査報告に取

りあげられていない作物，例えば燕麦などは抜いてある。

また価格変動度の評定法は各作物毎の変動指数を各作物

の作付面租に掛け，これを全作付面誤で割り，反当の平

均を出したものである。この場合，燕麦は加えられてい

る。

第39表 階層別，各経営の経済的性格の診断

反当純収 一時 1lll当 反当労偏時間 反当肥料費

年反価る（昭平格落当変和均差の3）動哭9豊及数に3び凶よ璽"豊凶安全度 価格変動指数

益指 数 労偏報酬指数 指 数 指 数

第ーグJVープ ① 60.0 95.7 58.8 80.3 4.23 18.5 3,150円

R 57.8 91 •8 55.9 △ 60.7 3.83 24.4 3,800円

R 46.6 91.2 48.8 81.0 3.81 17.0 2,390円

第=クぅv-プ ⑨ △ 38.9 94.6 △ 39.5 △ 63.6 4.27 17.9 2,010円

④ 42.2 110.6 △ 4o.7 △ 65.4 3.78 16.4 2,210円

R 47.6 △ 87.4 55.7 102.6 △ 3.49 15.9 2,340円

第三グlレープ ⑧ 47.0 97.4 46.0 72.0 4.00 23.2 2,390円

⑥ △ 39.5 97.0 △ 37.0 △ 65.7 3.71 △ 13.4 △ 1,730円

R △ 33.0 △ 89.4 △ 38.8 75.8 △ 3.53 △ 13.1 △ 1,420円

平 均 45.8 95.9 △ 39.5 17.5 2,400円

これによるとけ第 1グループの①ほ作物の選好性その 選好している。このかぎりにおいてほ①は一応合理的

ものにおいてすでに反収益の多いものを選好している。 であるといわなければならない。また③④ほ作物の選

しかも反当り労鋤時間が多くかかり，一時間当りの労働 好そのものにおいて収益の中位のものを選好している

報酬の高いもの，そうして反当の肥料賀が中位のものを が，③は反当り労鋤時間においても肥料痰においても，

-42-



疇の近代化と晨民の卑産意欲（その 1)

また 1時間当労働報酬においても中位の作物を選好して

いるのに対して，④は 1時間当労働報酬のきわめて高く’,

同時に労鋤時間，肥料賀の少い作物を選好している。し

かし現実には肥料盤は反当①③と同等に使用しているわ

けで，それにも拘らず④が第2グループに入るのは，先

にあげた集中的作付作物の重点的増収度のいちぢるしい

低さと同時に（これは技能の劣悪さによるが），地力の減

退がいちぢるしいものとなっていることを認めないわけ

には行かない。地力維持度はさきにみたように前作後作

関係でも，投下堆肥戴でも，この部落のモードの中に入

るが， とくに後者は良い方ではない。これに対して③が

作付作物の反収益度においては中層に入るにもかかわら

ず，所得で第 1グループに入るのほ，その重点的作付作

物の重点的増収tこよるところが大きいと思われる。地力

維持形態においてほ④と変らない。

これに対して肥料喪，労賃費をもっともかけないグル

ープである③⑨⑧をみると，③が反当多くの労働時間を

かけて反収益のもっとも高い作物を作付する傾向がある

のに対して，R⑧は反当労働時間が少<, 1時間当りの

労鋤報酬のたかい作物を作付する傾向がある。③は作付

作物の選好性において，すでに反収益の高いものを選好

しているが，⑨は結果としてもっとも低いものを選好し

ている。この差が③を第 1グループに入れ，⑨を舘2グ

ループに入れることになる。また③⑨とも平均して肥料

喪のもつともかからない作物を選好しているが，⑥は平

均してややかかる作肋群を選好している。三者とも現実

には肥料賀をあまりかけていないのだから，この結果は，

15,000円以上の作物作付比率が③⑨の3.7~4.2割に対し

て，⑧の 1.3割という結果をもたらし，重点的増収技術

のひくさとともに，この選好した作物の性質を考えない

肥料投下最そのものが，この経営を第3グループに属さ

しめているものと思われる。

ところで，反当の労賃，肥料をもっとも多く用いるグ

ループの⑤⑥⑦においては，⑥が作付作物の選好におい

て比較的収益のたかい（中位）作物群を選好する傾向の

あるのに対し，⑥⑦はもっとも低い作物群を選択する傾

向がある。また⑥が反当の労働時間が多くかかり，肥料

毀の多くかかる作物群を選好しているのに対し，⑥⑦は

反当労働時間のもっともかからない，また肥料贄がかか

らないか，あるいは中位にかかる作物を選好している。

三者とも反当りもっとも労賃と肥料をかけているにもか

かわらず（⑥ほとくに高いが），それに見合う作物群を選

好しているのは⑥のみであり，⑥⑦ほそれに見合う作物

群を選好していない。この差は，⑥Rの重点的作付作物

の重点的増収技術の低さとともに，また作付作物の選好

自体がもっとも収益の低いものを選好するという選好性

とあいまって，⑥⑦を第3グループに関さしめ，⑤を第

2グループに厨さしめる大きな要因を形成しているよう

に思われる。

⇔ このように舘2グループ，舘3グループに属する

成員は，第 1グループに属する成員に比べて，作物の選

好自体において，また選好作物の性格理解において多く

の欠陥を有しているものと思われる。しかしながら，こ

の部落においてもっとも所得の高い第1グループの成員

の，現在の作付作物の選好自体が， どれだけの安全度を

もっているか，ということはまた別問題である。価格

変動指数をみると，第 1グループの③，第3グループ

の⑧がもっとも大きな数値を示す。このことは，第 1’

グループの③及び第3グループの⑥が価格変動に対し

て，もつとも影碑をうけやすい作付形態をとっているこ

とを物語っている。われわれはすでに，既凶安全度につ

いて検討を行ってきた。この結果と総合してみると，第

3グループの⑧が価格変動指数においても，翡凶安全度

においても，もっとも危険度がたかく，ついで，第 1グ

ループの①③，第2グループの⑨が危険度がたかい。①

⑨ほとくに豊凶の自然的変動に対して影聾を受けやす

<，③ほ価格変動に対して影響を受けやすい形態をとっ

ている。この意味においては，第3グループの⑥がこれ

らの変動に対してはもっとも安全度がたかく，ついで⑦

と第2グループの⑥が安全度がたかい。しかしながら，

舘3グループの⑥⑦は作付選好自体が平均して反収のも

っとも低いものを選好するという選好性のまずさと，合

せて，その選好作物の性格理解度のとぼしさから，全体と

しての所得額をきわめて少いものにしている事実を考え

合わせると，舘2グループの⑥がこの部落の中では比較

的良い作付形態をとっているということがわかる。地力

維持形態においてもこの⑥がもっともすぐれている。作

付形態からみてくると，ついで第 1グループの③第2グ

ループの④が相対的に良い形態をとっていることがわか

るが，この両者とも地力維持形態においてはすぐれてい

ない。とくに④は重点的作付作物の重点的増収技術の乏

しさと，地力の滅退そのものからその反収をきわめて低

いものとし，耕地面租の広さにもかかわらず，全体とし

ての所得は第2グループに入る。

国以上みてきたように所得額においてもっとも高い

グループに属した①③はその作付においてほ，たしかに

反収益のたかいものを選好する傾向があるが，経営の安

全性という点からみると，かならずしも良い形態とはい

えない。むしる盟凶に対して，あるいほ価格変動に対し

て，きわめて影御をうけやすい形態であるということが
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できる。その意味で，舘2グループの⑤および第3グル

ープ⑥が相対的に優れた作付形態をとっているというこ

とを指摘できる。

属つまり，緒論で述べた股民の生産意欲分析の図式

に従って盤理しなおすと， 「外的報酬」 としての晨業所

得は，この部落の中では①R③の3戸がもっとも高いと

いうことになるが，地力維持形態，盟凶安全度，価格安

全度など加味して，その生産手段の利用形態にまで立ち

入って吟味すると，むしろ，舘2グループの⑥が，優れ

ているということができる。しかし，この点は，さら

に，この「外的報酬」増大の支えとなる「創造的報酬」

の吟味をまたなければならない。

注 1 ここで耕地面戟の広狭差が最業所得に全く影唇を与えな

いと言っているのではない。この部落の一般的傾向として

問題にしているのである。前述の⑧以外に第一グループの

⑨は反当所得はRより低いにも拘らず，所有耕地面梢が広

いところから，全体の晨架所得は同グJレープのRを上廻つ

ているしまた第ニグループの④は同クうレープの中ではもつ

とも反当所得が少ないにも拘らず，耕地面戟が 2町以上広

いということが全体として⑧Rより多い農業所得をもたら

している。

注 2 前掲杏留岡消男「村づくりと人」 P39参照

第三節生産行動への目標づけと

農業基礎知識

この節においては，前節において明らかにした個々の

経営体の生産手段の内的統合の型の産は，具体的にどの

ような農民の艇業基碗知識と技術水準の結果としてもた

らされたかを明らかにする。いわば農民の誰業生産過程

での「創造的報酬」に対応するところの，主体的な諸要

素の検討がここでの主題である。

これをその経営目擦と，その経営技術，またとくに晨

民の基礎学力に焦点をしぽって明らかにする。

第 1項生産行動の目標と目標達成方法

すでに述べたように，農民の生産意欲にとって，その

生産目櫻をどこにおくかということ，またさらに，その

目擦づけが造成可能なものであるかどうかということ

は，きわめて大きな意味をもってくる。その目標づけが

きわめて低いものであったり，またきわめて明確でない

齢，その生産涸肋はいわば無目標となる。また目標そ

れ自身が非常に非現実的であったり，また不安定なもの

で，その達成が不可能になった場合，そうして，もしそ

の不可能になった理由を深くたづねようとしない場合，

その生産意欲はきわめて滅退せざるを得ない。また以上

にも増して大切なことは，その目糠を逹成するプロセス

を如何にして組むかということである。つまり目標逹成

計画が必要となる。終局的な大きな目楔と，その目標を

達成するための小さな目標と，その小さな目標のつみ重

ねの方式が大きな目標を逹成するためには必要となる。

ここでは，最初に，彼らが大きな目標をどのようにたて

ているかという点から問題をときほぐしていこう。

(1) 経営の所得目標

われわれは「平年作だとしたら，あなたの経営は成り

立つと思いますか」という問を用意した。これによると

第 1グループの3戸①R③と，第2グループの⑥は平年

作なら経営は充分成り立つと考えている（ただし①は主

人は収支とんとん，息子が充分成り立つと考えている）。

他の 5戸のうち第3グループの⑧⑦は絶対に対立しない

と考え，第2グループの⑨④及び第3グループの⑥が収

支とんとんであると考えている。つまり 9戸のうち，⑧

牙 1グlし一 7゚

オ27̀`Iし一

氷うグ'1,___•

第 9 図

吹知いん虜

岬 4k:1r.Lない1羞

⑦の 2戸は部落を離れるという志向性を持っていると考

えることができる。また第 1グループの 3戸と第2グル

ープの⑥がここでの営農に自信を持っているということ

がわかる。このような自己の経営に対する自己評価ほ，

醗の生産意欲に大きな影臨を与えずにはおかない。⑥

⑦が平年作でも経営が絶対に成立しないと考えている根

拠ほ，⑧の揚合，土地条件がきわめて悪いことにより，

また⑦の場合は土地条件の劣悪さと，，晨業主体者それ

自身の身体的条件の劣懸さとによっている（主人が身体

障害者である）。⑦の場合，負債が賂理でき，可能なら転

職したいと，はっきりと離農の意志を表明しているが，

⑥の場合，養豚導入によりー一共同化で一経営を良く

し，資金がまとまうたら他の土地へ移って晟業を続けた

いと考えている。これは部落を離れる志向をもってはい

るが離農志向ではない。また平年作でも収支とんとんの

階層ほ，経済余剌が少しも残らず，このままでは尻貧に
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なる。にもかかわらず，経営を続けようと思っている狸

由は，⑨④⑥とも「職を変えようと思っても，手に技術

を持っていないので，それが不可能，持続して生産をあ

げていく以外にない」ということにつきる。そうして，

この対策として考えているのほ，有畜化により畑作ーペ

んとうを改め，冷害に対処できる農業経営形態を作るこ

とである。さらに⑨においてほ，このほか「作目の改

善と堆肥を入れ，遮期に除草するなどの農業技術の改

善で反収を上げることを通して」それを克服しようとい

う方策を持っている。またこの部落でトップの所得をあ

げている①は，その主人は収支とんとん，息子は充分成

立すると考えているが一ーわれわれの経営調査では充分

成立しうると考えられるが―この主人の考えによる

と，収支とんとんの理由は「農産物だけでは限度にきて

おり，これ以上伸びるとは思われない，しかし，畜産，

林産，農業と三者一体になれば充分やっていける」とい

うことになる。そうしてその対策として山林にとくにカ

を入れ，山林のみで充分生活できるような採算はすでに

とられている。

このようにみてくると，第1グループの①③③と第2

グループの⑥は，現在の経営で充分やっていけるという

自信の上で将来の目楔を立てているが，①しまとくに農産

の伸ぴは頭打ちと考えることによって山林収入への志向

をもっているということ，また第2グループの⑨④，第

3グループの⑥はある意味において，きわめて追いつめ

られた形で将来の目標をたてていること，最後に第3グ

ループの⑦⑧ほ，この土地を離れることを前提として，

その機会をみながら将来の目標をたてているということ

がわかる。 ‘ 

このような前提条件の上にたって，その目標を検討し

てみよう。

10年後の所得目櫻を何処におくかという大きな目標の

設定は第一に大切なことである。

培増率でみると，第2グループの⑥，舘3グループの

⑥⑥がもっとも高く，200％と173％および250%，第 1グ

ループの③③ (150%）がこれにつぐが， 第3グループ

の⑦は10年後の目標を持っていない。しかしながら， 10

年後の目標所得額でみると，自己の経営に対する評価の

ABCの三層の区分は目標とした所得額の相遮となって

明瞭にあらわれてくる（第40表）。すなわち，現在でも平

年作で充分経営が成立つと考えているA層の10年後の目

槻所得額は，捩業部門での所得額上昇はもはや頭打と考

えている①を除いては，いずれも 100万円以上の 110~

120万円の所得額を考えている。これに対して，収支と

んとんと評価している層ほ， 80~90万の所得を考え，

現在のままでは平年作でも経営の成立は不可能と考えて

いる Cクラスの⑥は， 7TJラの所得目擦を一応考えている

が⑦はこのような目楔すらも考えていない。このように

現在経営の状況が良いと判断している層ほど，予想所得

額を高いところにおくという傾向がみられる。しかしな

がら，同時にこの部落の成員が考えている所得目楔額は

最低7TE円以上であるとうことがわかる。そうしてこれ

はこの部落の第 1グループが現実に確保している所得額

である。つまり，第2第3グループが10年後の所得目標

とおいているところほ，現在の舘 1グループの所得額に

あり，また第 1グループの成員は①を除いてはその 5割

増を目楔としているということができる。そうして，こ

の所得目標の増加率は⑦⑨①を除いてほ北悔道農林礁業

基本問題審眠会が設定した培増率133％を上廻っている。

また同審眠会が設定した所得目標額40~50万円を逝かに

第 4D 表

農業所得 目標所得額I 経営に対すI所得倍 I
る自己評価 増目概

1 G ① 807,78円7 B/A 113/100 912,79円9 

R 734,860 A 150 1,102,290 

R 710,682 A 154 1,094,450 

2 G ⑨ 645,636 B 125 807,045 

④ 636,513 B 133 846,562 

R 589,378 A 200 1,178,756 

3 G ⑧ 442,330 C 173 765,231 

R 273,414 B 250 884,000 

R 223,713 C なし

上廻る数字である。北海道農林漁業問題審議会の計画で

は 10年後に菜豆は作付面租64%，反収 168％の3.9俵，

馬鈴薯作付面租100%（不変），反収105％の33.3俵， ビー

ト作付面租207%，反収で 122％の5,160斤，飼肥料作物

作付面穣165％という計画目糠が立てられている。この

部落においてほ菜豆では⑥⑧ほ夫々62.5%,50％と城少

目標を立てているが，他は不変か，あるいは作付増の予

想をもっている。しかしながら目槻反収は⑥の 3.2俵を

除いてはいずれも北悔道農林礁業基本問題審識会の計画

目楔に近い 4俵かあるいはそれ以上である。一方馬鈴靴

においては，作付増加の予想を立てているのが半数以上

に達している。反収ほいずれも北海道晟林漁業基本問題

審眠会の反収予想を上廻る50俵以上である。最高は反収

80俵を目楔としている。またビートは北海道晨林漁業基

本問題審眠会の計画では大巾な作付増の計画をたててい

るにもかかわらず，この部落においては，いずれも不変

か，さもなければ作付減少の目標をたてている。しかし

ながら反収目標においては⑥⑥の2戸を除いてはいずれ
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も同審眠会の計画を上廻る数字を目標としている。また

飼肥料作付においては同審眠会の作付計画を上廻る予想

をもっている。

要するに菜豆，馬鈴惑，ビート，飼肥料を指模として

みると，飼肥料作物を除いてほ，作付目標では必ずしも

北海道農林漁業基本問題審眠会の計画目標とは同じ方向

をもっていない。むしろこれとは逆行する傾向すらうか

がえる。しかしながら作物別の反収では，梱して同審識

会の計画目楔をはるかに上廻る計画をたてている。

一方同審眠会の帝産部門の計画目槻では，乳牛は284

％増，豚は563％増，鶏で249％の増を見込んでいるが，

この部落においてほ，将来乳牛導入を考えていない3戸

（③⑦⑥）とまた①の培増率250％を除いては，いずれ

もこの審識会の予想を上廻る計画をもち（部落平均でも

同様），豚，鶏においても同様審眠会の計画目槻を上廻

る。

このように畜産部門においてほ，棚して，この審眠会

の計画目標に沿った計画を持っているということができ

る。

(2) 目標としての作・目構成

しかしながら，このように畜産部門の増強によって所

得増を考えようとする場合，それは単に従来の土地利用

の形態の上に旋畜部門が重なるというものではなく，有

畜化によって経営全体の仕組が，つまり土地利用の形態

そのものが大巾に変化しなければならない。そうして，

土地利用の形態そのものは作付作物の性格を媒介とし

て，自家保有労働力の蘊と質にも不可分にかかわってく

る側面である。つまりこれらの目標設定は単に葵然とな

されるものではなく，経営全体の有機的な梱造変革を伴

わなければならない。そうして，その経営が当面する諸

矛盾を現実的に解決する方向でそれは組まれなければな

らない性格のものである。このような意味において，ま

ず各経営がどのような形で目標を設定しているかをみて

みよう。

①ー一この経営は現在「最善の努力をしているが，そ

れでも尻貧になってきている」ことを意識している。当

面労鋤力を如何に軽滅するかが大きな問題になってい

る。それでひとつほ共同化によって経営の内容を変革す

ることを考えているわけだが，一方では除草剤，効率的

な機械部入，作物の限定によって，労働力の軽減を考え

ている。しかし農機具は 1戸で所有するには高すぎ，ま

たその割に効率的なものがないということ，また除草剖

なども一般に普及していないということ，その上それを

使いこなせる技術がないということ，さらに「換金作物

で！輪作も大丈夫で，安全なものがなく」ひとつのもの

にはっきりとふみ切ることができないという悩みを抱い

ている。

しかし目楔としてほ農・畜・林の均衡のとれた経営を

考え，畜産収入率40%（36万円）現在の育成牛4頭を

10頭にし，飼肥料作物 1町の作付けによってこれを碓保

し，あわせて地力維持に役立たせようとする。また，作

物はビート，ハッカ，馬鈴惑，これに豆を加えたものに

しぼり，ビートの品種をかえ，肥培管理をよくし，反収

を現在の 3,700kgから 4,500kgにまた馬鈴惑は40俵を

70俵へ増収することを考えている。けれども主力は山林

にあり，現在の30町（昭和36年）のうち20町の植林を考

え年間最低所得40万円はここから確保する心算をたて

ている。つまり農業は現在より所得の下らない程度にや

っていけばよいという志向性が強い。息子は10年後には

疇収入を 113％にしたいと考えているが，主人は，現

在と同じ水準を維持することを考えている。これまでの

主たる作付の増減をみると昭和35年度に大豆を滅らして

小豆を 4反から13.7反に増反した。これは収入を多くす

るために，・気候条件とにらみあわせて，小豆が当るとみ

たのでこれを作付けたわけだ。そうして今後も大豆を滅

らすことを考えている。理由は，価格がよくない，品種

もよくない，反収も落ちてきた9ということによる。

③—ハッカ，燕麦に重点のあるこの経営では畜産収

入増による所得増は考えておらず，農産収入の 50％増

(40万円）を目標としている。作付を豆からハッカにか

ぇ，将来ハッカ（洋種），麦，亜麻を中心とした作付を考

えている。これらはいずれも手間がほぶけ，さらに，傾

斜地の流土防止にもなるということから選好したもので

ある。「ハッカの洋種」は和種とちがって防除の必要がな

く，育ってから病気が付かないというところから選ば

れた。また端野村においては，現在供給よりも需要が上

廻っているという予測も働いている。種子馬鈴薯は昭和

26年までは作ったが，手間，肥料，労賃，薬剤散布，ま

た，種子芋組合の会合，見廻り，組合痰などを計算する

と，一般の毅粉芋と同じ所得になるということから選好

せず，さらにビートは，亜庶と比較すると収入ほ偕ある

が，手間および雇用労賃を計算すると，亜麻の方が割得

だということから，ビートも目標として選好していない。

これには，これから先，土地の関係でビートの連作が不

可能になるという予測も鋤いているが，同時にビート栽

培技術に劣るという自覚も働いている。ハッカ（洋種），

麦，亜麻と重点的に選好した作物の反収増加，技術の向

上，さらに土地改良によって目標を逹成しようと考えて

いる。そうして，ここで浮いた労働力を林産に向ける計

画である。畜産は手間がかかるし 1戸では経済的に不可
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能，｀また共同化は人の和という点で不可能であると予測

し，農業所得以外に林産収入増を目楔としているわけ

だ。現在約14町ほどの山林を所有しているが，このうち

3町は落葉の植林がなされている。残りは雑木林である

が，薪にしてもこれは反2~3万円になる。この雑木の

間に落葉樹椴（とど）を植え，また湿地帯には，ハンの

木を植林する計画を持っている。このように③は，耕種

部門において，あまった手間を林産に向けることにより，

凶作時にもひぴかない安定した経営を目指している。そ

うして，耕種部門では重点的な作物の選好と，とくに地

力嗣寺に関心をもち堆肥の入らないところに！ま，赤クロ

ーバーとラディノクローバーを入れ，傾斜地の流士防止

の役割も兼ねさせている。また現在亜麻と牧草の混播を

行っている。

これまでの主たる作物の増減をみると，昭和29年以降，

豆類，麦類が減って，ハッカが増えている。理由は， 28

年の冷害で豆類の限界を感じたことによる。

R―この経営では養畜部門の拡大によって計画目標

畜産収入率70%（所得7T月円）を途成しようとしている。

乳牛は現在の育成牛2頭を30頭へ，乳牛0頭を20頭へ，

また豚4頭を60頭へ増加させることを考え，同時に耕地

面積も 7.6町から12.6町へど拡大し， とくに飼肥料作物

の4反を 15反に増反すること，馬鈴薯の作付面積を5

反から15反に増やすことにを目標としている。また当面

ビートを 8反減らし，ハッカを8反増やし，豆類を滅ら

すことを考えている。馬鈴薯の反収は50俵→70俵へ， ビ

ートの場合4t→7tへ，菜豆は3.5俵→4.5俵に増加する

ことを考えている。しかし手不足と，また子供に仕事を

手伝わせずにもっと勉学の時間を与えようという悩みが

たちiまだかっている。

これまでの主たる作付の増滅をみると，昭和33年以降，

ハッカ，そば，菜豆の作付が減少して，一貫してビート

の作付けが増加している。これはビートの価格が安定し，

冷害に強いということによる。当面この増加してきたビ

ートの作付を滅少しょうというのほ，地力の維持のため

連作をさけて， 3, 4年休ませたいということによる。

⑨~とは、思

っているが，畜産収入の具体的目模ほ立てられていない。

全体の所得で25%(15万円）の増を目標にしている。乳

牛の飼養計画は5頭である。しかし障害点は牛の購入資

金をどうするかということであり，またその飼料をどう

確保するかということである。飼肥料作物の現在の作付

疇 11度を何反にするかは，具体的な計画が立てられて

いない。また作物の作付計画も目標として具体的には立

てられていない。今後ハッカ（スペアミ‘ノト）を3反増

やすことが当面の目標として立てられているにすぎな

い。理由は除草が楽であり，収穫が多いということによ

る。家族内での関心ほ堆肥の誤み方，堆肥を入れる時期，

除草の適期など地力の増進に主として向けられている。

「畑地をよくするのは自分次第，収穫は土地次第」という

スローガンがあって，堆肥厩肥を少しでも多くすき込む

こと，金肥よりも人糞，鶏糞，尿などを活用することが，

農業生産力の増強にはきわめて大切なことであると考え

ている。反収ほ菜豆を現在の 3俵→4俵へ， ビートを5

t→6tにすることを目標にしている。これまでの主な作

付の変更としては昭和34年，ハッカを減らして小豆を増

やした。理由は，ハッカが病気になったことによる。

④――この経営は傾斜地が非常に多く，畑作に不利な

ので将来(1)造林図草地を活用しての畜産部門の拡大とい

うふたつの方向に活路を見いだそうとしているが，林産

部門での所得目標額は決っていない。畜産部門ではほ40

％の畜産収入率 (34万円）を目槻額にしている。乳牛10

頭，養豚 16頭，鶏 100羽，飼肥料作物の 2.5反から10反

への増加を目指し， とくに手はじめに，養鶏を手間が少

ないので家族成員の分業（母の役割）によって行い，当

面の所得増加を考えている。しかし障害点はそのための

資金がないという点にある。したがって基本的には「有

利な作付計画をおこない，反収を上げていく以外に所得

をあげていく方法はない」ということになるが， 10年後

の目標として馬鈴薯の作付面積のわずかな増加，およ

び，菜豆を現在の2町5反から 3町にすること以外，当

面の作付変更の具体的な目標はたてられていない。しか

し反収目標は高く，菜豆の現在の 2.4俵を4俵に，馬鈴

署の 38俵を 80俵に， ビートの3.3tを6tにする計画目

楊はたてられている。

これまでの主たる作付変更をみると昭和30年ころから

豆頸の作付面禎が減り，ハッカ， ビート，馬鈴薯など冷

害に耐えうるものの作付が増えている。この作付変更

は冷害により豆類の収穫がいちじるしく落ちたことによ

る。

⑥ー一将来計画としてほ，農業部門のみでiまなく，畜

産，林産部門を含めた経営形態を，昭和40年こるまでに

完成させたいと考えている。とくに林産は「農民の恩給」

として老後毎年安定した収入があるように年間所得50万

円を目標とし，また畜産部門収入率40%，農業部門60%

という計画をたて，畜産所得47万円を予定，乳牛10頭と

1,000羽鰤砕計画している。これにともなう飼肥料作

物作付面槙ほ牧草地を含めて2町 1反に増反，また昭和

38年ごろまでに， ビートの 3町5反を2町に減少，地カ

の培養をはかる計画をもっている。この⑥は，経営自体
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を有利な無駄のないものにすることを考えてはいるが，

忙しさに追われて暇がないという悩みを抱いている。反

収でほ莱豆の 3俵を4俵に，種子馬鈴惑の37俵を50俵へ，

毅粉馬鈴薯の61俵を80俵に，ビートは2.3tを4tにする

目楔を立てている。これまでの主たる作付変更ほ，冷害

のために昭和30年ごろから豆類を大巾に減少させた。

⑧—この経営は耕地拡大 (6. 5町→8町） とあわせ

て，豚10頭，鶏50羽飼育により畜産収入率50%(38万円）を

確保，その目標を達成しようとしている。飼肥料作物の

作付予定面租ほ10反である。しかし資金をどうするかと

いう悩みを抱いている。耕種部門では，除草剤の使用法，

また土地改良などを真剣に考えてほいるが，手間がかか

らなくて収入が多いという理由で，今後食用馬鈴薯を5

反ほど増反，土地があわなくて病気が付きもうけが少い

とい）う理由で菜豆と大豆は 1町ほど減らす計画である。

反収ほ菜豆の 3.5俵を4俵に，馬鈴薯40俵を50俵に，

ビートで4.3tを5tにすることを考えている。

これまでの主たる作付変更をみると昭和34年ごろから

価格があがり，もうけが多いという理由で豆類の作付を

1町から 2町へと増やしている。この経営は，できれば

旋豚の共同化での規模拡大を考えている。

⑥—~この経営では乳牛20頭，鶏 200 羽導入により所

得目楔を達成しようとしている。畜産収入率は30%(26 

万円）それに伴う飼肥料作物作付は10反である。しかし

当面は幾産収入と農産支出の為衡のとれた経営にもって

いくことを考え，品種の選定，輪作形式の実行，施肥の

仕方などに力をおいている。けれども大きな障害は労働

力不足と衰金難である。

これまでの主たる作物の変更は，昭和33年豆類を滅ら

してビートの作付を多くしたが今後馬鈴惑の作付を多く

する以外，あまり作付を変えようとは考えていない。反

収は菜豆で3俵を3.2俵に，馬鈴薯で40俵を50俵へ，

ビートで3tを4tにすることを考えているが反収の増大

目槻は他の経営単位にくらべて低い。

⑦―この経営は営幾に対して具体的な目楔をもって

いない。すでに述べたように，世帯主が身体障害者であ

り，如何にして人手を頓らず自家労働で手間をまかな

ぃ，また作付を反当所得の多いものに切りかえるかとい

うことを考えているが，身体の弱いこと，土地が悪いこ

と，あらたに開墾しようと思っても，労働力不足でそれ

が不可能であるという悩みを描えている。これまでの主

たる作付の変更ほ，昭和34年馬鈴薯を減らしてビートの

作付を多くしたが，これは澱源芋が安く， ビートの方が

利益になると考えたことによる。また緬羊を50頭，馬鈴

聡の反収は現在の31俵を60俵にしたいと考えているが，

この2, 3年の経営をみて，晨業を継続するか，離晨す

るか目鼻をつける考えでいる。

さてこのようにみてくると，この部落の 9戸は経営の

目標をどこにおくかによって，四つの型にわかれる。第

ーは擬畜林の三者を均衡のとれたものにしようとするも

ので，第二は農林の二者の均衡を目標とするもの，第三

は農畜の二者の均衡を目標とするもの，第四は擬産のみ

を目槻とするものである（第41表）。

(3) 目標達成方法の検討

しかしながら，これらの部門で収入を伸ばすにしても，

どういう方法でそれを伸ばすのか，その働きかけの具体

的方法が常に伴なわなければな 第41表 どういう部門
らない。農産の場合には，具体的 で伸ばすか

な作物の選好と，また反収増の

方法が，また畜産の場合は，家

畜の選好と飼料作物の作付畑の

確保とそれにともなう全体の作

付梱造の再編が，また林産の場

晟・畜•林 1 ①④R 

品・林 | R 

晨・畜 | R⑥R⑨ 

晨| R 

合は，造林作業の計画が伴なう必要がある。そうして，

これらの具体的な手順ほ，土地面租，地力，労鋤力，技

術，資金，商品化作物の価格の予測など前提となる諸要素

の吟味の上で少くともたてられなければならない。これ

らの関係を図式にすると第10図のようになるが，ここで

第 10 図

前提となるもの どういう方法で仲ばすか どういう部門

;1「：圧‘悶:巴累→ロ

で伸ばすか

I労 鋤 力 III I 0どういう家畜を選好する

1技術 I

それに伴なつて全体の作付

1資 金 1| I I 構造をどう変化させるか

閂jI→|°:林をどういう手順で行うり

は主として，二つの側面から前述の各経営の目標づけを

検討しよう。第一は目標が明確に設定されているかどう

か，第二はその目楔を逹成する手順が前提となる諸要素

の合理的吟味の上でたてられているかどうか。第一点か

ら吟味すると，まず林産部門からの所得を志向するもの

①R④⑥はいずれも， 10町以上30町未満の山林を現実に

所有する階層であるが，①③⑥が所得目標額を念頭にお

いているのに対し，④の場合，この所得目槻額すら立て

られていない。また⑨は畜産部門で5頭の乳牛を飼育し
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ようという計画をたてているにもかかわらず，その所得 ⑨の他部門に対する，また他の成員の各部門に対する設

目標は明確でない。また離艇志向をもっ⑦ほ擬産部門で 定された目標ほ，「創造的報酬」を促進させる方向で位慨

の所得目標をもちあわせていない。このような④⑨⑦の づけられているだろうか。③⑦を除いてはいずれも，畜

林産，畜産，農産に対する目楔設定の不明確さほ，これら 産部門での所得増をその目標においている。ところが，

の部門に対する彼らの行為を無目標的な，いわば行きあ こ．の目穂所得額を途成する具体的手つづきとして彼らが

たりしまったりな行動に簿かざるを得ない。これは「創造的 イメージに描いているものほ，決してその所得額を達成

報酬」が極度に低下した結果ともうけとれるし，またこの するにふさわしいものではない。農林省涸t計調査部乳牛

ような無目標的な行動自体が，「創造的報酬」そのものを 生産喪調査から北海道の昭和34年度の 5頭以上乳牛飼旋

低下させる。いずれにしても：ここに見られるものほ「意 誤家の 1頭当りの年間所得を出すと， 1頭当りの粗収入

欲低下の悪循猿」である。ところで，それなら，この④⑦ は93,172円となるが，所得ほ22,812円（純収益は 5,158

第42表畜産部門の目楔所得額と目腰逹成手段

I 1現在の畜 1将来計画 1畜 産 1畜産目標 1 生産手段どしての飾育予定家畜数
産収入率達成年次収入率 所得額 育成牛 I乳 牛 1 豚 I 賠 I緬

I計 画
羊飼料畑

1 G ① 5.3% S 40年 40% 370,000円

R 3.0% 

R 18.8% 46年 70% 770,000円

2G ⑨ 5.2% ？ ？ ？ 

④ 1.6% 46年 40% 340,000円

• ⑥ 2.4% 42年 40% 470,000円

3 G ⑧ 2.9% 40年 50% 380,000円

R 1.0% 41年 30% 270,000円

R 1.8% 39年 ? I ？ 

円），育成牛の場合， 正確な資料はないが， iまらみ牛と

して18カ月で出すと，所得は30,000円程度，年間所得で

20,000円程度となる。豚，鶏の場合，国説局の昭和35年

度の所得見租額を基準にしてみると，豚7,346円，鶏350

円となる。ここでほ一応これを指槻として，各経営の所得

目標達成のための手段について検討すると，次のような

捩問点が生ずる。すなわち①においてほ辮で年間70,000

円，育成牛で200,000円，合計270,000円の所得となり，

目標所得額より 100,000円ほどおちる。また③において

ほ，乳牛で456,240円，育成牛で600,000円，豚で440,760

円，鶏で 17,500円，合計 1,514,500円となり，目槻額77

万円を約74万円オーバーすることになる。⑨におい

てほ，乳牛で 114,060円の所得が見蹟れるが，前述のよ

うにこの所得目楔額はさだまっていない。④におい

ては，乳牛で 114,060円，豚で73,460円，鶏で35,000

円，合計222,520円，所得目標額には約 117,000円不

足である。⑥においてほ，乳牛で228,120円2 鶏で

350,000円，合計578,120円で，所得目概額を 108,000円

ほどオーバーする。⑧においてほ豚で73,460円，鶏で

17,500円，合計90,960円，所得目標額には289,000円

不足である。⑥においては，乳牛で456,240円，鶏で

70,000円，合計526,240円，所得額を256,000円オーバー

する，このようにしてみてくると，①④⑧は， 目標達成

10頭 200羽 1~1.5町

0.7町

30頭 20頭 60頭 50羽 1.5町

5頭 ？ 

5頭 10頭 100羽 1.0町

10頭 - 1,000羽 2.1町

10頭 50羽 1.0町

20頭 200羽 1.0町

50頭 1.5町

のためには手段として家畜飼育数が少なすぎ，また③⑥

⑥は目標額よりはるかに多い家畜数を飼育する計画をた

てていることになる。その間のギャップがもっとも多い

のは③であり，また①がそのギャップがもっとも少く，

95,000円程度である。しかしながら， 目的と手段との間

に，このようなギャップが存在する限り，その目標逹成

第43表所得目標額と の過程をとおとして，その「創

① 

R 

R 

⑨ 

④ 

R 

⑧ 

R 

R 

そのための手
段としての家

造的報酬」はきわめて減退せ

畜飼育数との ざるを得ない。すなわち，手
ギャップ

(-) 100,000円

(+) 740,000円

(-) 117,000円

(+) 108,000円

(-) 289,000円

（＋） 256,000円

段としての家畜飼育数が目標

額に造しない場合，彼の計画

はくずれ，このような誤まっ

た計画の上に立てられた収支

予定はあわなくなるであろ

う。また逆の場合，きわめて

低い生産額で満足することに

なるが，いたずらに経贄のみ

かかり，そのことが収支のア

ンバランスをもたらさざるを

えなくなるであろう（その上さらに，これらの価格変動

を見誤らなくてはならない）。ところで問題はこればか

りではない。普通北海道でほ乳牛 1頭につき， 8反～ 1

町の飼料畑が必要とされるが，育成牛10頭飼育予定の①

が 1~1.5町， 50頭飼育予定の③が1.5町， 5頭飼育予定
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の④が 1町， 10頭飼育予定の⑥が2.1町， 20頭飼育予定 りの成果は当然得られないから，「創造的報酬」はきわめ

の⑥が 1.0町ときわめてわずかの飼料畑しか予定してい て減退せざるを得ない。そうしてまた「外的報酬」その

ない。とくに③の場合，耕地規模だ12.6町に拡大 (10年 ものも見込みとはちがって減退せざるを得ない。

後の予定）しても， 50頭の飼育は困難であることは明ら ところで耕種部門における作付計画も元来有畜化とい

かである。飼料畑の作付予定が，このような現況にとど う目標をおく限り，このような目標に沿って，過渡的な諸

まっているのだから，①③⑨④⑥⑧⑥の全戸とも，目楔 段階ー達成された段階と，段階的に組まれるべきであろ

途成のプロセスそのものが，きわめて非合狸的に組まれ うと思われるけれども，前述のように，ここではそのよう

ているということを認めないわけには行かない。このよ な目標づけはされていない。そうして作付変更の年次的

うな現状でもし有畜化に踏みきっても，彼らの期待どお 具体的目標づけも，多くの農家にとって組まれていない。

第44表 10作物を指標としてみた各経営の月別推定所要労働時間

11月2月13月 4 月 I 5 月 I6 月 7 月 8 月 I 9 月 I 10 月Ill月 112月1:訂関]|誓靡11繹倣房i!il:::
％ 

3.命 4.命① 1.4 9.3 48.6 278.1 674.8 975,0 1,089.9 450.9 751.0 855.5 397.7 2.4 5,534.6 85.8 

R 0.7 7.0 31.2 192.5 640.l 1,109.5 1,376.3 777.6 960.7 758.2 496.5 1.5 6,351.8 69.2 2.45 2.45 120人工

@ 2.0 14.0 48. 5 248.4 488,2 964.2 958.6 414.8 586.3 688.3 407.2 2.3 4,822.8 80.9 2.90 2,90 30人工

R 1.6 13.8 41.8 145.5 344.1 834.5 923.2 294.4 528.5 574.6 365.2 1.6 4,068.8 72.7 4.20 4.20 50人工

④ 1.9 20.9 65.8 27氏8 590.0 1,263.9 1,339.5 683.5 789.4 809.4 528.3 1.9 6,373.3 84.9 4.10 4.10 30人工

R 4.5 21.6 79.9 454.7 784.6 1,514.2 1,321;.9 473.7 782.4 1,144.7 636.7 5.1 7,228.0 89.3 1.80 4.20 

R 1.1 8.3 29.7 160.2 341.9 517.0 470.4 188.9 281.2 429.8 171.7 1.6 2,601.8 79.8 1.80 1.80 70人工

R 1.3 12.4 38.8 165.8 307.1 608.0 583.0 293.9 325.8 422.1 221.l 1.3 2,980.6 78.7 1.80 1.80 121人工

R 1.8 12.1 37.2 155.8 253.3 583.5 506.7 200,l 225.4 413.6 233.7 1.8 2,625.0 74.4 1.80 1.80 73人工

例えば，有畜化に伴tょう作付の再編成ということを一応 査事移所）で，月別に所要労働時間が調査されている作

度外視しても，自家保有労働力の関係から，無繁期におけ 物のうち，米，種子いも，いも，大豆，小豆，菜豆，碗

る労鋤力を睡減して，それをならし，しかも労鋤生産性を 豆，亜麻，ハッカ，ビートの・10作物について，その全道

たかめ，全体としても所得を高めるという方策ほ，ふだん 平均の月別所要労働時間を指標として（第45表），各経

になされなければならない筈のものである。事実第46表 営の月別の労働時間をみると第44表のようになる。この

のように⑨④を除いては雇傭労鋤痰は年ん上昇をしめ 10作物のこの部落各戸の作付比率はだいたい70%~90%

し，最高の⑥は昭和35年度には18万円をしめしている。 である。したがって，これは全作物についてではないの

今回の調査では月別作物別所要労働力は調査していな で，おおよその目安になるものにすぎないが，これによ

いので，便宜的に，昭和35年度，北海道躁畜産物生産賀 ると， 6月7月および10月が各経営とももっとも労鋤カ

調査報告害（偶林貧，札幌，北見，帯広，函館，統計調 がかかる時期である。ただ③のみは8月， 9月にも労鋤

第45表 昭和35年度，作物別，月別労働時間（全道平均） 反当，単位時

11 月 12 月l3 月 14 月|5 月|6 月|7 月|8 月|9 月 |10 月 |11 月 |12 月 1合 計

米

゜
0.2 1.6 12.6 33.4 24.1 21.7 8.9 16.6 32.5 5.2 0.1 156.9 

種子いも 0.1 9.0 12.9 7.8 11.2 7.9 32.9 9.9 91.7 

し、 も 0.1 0.1 0.4 3.6 8.8 5.8 6.2 4.8 11.1 11.1 0.1 0.1 52.2 

大 豆 0.3 1.2 0.6 5.6 6.1 10.8 1.3 0.7 8.3 3.9 38.8 

小 豆 0.5 0.3 3.5 4.0 10.3 5.2 5.4 6.8 1.1 37.1 

莱 豆 0.2 0.1 0.2 2.1 4.9 6.1 0.2 7.3 2.7 0.4 24.2 

碗 豆 4.6 4.6 12.1 4.1 15.6 3.3 44.3 

亜 麻 1.7 3.3 1.6 6.0 32.5 3.8 48.9 

ノヽッカ 0.1 0.1 8.7 23.8 36.6 16.9 26.8 12.6 14.1 139.7 

ビート 0.1 0.5 1.6 8.6 8.3 26.7 15.2 3.0 2.1 16.2 11.7 0.1 94.1 

―” 
（昭和35年度，北海道晨畜産物生産典調査報告杏より）
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第46表年度別扉佃労賃喪 （単位円） 120人工）。 6月1,109.5時間以上， 7月1,376.3時間以上

I s 31年 |32 年 |33 年 |34 年 |35 年

① 8,000 13,500 25,000 25,000 50,000 -
⑨ 10,000 10,000 10,000 20,000 72,000 

R 20,000 20,000 10,000 12,000 20,000 

⑨ ・ 17,500 38,000 25,000 

④ 80,000 85,000 15,000 25,000 15,000 

R 45,000 100,000 75,000 198,000 180,000 

⑧ 4,000 24,000 40,000 49,000 

⑥ 20,000 19,000 30,000 35,000 84,700 

R 19,000 25,000 25,000 54,700 

（註食喪，菓子代，交通喪含まず）

力ヒ゜ークがある。そして保有労働力の多い経営は，それ

が少い経営に比して，逝かに労働力がかかる作物を選好

している関係がここからも読みとれる。保有労働力 1.8

の⑥は，労働力のきわめてかかる作物を選好し，他の保

有労働力1.8の⑥⑥⑦の 3戸とは所要労鋤力の点におい

てもほっきりと異なるが，ここでは年雇として2.40（女

3人）の労働力を雇用しているので，全体として4.20の

労鋤力単位を保持していることになるb しかし，保有労

働2.45の③および2.90の③ほ，所要労働力の点からみる

と，他の労働力4.10以上の経営単位と大差ない作付梱造

をとっているの．で，労働力不足はいちぢるしいものと思

われる。この傾向ほとくに③に顕著である。

この労働力の点から将来の作付計画を考えてみると，

①の場合，すでに述べたように，労鋤時間を如何に帷減

するかが大きな問題となっているが，現在の体系からい

うと， 6月に975時間以上， 7月に1,090時間以上の労働

時間がかかっている。そうして①は将来，ビート，ハッ

ヵ，馬鈴薯に作付を集中し，豆を投機的に作付すること

を考えているが， ビート，ハッカともきわめて労働力が

かかるもので， とくに6月， 7月にそのピークがある。

したがってビート，ハッカを現在より，より集中的に作

付することは，農簗期の労働時間を軽減させほしない。

しかし同時に増反を予定している馬鈴薯は 9月に労鋤力

ゐピークがあり， 6, 7月は豆類と同様労働力をそれほ

ど必要としない。したがって労働力の月別の合理的な配

分という点からは， 1:::ャート，ハッカ，馬鈴薯，豆という

重点的な選好ほ，それが作付面槙と輪作形態を充分に考

慮に入れるならば合理的なものを含んでいるということ

ができる。③の場合，労働力不足はもっともはなほだし

く，年間おおよそ 9,000時間の労鋤時間を必要としてい

ると思われるが，家族保有労働力は2.45で， とくに 6月

7月にははげしい労働強化がしいられているものと思わ

れる。この期間に50人工の臨時雇を入れている（全体で

の労鋤時間が必要とされているものと思われるが，その

意味において，この経営の場合，この時期の労働時間の

軽減を第 1の目的においているように思われる。まずハ

ッカの重点的な作付は， 6月， 7月の労働力を決して軽

滅しないが，亜麻ほ所要労働力のヒ°ークは 8月にあり，

競合しない。また麦類の場合，矢島武教授によると所要
（註1)

労働力のピークは秋蒔で8月9月にあり，亜麻とは8月

には競合するが， 9月にほ競合しない。このような点に

おいて，ハッカ，亜麻，麦類への作付の集中は， 6， 7 
月の過度の労働力を睡減する目的を含んでいるというこ

とができる。これに対して③の場合，現在6月， 7月に

過度の労働力の集中がある。両月とも， 950時間以上の

労働力が必要で， 5月， 8月のおおよそ倍の労働力が必

要とされていることになる。この経営は将来ビートを 8

反へらし，ハッカを 8反ふやすことを考えているわけだ

が，ビート，ハッカとも 6, 7月に所要労働カピークが

あり，この点からは労鋤力は少しも軽滅されない。また，

尋をへらして，馬鈴署の作付を増加することを考えて

いるが，豆類，馬鈴薯ともに， 6月7月はさほど労働力を

必要としない故，この点からも， 6, 7月の過度の労鋤

力集中を輻減することにはならない。つまり労働力計画

という点からみる限り，この将来の作付計画はけっして

合理的であるとはいえない。⑨の場合も所要労鋤力のビ

ークほ， 6, 7月にあることは変りないが，ハッカを 3

反ふやすこと以外具体的な計画はない。しかしハッカの

増加ほ， 6, 7月の所要労鋤カピークを増すことにはな

れれ，嵯減することにはならない。④の場合も， 6， 7月

の過度の労鋤力の集中が問題となる。両月とも，おおよ

そ 1,300時間以上の労鋤力を必要としている。したがっ

て将来，菜豆，馬鈴薯を増加するということは，労働力

の合理的配分という点では，合理的であるが，すでに述

べたように，菜豆，馬鈴薯の増反計画は明確な目楔とし

てたてられているわけではない。⑥の場合においては，

6, 7月および10月の 3カ月に所要労鋤力の過度のヒ°

ークがある。それは 6月 1,50Q時間以上， 7月 1,300時

間以上， 10月 1,150時間以上にたっする。将来ビートを

1町5反滅少し，それを飼肥料作物にまわすことを考え

ているが， ビートの所要労働力のピークが6, 7, 10月

の3カ月にある故，この労働力の合理的配分という点で

ほ，この計画は合漉的であるといえる。しかしながらこ

の経営ほ，現在雇傭労働力 2.4 (:k3人）を年麗として

麗傭することによって，成立していることを忘れるべき

ではない。⑥の場合も， 6, 7, 10月に所要労働力のピ

ークがある。しかしながら同様に保有労鋤力 1.8の⑥R

ヽ
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に比べると， 6, 7月の労働カピークはやや緩和されて

いる。馬鈴薯を増反し，大・小豆を減反する計画を立て

ているが，これは 7月の所要労働カヒ04クをやや高め，

6月のピークを少なくするであろう。つまり，この計画

では7月の所要労働カピークは緩和されることにはなら

ない。⑥の場合は，今後ビートから馬鈴薯へ作付の比重

をうつして行くことを考えているが，これは現在の 6,

7, 10月の所要労働カビークをやわらげ， 9月にそれを

ならす鋤きを持つものと思われる。この点においてこの

計画ほ合理的であるといえよう。⑦の場合2 ⑥と同様，

6, 7, 10月の 3カ月に所要労鋤力のピークがあるが，

これを緩和さ姥る方策は何もとられていない。

本来このような作付選好の検討は，所要労働力の緩和

という点からだけではなしに，さらに労働生産性の観点

から，また地力維持の観点から輪作形態，商品化作物の

価格予測の点から，反当純収益，さらに斑金，技術の観

点からの検討が必要であろうと思われるが，ここでは便

宜的に労働力との関係に問題を絞ったわけである。この

限りにおいても，前述のように，①③⑥⑥を除いては，

③④⑦⑧⑨ともその合理化のための配慮が少しも払われ

ていないことを認めないわけには行かない。われわれは

先に，合理的な経営活動のために第 1にどの部門で伸ば

すのか， という目標づけが，ついで第2に伸ばすべき手

段的方法が前提となる諸要素，土地面租，地力，労鋤力，

技術，衰金，商品化作物の価格の予測などの合狸的な吟

味の上でたてられなければならないことを強調したが，

誤産・畜産・林産と経営を伸ばすべき部門が一応設定さ

れているにも拘らず，それが本当の目捩とはならないみ

せかけの目楔にしかすぎない経営がきわめて多いことを

認めざるを得ない。すなわち合理的な手段的方法が伴わ

ない目標づけほ，造成可能な目標とはならないみせかけ

の目標と考えることができるが，畜産ではその部門を目

標づけにおいている①④⑥③⑥⑧⑨の全戸が，みせかけ

の目標を設定しているにすぎず，また林産部門では④の

目楔設定はみせかけの目標設定であり，①③⑥が現実性

のある目標づけを行なっている。そうして農産部門にお

いてほ，所要労鋤カピークの緩和という観点からみると，

③④⑦⑧⑨ともその目標設定はみせかけであり，①R⑥

⑥が合理的な目楔づけを行なっているにすぎない。この

ようにみてくると，以上検討したかぎりでは，③が林産・

晶産両部門において一応逹成可能な，つまり合理的な手

段的方法を伴なった目標づけをもっているということが

でき，ついで①⑥が，畜産部門では見せかけの目楔づけ

をもっているが，林・農部門では一応合理的な目標づけ

を行なっていること，また⑥も農産部門においては一応

合理的な目標づけを行なっているということができる。

そうして③④⑦⑥⑨の 5戸ほ，それが見せかけの目楔づ

けである限りにおいて，その生産活動は行きあたりばっ

たりの自生的なものになる危険性を含んでおり，達成不

可能なみせかけの目標をかかげて，活動を行うかぎりけ

っして「創造的報酬Jは増大しないことが予測される。

註 1 矢島武「北海道の晨業経営」 P25 昭和32年．札幌講談社

第2項農業技術についての基礎知識

これまで検討して来たところから言えば，この部落の

各麟盆，それぞれに林産・疇・葡産の三者あるいは

二者の組み合せと合理化によって経営を安定させようと

志向していた。そして，それらの目楔志向が，現在の経

営の科学的な把握のうえになされておらず，見せかけの

ものになっている場合も多いことが指摘された。

ここでは，現在及び将来の経営を支えていくであろう

基礎的な胆業技術を経営の合理的な把握の有無と関係

づけながら見ていくことにする。最初にわれわれが調査

した項目を説明し，その結果から見て，この部落の全体

としての傾向をのべ，ついで各経営の個々の特色を検討

しよう。

(1） 調査項目及び調査方法

調査はテスト方式をとり， 35項目よりなっているが，

その内訳は次の通りてある。

A 経営部門

① 経営の科学的な把握に関するもの…………2題

③ 経営の計画性に関するもの…………………2題

③共同化に関するもの………………………… 1題

B 畜産部門

① 乳牛飼育に関するもの……………………… 6題

③ 豚飼育に関するもの………•...•………•• •…• 6題

③難飼育に関するもの·………•………………•6題

④ 飼料作物に関するもの……………………•••6題

c 農産部門

① 防除（馬鈴薯）に脚するもの……………•••2題

R 土撰に関するもの（甜菜，燕麦）…………2題

③ 肥料に関するもの（大豆）………………… 1題

④ 栽培に関するもの（甜菜）………………… l題

調査対象ほ，満20オ以上の男女全員とし，男女別んに

1カ所に集ってもらい，男子は全項目について，女子は

B③疇， C麺産の12項目のみについて，調麟が 1項

目ずつ読みあげ， 1項目平均 1分半，合計55分（女子35

分， 1項目平均2分弱）で害きこみが終るように配慮し

た。調査施行日は昭和36年4月11日である。
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(2) 維営に関する知識・態度

ーこの調査によって明らかになった特徴をいくつか拾い

出してみると，次のようである。 ＇ 

①経営の合理的な把握に関して，この部落は著しく

たちおくれている。

経営に関する第 1問題は「晨業経営のよし悪し」を見

わける方法として， 10項目をあげ， うち5項目は，反当

饂（口），作付比率lホl，農業従事者 1人 1日当りの農業収

益（へ），農業所得率l卜），畜産収入率図といった，檻業生産

性を比率であらわす合理的な把握の基準となるもの（各

項 1点配点）を用意し，他の 5項目は耕地面戟の広さ（イ），

疇粗収入の大小(I)，動力疇具の響辱藍），疇

従事者数（チ），家畜の種類と頭数(lJ)といった現象的な基準

（各項マイナス 1点配点）を用意し， 5項目選択（プラ

スとマイナスの差を2倍して得点計算）とした。

この結果を，同じ端野村のKW部落（男子20名）， I農

業高等学校農業部3年（男子40名）畜産部3年（男子40

名） R農場（同7名）， Y部落（同7名）と比較すると，

第47表のようになる。

第47表部落成員の経営に関する知識の他部落成員との比較

調査対象 I K ~部落 1k W 部落II長高・農業部 II農高・畜産部 IR農 場 Y 
(10名） （20名） （40名） （40名） （7名） 1

部落
(7名）

最 高得点 2 (2)1 6 I 6 I 10 I 6 I 6 

最低得点 ー6 C-6)1 -? 1 -2 1 -2 1 o 1 -2 

平均点 ー o.2c-o.3)1 1.9 I 1.15 I 3.1 I 2.~ I 2.3 

この表から明らかなように，この部落の農業経営者は， 単位比率（プラス配点）をえらんでいるのが48.5%，現

経営を生産性の比率でとらえることができず，現象的な 象的基準（マイナス配点）をえらんでいるのが51.5％と

基準を採用している。この10名のなかには，経営責任者 なるが，この現象的基準のなかで最も基本的なものと意

磁 のもの 3名（高年令者，息子，年屈）を含んでいる 識されているのは耕地面放の広さである。「適当だと思う

ので，それを除いた場合をカッコ内に示したが，殆どそ 順に 1~5と害いて下さい」という指示に従って7名が

の数値は変らない。 附した順位と項目との関係を表示すると第48表のように

経営責任者7名の回答総数は33で，このうち生産性の なる。

第48表部落成員の経営評価の基準

マ イ ナ ス

、地さ
ノ‘ ＝ チ

，入大小

動

『
力， 
＇ 

第一位にえらんだ人数 5 

第二 ク 1 

第三 ク 1 1 1 

第四 ク 1 1 

第五 ク 2 

計 7 2 2 2 

この表および第49表で明らかなように，回答者の全員，

回答総数の21.2%（しかもそのなかで第 1位に選んだも

のが7割強）が耕地面槙の広狭を基準とすると答えてい

る。もちろんこれは一定の土地の絶対量がなければ，経

営がなりたたないこと，農民ほこれまで絶えず零細な土

地しか所有することができず，経営をなりたたせるため

には土地を増すことが最も先決であった麿史的寡箭の反

映といってよいであろう。したがって，耕地面租の増大

＝経営の教善，向上ということを，農民は実感として最

も重要な判定基準と感ずることと思われる。

リ

讐
の

畠

2 

1 

1 

4 

プ ヲ ス

口 ホ ヘ 卜 ヌ

計 反 作

＇者,.当位_益, I ！ 
計

当 付

収 比
最 率

5 1 1 2 

3 3 1 4 

4 2 1 3 

3 1 1 1 3 

2 2 2 4 

17 4 3 3 4 2 16 

いま，これを農家別に見ると，第49表のようになる。

この表でみると，基準の描造にいくつかの類型が指摘で

きる。前項で分析したように，経営の今後の方向の類型

（目楔づけの類型）と対応して，（この調査でほ林業関係

の項目がないので明確にほ言えないが），どちらかといえ

ば畜産にウエイトがかかる土地一家畜型（①,③，⑦）， 

畜産よりは農業機械化にウニイトをかけている土地ー機

械型（③の2，①の2)，畜産をあまり考慮しない農産中

心型（④，⑥），土地・畜産・機械化を考えている混合型

（⑥，⑨）が見られる。このうち，土地~混合
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第49表各成員の経営卸識の特質

＼マイナス プラ ス 、 得

晨営番号 |ィ|ハ|二|チ|リ II口 1ホ|へ|卜|ヌ|点

① 11 -I -I ~1 211 41 31 51 -I -I 2 

①の 2I 1 ー 21 -I -II 51 -I 31 -I 41 2 

Rの 2I 11 -I 21 51 -II -I 31 41 -I -I -2 

R、 11 -I -I -I 211 -I -I 51 41 31 2 

④ 4 3- 5 - 2| ―ー 1 - -2 

R I 11 41 -I -I -II 21 31 -I 51 -I 2 

R 

第50表各成員の作付の決定方法

R

⑨

 

11 -1 -I -1 311 -1 -1 2, -

sl -I 21 -I -II -I 4 —51 11 2 

11 -1 31 51 4;1 21 -1 -1 -
I 

ー，ー2

ー，ー6

（注 RRは欠席．①の3は無記入なお①の？は昭和36年度の①の

年風①の3は①の長男，Rの21まRの父である。）

型を含めて5戸ほ，一応，畜産と農産を考慮しているの

であるが農産における合理的な判定基準を 2項目以上も

っているのは，①RRの 3戸であり，畜産について合理

的な判定基準をもっているのほ③，⑧の 2戸にすぎな

ぃ。しかも，前節で検討したように，経営の現実を科学

的合理的に把握した目標設定を行いえなかったことから

考えると，この2戸における合理的な判定基準（畜産収

入率）の重視も，確固たる経営技術・能力として定贈し

ているとは言い難いのではないであろうか。

擬産について合理的な判定基準を2項目以上もってい

るのは，いまのべた①③⑧の他に，④⑥，経営責任者で

はないが①の2J ③の2の擬産中心型，土地機械型のも

のがあり，合計7名である。しかし，とのうちで，合理

的な判定基準を選択順第 1位～第3位までのうちに2項

目をあげているのほ，④，⑥にすぎない。これも，前節

までの分析結果に照して検討しなければならないことは

言うまでもない。

③作付について，合理化，計画化志向は強い。

経営の第3問では作付についての計画性や合理性の有

無を調査した。その結果は，第50表の通りである。 20点

満点であるが，平均点は15.6点（経営責任者7名のみの

平均点は14点）で，相当に高い得点率を示している（例

えば， KW部落の平均点は11.4点）。この項目で特徴的な

ことは，「輪作型の確立」と「家族と相談」の項目が殆ど

全員によって選ばれていること，および「前年度の販売価

格の考揺」の項目が70％におよぶ人Kによって選ばれて

いること（経営責任者のみに限れば71.4%)である。「輪

作型の確立」が⑧以外の全員に選ばれてはいるけれど

も，これは必ずしも，この作付決定のやり方が最も基本

的なものとしてこの部落の農業経営のなかで現実に行な

われているわけではない。①（および①の 3)と③をのぞ

配 I プラス 1
マイナス (0)

点 4 I 2 I 2 I 2 I I 

＼ : 輪 |f2i|＇家履改所 I毎年 1ひ息 戸前売l恨習 計

ト 1ィ 1ハ l二 I口 Iホ lへIチ

① 

゜゚ ゜゚
20 

①の 2

゜゚゜ ゜
16 

①の 3

゜ ゜゚
16 

⑨の 2

゜ ゜゚゜゜
16 

R 

゜゚ ゜゚
20 

④ 

゜゜゜゜
12 

R 

゜゚゜ ゜
16 

R 

゜ ゜゚゜ ゜゚
16 

⑥ 

゜゚゜ ゜
12 

⑨ 

゜゜ ゜
12 

計 えらんだ 9 5 10 6 3 7 1 
人の数

いた全員が，この項目とともに「毎年その年の分を決定」

（④，R，③の2)あるいは「前年度の販売価格を考慮」

（④，⑥，⑦，⑥，⑨，①の2'③の2)の項目をも選

んでいることほ，輪作型の確立が梅めてあやふやなもの

でしかないことを物語っている。

舘4問の特産地形成の傾向については，選択項目によ

って，作目型，経営型，阪売型とわかれるだろうこと

を予想したが，選択数に限定を付さなかったために，明

確な傾向を示さず，殆ど全員が各型の項目をまんべんな

く選ぶという結果を示した。しかし，そのなかでも，若

第51表各成員の特産地形成のための価値基準

作目型 (a) 経営型 (b) 販売型 (c)

ヘ 卜

贔作こ

ノ‘ ホ イ 口 リ

' 
生 嬬襦 共 道 市 讐 A B C 
産

技
のく なに譴 同 安
ヘふ麟 定

見 術 いく 耕 化 路 場 運

① 

゜゚゜ ゜゚
A C 

R 

゜゚
0 0 

゜
A B 

④ 

゜ ゜゜゚ ゜
B C 

R 

゜゚゜゚゜゜゚゜
A B C 

R 

゜゚ ゜゚゜゚゜
A B C 

⑥ 

゜゚ ゜゚ ゜゚
A B C 

R 

゜゜゜゚゜゜
A B C 

①の2

゜゚゜゜゚゜゚゜
A B C 

①の3

゜゚゜゚゜゜゚゜A I B 
C 

Rの2

゜（注 a項を二項目以上選択したもの＝A

： ： クク ： ： ） 
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干の傾向性は指摘しうる。舘51表に見られるように，第

1には①はいまのべた全体傾向と異って，経営型選択肢

を全くとらず，作目一阪売型を示している。これに対し

て③は阪売を重視しない作目一経営型，④は経営ー販売

型の傾向を示し，⑥，⑦，⑧，⑨は作目・経営・販売を

ともに考慮に入れるという結果を示した。しかし，舘51

表でもうかがえるように， a,b, c各項で2項目以上選

択していてもその内容は決して一様ではなく，とくに，

b項では共同化に力点を置いている型（⑦,⑧，⑨）と

そうでない型（③，⑥）があらわれているし， C項でも，

市場を考慮する型(~,⑦，⑥，①）と，道路・交涌を

霊視する型（⑨，④）とがある。これらは，それぞれ，

所有土地面租の広狭や，現在，道路が悪く，搬出に困難

な地点に居住しているかいないかといったことから，規

定されて出てきている傾向と考えられる。

③共同化志向は強い。

経営部門の第5問では「共同化について一番関心をも

つこと」を調べた。共同化の利点を放極的に詔める項目

をプラス，消極的に欠陥を認める項目をマイナスとして，

その差る見ると，第5錢隻のような結果を示した。経営責

第52表各成員の共同化に関する関心

甜梃的(aプラス） 消柩的(bマイナス）

イ ロ ，，ヽ ホ ヘ 贔チ リ ヌ 一項20点
記 技 染 経 労 所 不る 好に

『aとbの
術 業 営 公 きや

向 収 規
低 有 費 平 かれ

差に つな
帳 上 益 模 力 権 任 な ていは

① 

゜゚゜゚゜
100 

R 

゜゚゜゚゜
100 

④ 

゜゜゚゜
80 

R 

゜゚゜゚゜
100 

R 

゜゚゜゜゚゜゜
20 

⑥ 

゜゚゜゚ ゜
60 

⑨ 

゜゚ ゜
60 

①の2

゜゜゚゜゚
60 

①の3

゜゚゜゚゜
100 

⑨の2

゜ ゜゜
ー20

任者に関する限り，すべてプラスの方向に傾いてはいる

が，R，⑧ほ耕地その他の自己の所有権があいまいにさ

れることを怖れている。とくに⑦ほ身体障害があるた

め，他人と同じ労働をやらなければならなくなることへ

の怖れから， リ項（好きかってにやれない）を選んでい

るようである。経営責任者の平均得点数は71:4点（全員

では66点）で， KW部落男子20名の平均得点数50点， R

麟男子7名の45.7点， Y部落男子7名の22.8点よりは

るかに高い平垣得点を示しているが，この問題も，選択

肢からえらぶ回答の数を限定しなかったので，この他部

落との比較が正しい意味をもっているとは言えないと思

われる。

以上の経営についての能カ・態度を全体として概括す

るならば，この部落の経営責住者は，共同化志向，作付

の計画化志向を強くもってはいるが，それらの志向を現

実化していくうえで必要な科学的・合理的な分析能力と

十分な卸識を欠いているということができよう。これ

ほ，次にのべる畜産についての技術・知識が（他部落と

比して）相当に高い水準にあること，（農産一耕種栽培

ーについては他と比較して低い技術・知識しかもたない

という問題があるが）個々の知識や技術，特定部門の計

画化の知識や技術が高い水準にありながら，それらを綜

合し，経営を全体として科学的に把握しえない弱点が，

この部落のもっとも大きな欠陥になっていると指摘でき

る。このことは，この部落の経営責任者の多くが，なお

旧来の篤農的晨民の枠内にあることを示すが，しかし，

作付の計画化志向や共同化志向に示されているように，

伝統的な農民思考の枠から次策に脱皮しようとする傾向

にあることは看取できるのである。

(3) 家畜飼簑に関する技術・知識ー調査結果分析その

2-

疇については，乳牛，豚，鶏の飼育に関する知識を

各々 6問，計18問の問題によって調査した。最初に，そ

の全体の平均得点をKW部落， I農高生， R農場， Y部

落との比較において示しておこう。なお，旋畜と関係の

深い飼料作物に関しての問題 (F, 6問）の結果も同時

に表示する（第53表）。

この表で明らかなように，この部落の男子の養畜技術

に関する基礎的な知識は他と比較して相当に高い水準に

ある。乳牛についてほ， R農場， I擬高畜産部3年生の

成績に次いで第3番目であり，養豚については最高の平

均得点を示し，養鶏はR農場についで第2番目の得点を

示している。乳牛・豚・鶏の 3項目を涌して言えば，こ

の部落の男子は，擬業高校畜産部3年のもっている旋畜

基本技術・知識にほぼ等しい，あるいはそれを若干上廻

る技術・知識を有していると言うことができる。しかも

R農場や擬高畜産部とは遮って，この部落では乳牛飼育

は行なわれておらず，豚・辮も，殆ど飼育されていない

という審惜も考窟する必要があろう。

これらの比較的高い水準を示す養畜技術・知識が，現

実的に誤業経営の一環としての畜産を成功させていくた

めには，それらが孤立的ではなく，経営全体の科学的合

理的なしくみのなかに位置づけられ，経営全体の観点か

らみた技術体系・知識体系が準備されていなければなら
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第53表部落成員の家畜飼養に関する知識の他部落成員との比較

-- 象 KM部落 K W部落 I痰 高部 I畜 高部 R 混場 Y 部落戸 対 I I I I I I 目 ___  （男子10名） （男子20名） （4業盟0名） （4悲産0名） （7名） （7名）

1 経済的価値の高い乳牛 6.7 5.5 8.6 7.1 9.1 2.0 

2 仔牛飼育 3.8 0.9 2.3 4.4 5.4 2.0 

3 若牝牛飼育 5.6 3.7 2.7 5.6 6.3 3.1 

牛 4 冬期舎飼 7.9 5.8 4.7 7.3 7.6 4.9 

屋
5 種付適期 6.4 2.2 7.1 8.5 8.6 2.6 

6・ 病 気 5.4 2.9 3.0 5.7 4.0 2.0 

小 計 | 35.8 I 21.7 I 28.2 I 38.5 I 41.0 I. 16.6 

＼ 1 素豚の選ぴ方 7.4 6.0 3.4 6.5 7.1 5.7 

2 飼料の与え方 5.4 6.0 3.8 5.6 6.6 4.6 

3 屠殺適期 10.0 9.0 8.o 8.6 9.3 9.3 

豚
4 適当な体重増加と必要飼料 7.9 5.3 6.0 5.6 0.7 3.6 

5 体重測定法 6.4 2.8 2.2 4.0 2.6 1.7 

6 病 気 6.4 4.9 4.5 7.2 8.1 1.9 

小 計 I 38.1 I 33.9 I 27.9 I 37.4 I 34.4 I 26.7 
1 よい 1:: ナ 3.9 (5.3) 5.3 (4.4) 4.0 5.2 3.9 2.9 

に 2 初生ピナ飼育温度 6.0 (1.8) 1.5 (3.2) 5.0 2.5 4.3 2.9 

3 中すう期飼育 2.4 (0.7) 1.6 (1.2) 1.5 2.1 2.9 1.3 
わ

3.5 (4.6) 4 駄惑判別 3.9 (3.3) 3.4 4.2 4.7 3.1 

と 5 現境条件 2.0 (1.9) 2.4 (1.9) 3.4 3.5 4.4 3.6 

6 病 気 5.2 (2.7) 3.4 (2.6) 5.6 5.5 5.7 2.9 

り I 23.4(15.7)1 17.6(17.8)1 22.8 I 22.9 I 25.9 I 小 計 16.6 

1 混播の利 点 4.0 2.7 3.2 4.9 4.4 3.3 

飼 2 禾本料牧草刈取適期 6.0 7.0 7.4 7.1 5.7 7.9 

3 乾草用牧草刈販時期 2.0 4.5 1.3 2.5 10.0 2.9 
拳

4 乾草品質の判別 5.4 5.0 3.9 6.9 6.0 3.7 

作 5 草サイ v-ジ製造 3.9 2.5 2.9 4.2 4.7 1.1 

6 良質エンジv-ジ判別 4.0 3.7 3.8 6.4 4.4 2.3 

物

I 25.3 I 25.3 I 22.5 I 32.。1 35.3 I 小 計 21.1 

注 （ ）の中は女子得点平均・各項60点 (1問10点）満点

ない。 第11図他部落との比較をとお 術・知識の椴造

この点から見ると，飼料作物の栽培，自給飼料の生産

（乾草やニンシレージの調製など）に関する知識・技術

は，畜産経営を成功させるうえで重要な土台といってよ

い。つまり，家畜飼育のさまざまな技術・知識が，畜産

経営として現実化され，経営として成功するためには，

自給飼料の生産技術・知識と結合させられなければなら

ない。しかし，この点では，第53表に見られるようにこ

の部落の知識・技術は高い水準にあるとは言えない。む

しろ，他と比較して，養畜技術・知識と飼料生産技術・

知識とが跛行状態を示しているところに，この部落の技
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してみた養畜知識梱造 の特質があると

―k暉涵言えそうであ
ー・—R莱喝
•--••Kw醗r る。このことを

明確にするため

に， R農場• K 

W部落と比載し

て図で示せば次

のようになる。

（第11図）

また，それぞ



疇の近代化環民の享意欲（その 1)

第54表乳牛飼育技術と飼料作 れの部落の現有の 落以外はその差が 1であるが， KM部落は3であって，
物生産技術との比較 乳牛飼育技術・知 明らかに飼料作物生産技術・知識が家畜飼育技術・知識

|KM部落lkW部蘭 R農場

喜育技霜 I 1。I 1。I 10 
， 

識を10としてそれ

に対する飼料•作物

生産技術・知識の

と相伴なわない実楠を示している。

(4) 畑作物に関する技術・知識ー調査結果分析その3-

ここでほ，馬鈴薯，甜菜，燕麦，大豆に関する問題に

塁闘靡 I7 I 11 I 9 比を見ると，第54 よって調査した。前にならって，他部落と比較した結果

（少数点以下四拾五入） 表となり， KM部 （平均得点）を示すと第55表の如くである。

第55表部落成員の畑作物に関する知識の他部落成員との比較

言 対I KM部落 IKw部落 I1晨高•晨業部 I I農高•畜産部 I R 晨 場 ly部落

1 馬鈴薯防除期 2.0 (3.6) 5.5 (4.7) 

2 馬鈴薯防除晨薬 4.5 (4.5) 4.8 (3.4) 

3 甜莱栽培地酸度 6.0 (0) 8.5 (0) 

4 甜菜間引時期 9.0 (8.2) 9.5 (9.5) 

5 燕麦黄変痙原因 3.8 (3.1) 5.6 (3.1) 

6 大豆窒素肥料施期 8,0 (4,9) 9.5(10.0) 

総計平均 | 33.3(29.5)1 43.4(30.7)1 

注 （ ）内は女子得点平均

この表で注目しなければならないことは，すでに現在，

麟を営んでおり，何年かの間，畑作経営を行って来た

他部落の男子が，農業高校農ー部3年より高い平均得点

を示している (KW部落， R農場， Y部落）のに比して，

同様に現在，農業に従班しているKM部落の男子は著し

く低い平均得点しか示し得なかったことである。このこ

とは，これまでの長年の畑作が，誤ったやり方で行なわ

れてきたか，あるいは，畑作の経験の科学的一般化ー一

それにもとずく知識としての定蒲が行なわれていない

か，のいずれかの原因によるものと考えられる。問題1

の得点の低さは前者によるものであろうし，問題2'問

題3'問題5の低い得点は，その問題が％やPH測定値

を含むものだけに後者に原因すると思われる。

これに関連して，女子の調査結果から言いうることは，

(KW部落も含めて），数値によって技術・知識をあらわ

すことが著しくできないことである。 PHの問題は両部

落の女子すべてが 0点を示し，農薬の渋度についての問

題も低い得点を示している。この傾向ほ，にわとりに関

する問題で，中すう期の飼育の問題における得点の低さ

にもなってあらわれている。この問題ほ，中すう期の飼

育について日数をメドにして答えるものであった。

以上，経営，家畜飼育，畑作物に関する基礎的な技術

知識における部落全体の傾向を棚括すると，次のように

言うことが出来るであろう。

第 1に，経営の計画化・共同化志向は高く，かつその

経営向上のための重要な方向として畜産の部入を考慮す

る傾向が，この部落の男子には一般的に見られる。畜産

5.5 2.0 10.0 7.1 t 

3.4 3.8 2.9 2.1 

7.3 6.5 7.1 5.7 

9.3 8.0 10.0 10.0 

3.3 2.2 6.9 6.9 

7.0 6.5 10.0 10.0 

35.8 I 28.9 I 46.9 I 41.9 

導入を考えさせている土台は，経営についての確固たる

見とおしというよりは，家畜飼育についての技術的知識

を有していること，それ故に家畜飼育をうまくやれるだ

ろうという自信にあると思われる。

第2に，しかし，部分的に高い飼育技術知識が現実的

に経営改善の力として発揮されないのは，（資金その他の

制約は当然のこととして，主として主体的条件の側から

みれば），経営の科学的な把握による合理的な計撮：と目標

設定・計画作成が，旧来の思考様式によって阻まれてい

るところにある。

第3に，経営全体の合理的・科学的把握の欠除ほ，個

Kの技術卸識体系の栂造にも歪みを与え，それらの技術

知識が一貰して合理的に現実改善の力となることの基礎

を堀り崩し，実現可能性を稀蒋にしている。 ' 

第4に，個んの技術知識においても，数抵的測定値に

よる技術の表現（技術の科学的客観的把握）に弱さを示

し，この傾向ほとくに婦人に著しい。

第5に，以上のような欠陥は，この部落の男子には相

当程度，自覚されており，その克服への意欲もあらわれ

ている。たとえば，共同化に関心をもつ一つの理由ほ，

「記帳や計算が励行される」（全員選択）からであり，

「1人 1日当りの晨業収益がいくらになるかいつもよく

わかる」（経営責任者7人中6人選択-「経営の良否判

断」の問題では，この基準は7人中3人が選択して

いるにすぎず，しかも 2 名が第5 位にあげている—ー）＇

からとのべていることなどにも，それがあらわれている

と見てよいであろう。
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教育学部 紀要第8号

ぬ各経営体別に見た基礎技術知識

ー調査結果分析その4-

前項まで，部落の全体的な傾向を分析してきたが，こ

こでほ各経営別に調査結果を分析する。最初に，各経営

責任者の各調査項目得点状況を表にして示しておく（第

56表）。

第56表各成員の農業基礎知識の栂造

: ，，象

経 畑

［ 
乳 豚 に

言営 作
ゎ

牛 と
計

flll り の
ク

ク
ク ク

ク 計色
題

① 2 41 25 47 56 37 165 208 

R 2 41 37 50 47 
(41.360 ) 

26 1 203 

④ ー2 41 15 26 28 32 (4100) 1 140 

⑥ 2 41 31 41 35 
(25.333 ) 

26 1 176 

®— ・ー2 39 20 44 41 
(33.38 ) 

13 11 155 

⑧ 2 35 13 37 30 14 
(29.59) 4 

131 

⑨ -6 29 47 35 43 
(23.552 ) 

27 1 175 
(38.0) 

平均 j-o.31 3a.1i 26.91 4o.ol 4o.oj 25.5, 130.1j 169.7 

注 ・R・⑥の経営責任者は欠席

・経営問題は第一問のみの得点

•平均は経営賓任者のみの得点の計尊なので，前項の各表

の数値と異つてきている。

・小計（ ）内は畜産4項目の平均

①についで一ー総合得点でほ， KW部落を含めて，男

子30名中最高得点を示し， KM部落のみでは，もちろん

最高の得点を得ている。しかし，さきに示した部落全体

の傾向としての，経営の科学的な把握の弱さ，飼料作物

についての生産技術知識が牛・豚・鶏の飼育技術知識と

跛行状態にあることから①もまた免がれていない。その

意味では，この部落の農家の一つの典型とすることがで

きる。

疇の飼育抜硼知識がとりわけ高く，飼料作肋につい

ては部落平均を下まわる生産技術知識しか所有していな

い。

畜産技術知識の平均と畑作技術知識ほ，その得点に殆

ど差がなく，均衡した知識を所有している。

なお，家族の調葦結果によれば，息子は①と比較して，

各項目にわたってやや低いが，全く同じ構造の知識技術

を持ち，年屈は家畜飼養，畑作でほ息子と同様の傾向で

あるが，餌料作物生産技術については①を含めて家族の

誰よりも高く，この面で①を補っていると見られる。

③について一一③は①と殆ど同じ類型を示す。綜合得

点数の高さは①についで第2位であり，畜産と畑作との

技術知識の均衡状況も全く同じである。ただ，①と異る

点は，乳牛飼育についての技術知識がとりわけ高く（部

落第 1位），かつ飼料作物の得点も高い。この点で，Rの

畜産志向ほ合理性をもっていると考えられるし，その志

向がとりわけ強く表明されていることも，ここに土台を

もっていると考えられる。

④について一ーこの農家の特徴は，経営の科学的把握，

飼料作物生産技術知識の低さを示す点で部落の全体的傾

向と合致するが，蓑畜技術知識全体と畑作とが垣衡を示

さず，前者が著しく低い点にある。従って，その畜産志

向には，いまのところ現実的な基盤を持つことができな

いと判定しうる。

⑥について一~この農家は，①，③に次いで第 3位の

綜合得点を示し，その知識の描造は③とほ｝茫ひとしい。

畜産においても畑作においても，その得点ほ部落の平均

に近く，両者の均衡については，畑作がやや高い傾向を

示している。

⑦につ•いて一ーこの農家ほ④に近い知識横造をもっ。
畑作と養畜とを見ると，前者が高く，均衡がとれていな

い。しかし乳牛（および豚）についての技術卸識は比絞

的高い。経営についての科学的把握ほ弱く，かつ共同化

志向においても身体陣害からくる悩みを持ち，このよう

な点で，個別的部分的に高い生産技術知識をもっても，

それが現実化される条件を欠いていると思われるのであ

る。

⑥について―この農家も，ほぽ④に近い知識楠造を

もっている。綜合得点は最下位であり，畑作と家畜飼養

の技術知識の均衡もとれておらず，前者が高い。飼料作

物の知識ほとくに欠除しており，畜産志向を実現するこ

とは相当に困難であろうと考えられる。

なお，瞬知ついての調麟果を見ると，妻（疇，

畑作のみ調査）は畑作において⑧を 6点上まわり，内容

的には馬鈴薯防除期，燕麦黄変病因（土漿）で⑧よりす

ぐれているこ｀とになり，他の項目では⑧とほぽ等しい。

このような点で⑥を補っていると考えられる。（なお附言

すれば，家族内の女子が男子を上廻る得点を示したがま

このケースのみである。）

⑨について一ーこの農家ほ，これまでの晨家と少しば

かり異質である。第 1に，経営の科学的把握力が著しく

おとる。さらに，畑作の得点ほ部落において最下位であ

り，逆に家畜飼育技術知識は高く， とくに飼料作物生産

技術知識ほ部落で最高の得点を示している。このような

点で，家畜と畑作の均衡は，これまでと逆の形となり，

また飼料作物の知識の所有ほ，畜産技術の知識の高さと

あいまって，その畜産志向を現実化する方向に 1歩近け

ていると言える。しかし，経営全体の科学的把握，科学

的な計画に関して，非常に低い力しか持たぬために，
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麟の近代化と誤民の生産意欲（その 1)

第12図知識技術の得点プロフィール

戸コ詮言：而海・百・コL平 ←庇 D浪網 I 

| E一畑作幼 や飼料ィ和油 I 
し—•一•一・―•一•一•一ー•一•一•一•一•一•―-•一．j

この畜産志向を成功させるこ

とに大きな困難があることが

うかがわれる。

以上，各農家について経営

責任者の調査結果にもとずい

て，それぞれの特徴を見てき

た。いま，これらの知識技術

の面から考えるならば，この

部落には次の 3つの類型があ

ると考えられる。

第 1グループ〔畑作と家畜

の技術知識が均衡〕ー一これ

にほ①，③，⑥が属し，綜合

得点においても上位のグルー

プである。この中で①は飼料

作物の知識・技術に十分でな

く，したがって，畜産技術知

謡系に歪みを生じていて，

畜産志向を現実化するうえで

困難が予想されるが，③，⑥

ほ，歪みが少なく，畜産導入

の目標を合理的に設定するこ

とが比較的可能と思われる。

第2グループ〔畑作と家畜

の技術知識が均衡をもたず前←

者に力点がかかる〕ー一これ

には④，⑦，⑥の無家が属し

総合得点においてほ下位グル

ープを形成する。とくに飼料

作物生産の技術知識が低く，

畜産瑯入の目楔をたてても，

それを支える技術的基礎が欠

けているために，成功には多

くの困難が予想される。

第3グループ〔畑作と家畜の技術知識が均衡せず後者 なお，以上の各農家別の得点とその梱造は第12図によ

に力点がかかる〕ーーこれに屑するのは⑨のみであり， って示してある。

この誤家についてはすでにのべた。
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明らかにする。

第 1項各農家の生産構造の史的特質

川向第6部落の現在の 9戸は，それぞれ大正年間に入

植したもの2戸，昭和10年代に入植したもの2戸，昭和

20年以降5戸と三つの層に分けられるが，これらの各戸

はそれぞれ異なった生産梱造の史的文脈をもっている。

これらの相達は第一にはその入植時の生産形態を社会

的に規定する入植時期による相達として，第二には入植

時の挑行資本の誠によって規定される生産手段の所有の

形態のちがいとして，第三にはその生産を支える各農家

の保有労働力の品と質のちがいして，もたらされる。そ

して各農家の労鋤結果は，歴史的には土地の集租過程と

して把握される。したがってここでは，各晟家の土地集

租の過程を，入植後の擬業生産形態を規定した入植時の

形態と，その労鋤力の質のあらわれとしての作付形態と，

その労働力の撮的変化の分析を通して明らかにする。そ

して，かかる分析を涌して，はじめて個んの農家の現在

の生産梱造を支える史的な形成要因と，その意味づけが

明らかになる。その農家として，現時点が上向きの時期

にあるものもあれば，また停滞しているものもあり，さ

らに下降の時期にあるものもある。

一大正期入植者屈ー〔③の生産構造の史的特質〕

第13図土地集租と保有労働力の推移
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大正6年，造材（枕木材）の山子として秋田県から渡

道，この第六部落に入った。造材をしながら野菜畑を自

給的に 1反ほどつくり，金が出来次第あまった労働力を

開墾に向けるという生活を数年間続けた。そうして大正

10年頃から枕木用材が枯渇するに及び残木での炭焼生活

教育学部 紀 要 第8号

に入り，やがて昭和の初年から夫婦・子供で農産を主業と

する生活に入る。しかし昭和5年ごろまではなお冬期間，

炭焼を行なうという生活が続けられた。すなわち，大正

6年，大森牧場の開墾小作として 5町の土地を専有，そ

の年開拓し耕地化したものは 1反であとは山林原野とし

てとり残されていたが，大正10年には6反ほどを耕地化

する。そして大正15年，土井三郎（北見・呉服商）から

5町の土地を小作， うち2町4反を耕地化したから，耕

地は3町に，全土地専有面租ほ10町に達した。（即）

昭和3年，さらに5町の開墾がすすみ，耕地は8町，

山林2町となる。こうして昭和14年，土井三郎からあら

たに山林原野6町と，これまでの耕地化した小作地3町

を購入，さらに山林原野3町を借りうける。したがって

昭和14年には耕地8町（自作地3町）山林11町（自己所

有地6町）を経営してし、た。昭和23年，農地改革によ

り，これまでの小作耕地5町を手離し（飛地），あらた

に耕地5町を含む8町の土地を自作地として保有，また

これまでの借用山林原野5町を自己所有とし，自作耕地

8町，ほかに自己所有山林原野14町をもつに至る。その

後昭和24年，北見在住のNからそのN所有の山林管理毀

として， 1町の耕地の小作権を獲得，現在耕地9町（自

作地8町）山林原野14町（すべて自己所有地）を経営す

るに至っている。このようにこの擬家③は戦争中すでに

自作地を確保するなど，農地の集租を穣極的に行い，農

地改革によってこれが完成，その後停滸を続けている上

昇一安定型（自小作一自作型）をしめしている。

入植時の作付は燕麦が主体で（約 1町）これにいなき

ぴ，いも，麦が加わる体系を昭和5年ごろまでとってい

たが，耕地が増加するに従い，これに碗豆などの豆類が

加わる。しかし，昭和8, 9年の冷害凶作により，昭和

10年頃にはビート主作期に入り (1.5町から2町を作付）

さらに昭和12, 13年にはその主力がハッカにうつり，作

付面租は5町をこえるに至る。この時期には労移者を屈

傭し，このハッカ兼気に支えられて自作地を確保した。

そして戦時中のいも，麦，燕麦の作付強制割当期をへて，

戦後の強制供出，圏販売期には，いも，変にその主力をう

つすが，麦の統制撤廃後，ふたたび豆主作期をへて（家を

疇）ハッカ主作期に入る。昭和30年にほハッカ (1町）

を作付するが，昭和35年にはハッカ (2町6反5畝），燕

麦 (1町2反），大・小豆 (5反5畝），その他豆類 (1町

2反），ビート (5反）と主力はハッカ，豆類におかれて

いる。ところで労働力の変化をみると，大正6年に入植

したときは，労働単位で計算して 4.4人，大正10年には

4,85人に増加するが，大正14年から昭和5年までは 4.4

人，その後2,6人にまで減少，昭和19年には4,25人，戦

-60 -



農業の近代化と農民の生産意欲（その 1)

後3,3人～4,9人までの間を前後し，現在3.25人を保有

するに至っている。このように，この③は比較的コンス

クントに中位の労働力を保持しているが，この擬家の土

地の集積過程は，その作付体系，とくにハッカ兼気と不可

分に結ぴついて形成されたものとみることが出来る。そ

して現在も，ハッカ主作方針は大きく貫ぬかれている。

昭和35年度末現在， 158,000円の負債を背負っている

が，これほ冷害の際の負債の残額であり，この部落の中

では系統機関からの負債額はもっとも少ない。

第14図土地集槙と保有労働力の推移 〔⑥の生産構

畑 (9)
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この農家は大正

初年，秋田県か

ら置戸町に秋田

団体の一員とし

て渡道，大正11

年，現在の第6

部落に大森牧場

の小作人として

入植， 3反を自

給的に小作，枕

木を切った残木

での薪炭を主業

として営なんだ

のがぶこへの

定齋のほじめで
Trr SI S IO 5 山 D”5

あった。しかし

ながら，次舘に薪炭源が不足するに及び，昭和3年，

土井三郎（北見・呉服商）から 1町7反の土地を借り

うけてあらたに開墾をはじめた。こうして昭和5年頃か

ら，これまでの薪炭収入80%，擬産収入20％の経営か

ら，農産収入 100％の経営に入った。昭和15年，第6部

落内の離農者，中野五助の 4町の小作権をひきつぎ（地

主・北見在住の大西）小作地を 6町にひろげる。こうし

て）戦後をむかえ，昭和23年，農地開放によりあらたに耕

地8反を増加， 6町8反の自作地をもつに至った。昭和

27年，さらに部落内の離農者Sの耕地 1町2反を買いと

り，昭和29年には同様離農者小池から 8反を買いとり，

現在8町8反の耕地をもつに至っている。山林は昭和27

年Sの所有する10町を，また28年には大西所有の11町を，

原野は28年に大西から5町を，同29年には小池から 4町

かしこの年ほ昭和28,29年の凶作による収入減と土地購

入による自己資金の欠乏から農協から 100万の資金を簿

入している。このようにこの⑥は，戦後10年間に小作農

から自作農へ，さらに土地拡大へと，きわめてするどい

一停滞上昇型（小作ー自作型）をしめしている。

戦前までの作付ほ，いも・燕麦，（夫々 1町）に主力を

おいていたが，戦後は豆類，ついでハッカに力を入れは

じめた。ハッヵは昭和28,29年の凶作後の豆類減少に相

応して昭和30年には5町に増加している。一方，昭和32

年よりビートの作付もはじめ， ビートは現在3町5反の

作付をしている。

ところで⑥の場合，このような士地集萩の過程は同時

に，麟詞保有労鋤力の増減と深いかかわりあいをもっ

ている。すなわち，入植時の労鋤力は3.2人であったも

のが，農産に切り換った昭和5年には2.6人に減少，昭

和 8年には3.0人になるが，昭和10年には再び2.6人に

減少，昭和18年には4.0人に増加，戦後再び3.5人に減

少する。しかしながら，昭和25年以降は， 4.35人， 4.65

人と増加を続け，土地集棋がもっとも進行した昭和27年

以降は5.05人， 6.05人と増加し，昭和30年には6.5人

32年には6.7人に逹する。そして昭和36年には昭和34,

35年の父の死亡，弟の分家，妹2人の結婚などで，労働

力は急激に減少。わずか 1.8人にまでさがっている。こ

のように⑥においては，保有労鋤力の増大期に主体を豆

類におくことによって，急速に土地集槙を行い，冷害で

豆類が大きな打撃をうけた後も，保有労働力の大きさに

ものを言わせて，所要労働力の大きい，寒冷地作物に作

付をきりかえ，土地集租を行い，現在に至っている。し

かしながら，保有労働力が急激に滅少した現在において

も，すでに前節でみた如く，作付体系は反当り所要労働

カの大きいものにおき， 1.8人の自家保有労働力に見合

う作付体系をたてていない。それ故年間，年雇2人を雇

傭しているが，その結果は農業粗収入が多いにもかかわ

らず，農業所得が少ないという結果をもたらしている。

したがって，この⑥の場合，現在の水準を維持し，さら

に拡大しょうとする場合，恒常的に年雇をおくという，

その意味では，企業的な経営形態をも、たざるをえない必

然性がある。つまりどうしても経営をきわめて合理化し

なければならない必然性が他の農家に比してより切実に

存在しているということができる。現在，系統機関から

を自己姿金で買い取り，現在，山林21町，原野9町を所、 の負債は 1,131,000円とこの部落内では最高であるが，

有している。 この負債は昭和29年の凶作による収入減と，また200万

さらにこの間，昭和31年には弟分家（昭和35年度分家） 円をかけた弟分家のさいの資金調逹のために厖づくられ

のため村内緋牛内部落に15町の土地を購入している。し たものである，
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一昭和10年代入植者屈一

（①の生産構 第15図土地集租と保有

労働力の推移造の史的特質〕

この擬家は，明

治40年，福島県

よりプこEとして

渡道，ぼじめ鵡

川に入植したが

そのご大正6年

親戚を頓って川

向部落に移って

きた。大工を4

年間ほど行った

後，部落内の中

小地主の小作と

して水田7反の

経営をはじめ，

自給米を確保し

川向 〇

如

―•一労凸力
＝か四巫i―--91噂翌森

教育学部紀要第8号

螂を重ね，現在さらに集禎をつづけている上昇一上昇

型（自作一自作型）を示している。

作付は大正年間からすでにハッカ主体であったが，昭

和4年以降，第6部落に耕地をもってからも，ハッカ中

心の作付が行なわれ，その作付比率ほ昭和11年，第6部

落入植当時4町8反 (80%)に及んでいる。戦争中の強

制作付割当の時期を経て，戦後昭和22年頃より，再びハ

ッカを20％ほど作付しているが，大・小豆 (20%），麦類

(20%),7.躙 (20%），いも（10%），ビート (10%）と作

付比率は分散し，そして昭和28,29年の冷害後も大・小

豆 (25%)にややウニイトはかかっているが，ビート(20

％），ハッカ（20%)なども同時に作付ける体系をとって
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昭和11年には6町の耕地を開くに至った。

作付はハッカ主体であったが，昭和11年には前小作地

を返却，第6部落に入植した。昭和16年と17年，分家用

地として北見市の運送屋0より耕地3町8反，山林原野

7町6反8畝，計11町4反8畝を山林原野6町3反 1畝

と交換，羞額を差引勘定で支払い購入する（耕地9町8

反，山林26町8反7畝となる）。

昭和21年，分家創出にあたって，耕地3町5反，山林

原聰1町5反，計5町を分与，本人所有土地は耕地6町3

反，山林原野25町3反7畝となる。さらt臼昭和32年他農

家の小作地であった4反の耕地を村内非農家より購入，

昭和35年にはボン・チャシボコマナイ川のダム期成会の

土地3反を小作，現在耕地7町（自作地6町7反），山林

原野25町3反7畝を経営するに至っている。（附記，昭和・

36年にはさらに山林6町を購入，ほか自己所有原野 1町

5反を開墾，耕地化している。）

このようにこの農家①は，昭和4年より部落内にすで

に自作地を保有し，昭和11年第6部落に入植後も戦後ま

で第6部落随一の自作農の地位を確保，戦時中も土地の

いる。

保有労鋤力は，大正6年，川向部落入植当時は2.15人

であったものが，その後次第に増加し，昭和fl)初年には

4.05人に婚し，この第6部落入植時には6.35人を数え，

終戦時にも 5.8人を確保していた。戦後しだいに滅少を

はじめ，昭和21年には4.65人， 28年には3.45人，昭和32

年に4,35人に造するが，再び減少し，昭和34年には3.30

人を保有するにすぎなくなっている。またこの年，批帯

主が村職に当選したから，労働力はとくに不足し，昭和

35年度以降，年雇 1人を常時雇仙している。しかしなが

ら，この①においては数年先に長男が嫁を迎えることに

よって， o.s人の労鋤力の増加がみこまれている。この

ようにこの農家①においてほ，その土地集禎は既富な労

働力とハッカを中心とした作付体系によってなしとげら

れてきたということができる。この換金度の高い作物へ

の依存の傾向は，昭和28,29年度の凶作後においてもな

お危険度の高い小豆に依存する傾向が大きいというとこ

ろにもみることかができる。しかしながら近年における

土地ーとくに山林集租の過程は，一方における労働力の

滅少という寡実と照らしあわせてみるとき，山林寄生へ

の傾向がきわめて強く出ているとみることができる。現

在系統機関からの負個ほ781,000円に造しているが，こ

れは冷害によってもたらされたものではなく，新築，娘

の嫁入支度，息子の上級学校進学などが重なったため，

主として家の新築資金として背負ったものである。

〔④の生産構造の史的特質）この誤家は大正2年，福

島県より下駄造り職人として渡道，はじめ北見滝の上に

入植，その後品材が不足するに及び北見市に移った。昭

和7年下駄造りに見切りをつけ，北見市在住地主長谷川

某の小作として川向第4部落に入植， 5人の人夫を雇姉

して薪炭業を営むかたわら，荒地をおこし， 3町の土地

を専有した。菜豆 (2町） tこ主力をおく経営で，小作料

は反当 4~5円であった。昭和15年，北見市高島某から
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疇の近代化環民の等疇（その 1)

現在の第6部落の土地10町を購 第16図土地集戟と保

入，これが完全に自己所有地に 有労働力の推移 ． 

なったのは，昭和20年，手［持 ，9，、I呻， 9

金で2,500円全額支払後であっ

たが，こうしてこの④は自作擬

として；昭和15年，現在の舘6

部落に入植した。その後，昭和

22年，小樽市在住の不在地主小

林宜吉から耕地5町6反，山林

原野6町を買いとり，耕地面租

ほ15町6反，山林原野6町にな

るが，さらに昭和23年，山林原

野6町を購入，山林原野は12町

となる。昭和28年，弟分家の

ため，耕地4町5反を譲渡，現

在12町の山林原野の性か， 11町

1反の耕地を所有するに至って

｀ 
いる。しかし現在なお薪炭業は ,.-,.-=--,,--,, " ，， 
自家労鋤力で統けられ，それは農家所得の11％をしめて

!" ー 9四

―”`匹Ill.：：：：：四祖“̀,＂"29 

白りl

"” 

位置づけることができる。

現在，系統機関からの負債は986,000円に造するが，

これは昭和28年の分家創出のさいの資金調達と,,昭和29

年の凶作によって生じたものである。

一昭和20年代前期入植者屈一

第17図 土地集苗と 〔③の生産構造の史的特質〕こ
保有労拗力の推移

の疇ほ昭和21年，①より耕地4

二閑＇『こ：玉::5:二：二
-----A匹砥 革により，北見市在住の不在地主，
,o " トラック業経営の村上兼吉所有の

土地6町7反を購入（反5,000円）

•— 
同年1町を耕地化，さらに昭和34

19 1 
年， 2町 1反を耕地化，現在耕地

いる。

このようにこの④は戦争中から戦後にかけて土地集槙

を行い，昭和27年分家創出後，やや停滞を続けている上

昇一停滞型（自作ー自作型）として位置づけることがで

きる。作付はこの第6部落入植後も菜豆(2町），麦類(1.5

町），そば (1町），いなきび (5反）などに主力をおき，

戦後昭和25年頃までは，菜豆 (2町5反），麦類 (2町5

反）に主力がしぼられてくるが，昭和25年度にはこれに

疇 (1町2反），馬鈴薯 (1町）が加わる。そして30年

には麦類，馬鈴薯の作付比率が激じて，大豆(3町），ハッ

カ (1町5反），ビート (1町2反）が加わるが，現在さ

らにビートの作付が増加している。（ビート 2町），（大豆

2町5反），（その他豆類2町9反5畝）。

このようにこの④においては，豆頻と麦類ーとくに豆

類中心の作付体系を一貫してとっているところに大きな

特色がある。

労鋤力は，昭和7年，第4部落に入植した当時は 1.8

人，これが漸次増大して，昭和15年第6部落入植時は3.0

八，とくに土地集槙が進行した昭和20年から昭和25年に

かけては4.6人， 6.15人， 6.0人と増大する。しかしこれ

が28年以降は分家創出，家族員の他産業従事などで滅少，

昭和33年には3.9人，現在4.1人となっている。つま

り，この④は土地集租のための資金源を薪炭業に求めつ

っ，終戦による擬地開放の時期に，豆一麦作を中心に盟

富な労働力によって，急速に土地を集糠し，その後分家

創出，労鋤力の減少によって，停滞している農家として

7町6反，山林原野草地4町 1反

を所有している。

このようにこの③ほ戦後創設娯家

で，土地集戟の上からは停滞農家

（自作型）ということができる。

入植当時の作付は豆類 (1町5

反），ハッカ (1町），ビート (8反）

←-----．ア子］ tこ主力があり，この豆・ハッカ・
沢

999 0 

ビートの順位での作付体系ほ昭和

29年頃まで続けられる。 28,29年の冷害凶作後この三者

に主力をおく点は変らないが，冷害直後の昭和30年には

豆類の作付比率が減少，三者いずれも 1町5反と作付比

率は均等となり，これが昭和33年以降，再び豆類がトッ

プになり，（2町3反），ビート (1町8反），ハッカ (1町）

とハッカの作付比率が減少している。しかしながら，こ

の農家の場合，特鉦しなければならないことは，逃去に

おいて乳牛飼育の経験をもつことである。すなわち，昭

和26年，乳牛 1頭を部入， 27年に2頭， 28年には成牛を

4頭にふやし，仔 1頭とあわせて 5頭飼育するに至るが，

昭和29年，成牛3頭，仔牛1頭計4頭を同時に殺し，こ

の導入資金をそのまま負債として残すという経験をもっ

ている。そして昭和31年からは再び乳牛2頭を導入する

が，これはいずれも育成牛としてであり，年々 2頭以上

の飼育は行っていない。

労働力は昭和21年の入植時から昭和32年までは 1.8人

以上を出ることはなく，労働力不足の時期を10年以上経

験しているが，、昭和32年以降，子供の生長に従い，年ん

労鋤力増加の傾向をもち，現在2.9人を数えるに至って

ロ

いる。

このようにこの農家は戦後分家として創設されてから

15年，創設時に一応の土地集放を行なったあと，乳牛飼

-63 -
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育にも失敗し，労働力は 1.8人以上を出ることはなく， 野2町4反9畝を所有するに至って 第19図土地集積と

訟率の高い頭にウニィトをおく生産を行なってきて いる。 保有労翫力の推移

いる。

現在系統機関からの負債は850,000円，戦後入植擬家

の中では最も高額である。．これは冷害による収入減と乳

牛飼育の失敗によりもたらされたもので， とくに乳牛飼

育失敗による負債は55万円に及んでいる。

-―昭和20年代後期及び30年台前期入植者屑一

第18固土地集甜と 〔⑥の生産構造の史的特質〕
保有労倣力の推移

lり岡 ®— 
この誤家は昭和28年，④の分家と

蜘 心p
砥 して，蜘記町5反の分与を受けて

一労mil
一面t蝉 IR 創設されたo同時にこの年，網志支庁

立吋=祖 l より山林原野7町5反の払い下げを

受け＾さらに昭和30年，川向第3部

落の小池某より耕地 1町，原野4町，

計5町を30万円で購入，昭和29年，

31年， 32年，それぞれ5反づつ開墾，

現在耕地7町，山林原野10町を所有

するに至っている。分家当時の作付

ほ大豆 (2町），手亡 (7反），ハッカ

(6反）に重点があったが，分家と

同時にうけた冷害以降， ビートの作

Ii 付が増え， 35年には 1町 1反作付す

．： ［ ＂ 
k 

3I ,J r-• 

入植時は手亡(7反），大豆(5反）， ヱエこ二：
小麦(3反）などを作付， 33年頃より 勁JJ

ビート (5反）の作付をはじめたが，

現在手亡 (1町 1反），大豆 (7反）

などの豆類とビート (1町5反）に

作付の主体がある。労働力は入植以

来 1.8人であるが，実際は世帯主が

身体障害者であるため，労鋤力 1.3

人～1．5人前後であろうと思われる。

このため新墾にほとくに雇傭労働力

を多量に用い，すでに昭和30年，開

拓資金以外に幾協より30万円の資金

を導入， この負債は年々 5~10万円

ずつ増加している。

---'t出力
=1'111立狐

詑•加面視
-••小虹砥

4.r: 

このように，この経営においては

入植時に土地を集槙したにもかかわ

らず，労働力不足のため経営内容ほ

下降を示しているとみることができる。現在系統機関ら

の負債は672,000円に逸している。

第20図土地集戟と 〔⑧の生産構造の史的特質〕
保有労鋤力の推移

洲阿 R， 面頌
この家の本家は大正初年，山形県

＇ ’' ＂叫 より川向第3部落に入植，すでに2
細
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るに至っている。しかし重点は依然

豆類にあり，大・小豆は 1町8反，金時，手亡，青碗豆

などの豆類は 1町8反5畝，豆類全体で計3町6反5畝

の作付面租をしめている。

労働力は昭和28年以来， 1．8人をこえることはない。

このように労働力 1.8人のこの胆家においてほ，反当り

所要労働力の少ない， しかも換金度の高い豆類中心の作

付を行なっているが，この⑥の特色は分家後， 2年にし

て土地の集租を行なっている点と系統機関からの負債額｀

が比較的少ない点に求められる。現在系統機関からの負
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疇の近代化と農民の鑓意欲（その 1)

円，これは主として土地購入によって生じたものである。

〔⑨の生産構造の史的特質〕

この農家ほ昭和10年山

形県から渡道，端野村協

和部落の中小地主（大下

源吉）の奉公人としての

生活を送るところから本

道での農業生活が始ま

和山形県でほ大地主本

間家の土地を 1町ほど小

作していたo昭和13年， 2

年間の奉公人生活を送っ

た後，小作地を4町分与

され，股業経営を行なう

に至る。小作料はハッカ

反1組，あるいはこれに

準じた（反収3組）o昭和

17年， 5反を造林のため

地主に返速をせまられ，

第 21図

土地集戟と保瞥労働力の推移

J'I句⑨ 面悛

称切月 四）

--•一•赤カカ
-=m牙虹碑杖

微l'l屯面i貨
・・・・・・・・,1ヽ仔地血頃

10 

し~~..,-----

20 

に

IO 

以後3町5反を経営，戦訳 SI9 0 10 石 JO l5 

後3町5反のうち 1町を自作地として確保， 2町5反ほ

戦前同様小作を続ける。しかし昭和26年，同村緋牛内部

落に山林2町3反を購入，さらに昭和29年， この第6部

落に開拓地として 9町2反3畝の払下げを道から受け，

同時に協和部落の小作地2町5反のうち5反を返逮，現

在自己所有地12町5反3畝，小作地2町を経営するに至

っている。耕地は協和部落に自作地1町，小作地2町，

第6部落に6町6畝，計9町6畝．山林原野5町4反7

畝であるが，現在第6部落の住居は仮建築であり，協和

部落から通い作の形態をとっている。

昭和13年，小作になった当時の作付は豆類(1町5反），

燕麦，小麦などの雑穀類 (1町）に主体があり：ハッカ

も4反ほど作付していたが，昭和30年頃には豆類(4町），

ビート (1町5反），主穀 (1町3反），ハッカ (1町）と

いう作付体系をとっており，この豆類，ビート，主穀，

ハッカの作付割合は現在も変らない。労働力は昭和 13

年，小作として自立経営に入った当時から，昭和23年ま

では 1.8人を示すにすぎなかったが，その後，子供の成

長にともない，昭和24年2.2人， 27年2.55人と増加し，

昭和29年，この第6部落に土地を購入，耕地が増加した

頃から2.95人， 3.35人と次第に増え，昭和33年には3.65

人，昭和35年には4.20人とこの農家ではもっとも多い労

働力を保持するに至っている。しかし昭和35年秋，長男

が北見市に出るに及び（他産業転出），保有労働ガほ滅

少した，しかし今後子供の成長によつて 3~4人の間の

労働力は確保できるものと思われ，この意味でこの農家

は戦後昭和25,26年頃より土噂犀をはじめた停滞―上

昇型として位置づげることができる。現在，系統機関か

らの負債は， 356,000円，これは凶作による収入減と，

新墾のための雇用労賃支払によって生じたものである。

このようにこの川向舘6部落の 9戸の生産楷造の変遥

を入植時の形態，保有労働力の変化，土地集穣の変遥，

さらにマイナスの集租財としての負債という諸要素の関

連から吟味すると，そこには次のような諸特質が存在し

ていることを指摘できる。すなわち，戦前入植者層の③

ほ，戦時中一部自作地を所有し，戦後の農地教革によっ

て自作農としての地位を完全に築いたわけたが，その作

付の中心であるハッカは，これまでのこの経営の伝統的

な主要作物であり，この上に乗って，比較的安定して将

来の目標をたてている。保有労働力は戦後の最高4.9か

ら現在3.25人に減少しているが，現在の作付ほ所要労

働力が多いものを中心としており，これを如何に軽減す

るかが当面の問題となっている。すなわち，Rはこれま

で築いた経営梱造の完成という形で現在が位置づけられ

ている。

これに対して大量の保有労働力を背兼に，戦後急激に

土地を集租してきた⑥は，保有労働力が 1.8人と急激に

減少したにもかかわらず，依然として所要労鋤力を多く

必要とする作物を中心としており，必然的に雇傭者を必

要とせざるをえない経営構造をもっている。その意味

で，経営の企業的運営がもっとも必要とされている経営

であるといえる。

①はすでに戦前から安定した経営基盤をもっており，

換金作物中心の作付形態は戦前からの特色であるが，戦

後は作付を数種の作物に分散して，危険防止をしながら．

も，なお投機的な傾向から完全に脱し切っていない。現

在の作付体系ほ，所要労働力を多く必要とするものだが，

労働力の不足を年雇で補ないつつ，これに対する抜本的

な対策はたてていない。最近における山林集槙から，山

麟生化が顕著にあらわれている。一方，戦後豆類を主

作して土地集誤を行なった④ほ，昭和28年，弟分家など

で労働力が滅少した上，さらに昭和30年以降冷害対策を

不欠にせまられている。 4.10人と保有労働力は多い

が，弟に耕地分割後も耕地面槙がこの部落では最もひろ

いため，所要労働力は絶対的にたかくなる。そしていま

なお豆類を中心とした作付から脱し切っていない。つま

り，④の場合，新たな経営体系をたてなければならない

にもかかわらず，．依然としてそれを樹立せずに停滞して

いるということができる。妹の労働力が近く抜けること

が考えられるので，この場合，労働力不足はさらに署し

ー6う一



教 育学 部紀要舘8号

くなるものと思われる。

次に戦後入植者の場合をみてみると，③ほ戦後入植後

11年を経過しており，ようやく労働力単位も 1.8人から

3.5人と増加してきているが，現在の作付体系でほ反当

所要労働力も多く，その上育成牛を飼育しているので，

さらに労鋤時間ほかかるものと思われる。この③は有畜

化への過渡的、な段階とも考えることができるが，未だ安

定した経営体系はできていないということができる。そ

して戦前，脇和部落で長年にわたり，小作生活を続けて

きた⑨ほ，近年急速に土地集槙が進行し，耕地も年々開

墾され，増大してきたわけだが，それに見合う経営体系

はいまだ完成されていない。また戦後入植者層で，保有

労働力 1.8人の⑥⑦⑧はいずれも冷害後ビートの作付の

比重を増大しているが，豆類の作付比率は依然大きく，

また⑥⑥は土地の集禎過程であり，保有労働力が実質的

に1.8人を切れる⑦ほ，負債が年々増加するという形で

著しい停滞ないしは下降を示している。

このようにみてくると，⑥が経営自体としての企業的

合理性の確立をもっとも切実に迫られており，①③は比

較的安定した経営のペースにのっているが，①にはとく

に山林寄生への態度がみえ，また③は有畜化への過渡的

な段階をとり，④はいちじるしい停滞を示しており，ま

た⑨⑥⑧とも経営体系の完成という意味では今後の問題

として残されている点が多く，⑦ほ停滞ないし下降をし

めているということができる。

ところで，各経営ごとに，その歴史的な発展段階でほ

以上のような相遮があるにもかかわらず，各誤家のこれ

までの土地集租過程をみると，ーニの例外はあるにせよ，

自家保有労鋤力の増大と換金度の高い作物作付と，この

二つの要素が結合して，それがなされてきている。戦

前におけるる自家保有労働力の増大は，ハッカと結びつ

き，戦後においては豆頸と結びついている。

このような事実は，これまでの土地の集租過程そのも

のが少くとも，各擬家の自家保有労働力の量と，つま

り「家」の世代的発展形態と，土地利用の方法（労働力

の質）によって左右されてきていることを物語ってい

る。つまり，とくに戦後においては，労働力，肥料とも

かからず，しかも換金度のたかい豆頚への一方的依存

が，この部落においてほ支配的な作付形態であったとい

うことがわかる。

しかも各経営において，その支配的な傾向は自家保有

労働力が幾富な時期においても，その労鋤力で土地利用

の形態を集約化させるのではなく，むしろ外延的に，同

ー形態で土地集穣を行ってきたという点に求められる。

次項でふれるようにこの部落に発動機などの動力機が瑯

入されたのは，近年のことに関するが，このような労鋤手

段の機械化過程の末開とあいまって，この傾向はこの部

落では支配的であったということができる。今日におい

ても，⑥を除けば自家保有労働力1.8人の各経営ほ，豆類

への依存度がふたたびたかくなっており，保有労働力4.10

人の④もこの例外ではない。しかしながら，この豆作はそ

もそもきわめて蝿凶安全度のひくいものであり，また豆

類の連作は地力そのものを著しく滅退させざるを得ない。

このような面から検討を加えてくると，この第6部落

における労働力の質は，伝統的にきわめて，低いもので

あったことを認めざるを得ない。けれども，今日におい

ては，豆類の価格の下落が今後に予測されるなど，この

面から従来の豆類への一方的依存の作付体系ほ検討をせ

まられざるを得なくなっている。と同時に，自家保有労

働力の量の面からも，さらに核討を要すべき多くの問題

を抱えていることを認めなければならない。すなわち，

疇の発展形態の面から，今後自家保有労鋤力の増大の

可能性のあるものは，①③⑨の 3戸のみであり（①は長男

が嫁を迎えることによって，③⑨ほ子供の成長によって

いる），④は妹の結婚とともにむしろ減少することが予測

されるし，⑥⑥⑦⑧の各戸は当分 1.8人以上の自家保有

労鋤力の増加の見込みはない。また③⑨のように子供の

成長によっての自家保有労鋤力の増大の可能性も，例え

ば⑨に端的にみられるように，長男の他産業転出にとも

なう保有労働力の減少など，これまでのように直系家族

形態での自家保有労働力の増大の通は必らずしも開かれ

ていない。

これら事実は，この第6部落においては経営形態の拡

大そのものがもはや従来の方法では著しく困難なことを

物語っている。ここにはどうしても経営を保持するた

めの経営形態変革のあらたな方向が見出されねばならな

い。その意味で，⑥の方法は充分注目しなければならな

いが，同時にまた近年雇傭労働力の確保が著しく困難に

なってきていることは，⑥の方法それ自身も決して将来

が明るくないことを示している。

注 1 大正15年 大森吉次郎が最場経営の行きづまりから土

地60数戸分を土井三郎に売却したため，これまでの小

作地を含めて地主は土井に替る。

第 2項 農民の生活史と農業に対

する社会的態度の形成

前項でみたような生産梱造の史的特質を各経営はもっ

ものであるが，これらの経営の現在の経営主ほかならず

しも農業だけを専業としてきたものではない。いくつか

の職業をへてきたものもいるし，さまざまな過去の体験
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疇の近代化と醗の等意欲（その 1)

をもっている。このような体験の中から現在の営農技術

をどのようにして自らのものにしてきたのか。この実態

を記述することは，少くとも彼らの現在の営農技術のひ

ずみと照らしあわせて，今後の農民教育として，かかる

’'ひずみ’'を是正する方策を制度的にたてるためにも意

味を持つに違いない。ここでは，この問題を，第一に彼

らの職業遍監と晨業にたいする動機づけの側面をとおし

て，第二に，無業経営に対する社会的態度の形成の側面

をとおして，第三に，社会に対する価値志向の形成の側

面をとおして，第四に，擬民自身がこれまで所有してい

た楠報及び人閻関係の側面をとおして，その生活史の中

からどのようにして現在の営農に対する社会的態度が形

成されてきたかを明らかにしよう。

一回もない；みな予想がはずれる。収穫も限度にきて),ヽる。理由は

三つあると思う。第一tむ地力がおちてきたこと•第二は，弟妹が

出ていつて，その上家族が病気をしたり，本人の役職があって労鋤

力が極度に不足してきたことだ（現在本人は村会謡員）。第三は電化

製品などが出廻り．一般的に生活水準が高まり，家族もみな文化生

活を望んでいることだ。家族全体の欲望にどうしても負けるように

なる。この面からも出典がかさんでくる。どうしても生産物のcost

を下げなければならない。しかし現在ではどうしてもcostだかにな

る。そうかといつて最産物価格の上昇は望めない。このような現状

を克服するために．生活の計画化（年間の生活毀を最協から月々に

わけてもらったり），負依を長期化すること．また，共同化によつて

の，現状打破を考えているわけだ（共同化については第 8節参照）。

経営権をうけついでから最善の努力をしても経営は尻貧になつでき

ている。これから一生のうち．これだけのことはなしとげたいと思

つていることは，第一に．晟業の共同化である。第＝に，それがダ
①の場合

メならば，品産部門にだけ頼るのではなくして，晨・畜・林産の均
（職業遍歴と農業に対する動機づけ1

衝のとれた経営にもつて行きたい。子供に自分の経験から’'晨業経
この世帯主は明治43年，北海道胆振郡鵡川村で生まれた。親が東

． 営が社会に順応することの大切さ＂だけは教えたい。今までの最民
北福島県から，大工として鵡川に移任したのが明治40年であるか

の最大の欠陥は自分の経営の内容を握んでいないことだ。これから
ら，北海道移任後3年目に生まれた子供である。生活はつらい方で

もつとも大切なことは，経営の内容をはつきりつかんで，経営内容
はなかつた。大正6年一家は親戚を頼つて川向部落に移住，しばら

く大工を行ったあと小作に入るが，この頃川向小学校を卒業した。

当時は機械関係の仕事をしたいと考えていたが，大正14年端野村の

高等小学校を卒業する頃は，農業より仕様がないと思うようになっ

ていた。長男だから家を枇ぐために長業をしなければならぬと思っ

たわけである。昭和11年に現在の第 6部落に移つてからは，ほかの

土地で農業をしたいと考えたこともないし，またほかの職業につき

たいと考えたこともない。いわぱ当時の社会規範に従って，長男だ

から家を継いだ。

［農業経営に対する社会的態度の形成］

この①は家を継ぐために最業をはじめたわけであるが，その項．疫

作業をもつと能率的に行う方法について関心を抱いた。整地．除草な

ど．もう少し能率のあがる機械はないかと除草ハローを自分で工夫

して作ったこともあった。除草作業はつらく，また非能率的であつ

た。昭和24年， 40オのとき経営権を親から譲りうけたが， 40代のは

じめに，本人が農業経営の上でもつとも関心を抱いたのは，’'老後の

楽しみのために”山に植林することであった。当時は最業経営は割

合に順調にいつていた。しかしこの計酉も軌道にはのらなかつた。

労力の関係で思うようには行かない。また手入れに金もかかる。し

かし昭和30年頃から木材の値が上り出し．いままで16町は植林し．

(23年生2町 5反， 18年生 1町， 12年生8反， 8年生 7反， 3年生

6反， 2年生5町），昭和36年までには20町の植林をする予定だ。こ

こで最業をはじめてから一番苦しかったのは．昭和29年から32年に

かけてである。昭和29年には凶作，その前には家族が次々と病気に

なり，（昭和25年，本人は山に木を切出に行きその下敷となり， 4年

間は体が本調子でなかった。また父親，要が病気になった）．そこえ

29年， 31年の凶作で痛めつけられた （それにもかかわらず32年に

は家を新築し相当の負伎をのこした）。凶作の頃は経営権をもつてか

ら5年目，まだ充分に経営の内容をつかんではいなかった。案外順

調に行って農業とは良いものだということだった。しかし考えて見

ると，経営権をもつてから． 12回収模したが，良いと思ったことは

を盤理して行くことだ。こうすると経営規模の拡大がどうしても問

題になる。

［社会に対する価館志向］

晨業をはじめたときも． 40代のはじめも，現在も，社会や政治問

題にはあまり大含な関心を抱いていない。問題は．最業経営がそれ

にどう適応するかということだ。

[1胄報涌路と人間関係の特性］

高等小学校をおえて最業をはじめたときは．親に仕こまれた教え

どうりにそれをやつていた。暇には．青年訓練所で訓練された。結

婚は22オで村内の豊美から爽をむかえた。農業技術に対する役場と

か晨会の指迎は，昭和10年晨会の頃から．協信会とか品評会をとお

して行われていた。普及所ができてからとりあえず役に立つたのは

栽培技術の面であるしかし，増産をモットーとした指郡で経営の変

革には関心がなかつた。特殊な関心のあるものでなければ裁培技術

におちてしまう。これまで牛とか豚とかも随分入ってきたが長つづ

きがしない。もうかる面だけを強調手る。必要経毀がどれだけかか

るかの計ヰがなかつたから失敗した。しかしこれはむしろ個々の晨

家の資任だ。経営の変革をしなければならないと思うようになった

のは．晨業委貝，村会競員などをやつていて，職業柄，村の各方面

の人々と話しあううちに，こんな姿ではダメだということをみ亡つ

けられてきたからだ。しかし本当は32年に家を建てるとき技術セン

クーの Iさんから考えるべきだといわれた。そのあとさらに技術セ

ンクーのSさんからも経営を共同化することの大切さをすすめられ

た。雑誌や本類でこれまで役立ったものは'’地上”とか．ぁとは特

殊な作物に関する栽培法を香いた本だ。

Rの場合

［職業逼歴と晨業に対する動機づけ：】

この世帯主は昭和 2 年この川向第 6部落で生まれた•父親が造材

の山子として秋田県から渡逍したのが大正6年，ょうやく開拓小作

として農業を主とする生活に入った頃，生活のもつとも苦しいとき
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だ。上に16オで死亡した姉が 1人いたが，少年時代から農業を手伝

わなければならなかつた。端野村の高等小学校を卒業した頃比営

林署の仕事をしたいと思つていた。土いじりよりも材木いじりが好

きだった。しかし長男であるし，農業をつぐことになった。農業

以外の職につきたいと思ったことはなかつたが，昭和30年から31年

にかけて，プラジルに行きたいと思ったo理由は役場で希望を集め

ていたし，同じ農業をやるのなら，狭い土地で肩身のせまい思いを

してちぢこまるよりも，暖かい，広々としたところで恩う存分農業

をしたかつた。しかし，母や爽が大反対したのであきらめた。戦後

まで小作であったので随分痛めつけられたことはいまでも覚えてい

る。

［農業経営に対する社会的態度の形成］

Rが農業をはじめたのは家を継ぐためであったが，当時すでにわ

が国は戦時体制下に入っていた。農業経営については別に深く考え

なかつた。政府からの割当どおりに作っていた。考える暇がなかつ

たといった方がよいかも知れない。 20代の後半にとくに関心を抱い

たことは，地力増進の方法と，また傾斜地の利用法である。アマ，

ビート，ハッカ，種苧などを，経営毀を計~Iこ入れ’るとどちらがと

くかということも考えた。豆類は昭和29年の凶作からは見きりをつ

けた。主要作物の価格の見涌しにも，関心は抱いて新ll!lはよく読ん

でいる。しかし，一番の問題は，傾斜地を，地力を増進させながら，

どう利用するかということである。これまでここで晨業をはじめて

一番苦しかった時期は昭和18年から21年にかけてである。昭和18.

19年には麦類の作付が主であったが，青えんどう，金ときなども作

付けていた。事前割当，強椛発動などで生活そのものが苦しかつ

た。小作料も高かつた。昭和20年には凶作でいな含びすらも半分し

か収穫できなかった。戦後閻うりしたのでよかった。それでどうにか

生きられた。超過供出の分は税金でおさえられた。経営がすこしず

つ安定してきたのは昭和26,7年ごろからだ。祖父母は昔からのやり

方で口を出したが，自分の代になったので新しい栽培技術やまた品

種改良をどんどん行った。そして祖父母の労働力が大きふ助けにな

った。これまで何回やつても失敗して一番苦労した点は畜産（豚の

飼育）だ。終戦後1,2頭飼い，昭和32年に仔豚が安く手に入ったの

で10頭ほど飼育したが，設備がないうえ，豚の値が暴落したので結

局なげてしまった。飼料には馬鈴惑，かぼちゃ，とうきびなどを

使用した。温床づくりも何回やつても失敗する。発芽後の管理がむ

ずかしい。年によつて，大きなムラがある。天侯と温床作りとの関

係は今もつてよくわからない。将来は晟産だけではなしに林産を含

めて安定した経営にもつて行きたい。畜産は共同化しなければ，一

戸ではとても経済的にできないが，共同化は人の和の点で不可能

だ。現在の最機具の共同利用や農作業でも，一寸としたことでいや

みをいわれる。とてもたえられない。子供にこのことだけは教えた

いということは＂時代の流れにのつて，俯勢に応じて，古いことに

こだわらないで．農業をすすめて行け”ということだ。これまでの

晨民は先見の明がなさすぎた。

ー［社会にたいする価値志向］

学校を終えて農業をはじめた頃は戦時中だったので，国を守るた

めに兵隊になることに関心を抱いていた。少しでも高いくらいに昇

りたいと思つていた。いま社奎的な問題で一番関心を抱いているこ

とは．晨業基本法と貿易の自由化の問題だ。地主制度への復帰は屎

念もあるし，独占の土地買占めに対しても接念がある。しかしとれ

らの問題はそう考えるということだけで，考えつばなしだ。

［梢報通路と人間関係の特質］

はじめて農業をはじめたときは，親のやつているのをみてやつて

いた。しかし，しだいにこれではだめだと思うようになつてきた。

技術センクーに聞きに行けば新しい方法を教えてくれた。これは主

として品種改良や作物栽培技術に関する知識だ。また近所の農家の

やつているのをみて良い方法は取り入れて行ったりしている。温床

をとり入れたのはその一例だ。普及所の指苺は昭和25年ごろから部

落懇談会を開いたりしてあったが，とくに梢極的になったのは昭和

31年ごろからである。頼まなくてもKさんはどんどんやつてくる。

この指尊は，水田の水の張り方，またビートの防除などの方面で役に

たった6有線で開いて実際にやつている長家を見てあるいたりもし

た。雑誌，本で役に立つたものは，傾斜地利用の方法である。これ

は技術．経営の両方に役立つた。

Rの場合

［職業遍歴と農業に対する動機づけJ

Rは大正8年①の弟として川向部落でうまれた。少年時代の生活

は楽な方だった。小学校を終える頃は，俸給生活者になりたいと思

つていたが，職がないため昭和 6年から11年まで家の農業を手伝つ

ていた。昭和12年18オのとき，室聞の宮士鉄に入った。理由は最業

が掠だつたからだ。ここで 2年間勤務したあと，昭和14年から20年

まで軍隊生活を送った。軍隊から帰つて親の要請もあり，また食紐

に心配なくゆつくりやりたいという気持から農業をはじめることに

した。分家したのは昭和21年である。これまで一番続けてやりたいと

思った仕事は，奉給生活者の仕事だ。労鋤がかる＜，生活が安定する。

［塁業経営に対する社会的態度の形成］

学校をおえてすぐ長業を手伝つたときは，農家経営に対する関心

はなかつた。しかし，戦後，品家としてやつていくことにきめたと

きには，酪農家になる夢をもつていた。 23年ごろから経営も上手く

行きはじめ， 26年に牛を尊入したが， 29年には失敗して 4頭を殺し

た。また冷害にあった。このときがこれまでで一番苦しかったが．農

協から金を借りてきりぬけた。しかしこの負債はまだ残つている。

いま抱いている夢は，共同化による畜産部門を中心とした経営だが，

これは仲々恩うように行かない。しかし経営は子供が大きくなつて

者たので， 34年， 35年と比較的楽になつてきている。子供にこれだ

けは教えたいというような技術はまだないが，これからの農民はも

う少し経営の合理化について勉強しなければいけないと思う。簿記

もつけなければダメだ。

［社会に対する価値志向］

学校をおえてからすぐの社会的関心は，町｀の会社関係のことだっ

た。兄がそこにいたので行きたいと思つていた。戦後すぐの社会的

関心は食糧供出の割当制度のことだつたがこれはいまでも不合理だ

ったと思つている。現在は'’農業の曲り角’'問題に関心をもつてい

る。農業はこれからはどうしても有畜化と，共同経営に行かなくて

はならないと思う。

［俯報通路と人間関係の特質］

学校を終てはじめて最染をしたと者は，親の教えた，とおりにやつ

ていた。青年学級でも教えられた。室瑚の富士製鉄に勤めたのは兄

の批話だった。戦後染業をはじめて酪農家を目指し，昭和26年に 1
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頭， 27年に2頭， 28年に5頭になつたが，これは地形の関係で罪害 である。ここに含てから，経営が安定したということはないが，現

があり，村の中央にくらぺて春秋一週間づつ品耕期間が短かく，酪 在はその方向をたどりつつあるように思う。理由は，冷害に対抗で

晨経営でなければダメだと思うようになったからだ。知人や友人の きるような作付をしてきていること：またここ数年豊作がつづいて

話が参考になったし，また爽の実家（美幌町翌川）で牛を飼つて いること：によっている。子供にこれだけは教えたいという技術は

いたので，要が子供のときから牛になれていた。「酪煤経営につい 何もないが，これからの農民は共同経営をやれるだけの計画性なり

て」という本もかつて読んだ。 31年にまた牛を入れたが．このとき 研究心なり，仲間づ含あいができるようでなければだめだと思う。

は．一回失敗した経験に教えられて育成牛にした。手間が少ないの ［社会に対する価値志向］

で乳牛は無理だと思ったからだ。指苺所の人は昭和21年ごろからき 最業をはじめた当時社会問題で関心をいだいていたことJま，慈善

ているが，この指追は時期的な晨作業に役立つた。 割当（強制供出）のことだった。現在はとくに関心を抱いているこ

④の場合 とはない。

［職業逼歴と農業に対する動機づけ］ ［｛肖報遥路と人間関係］

この④は大正14年，紋別郡北見滝の上で生まれた。親は下駄職人 最業をはじめた頃は父や，部落の役員達や役場の生産課のKさん

だった。職人を二人おき生活は楽な方だつた。昭和12年，端野村の から農業経営上の知識を得ていた。いまは，技術センクーの普及貝

川向小学校を卒業したが．当時は上級学校に行つて町に出，何でも から知識をえている。最近は技術面に関する知識よりも農業経営に

よいから町の仕事がしたかつた。晨作業があまりつらくて学校に逃 関する知識が多い。普及員はこの部落には昭和25,6年頃からきたと

げていったこともあった。しかし長男であるし，自分が家をつがな 思うが，①冷者にたえるような作付計画とか．Rクネイモの病気に

ければ誰もつがないので農業をはじめた。そのと者からいままで何 対する対策．R肥料，薬剤に対する基礎知識などを教わった。ラジ

回も農業以外の仕事につきたいと思った。会社の職員になりたいと オでは，農業講座とか，雑誌では”地上”の先進地視察，訪問記な

思った。職業として非常につらい炭業に比較すると，楽であるし， どが参考となった。

者たない恰好をしなくても良いし，月給も高い。ほかの土地に出て Rの場合

晨業をしたいと思つたこともある。交遥の便のよい，もつと肥沃な ［職業逼歴と農業にたいする動機づけ］

ところに移りたいという気持は昭和15年頃からあった。ここは (1), @は昭和2年，この）II向第 6部落で生まれた。親は大正11年この

子供が学校へ行く場合でも，農産物の運搬の場合でも，交通の便が 部落に山子として移住。丁度，小作として農業生産をはじめ‘ょうと

悪い，（2)冷害がしばしばある，（3)傾斜地が多いので過分な労鋤 した頃である。生活は苦しかった。昭和17年川向小学校を卒菜する

が必要だ，（4)地味も非常にわるい。しかし移るにも，そのような 頃は経理士になりたいと思ったが，長男が入隊，戦死したので農業

条件の良いところはもうなかった。あったとしても経済的な理由で をつぎ，現在に至っている。これまでここを出て，ほかの土地で農

いまでは不可能である。昭和28年になつて分家を出したので，それ 業をしたいと思ったことも何回かある。交通の便が悪いこと：こ

以後は移るなどということは言ってられなくなった。しかし農業を こでは農業経営に限度がきたと思ったからだ。しかし自分の希望に

続けて行く上の節害は負債がますます多くなつて行くという形で少 ぁう土地がなかったので，それは実現しなかった。また林業関係の

しも解決されていない。 仕事に移ろうと思ったこともある。しかし，そのごここも電気がつ

［晨業経営に対する社会的態度の形成］ 記道路の条件もよくなってきた。

農業をはじめた頃，この部落には発動機も入つておらず，まった ［最菜経営に対する社会的態度の形成］

く手労拗で脱穀なども行つていた。労偏を軽減するために発動機を Rは長男が入隊，戦死したので家業をついだわけだが，そのころ，

入れてやつてみたいというようなことを考えていた。が，昭和25年 下級農業を打破し，確実な基礎長業をおこそうとした。この目棚は

頃になつてやつと部落に晨機具類も入つてきた。これまでの最菜経 まずまずというところで，苗礎はできたと思う。これまで一番苦し

営の中で一番苦しかったのは昭和29年の凶作であった。氷が降り豆 かったのは，昭和20年ごろであった。凶作で作物がとれずに苦しん

類の被宙が甚大であった。作目を大豆，小豆，莱豆，碗豆において だ。生活程度を下げ，努力して，今日まできずきあげた。昭和27,8

いたので痛手は大きかつた。馬鈴薯がとれたが，農業祖収入は全体 年以後やつと経営が安定してきたが，これは土地の基礎が確定した

で33万円位だった。この痛手は提協からの借金となつて残つている からだ（自作地が多くなったこと）。このころ，晨業経営の上では，

が，それ以降，それまではほとんど作付けていなかつたビート，ハ 林産部門の拡大についてもつとも関心をもっせいた。昭和27年には

ッカ，馬鈴惑なども作付けるようにしている。欠陥は，経営に関す 土地を購入し， 15町の造林をはじめた。また日銭をとるため痰けい

る知識がなかつたことと，あとひとつは資金がないという点にあつ をはじめたが，労低力が不足だった。農業をはじめてから何回やつ

たと思う。いま経営上でもつとも関心をもつていることは，作付計 ても失敗して一番苦労する点はその年の作付計画だ。昭和29年の

画が租雑であったので，これをねりなおすということ：地形が畑作 凶作のときは，豆類をつくつて失敗した。これから一生のうち，恩

には不利なので畜産面に力を入れなければならないということ：さ 給になるように造林を完成させたいと思っている。子供にはどうし

らに労働力の不足を考えると造林も計画的にやらなければならない ても甚礎的な農業を身につけさせたい。これまでの晨民は経済的な

ということなどだ。現在作付計画に関しては，かなり改良したつも 絨念に欠けていた。今後は疫業経営を勉強し助長する（それを実際

りだが、畜産と林産部門はほとんど手をつけていない。しかし雑草 に生かす）必要がある。

地が多いので (12町歩）将来これを二つの方向で利用しなければな ［社会に対する価値志向］

らないと思つている。一つは造林によつて，一つほ草地利用の飼牛 はじめて染業をはじめた頃は，小作で痛めつけられていたので．
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人権の諄重ということ，それから社会の経済的鍛察に関心を持つて

いた。いまは，農業の生産の低さと，政府の最村対策に関心を持つ

ている。盤理すべきものはどんどん整理した方がよい。

［俯報通路と人間関係］

農業をはじめた頃は，有力な経営者（①)を参考にして農業をす

すめた。，ほかの土地に移らないかという話が川向二区の友人からあ

り，叉林業の仕事をしないかという話は，と・りひき先のH種苗組合、

の理事長の0氏からあったが，結局条件があわなくて止めた。いま

では農業に関する知識は雑誌「地上」とか「晨家の友」から得てい

る。農業普及所の普及員は終戦後すぐから来ているが，経営の指針

をうるという点で役に立つている。

Rの場合

［職業遍歴と晨業に対する動機づけ］

⑥は，昭和2年，紋別郡の北見滝の上で，④の弟として生まれ

た。幼少のこるは生活は楽だったが，川向小学校に通うころには苦

しかった。小学校を終える頃兵隊になりたいと思つていた（勿論晨夫

はしなければならぬと思つていたが）。小学校を卒業すると，手にも

った技術もなく慎れた仕事であったので農業を手伝つた。それから

昭和28年④より分家したが，昭和30年頃には，地形にめぐまれず，

苦労が多いので他の土地に移りたいと思ったこともあつた。しかし

適当な良い土地がみつからず，また労働がかからないように等高線

栽培をはじめ，耕地の 3割程度は横うねにした。これまでにするに

は3年かかった。また冷害のときには，被習が大きく他の職業にう

つりたいと恩ったこともあるが，最業は安定しているし，作物が出

来てくる過程に言うに言われない魅力がある。その後冷害にやられ

ずに，しかも地力を増進させるために，輪作方法をとった。また自

給肥料の増産を行った。全面的に，ほかへ移るうと思った障害が解

決されたわけではないが，ほとんど解決されたと思つている。

［農業経営に対する社会的態度］

桑業をはじめた頃は，地力を増進して生産をあげる方法に関心を

もった。面甜が広かったので，休閑地をすき込んで，あっちの土雄・

こっちの土地とじゅんぐりに作物を作付した。これで地力は相当改

良されたと思う。ここで最業をはじめて，一番苦しかったのは昭和

31年だ。雨が畑をうめつくし，ヒ・-Hまたたかれてまたたくまにな

くなった。租収入でやつと20万円程度だった。その後，特用作物を

ふやして，現金収入を上げる方法をとつているが，昭和34年ごろか

ら経営も安定してきた。現在，酪晨と畑の両方に経営を伸ばしたい

と思つているが，共同経営で集団経営をやりたいという気持と，個

人でそれをやりたいという気持がどちらつかずにある。共同経営と

いう．とこまでは部落の空気が進んでいないし，個人の場合には資金

と労価力が不足である。これまで何回やつても失敗して一番苦労し

た点は，冷皆対策である。これから時代に遅れないような生活水準

と，また酪最を是非やりたいと思つている。子供には，施肥のほど

こし方と，農産収入と農産支出の均衡のとれた営晨の仕方を是非教

えたいと恩つている。これからの最民は実行力をもつことが必要

だ。これまでは，最民は実行力がなく，自分で思ったことをやれな

かった。

［社会に対する価値志向］

これまで社会的問題で一番関心を持ったのは，開拓晨民に対する

資金貸付だ。資金を大批に貸付けてほしかった。現在は，交通事故が

多すぎることに関心を持つ程度である。

［梢報通路と人間関係］

農業技術は自然に習い憶えた。改良普及員との部落懇談会で覚え

たこともある。「家の光」も参考になった。改髭普及貝氏昭和26年

頃から来ているが，年に 1回が2回である。その指尊は，農薬，病

虫害の予防という点で参考になった。しかし，自分の体験が一番参

考になる。百姓は，雑誌とか本とかラジオというより，やはり体験

が一番だ。

Rの場合

［職業逼歴と農業に対する動機づけ］

Rは昭和 2年，端野村の 2区で生まれた。親は農業をしていた

が．生活は苦しかった。川向小学校を卒業したが，農業はしたくな

かった。小学校を卒業してから 2年1lll病気でねた。小児マヒになっ

たので，近所の人の紹介で， 3ヶ月ほど仕立屋に奉公したが，兄弟

が戦争に出て人手不足で実家に呼びもどされ，晨業をすることにな

った。仕立歴を続けてやりたかった。昭和30年，ここに開拓者として

入植したが，ほかに良い土地があったらうつりたいと思つている。

ここは土地の条件が惑い。移らないか，という話もあったが，その

ときはここに未辣があったので残った。電気が付含，少しは良くな

ったが，土地条件はほとんど解決していない。また市街地で売りに

出た店があったので，店を開かないかという話もあったが．自信が

ないのでことわった。

［最業経営に対する社会的態度の形成］

Rは兄弟が戦争に行つて，労働力不足のため実家にもどされて農

業をはじめるようになったわけだが，当時農業経営に対しては，特

に関心をもったことはなかった。昭和30年分家入拡後，年々くるし

くなつてきている。負債がふえ，また子供が大きくなつて生活典が

かさかんできた。今後土地の 1/3ぐらいを，反 15,000円程度でうつ

て，負債を少なくし，反収益の多い作物に，作付を切りかえて行含

たいと思つている。いま営晨上の問題で一番関心をもつていること

は，全作物を晨協が買上げるかわりに，月給制にしてくれたら良い

ということだ。

［社会に対する価値志向］

昭和20年頃はエンバクを食ぺた。当時食糧問題に一番関心をもっ

ていた。いまは，池田の晨栗政策に関心を払つている。大晟は良い

が，小塁はひとたまりもない。

［梢報通路と人間関係］

農業技術は親から自然に習ったが，そのごはほとんど体験にたよ

つている。普及員は入植当時からきているが，肥料のやり方という

点でその指琳は参考になった。最近は痰業経営に関する知識はほと

んどえていない。

⑥の場合

［職業追歴と晨栗に対する動機づけ］

⑧は昭和4年，端野村川向部落で生まれた。親は農業をしていた

が，生活は苦しくもなく楽でもなかった。川向高等小学校を卒業し

てから 1年間，晨兵隊となり，内地の最村へ行ったが，昭和20年，

帰村して媒業をはじめた。小学校時代は最夫になりたいと思つてい

た。昭和21年，釧路の人から話があって，炭抗夫になろうと思ったが

止した。昭和31年，ここに入植してから，ほかの土地で農業をやりた

いと考えたことがしばしばあった。理由は飛地が多いことで，現在
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遥い作である。共同経営をやらない限り他の土地へ移りたいという 家が農業で苦しかつたから，映画で刺激りされて北海道へ渡つてきた

考えはいまも変らない。そうして移る準備までしたのだが，先方の のだが，最業がとくに性にあっているとは思わない。とにかく今日

移る土地の人が出なかったので，それもダメになった。いま土地を まで生活に追われて，精いつばいやつてきたが， 4,5年前，協和か

売るにしても．，土地に石が多いために仲々買い手がない。そうかと ら川向へうつり耕地が広くなるまでは，呵処かに土地がないかとそ

言って資金もない。これまでの体験からいうと，山の木材を馬で運 ればかり考えていた。

搬するような仕事が一番性に合つているような気がする。 ［最業経営に対する社会的態度の形成］

（農業に対する社会的態度の形成］ 内地では水田のみをやつていたために，北海道に渡つてからは勝

疫業をはじめたのはいわば最家の子として生まれた宿命のような 手がちがつて，移住して2,3年は非常に苦労した。畑作営農に関す

ものである力；，昭和31年，この第 6部落に入檻してからの最業経営上 る技術は，主として奉公先の主人から教わった。しかし小作となつ

のもつとも大含な関心は，土地の拡張であった。しかしこの点は欲 てからも土地は少ないし，戦後も 3 町のうち 2 町は小作で•最初の

しい土地がすぐ入手でき．ある程度思うようにいった。経営がもつ 約束とちがうため，もう少し良いところへ移りたいと考えるように

とも苦しかったのは，この31年だ。凶作で，ピート，馬鈴惑，ハッ なった。 4,5年前，晨業委員から話があつて，この川向の開拓地の

力がわずかにとれたが生活既が全然なかつた。生活費を晨協から借 払下げをうけ，ょうやくここの開墾が終つたところだ。もう少し良

金してどうにか切り抜けたが，昭和34年ごろからようやく経営も少 いところへ移りたいという希望はいまでも捨ててはいない。端野か

し安定して来たように思う。理由は，（l）土地が増えてききたこと， ら移らないのは金がないからだが，ともかく川向に土地がみつかつ

(2)作物の価格がよかったことによる。いま経営上で一番関心を持 て，ひと安心した。今後の方針はまだたてていない。川向に来てか

つていることは，作付をピート，ハッカ，いも，あまなどの安全作 ら一番苦しかつたのは冷害と開組が重なった昭和29~30年の期間で

物に集中したいということだ。ここで農業をして，一番苦労した点 あるが，家族みんなで力をあわせ，とくに大きくなった長男の努力

というと，凶作で全然金がなかったことだ。これからは晨業経営を によつてどうにか切りぬけた。昭和32年には，豊作の小豆が良く

機械化し，機械を有効に使いたいと思つている。そして共同経営で 売れたために経営は安定をみるようになった。このころの農業の知

その希望をとげたいと思っている。これだけは子供に教えたいとい 識は，主に部落の中でも特に収穫のよい作物を作っている人々の作

うようなものはまだないが，とにかく作物の価格は下る一方だ。こ 柄をみたり，また話を聞いて得た。新開，ラジオも少しは参考にな

れからの農民は農村の見通しをもつと理解するようにしなければな つた。 40代のはじめには，傾斜地の表土流出をふせいで地力をます

らないと思う。 ことに関心をもつた。いろいろ努力したが•表面がとけて下の原結

'［社会に対する価値志向］ がとけない春先に，表土流出を防ぐことができず，改良の効果はた

ここに入植した当時からもつとも関心をもつている社会的問題 いしてあがつていない。これから一生のうちには，どうしても経営

は，作物の価格の上下と政治の関係である。いま関心を抱いている を酪農化にもつていきたい。まず手始めには耕蓮機購入による機械

ことは，月給制による共同経営である。これは安全でよいと思つて 化を考えている。これまでの長民は人のあとを追つてばかりいた

いる。 が．これからは，それではダメだと思う。家を継がせようと考えて

［町疇路と人間関係］ •いた長男が北見へ出て，トラックの運転手になつてしまったために，

ここに入植した当時，農業経営上の知識は主として③から得た。 家は次男につがせる。財産は次男にそつくり渡すつもりだ。生活に

また「農家の友」や「家の光」が参考になった。ラジオの北見染 追われて精いつばいの現在，特に子供にいいのこすことは考えてい

栗試験所の斎藤さんの話も参考になる。普及員は年に2回くらいき ない。

ているが．その指蒋氏肥料のやり方とか，作物のつくり方という ［社会に対する価値志向］

点で役に立つている。共同化については①と話しあって，教えられ 晨業をはじめたころ社会的問題で一番関心がたかかつたのは，戦

た。 争のことだつた。北海道では見込みがないので，戦争に勝つたら南

⑨の場合 方へ移住しようと考えていた。 40代に入ってから，社会的に一番関

（職業逼歴と農業に対する動機づけ］ 心のたかかつたのは，冷宙資金がどれだけ出るかという問題だ。現

この世帯主は，明治45年，耕地面租 1町歩を耕す生活の苦しい小 在，社会的に関心のたかい問題は，農業問題だ。

作人の次男として，山形県に生れた。小作地は土地の有力地主（本 ［俯報通路と人間関係：】

間家）のものであった。土地の小学校を出ると者には，将来，小 小卒以来8年間におよぶ地主の家での奉公生活を終えて北海道へ

樽にいる叔父（母方）を頼つて漁業で稼ぎたいと思つていたが，家 移るとき，新し_¥,‘土地，新しい仕事についての知識は，その当時，北

の事惜もあって，小学校卒業と同時に，土地の有力晨家へ奉公人と 海迅からムラヘ遊びにきた人から得た。その人の世話で北海道へ渡

して入った。ここで 8年間，水田晨業に従事していたが，ある時， つたが，まつた＜経験のなかつた畑作にぶつかり，非常に苦労した。

小学校の映画会でトラククーで原野を開墜している映酉をみて， 奉公先の主人から晨業知識を得て，どうにかできるようになったの

北海道へ行つて農業に従事したいと恩うようになった。 21オの正 は，入檻後2,3年たつてからだ。昭和31年，小作分家をすると同時

月，北海道へ渡つて晨棠をしていた近所の人が帰村したさい，兄 に，母親のすすめにより母親の生れた村の女性（山形県出封）と結

の紹介でこの人にあい，この人の手づるで北海追へ渡つた。移住民 婚した。川向に土地があるという話は地主をへて，最業委員から阿

の割引証をとり，当時の金で11円をもらつて，端野村協和へ奉公人 いた。また，これまでの農業経営において，それをかえようと決心

として入った。それから今日まで，この地で農業に従事している。 するときの知識の多くは，主として部落の中での作柄，作付を実際
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にみることにより得てきた。’'家の光'’やラジオからも知識を得て

いるo家の光に掲載される体験談は，いいとは思うが，真似はでき

ないと思う。ラジオは•朝のア V （疫事番組）を開いている。

普及所の人は， 1年に1度，春先に来るが，スヒ°ーカーで話してい

くだけで，個別にはまわつていない。それでも，この話を岡いて，

表土流出を防ぐ努力を重ねるようになつたし，又，牧草をまいたり

もした。普及員が宜伝カーにのつて個別訪問してくれればよい。

このようにこの部落の各農家の世帯主の生活史とそれ

をとおして形成された営胆に対する社会的態度の形成過

程をみてくると，そこにほ次のような部落としての特質

と，また各成員の生活史を貫く特色があることを認めな

いわけには行かない。

日第一！ま，この部落の 9戸のうち，少年時代から農

業で身を立てようと志していたものほ，わずか⑥，⑧の

2戸のみであり，かってのように農業を天職として行う

という時代は，もはやすぎさっているという•こと，また

非晨的な羅礫の稲蚤験をもつものも 2戸（③，⑦）含まれ

ているということ，そうして①，③,④，⑥までは非農

的な職業につくことを望みながらも，長男ないし跡継と

いう理由で晟業についており，⑦も労鋤力不足で実家に

呼びもどされるという過程をとおして，擬業に従事しほ

じめている。定贈当初からはっきりとした，農業での自

立という動機づけをもって行っているものほ，前述の⑥，

⑧とまた過去において非農的な職業の経験のある③と農

業自立を志して北海道に渡った⑨の4戸である。このよ

うに，この部落においては，そもそも当初における農業

に対する動機づけが弱いということを認めなければなら

ない。しかしこのような当初の農業にたいする動機づけ

にもかかわらず，ここでの農業生産を行う過程をとおし

て農業にたいするあらたな社会的態度が形成されてく

る。そうしてその過程では幾多の障害も生じてくる。と

ころで，このような障害に対して少くともその障害を，

「ほかの土地へ行って農業をしたい」という形でうけと

り，「移住」という回避目標をたて，その目標の造成を真

剣に考えたものほ，③，④，⑥，⑥，⑦，⑧の 6戸にまで達す

る。また非擬的な職業につくことを考えたものは，④,

⑥，⑦の 3戸に達する。その陣害にもかかわらず，ここ

での農業生産生活の続行の意志をまもりとおしてきたも

のほ，わずか①③⑨の 3戸を数えるにすぎない。しかし

ながら，すでに事例でみたように，①は昭和29年頃まで

は隙害らしい障害に逢蒲しておらず，また③ほ，これま

での非農的な職業の体験から俸給生活者生活がもつとも

性にあっていると思っているし，⑨も農業が性にあって

いるとは思わないが， とにかく苦労してここまでやって

きたという汗の結晶を，いまの農業経営に感じている農

家である。つまり③，⑨ほ娯業がけっして性にあってい

るとは思っていない。しかし問題は，「非擬的な職業につ

きたい」ないしは「ほかの土地で娯業をしたい」と一応

は回避目楔をたてながらも，③，④，⑥，⑥，⑦，⑧の

6戸がその後，その阻害をどう受けとめて現在に到造し

たかという点にある。実はその受けとめ方をとおして

疇にたいする璽ピけが明確にあらわれる。この 6

戸のうち，③,⑥，⑥はそれぞれ現実の晨業生産の中で

その阻害を克服する方策をたて，すでにそれを実践化し

ている。③は傾斜地擬法と地力増進の方法をとりいれ，

作付にも心をくだき，また林産収入によって不慮の災害

にそなえようという目標に向って，すでに現在の経営を

すすめている。⑥ほ，移住を思いたたせた阻害要件の一つ

である交通道路の不便は解消されたし，電気もついたが，

もう一つの阻害要件である檻業生産の頭打ちにたいして

は，作付体系の改善と，さらに山林への投疑を槙極的に

計ることによって，これをカバーしようとする目標を立

てている。また⑥ほ，傾斜地の等高線栽培と連作体系の

樹立によって地力増進を兼ねた営晨形態を目指すことに

よって，冷害で味わった経営の不安定性を打破しようと

している。このように③，⑥，⑥においてほ，それぞれ，

「移住」を思いたたせた阻害要件の現実的な克服の道を

見出しているが，④,⑦，⑧においては，このような阻

害要件の克服の道がいまだに見出されていない。④にお

いてほ，作付体系の改善を一応は行いながらも，負債が

ふえる一方で，槙極的にこれにたいする手がうたれてい

ない。多くの山林は植林せぬままに，放狸されている。

また，⑦においてほ，耕地面租の縮少によって負使返却

という自滅的な方向で当面の目楔をたて，⑧ほ，いまだ

租極的にそのような方策がたてられていない。そうして

前述した，回避目標をたてなかった①，③，⑨において

は，⑨が念願の土地集穣がやっと造成された段階で，具

体的目標をいまだたてていないが，①は山林と畜産に，

③は畜産中心の経営目標をたてているのである。

⇔第二に指摘しなければならないのほ，個々の経

営において，その経営の生産基盤の相遮にもとづい

て，その経営の当面の目標づけがすこぶる異なってい

るという点である。したがって個々の農民の農業に対

する社会的態度もそれに相応したちがいをみせること

になる。またこのちがいにもとづいて「凶作」あるい

は「共同化経営」という，村落社会外からもたらされる，

自然的あるいは社会的事象に対するうけとめ方において

も多様な反応を示すことになる。このような生産基盤

の拡大と社会的態度の形成過程の中には，この部落の

場合，支配的な二つの型が形成されている。すなわち，

(1)ここで経営をはじめてから，もっとも苦しかった時
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期及び多少安定してきた時期のうけとり方において，

この部落においては四つのタイプがある：第一は，終戦

前後がもっとも苦しく，戦後25~28年頃から経営が多

少安定してきたと考えている層（③，⑥），第二は，戦

後29~30年にかけてもっとも苦しく，以後ジリ貧で，経

営が安定してきた時期がないと考えている層（①，④），

第三は，戦後29~31年にかけてもっとも苦しく，それ以

降32~34年にかけて経営が多少安定しかけてきていると

感じている層（③，⑥，⑧，⑨），第四ほ，入植以降年々

ジリ蚕で経営が苦しくなってきていると感じている層

＠），である。第一のクイプは戦前からの小作層であ

り，第二のタイプは戦前すでに自作ないし，自作的性格

をもっていた層として，第三，第四のタイプは戦後入

植者として位置づけることができる。ところでこれら

の層ほ，支配的な二つの社会的態度の形成過程の型に賂

理できる。第ーは，③，⑥に端的に示される 土地集槙

→作付体系の完成→山林所有（植林賂備）と，その生産

基盤の拡大の段階に応じて，経営上の目標づけが進展し

てくるクイプである。①，④もこのタイプに入るが，例

えば⑥がその農業生産をはじめた初期に感じた経営上の

大きな関心は，「下級娯業を打破し，確実な基礎農法をお

こすこと（耕地を集租すること）」であったのに対し，①，

④は，晨作業の機械化による労働の軽減が大きな目標と

なっていた。この①，④の関心のあり方は，戦前すでに

自作ないし自作的性格をもっていた贋の成員としてはじ

めて，あらわれることのできた主要な関心であったとい

うことができる。①の 40代初期の関心ほ，山林集度に

むかっているが，これは当時とっていた作付体系で経営

が破たんなくけいぞくされて来たことを意味している。

ところが29~31年の冷害で相当の打撃をうけた。しか

し④の場合，その主要な関心は作付計画をどうする

かという点でとどまっており（具体的に年次計画とし

て植林ほしていない），その点，③,⑥，①と比較して

大きなズレを見出さないわけには行かない。しかしなが

ら，③，⑥が戦後において，土地集租→作付体系の完成

→山林所有（植林賂備）という，このプロセスを急速に

歩んだだけに， とくに作付体系の完成においてほ，①，

④より，より現代的な視点が加味される可能性があるこ

とを認めないわけには行かない。しかしまた，このプロ

セスは山林へのウェイトのおき方次第で，山林寄生への

態度を強くもたらし，当面の農業生産力の増大に対して

は，きわめてクイニイ的にならざるをえない危険性を伴

っていることを指摘しなければならない。これに対して

第二は，戦後入植者に特徴的な社会的態度の形成プロセ

スを物語るもので，耕地の開拓，土地拡大→作付体系の完

成→酪農→共同化という志向性をもつものである。ここ

において特徴的な点はその何れもが，今後の志向として

酪誤経営を，しかも共同化による経営形態を多かれ少な

かれその目標としでいる点である。すなわち，こ;::.にお

いては，現在の所有土地面槙の制約から，山林志向は望

めず，現実の経営基盤の拡大の方向がよりシャープな形

で有畜化股業となってあらわれざるを得ない。そうして

このような志向性のなかに，擬業生産力の増大をともな

う経営基盤の確立という方向が， より切実な形で貰ぬか

れていることを認めないわけには行かない。この部落に

起った’'共同経営’'という新しい価値づけに対して，③，

⑥，⑧，⑨の4戸ほ，①，④とともに，将来の目標とし

て共同経営を素直に設定しうるのである。しかしながら

前者のタイプにおいては， とくに戦前の小作層③，⑥に

おいては，かかる方向に対してほ否定的かあるいほ少

くとも槙極的ではない。また⑦はこのような話に対し

ても，もはや主要な関心を持ち得なくなっている。

国 このようにその所有せる生産基盤の相達にもとづ

いて，個々の晨民のその社会的態度の形成の段階そのも

のがことなるわけであるが，共同化に対して素直にそれ

を目標として設定しうるものが，戦前からの自作層で現

在経営がジリ貧になっていると考えている①，④,また

戦後入植者で土地所有面秩の比較的少ない③，⑥，⑧，

⑨であるという点は特徴的である。けれどもこのような

共同化への目槻づけ自体さらに多くの検討を要する。ゎ

れわれは「個々の農民の社会に対する価値志向」をさぐ

る意味で，「社会的問題で一番関心が高かった問題といい

ますと， どんな問題ですか」という問を用意した。勿論

’'社会的問題’'という問をどういう形でうけとるかによ

って，その反応は非常に広範囲にわたることは当然予期

された点であるが，「社会的問題」のうけとり方自体の中

に，各成員の社会的関心の所在をつきとめようとしたわ

けである。これによると，彼らのいまもっている関心の主

要な点は，少くとも誤ー基本法にしめされる政府の農業

政策にあるということがうかがわれる。しかし，この農業

政策に対して，日これを（独占の土地買占めをケイカイ

する，③〕あるいは〔大胆はよいが小農はひとたまりも

ない，⑦〕という形で批判的にうけとるものと，⇔〔農業

の曲‘り角一有畜化共同経営，月給制による共同経営③，

R，⑨〕という形で共同経営に対して甘い期待を寄せる層

と，国また〔賂理すべきものはどんどん盤理した方がよ

ぃ，⑥〕という形で下層零細農の盤理という観点から，

政府の農村対策に対して関心をよせるものとにわかれ

る。そうして①，④は関心がないという形で答え，また

⑥は交通班故の多発に対して，これがどうにかならない
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かという形でうけとめている。つまり⑥においては自己

の経営上の課題解決の延長線上に社会的関心を見出すと

いう態度がみられない。このようにみてくると，共同化

に対して素直にそれを目欅として設定している層ほ，③，

⑧，⑨の共同経営に対して非常に甘い期待を寄せている

層と，またこの共同化を発生せしめた社会的状況に対し

て，少くとも批判的でない層によって栂成されていると

いうことを認めないわけにほ行かない。つまりその生産

基盤の制約から，③，⑥，⑨，⑥などは，共同化農場を

志向せざるを得ない可能性をもちながらも現状において

はその態度はきわめて甘いものである。また，この共同

化に対して，少くとも贅意を示さない⑥ほむしろ穣極的

に零細混の賂理に関心を抱いているということを認めな

いわけには行かない。（注1)

注 1 この第六部落において，われわれが調在に入る直前にお

いて，農業共同化の話が持ちあがつたが，この話は実を

結ばなかつた。この過程については第 8節でふれるが．

本調査後数ヶ月たつて行われた補足調査の時期において

は．農業共同化への窓欲は急速に減退している。

第五節 農民の営農技術に関する

情報通路

すでに前節，第lIの農民の生活史と習得した営擬技術

の項で，個々の農民がこれまでの生活の過程を通して習

得した営農技術が， どのような社会的逝路を通つて形成

されたものであるかということについて，その一端にふ

れたが，ここでは現在の農民の営誤を支えるその技術水

準を規定する，営擬技術に関する1鹿報通路をより詳細に

検討する。現代の社会を諸々のマス・メデイアの発逹に

より，また社会的流動性の増大により，かってのように

閉された社会ではなく，開かれた社会と考えることによ

って，いわば個々の農民が，さまざまな箭報道路を自由

に，無限に所有しているかのように想定することもでき

るが，これは一つの可能性としてであって，現実には個

々の胆民の個人産に基づく惜報通路が，幾つかの支配的

パクーンとなって形成されている。これほその農民のお

かれた経済的基盤に，またその地域の社会的制度に規定

される側面をもっとともに，またその個々の幽民の主体

的な諸条件一その農民が現実の行動目標として何を設定

し，それにどう働きかけようとしているかという，そ

の性向によっても，きわめて強く規定されている側面を

もつものである。したがつて，これらの楠報通路ほ，制

度的なかかる社会的楠報通路の計画的な変革を通して，

個々の農民の価値志向を変革させることによって，現実

的に変革可能なものである。とれによって，その経済的

基盤の変革という方向性をもたらすことができるものと

考えることができる。農民の営農技術に関する梢報通路

をみるさい，これらの1惜報通路ほ，まず第一にその地域

が制度的にもつ諸々の情報通路によって，第二にその濫

家の所有するマス・メデイアによって，＇また第三に，そ

の農民の日常の行動圏によって規定されていることを考

慮に入れなければならなし；。第一の，制度的な惜報通路

として，この村にほ農協に親器のある有線放送があり，

また技術指尊を行う公の機関として技術センターがあ

る。第二の農家の所有するマス・メデイアとしては，新

岡，雑誌，書籍，ラジオ，テレビなどが考えられる。第

三の行動圏とは，日常の生活過程における上級集落（都

市）との結びつきを，ここでは主として指している。上

級（都市）にある諸機関との痴独直して農民がさ

まざまな営農上の知識を入手することほ予想に難くない

からである。

第 1項農民の行動圏と所有せるマス・メデイア

はじめに農民の日常生活過程での行動圏についてみて

みよう。すでに梱況でみたように，この川向第6部落は

端野市街と北見市街との丁度中間地点にある。いずれの

市街地にでるにも， 1里以上の道のりはあるが，現在⑦

を除く 8戸はオートバイを所有しているので，これらの

市街地へ出るのは比較的容易である。

①は公職をもつ関係から，性とんど連日何らかの用事

で上級都市に出ているので，これを除くとこの部落の批

帯主ほ平均して昭和35年度，端野市街へは26回，北見市

街には29回出ている。月平均端野市街へほ2.1回，北見

市街へは2.4回出ていることになる。しかしこれは9戸

平掏であって，そこには当然個々の農民の個人差が存在

する。第一にはまず端野市街へ多く出る者と，北見市街

に多く出る者の差がある。端野市街へは，農協，技術セ

ンター，役場などへの用事，および買物，病院などの用
噸~

事で出向く。北見市街へほ，買物，映画，病院などの用

珈で出向くものが多いが，北見へ出向く頻度の高いもの

は，子供の学用品とか日常品の購入も北見市背でしてい

る。つまりこの第6部落は，行政的には端野村に属して

いるが，北見市への依存度が高いということを認めなけ

ればならない。端彫市街に多く出る者は，①④⑨③⑦な

どであり，反対に北見市に多く出る者は③⑥，両者半々

が⑥⑧である。

この意味において，上級都市志向性は③⑥に最も強い

ということがわかる。しかし第二に個々の農家によって

上級都市へ出向く頻度が異っていることを認めなければ

ならない。
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第57表部落内成員の上級都市への接触頻度 ・HK舘ー放送が常時流されているから，この受信器とい

拿 I 端野市街 1北見市街 1 両市街地計
（回） （回） （回）

① 300 96 396 

③ 20 10 30 

R 36 60 96 

④ 25 15 40 

⑥ 30 30 60 

⑥ 12 48 60 

R 2 1 3 

⑧ 60 60 120 

R 24 6 30 

（昭和35年度・年間）

端野市街と北見市街へ出る頻度の合計でこれをみる

と，第57表のようになり，⑦⑨がもっとも上級集落へ出

る頻度が少なく，ついでR④が少ない。しかし，営農関

係の諸機関はその殆んどが端野市街にあり，個々の農民

がこの市街に出ることによって，これら機関を通しての，

あるいはこれら機関を媒介としての，村段階の，ある

いは他部落との営農上の諸情報の交換が現実には行われ

ているものと考えることができる。この意味で，端野市

街へ出る頻度をみると，⑥⑦が最も少なく，ついで③④

⑨が少ない。つまり，⑦が最も部落という地城社会の中

に密齋し，その行動固iませま<,①⑧③⑥は，かかる意

味において行動圏は最も広いということができる。

⑥は北見市街の諸機関との接触の頻度は高いにもかか

わらず，端野村段階の諸機関との接触の可能性は少なく，

営農上の諸楠報の交換という意味での行動圏は狭いとい

うことを認めなければならない。次に，個々の農家の所

有せるをマス・メデイアを検討してみよう。有線放送は

各戸に設置され，この有線を涌じて，各戸に主としてN

第58表部落成員の所有せるマス・メデイア

畔mass.i新
聞 1 雑 誌 1ラオやl有線

① 盤北海業道新新開開 地上・農家の友

゜
X 

゜R 北海道新岡 家の光 x x 

゜R 北海道新開 地上・家の光

゜
x 

゜④ 北海道新餌l 家の光•平凡•読切雑誌

゜
X 

゜R 北海道新1l!1 農家の友・子供雑誌 X X 

゜R 北海道新開
家の光•主婦の友●講談

X X 

゜
クラプ

R ナ シ 家の光 X X 

゜⑧ 北海道新flfl 家の光

゜゚゜⑨ 北海道新開 家の光

゜
X 

゜［注) Q印＝所有 x印＝非所有

うマス・メデイアは，各戸が均ーに所有していることに

なる。この受信器を涌して，技術センクー，農協，役場

からの諸捕報は常時流されている。新開というマス・メ

デイアの所有状況をみると，第58表の如くで，①の道新

と農業新開の併読と，⑦を除いてほ， 7戸とも道新のみ

を疇している。⑦ほ新開というマス・メデイアをもっ

ていない。支配的なマス・メデイアとしての新岡ほ道新

であり，そして①のみ農業新聞という通路をもってい

る。また雑誌をみると，③R④⑥⑦⑧⑨の 7戸は，「家の

光」をとっており，①は「地上」「農家の友」，⑥ほ「農

家の友」のみ，③ほ「家の光」の他に「地上」を購読し

ている。非晨雑誌としてほ，④が「平凡」「読切雑誌」，

⑥が子供雑誌，⑥が「主婦の友」と「謂談クラプ」を購

読している以外，購読誌はない。つまり，この部落にお

ける支配的なマス・メデイアとしての雑誌ほ，「家の光」

「地上」であり，一方これとは別に「農家の友」の系列

が入っていることがわかる。「農家の友」の系列に属する

ものほ①⑥である。ところでこの部落においては，この

ような雑誌あるいは単行本の購入に際してほ，有線放送

がきわめて大きな役割を果している。すなわち，新開は

市街地にある新闘阪売店から，朝夕刊こみで郵送される

が，雑誌の場合，「家の光」「地上」は農協組織を通じて

実行組合長が個々の農家へ配達するという形で，また「農

家の友」は技術七ンターヘとりに行くという形で，個々

の晨家の手にわたる仕組みをもっている。そして営農関

係の雑誌とか，単行本ほ，③⑥は新問とか，購読してい

る雑誌を通して知ることもあるが，その他のものほ，何

れも有線を通してそれを知る。有線から新らしい本が出

たこと，一部いくらで何時まで申込んでほしいという”お

知らせ’'が技術センターから流される。技術センクーに

行くと，見本があって内容もみせてくれるが，この”お

知らせ”の時，センターに代金を申しこんで，新らしい

読みたい本を購入することができるという手順をとつて

いる。③⑥のように，新開とか，購読している雑誌を通

して新らしい本が出たことを知る者も，その本を購入す

る際には，技術センターかあるいは農協総務課に申告し

て，そこを涌して購入するという形態がこの部落では支

配的である。しかし偶業関係以外の雑誌や本の場合は，

北見市街に出たとき，店頭で購入している例が多い6 し

かしこの様な個々の農家の情報通路としての所有せるマ

ス・メデイアとまたその現実の行動圏は，ばらばら}こ独

立した事象としてあるのではなく，相互に密接に結ぴつ

いているように思われる。すなわち，③⑦④⑨⑥という

行圏がせまい農家群は，道新一紙購読の，また雑誌に
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おいては「家の光」購読グループに属してい、るし，⑦は

新問もとっていない。また行動圏のひろい①⑧③⑥ほ，

⑧を除いてほ，①⑥とも’'誤家の友’'購読系列に属し，

また①③は二誌併読層に入り，①は新陣も二紙併読して

いる。さらにR⑤は新らしい本が出たことを，購読して

いる新岡・雑誌で知るという他の成員とは異なった行動

の型をもっている。この様な現実の行動圏と，所有せる

マス・メデイアの相違は，個々の混家が現実に営誤上の

諸知識をとり入れるさいの社会的規定要因として働くも

のと思われるが， しかし，たとえば同一のマス・メデイ

アを所有するものでも，現実にそれをどう受けとめるか

としンうことで，彼らの実際の梢報通路はことなっている

ということを認めなければならない。

第 2項個々の農 家の情報通路 (I) 

前述した様な所有せるマス・メデイア，また現実の行

動圏によって，日常の個んの誤家の情報通路ほ，少くと

も藝される•ものであるが，この1躙饂路は通常二つの

側面に分けて考えることができる。

第ーは面接的関係でとり結ばれる惜報関係であり，こ

れには(1)部落内での成員間の社会関係あるいは血緑関

係を通したもの，（2）諧習会・講演会を通したもの，また

(3猥導窃縣号旅行によって得たもの9 (4）展示会などで得た

ものに分けることができる。これは人間と人間の関係を

涌して得た知識(Personalcommunication)と，あるい

は実際の成果や展示された機械をみて得た卸識などのよ

うに，人間と専物との関係を通して得たもの (Object

communication)とに分けることができるが，後者は涌

常(1)の醐係をともなうことが多いので，•ここではこれら

を一括して，一つの類型に入れよう。

これに対して第二は，諸々のマス・メデイアを涌して

得る箭報関係であるo(masscommunication)。これは，

たとえば，（1）放送のように音波を媒介とするもの，（2）新

問・雑誌•単行本などのように活字を媒介とするもの，ま

た(3)映画・幻灯などのように映像を媒介として働きかけ

るものなどに分けることがで芦る。これらの諸関係のう

ち，ここではまず(1)マス・メデイアを涌した J情報関係

と9 (2）講演会・購習会)また誤業視察旅行などによる偕

報関係の実態をみてみよう。

(1) 農民のマス・メデイアを通した情報関係

はじめに，新開のうけとり方をみてみよ；う。個々の農

家の新問のうけとり方は，第59表のようだが，少くとも

新岡を擬業経営上に役立たせているものは①③⑥⑨の

4戸であり， tまかの 5戸は，全然役立たせていない。新

開という箭報通路のない⑦および④⑥は新闘そのものが

生活上に役立っているとは考えていない。うけとり方と

してはもっとも非有効的である。雑誌・害籍のうけとり

方においても，あまり相遮はない。普段読んでいるもの

をみると，第60表のようになり，購読雑誌とかならずし

も一致しない。①は「農家の友」と「地上」をとってい

るが，「娯家の友」は息子が少し読む以外，主人は読んで

いない。主として「地上」の各作業技術，経営技術，栽

培技術などの実例集を通して，営農に関する箭報をえて

いる。また＠は，「地上」も購読しているが，それはあま

り読んでいない。これに対して⑥は「擬家の友」しか購

読・していないが， 「地上」も借りてきて目を涌してお

第59表新岡の受けとり方

I I 役にたつところ I購読紙

① 

゜
政治の状況・農政の動き・気象関係 道新・晨業新l1!l

R 

゜
象農政長期の動予報き・農産物の価格変動・気 道新

R 

゜
世界の情勢 道新

④ X 全然役にたたぬ 道新

R 

゜
経営全般に役にたつ 追新

⑥ 

゜
国際政治がわかる 迅新

R 

⑧ X 冬期役11llスボーツとか事件を読むがあ
まり に立つていない 迅新

⑨ 

゜
茸会の動きや晨業の動きがわかる 道新

（注】 0印＝役にたつ X印＝役にたたぬ

第60表普段読んでい り，④も購読はしていな

る雑誌 いが，「地上」に目を通し

ている。ほかの各戸の批
① 「地上」

⑨ 「家の光J
帯主は，購読している

R 「家の光」「酪晨関係の本」 「家の光」にたまたま目

④ 「家の光」「地上」 をおとす程度である。

R 「農家の友」「地上」 実際彼らが日Kの生活

R 「家の光」 の中にもっとも租極的に

R 「家の光J とり入れている箭報は，

R 「家の光」 有線を通して流されるN
R 「家の光」

HK第一放送の’'今遮の

（注］※「家の光」が娯楽的色彩 擬作業’'や，あるいは日

の強い最民雑誌である Kの’'農事ニュース”’'明
のに対し・「地上」は総合

日の晨作業”の梢報であ
誌的な色彩をもち，（いず

れも家の光社刊）r農家の る。とくに北見農事試験

友」は北海道の農村専門 所長の斎藤さんの擬事ニ

誌的色彩をもつている。 ュースはきわめて多くの

成員が，かかさず耳をかたむけている（第61表）。

しかし，⑦は，この楠報涌路をもっていない。 ’'忙が

しくて岡けない’'という形で遮断している。また「ひる

のいこい」と「農事購座」をあげている④も，このラジ
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第61表 ラジオの受けとり方

① 朝のもの，今週の農作業及び気象条件

⑨ | NHK“明日の混作業'’ たいてし、111l<
朝のSさんの話必らず開く

R I NHK5時， Sさんの話，ひるのいこい

④ ひるのいとい，農業講座

⑥ | Sさんの晟事ニュース

RIsさんの作業メモ

RI忙がしくて岡いていられない

⑧ 1気象ニュ-ス,Sさんの話

⑨ 朝の「あれ」（釦事メモ）とかSさんの話 I

オのうけとり

方においてほ

非有効的であ

るといえょ

う。ところで，

映画とか幻灯

による擬業技

術の情報伝造

涌路ほ，これ

までたまにみ

ても内地會の耕

地の狭い処の例が多く，役に立たなかった（⑥） §のが

多かったようであるが，ここ数年間，このような涌路を

もったものは，R⑥⑧などであり，他のものはこれまで

かかる通路をほとんどもっていない。その意味で，昭和

35年4月，東京芝浦製糖主催でこの部落で行った（実行

組合長宅）スライド「ビート栽培の技術」は，多くの成

員にビート栽培技術について少なからぬ影梱を与えたよ

うである。

この幻灯をみて役にたった点として，①は「病気で伸

ぴないのは根がどうなっているからだとか，かっしまん病

の状況ー一目にみえないうちに病気が入ってきているの

を知った」と語り，その他の成員も，病気発生の時期と

その処置とか，また間引きの時期とか，きわめて多くの

ことを教えられたと語り，⑨ほこの幻灯から有畜化の必

要も感じさせられている。

しかしながら，このような映像による晨業疲術の伝達

通路がきわめて限られていることは，前述した如くであ

る。このようにみてくると，この部落において，多くの

成員がマス・メデイアを通して，もっとも恒常的に営農

関係の知識をとりいれている涌路は，放送通路であると

いうことがわかる。しかも，新開・雑誌・放送などこれ

らのマス・メデイアを逝しての諸梢報摂取の度合がもっ

とも劣るのは⑦であり，ついで④⑥が劣り，①⑥が新開

・疇・放送を総合して，そのうけとり方が最も租極的

であるということがわかる。

(2) 雌民の講演会・懇談会・視察旅行を通した情報関

係

ところで，諧演会・憶懇談会・視察旅行などを涌した梢

報関係をみると，まず，購演会・懇談会における幣報関

係は，各成員はこれまで何回か持っている。これは普

及員を呼んで開く部落段階の懇談会の機会しかもたない

ものと，村段階，あるいは村段階をこえた講演会，憩談

会に出るものとに分れるが，この部落においては，第三

者はなく，部落段階の集会にしか出ないものと，村段階

の集会に出るものとの二つに分れる。最近，部落段階の

集会にしか出た経験をもたないものは，④⑦であり，他

ほいずれも村段階の集会に出た経験をもっている。この

部落では昭和35年度においてほ， 1月に技術七ンターか

ら普及員がきて，「農専憩談会」が，また3月にも技術セ

ンクーから講師がきて，「戦後の経営問題に関する講演

会」が開かれている。これはたとえば，④によっては「役

にたった。除草剤の使い方に対する知識技術が身につい

た。 MCPが麦類，豆類以外の作物には役にたたぬとい

うことを知った。」という形でうけとられている。村段階

においては，技術センターの主催で， 3月に「気象条件

の話」， 4月には北見の農事試験所の斎藤氏を呼んで

「今年の経営について」などの講演会が開かれている。

これらに出席したものは，属豆き巴如くだが，③が両方

に出ており，出席頻度が最も高い。しかしこの講演会に

対する受とり方は⑥⑨においてほ「よくわからない」「あ

まり大したことなし」と非有効的である。一方，視察旅

行を通した梢報関係をみると，各成員ともこの頻度は

きわめて低い。R⑥⑦はこれまで視察旅行の経験をもっ

ておらず，また⑥，⑨は昭和27年にこの経験をもったの

みである。昭和35年にこの経験をもったものは，①③④

⑤の 4戸である。①⑤は，北見農事試験所へ，また③④

が十勝，帯広方面に視察旅行を行っている。視察事項と

その受けとめ方は第63表の如くだが，①⑥は北見の農事

試験所へ新しい品種の実態視察に，④⑥ほ十勝，帯広方

面に，主として豆類の品種と栽培技術の視察に出かけて

いる。①⑥ほ，自分の現在育てている品種との比較樅討

のみだが，R④はそれぞれ教えられるところがあって帰

村している。このようにみてくると，この部落の中で，

①③⑥が謂演会・購習会・視察旅行などを通した箭報擬取

の頻度がもっとも高いということを認めないわけにいか

ない。そして，⑦がこの様な通路をとおしての楠報擬取

の頻度はもっとも低い。以上， マス・メデイアと講演

第62表村段階の購演会の出席とその受けとり方

|（羹魯）肛翌）I誓I受 け と り 方

①〇 I 基礎的には役にたたない

R 〇 グラフを使って分り易い

③ ,0 

゜
作業•らまのき経つ営けのなあどりの方計な画どの役たにてた方っ，こ
れか た

④ -

(— 

゜
晨業経営全般にとつて役にたつた

R 0 よくわからない

R―  

R〇 肥料・種子の選び方など役にたった

⑨〇 あまり大したことなし
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第63表視察旅行と視察事項とそのうけとめ方

I 視 察 旅 行 先 1年度 1 視 察 事 項 | う け と め 方

① 北見市疫菜試験場 昭和35水討稲（洩の植優と良夏品の種生と育従期来との収も穫の期とのの比3較回検） 比較検討してみるだけ

⑨ 

R 十勝・帯広 昭和35
培気を候が似ている（ところでどうい種う作と栽付

技して術い）るか 豆類について品 品種とか作付面禎など教えられた

④ 十勝・帯広 昭和35菜豆類の比較検討 パライス病の防止などはじめて分つた

⑥ 北品市農業試験場 昭和35品種改良の実態をみるため 比較検討

R 

⑦ 

⑥ 斜里など北見管内 ，昭和27

び女満附別近農農業家試験場・北見農業試験場及l1和昭27

麦類，豆類の作付の比較
作地にり方あが違つているので斑なろいたち。土う

わせて時期・肥料 どがが

⑨ 作付作物の品種と肥料の関係 いまみたからすぐ役立つというもので
はなかつた

会・講習会を通した楠報関係を総合してみると，①⑥，

ついで③がこれらの関係を通した梢報をもっとも槙極的

に擬しており，⑦はこのような関係すらほとんど有し

ていないことを認めなければならない。そしてまたこの

①③⑥ほ，さきにみた行動圏においても，もっとも広い

グループに属していた成員である。

第 3項個々の農家の情報通路 C II) 

ところで，実際の誤民の営擬に関する梢報通路は，以

上検討したものにつくされるものではない。部落内の人

間関係を通してもたらされるものもあるし，また直接に

業者からもたらされる箭報関係も現実には存在してい

る。

ここでは実際に擬家がこれまでけ阪売作物の選定や，

作付面租を変更した際，その変更に示唆をあたえたメデ

イア⇔耕起用農機具購入の際に示唆を与えたメデイア

国防除農薬を変更した際，示唆を与えたメデイア(l!!l)防除

用晟機具を購入したとき示唆を与えたメデイア国家畜郡

入のさいに示唆を与えたメデイアが何であったかを明ら

かにすることによっゼ，個々の農家の経済上における，

少くとも大きな意志決定のさい，それに示唆を与えた梢

報がとおった通路を明らかにしよう。

第一の阪売作物選定，作付面租決定に際して示唆を与

えたメデイアについてみると，そこには次のような特徴

がある。け部落民が販売作物の選定とその作付面積の決

定に際して示唆をあたえられているメデイアは相互に影

盤をあたえあうものであろうけれども第64表のように，

技術センターの人，有線放送•新聞・諧演会，の順にな

り，技術センクーの普及員と有線放送からの影密がもっ

とも強い（メデイアとして有線放送をあげたものは，有

線を涌してのNHKのラジオ番組も含まれていることに

注意しなければならない）。たとえば

①ほ，新開・ラジオの長期予報を闘き，気候条件が良

さそうなので，昭和35年には大豆ではなしに，小豆を作

付けている。また⑥は，雑誌•新陣などから，農産物の

価格の見通し，安定性の問題などを握み，それに応じた

対策を技術センターの普及員と相談してたてている。

⇔しかしながら，この部落の各成員のこれらの情報関

係ほ，メデイアとして専ら面接的人間関係だけを頓りと

するものと，自己の体験とコビイの関係だけを頼りにす

るものと，両者を併用しているものと，大きく分けて，

三つの型に賂理できる。第一の専ら，面接的人間関係だ

けを頼りにするものは，④⑥⑦であり，第二の自己の

体険と， コピイの関係だけを頼りとするものは①⑨，ま

たこれらの関係を複合的に用いるものはR③⑥⑧とな

る。すなわち，⑦の場合は全く自己の体験だけである

し，⑥の場合は技術センターの普及員・謡習会・懇談会

と，まった＜面接的な人間関係にその梢報通路は限られ

ている。

ところで第二に耕起用農機具購入の際，示唆を与えた

メデイアをみると，この場合においてほ，け導入の際の

メデイアとして，毎年8月14日～16日にかけて北見市で

催される農機具，オートバイなど業者の展示会・実演会・

またこの際販布されるパンフレットが大きな役割を果し

ている（舘65表）。しかし，耕起用農機具を部入する際，

何を主要な手がかりとするかによって，幾つかの型に分

れる。すなわち，主として，メーカーの展示会とかパン

フレットを頼りとするものは④⑧⑨であり，またパンフ

レットとか展示会で与えた偕報に実際使ってみた部落民

などの体験を加味してとり入れるものは③③，自己と他

人の体験を主とするものは①⑥，自己の体験のみで決め

るものは⑦，実演会と雑誌と，これに技術センクーの専

門家の箭報を加味して甜入しているものほ⑥である5 こ

のようにみてくると，①，⑥の方法がもっとも安全であ

るが，先進性という点でほ，③③，また④⑥⑨は危険性

も多い。その点⑥の瑞入方法が最も堅実であるといえ
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第64表阪売作物の選定・作付面積決定に際して示唆を与えたメデイア

魯麿 I雑誌 1新聞 lラジオ l有線 1塁壽 I講演会 1懇談会 1普及貝 1唇哭 1霊塁 I

① 0 I 0 

⑨ O I I O 

R I I I I O I O I O 

⑨ O I I 0 

④ 0 I I O I 0 

⑥ O I O I I I I I I O 

: I 。゚。：。
| 1 | ＿ 4 | 1 | 4 | 1 | 3| 1 | 4 | 1 | 1 | 

衰 1晶嗜 I 計

゜

。ロ
1 I 2 l 

2

2

3

:

J

3

3

 

2

5

1

 

24 

第65表耕起用擬機具購入の際示唆を与えたメデイア

奮麿 1雑誌 Iバンフ 1購習会！実演会 1共励会 1展示会 1普及員 1商人 1集会 1腐会塁 1塁衷讐ヌI隣人 1晶己畠 I 計

① 

゜ ゜
2 

R 

゜ ゜
2 

R 

゜ ゜
2 

⑨ 

゜
1 

④ 

゜ ゜
2 

R 

゜ ゜ ゜
3 

⑧ 

゜
1 

⑥ 

゜ ゜ ゜゜
4 

R 

゜
1 

計 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I 1 I 1 I 2 I 1 I 1 I 2 I 18 

第66表防除晨薬を変更したメデイア

靡靡I有線|正|i耐I普及只 1塁塁l計

① 

゜
1 

R 

゜゜ ゜
3 

R 

゜
1 

⑨ 

゜
1 

④ 

゜゜
2 

R 

゜
1 

⑥ 

゜R 

゜R 

゜
計 I 2 I 1 I 1 I 4 I 1 I ， 

る（⑦はもっと惑い）。次に収穫用擬機具を最近導入した

5戸についても，その多くほ，展示会とか，あるいほ隣

人からの個報によって，それを決定している。⑦⑨ほ隣

人からの箭報のみによって，⑥は展示会の箭報のみによ

ってこれを決定している。

第三に防除農薬を変更した際示陵を与えたメデイアを

みてみよう。この部落においてほ，①は34年にビートに

使う農薬をボルドー合剤からクプラビットに，また35年

にほ③が同じくボルドー合剤をドイツ・ボルドーに，③

⑥がクプラビットに，④がコーガンド水和剤に，また⑨

はBHCをアルドリ汎こ衷預［しているが（⑥⑦⑧は変

更せず），この変更の際，示唆を与えたメデイナとなった

ものは主として技術センターの普及員である。ついで有

線放送から流される楠報の影睦が強い。しかし，⑥のみ

は，芝浦製糖会社からの示峻によってこれを変更してい

る（第66表）。

第四に，昭和33年防除農機具ミストが，実行組合共有

で瑯入されたさいのメデイアをみると，実行組合の人

の影響が最も強い。すなわち，①が農協・役場の人から

すすめられ，実行組合の会合の席上でこれを提案すると

展示会その他でこれについて知識をもっているものがい

て，その影御でこれが簿入されている。

最後に，家畜類について，これが簿入された際のメデイ

アをみよう。この部落で過去において！もっとも多く乳
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牛を飼育した経験のある③ほ，知人，友人の話と，萎の

実家で牛を飼っており，妻が幼少の頃から牛になれてい

たというその経験をたよりにして部入している。この③

ほ牛を増加しているが，この時は，これまでの自己の体

験と書籍をたよりにしてこれを部入した。しかし結果と

しては，乳牛の飼育には失敗， 3頭の牛を殺している。

また豚を部入したことのある③は，とくに豚に関する卸

識もなく，設備も不完全なまま，仔豚が安く入手できる

というので，部入して失敗している。現在，豚を少頭数

飼育している③は北見・0)大森農場，端野の佐藤万蔵宅，

また川向第4部落の松井宅を見学して，これを舘入する

ことを考え，養豚収入を将来増加した方が得策であると

いう考えは，町内有力者，技術センターの普及員などか

ら影智された。さらにラジオ・新岡などにより，豚の共

同化について大きな関心を寄せでいる。⑧は技術センタ

ーの普及員，また実際に飼育している人の知識を頼り

に，この養豚の共同化を将来の目楔として設定するに至

っている。

また将来， 1,000羽旋鶏を目標として考えている⑥

比疇や疲術センクーの甑員の麟疇産収入を減

らしても，養鶉収入をふやそうと考えている。また⑦が

将来の目撰として緬羊の多頭飼育を考えたのほ，自己の

体験から，緬羊は手数がかからないと考えたことによっ

ている。

このようにみてくると，個んの農家の具体的な幾業生

産上にもたらされる諸梢報ほかならずしも一様のルート

を涌ってもたらされるものではない。それが晟業生産の

如何なる部門に関する知識であるかというその部門に応

じてきわめて多様な形態をとって入っている。しかし全

体を総合してこの部落における支配的な梢報涌路を考え

てみると，外部社会からの俯報逓路としては，技術センク

ーの普及員と有線を通して流される惜報の影器が最も強

い。全くこれを受けていないものは，⑦の 1戸のみであ

る。ついで隣人，部落集会など，村落社会内成員の相互

の社会関係を涌してもたらされる梢報の影習が強い。ま

た農機具購入の際には，業者が北見市で開催する展示会

実演会の影薔がきわめてつよくなる。

個々の農家の主要な楠報通路の形態をみると，①の特

徴は，新開・ラジオのほか役場・擬協・技術センター・

商人，あるいは直接にその農機具を使った他部落の人の

経験など部落外からの楠報関係が多い点にもとめられ

る。

③は有線・技術七ンクーなどからもたらされる情報関

係と，新関・パンフレット，また部落集会からも，もろ

もろの俯報をもち帰っている。つまり，①に比較した場

合，村段階の諸機関からの楠報関係が，主として技術七ソ

ターに限定されている点と，新問・パンフレットなどの

コピイの世界が比較的限定されている点，また部落集会

から多くの梢報を得ている点に特徴がある。③の場合

ほ，新開・ラジオ・雑誌・有線，また技術センターから

も多くの情報をえているが，部落内の隣人，また業者の

展示会・講演会などからも影響を受け，視察旅行からも

多くの惜報をえているという点に特徴がある。③に比し

てその惜報涌路ほはるかに広い。④は農協，技術センタ

ーまた展示会・実演会・講演会・部落集会などから惜報

をえているが，それは主として面接的人間関係であって，

新開・ラジオ・有線・雑誌など，コピイの世界との憫報

関係をあまり結んでいない点に特徴がある。

⑥ほ，技術センターの影聾もうけているが，展示会・

実演会・会社の指薄などの影響をうけ，新問，そしてと

くに雑誌との箭報関係を頻繁にもつ点に特徴がある。

⑥は④ときわめて類似した型で， コピイの世界との猜

報関係をあまりもたず，また村段階をこえる展示会・実演

会などから情報をもち帰るということもない。その梢報

通路は主として，部落内での集会・懇談会・また村段階

での技術センターおよびその講演会に限定されている。

自己の体験を重視している⑦も④⑥と同様に， コピイの

世界との間に俯報関係をもたない点に特色があるが，⑥

とは異なって，村段階の諸機関との情報関係ももたず，

隣人からの偕報と自己の体験にそれが限定されている点

に特徴がある。⑧は反対に，部落段階での偕報関係はあ

まりもたず，技術七ンクー・有線，また商人や会社から

の直接の指端という形で，楠報をえている。しかしこの

⑧の場合コビイの批界は主として有線に限られている。

⑨は新開・有線などコピイの世界からの箭報とともに，

技術センクーからの惜報また展示会・隣人からも梢報を

得ているが，自己の体験をきわめて重視するところに特

徴がある。

これらの各擬家の情報関係の諸形態ほ，おおよそ次の

ように麟されるものと思われる。第ーは，隣人・部落

集会など部落内での情報関係が営偶推進の上にあまり大

きな役割を果しておらず，主として部落外から諸情報を

摂取しているものである。これには①⑥⑥などが属する。

しかしこのうちでも，①ほとくに村段階の営檻指簿諸機

関からの影薔が強く，⑥は雑誌を涌しての箭報の影替が

強い。また⑧は技術センクー・商人会社の指部などの影

聾をうけている。第二ほ，部落内での諸社会関係を通し

てもたらされる惜報が少くとも営農推進の上に大きな役

割を果しているものであるが，これは二つのタイプに分

れる。一つはコピイの世界との箭報関係をあまりもたな
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いもの，他ほコピイの世界との俯報関係ももつものであ が個々の擬家の営農技術改善に対する俯報通路として，

る。前者には④⑥⑦が属するが，このうち，惜報擬取の面 きわめて大きな役割を果していることを認めなければな

接的関係のひろがりにおいて，④は村段階をこえるのに らない。しかし，たとえば，農機具購入のさいにおける

対し，⑥は村段階にとどまり，⑦ぼ部落内にとどまると 業者の展示会，また擬薬変更のさいにおける会社の指導

いう特徴がある。ところで後者にほ，R③⑨が属するが， など，また村内外への視察旅行など，さまざまな箭報通

③が情報摂取の面接的関係において，村段階をこえるひ 路が同時に存在している。そして個々の擬家における個

ろがりをもつのに対して，②のそれは，村段階にとどま 人差をみると，日常の生活において行動圏がひろく，また

っている。とくに③⑨は視察旅行から多くの情報をえて コピイの世界とも接鰊度の高い，農家群（①⑥③）ほ営

きている（第22図）。 幽技術に関する諸惜報を最もひろく外部社会から擬瑕

第22図部落内成員の情報通路 し，また行動圏がきわめて狭い擬家群は，そ、の楠報網も

このようにみてくると，かかる箭報涌路のひろがりと

いう点においては，⑦が最も悪く，ついで⑥④，さらに

⑥Rがきわめてせまい1肖報通路しかもっていないという

ことが言える。

⑨はこの意味においては俯報通路の形態はひろいが，

①③⑥の植報通路にそれぞれ他の成員とは異なる特色が

存在しているのに対し，⑨にはこのような特色は存在し

ていない。①は営農指尊機関からの，⑥ほ雑誌からの，

Rは視察旅行からの．影碑がある点が他の成員とは異な

るきわ立った特色である。そして，実際の問題として，

麟国麟術が村瞬幽外からの諸躙監よってたえま

なく変化して来ていることを考えあわせると，村落社会

外との箭報関係を通して，多くの影菩を受け，部落内成

員との社会関係を通してもたらされる梢報の影靱をあま

り受けていない①⑥が，かかる側面でのこの部落での，

もっとも重要な外部社会との楠報通路のリレー・ボイン

トをなしているものと考えることが出来るが，かかる点

は，第7節「部落」の構造と農民のリーダーであらため

て検討される問題である。

第4項農民の堂農技術に関する情報通路

の特色

このようにみてくると，この部落においてほ，制度的

な営農指疇関・技術七｀ノクーの普及員とまた有線放送

最も乏しい。つまり個々の農家の行動圏とマス・コミュ

ニイケイションに対する接触の度合，またこれらを逝し

だ鹿報の摂瑕の仕方ほ，決して個々バラバラにあるもの

ではなく，相互に密接に結びついている。しかも，この

農民の営畏技術に関する梢報通路の形態ほ，第二節で検

討した，個々の農家の現実の所得額と密接に結びついて

いる。すなわち，所得階層での第3グループに入る⑦⑥

Rおよび第③グループでもっとも悪い形態をとる④など

ほ，この＇情報通路の形態もきわめて狭陰であるといわざ

るをえない。作付形態・地力保持などで最もよい形態を

とる⑥ほ，この惜報通路も広く，またとくに雑誌との通

路を所有しているという特色がみられるのである。

第六節農民の「家」の構造と

「生産一生活」様式

これまでの各節の分析においてほ，少くとも，泄帯主

が個々の農家を代表しうる役割を担うものであるという

ことを暗黙の前提としてきた。しかしながら，実際の生

産過程における個々の混家の生産意欲を考える場合，そ

の生産が複数の個人の相互の結びつきを媒介としている

以上，さらに個々の家族成員のレペルまでおりて，その

意欲をとらえなければならない。組織としての「家」が

疇 tこどのような楷造をとるかによって，個 K の農民

（疇員）の鑓意欲ほきわめて大きく蓼される。な

かんずく，その「家」が組織として，家族員にどれだけ

の物的報酬を与えているのかという外的報酬と，また，

その組織内で個々の家族員の地位がどのように位置づけ

られているのかという内的報酬のあり方は，家族成員の

生産意欲に大きな規制を及ぽさずにはおかない。そうし

て，これらは，また家族内各成員の創造的報酬と慄い結

びつきをもっ。家族成員の「外的報酬」にかかわる問題

ほ，第 1に家族の生活様式と生活水準をとおして，舘2

に個人に対する労働報酬をとおして解明される問題であ

り，「内的報酬」にかかわる問題ほ，その組識としての意

志決定の過程に個々の家族員がどれほど参与しているか
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という家族成員の意志決定への参与の度合によって解明

できる問題である。そうして創造的報酬にかかわる問題

は，個々の成員の「解決課題の設定」と「その解決能

カ」と組織における解決課題との間のスャレにかかわる側

面であり，個々の成員の現在の解決課題とその行動圏，

家族外との間にひかれた情報関係などによって，一応解

明できる問題領城として考えることができる。

第 1項生活諸様式と生活水準の特質

疇成員に対する外的報酬の度合をその疇の生活内

容からとりおさえようとするとき，生活諸様式と生活水

準は一応わけて考えるべきである。何故なら，かなり都

市化した生活眠式をとりながらも，生活水準ほきわめて

低い農家もあるし，また非都市的な生活様式をとりなが

らも生活水準のかなりたかい擬家も現実には存在するか

らである。

（イ） 生活様式の特質

ほじめに各晨家の生活様式について，その所有せる耐

久消費財と，各成員の生活時間の二つを指槻として述べ

よう。昭和35年度現在所有せる雨久消聾財を，「和ダン

ズ」「洋服ダンス」「茶ダンス」「ミシン」「腕時計」「カメ

ラ」「ラジオ」「電蓄」「テレビ」「電気洗濯機」「電気釜」

「電気井戸ポンプ」「自転車」「スクーター」「オートバイ」

の15の指標とした物品についてみると，「和ダンス」「茶

ダンス」「ミシン」「腕時計」「自転車」「オートバイ」を

所有した⑥がこの部落では基礎型をしめす。この⑥より

耐久消費財の少いものは，③ (「腕時計」なし），⑥(「ミ

シン」なし） ＾R (「電気井戸ボンプ」があるが「ミシン」

「オートバイ」なし）の3戸であり，⑥より優るものほ

⑥①⑨R④の 5戸である。なかんずく⑧は，基礎型の上

にさらに「洋服ダンス」「ラジオ」「テレビ」「電気洗濯

機J「電気釜」などを所有し，もっとも都市的な消賀物質

をとりそろえている。ついで①が「洋服ダンス」「カメ

ラ」「ラジオ」を，③が「ラジオ」「電気洗濯機」を，⑨

が「カメラ」「ラジオ」を，④が「茶ダンス」はないが

「カメラ」「ラジオ」「電蓄」を，所有している。

勿論，これだけで生活の都市化を論ずるのは危険であ

るが，以上みた限りでは⑥①がもっとも都市化し（①ほ

昭和36年度にテレビ購入），・⑦⑥③⑥は都市化が遅れて

いるといえる。

次にその生活時間をみると，乳牛の導入されていない

この部落でほ，夏期と冬期の生活時間の相遮がいちじる

しい特徴となっている。

疇期においては，朝ほどの家においても家族成員の

l`人は3時30分から 4時に起床している。そうして夜，

疇成員の中でもっとも遮いものが就床するのは9時か

ら11時までの間である（注：農繁期において，昼食後，午

睡を小 1時間ほどとる習慣がこの部落においてあるか否

かは調査されなかった）。しかし一般に，主人より妻の方

が，その睡眠時間は50分ほど少い。主人が平均6時間37

分の睡眠時間をとっているのに対し，妻は5時間47分と

なる（農閑期は主人一9時間37分，妻一8時間07分）o勿

論，この夫婦の睡眠時間の差は個々の農家により相進が

ある。③⑥⑦⑨においてほ，その差ほみられないが，③

⑥は30分程度その差があり，①④⑧は 1時間から2時間

30分の相達がでてくる。そうして各幾家ごとに主人の農

繁期の睡眠時間をみると，そのモードは 6時間30分にあ

るが，⑨がもっとも少く 5時間，ついて⑥の 5時間30分

⑦の 6時間'-③③④は 6時間30分，⑥は 7時間，①は7

時間30分，⑥は9時間となり，概して都市化のすすんで

いる①⑧ほど睡眠時間が長い。また，主人と妻の睡眠時

間差も大きい。

（口） 生活水準の特質

この部落各戸の生活水準を昭和35年度の家計支出を指

標にしてみると，農林省農家経済調査（昭和34年度一昭

和36年刊）との比較において，北海道平均より上まわる

ものは③③⑥の3戸にすぎず，この部落での耕地面租モ

ードである北見地区の 7町～10町層との比較では③を除

いてはずれもこれを下まわる家計支出額しかない。つま

り，この部落の生活水準は，北見地区の同程度の耕地規

模をもつ農家層に比較して低い。北見地区の農家平均と

の比較においても，④⑥⑦⑥⑨はこれを下まわる。ニン

ゲル系数も，北見地区平均の 45.32％にたいして，この

部落では50%~75％にモードがあり④⑦①⑥⑧⑨がこれ

に属している。 ’ 

この川向第6部落の 9戸は，その家計支出額から45万

円以上層一③③， 30万円～40万円層―①⑤④⑥,24万円

~30万円層一⑦⑧⑨の三層に分けることができるが（第

67表），実際には，家族の多いところも少いところもある

ので消費力 1あたりの家計支出をみなければ，その生活

水準の比較はできない（第68表）。消贅単位 1当りの家計

支出額は，最高ほ⑥の10万円台，ついで③⑥⑦Rの 8万

円台，③①の 7~5万円台，もっとも低いものほ④⑨の

3~4万円台である。これに対して消費単位 1当りの欽

麟支出額は，⑥⑤ (5万円台），⑥⑦ (4万円台），①③

③ (3万円台），④⑨ (2万円台）となる。ニンゲル係数

は，③ （30％台），③⑥ (50％台），①⑥⑧ (60％台），⑨

(70％台）であるから，ニンゲ／り係数のひくいものが，

かならずしも消贄単位1当りの欽食贄支出額がたかいわ

けではない。

-•82 -• 



疇の近代化と醐民の早意欲（その 1)

第67表各戸の家計支出の項目別内わけ （単位 円）

愛び麿較雲家冨 1飲食毀 1被服毀 1光熱費 l住居毀 1畠塁五 l屡化喜 1交際既 I雑毀 I臨時喪 1合計 II；斎姦
① 233,420 17,820 38,900 24,300 26,680 13,500 3,179 200 359,399 64.9 

⑨ 168,198 20,000 37,000 12,500 40,000 20,150 5,000 153,720 220,000 676,568 24.8 

⑥ 197,500 37,800 23,500 137,650 5,500 41,900 6,000 4,000 3,000 456,850 49.2 

④ 172,230 27,464 13,500 14,500 13,750 27,300 24,500 16,300 3,000 312,544 55.1 

R 236,200 40,400 34,000 10,000 15,000 14,950 12,000 10,000 - 372,150 63.5 

⑥ 138,710 34,690 22,500 8,000 19,000 30,810 2a,200 30,000 4,500 313,410 44.3 

① 131,400 13,360 37,000 44,000 13,140 13,000 - 251,900 52.2 

⑥ 156,530 23,700 13,300 3,000 5,000 8,380 20,000 2,500 5,000 237,460 65.9 

⑨ 182,651 23,101 21,924 1,020 9,300 8,210 1,800 600 - 248,606 .73.5 

北海 道平 均 173,430 47,532 23,957 43,447 17,164 30,338 16,981 8,075 10,226 371,299 46.71 

北見平均 154,780 41,560 24,546 39,291 15,327 28,986 14,494 14,104 8,311 341,463 45.32 

北見 7町～10町 192,154 58,164 29,868 60,056 18,136 57,531 17,943 25,720 14,845 474,417 40.50 

北見 5町～ 7町 172,446 52,605 28,809 52,287 14,227 34,246 16,540 17,577 24,626 413,323 41.72 

（注） （1)北海道平均，北見平均，北見7町～10町， 5町～7町は． 農村省農家経済調査昭和34年度 (2)なおエンゲル係数のひ

くいRは昭和35年度，妹が結婚したため臨時支出額が，きわめてかさんだことによる。 またエンゲlV係数のたかい⑨は，実

際にきわめて切りつめた生活をしている。

第68表デ
各戸の消費カ一当りの家 この部落の各晟

吋および食費支出 家の家計支出の構

これに入る。③は消賀単位 1当りの家計支出額はたかい

が， 1当り飲食喪は少くなっている。第二ほ，消盤単位

が大きいにもかかわらず全体としての家計支出をきりつ

め消盤単位 1当りの家計支出額および欽食喪が少くなっ

ているもので⑨がこれに属する。ニンゲル係数は73.5%

に達する。消費単位 1当りの欽食痰ほ，この部落の中で

ほ少い。第三は，全体としての家計支出がもっとも少いに

もかかわらず，消漿単位が小さいために消痰単位 1当り

の家計支出がたかくなっているもので⑦⑧はこれに属す

る。⑧は消賀単位がっとも小さく，ニンゲル係数がたか

いので 1当りの欽食痰はこの部落の中ではもっともたか

くなっている。第四は，全体としての家計支出が比較的

たかく，また消裁単位が小さいために，消喪力 1当りの

奮麿I消股力 1開塁靡よ雷 1臀器負よ常 造ほ，全体として

の支出額および消

贄単位 1当りの家

計支出額と飲食賀

支出額から次の 4

組に盤理される。

舘ーは，全体とし

ての家計支出が比

較的たかいにもか

かわらず (30万円

以上層）保有消痰

① 6,00 59,90円0 38,90円3 

R 5.20 87,802 32,346 

R 5,90 77,432 33,475 

④ 6,40 48,835 26,911 

⑥ 4,50 82,678 52,489 

R 3.10 101,100 44,745 

R 3.10 81,258 42,387 

⑥ 2.70 87,574 57,974 

⑨ 6.60 37,668 27,523 

（注） 消喪力のなかには
①は年雇（女） 1名フ°ラス，⑥は年屈
（女） 2名プ ラス，Rは結婚費用22万 藉i位が大きいため 家計支：出額がたかくなっているもので⑥⑥がこれに属す
円を差引いたものから，消典力 1当
りの家計支出を出す。 に，消贄単位 1人 る。⑥は⑥より消裁力 1当りの家計支出額は少いにもか

当りの欽食支出額が少くなっているもので，④①③③ほ かわらず，ニンゲル係数がたかいため，⑥より 1当り欽

第69表各戸の農家所得とその支出の梱造 （単位 円）

奮饗 II最業所得 1家計支出 1喜警塁 1晨業純収益 1晨外所得 1哀の閃 I晨家純収益 I悶悶誓誓眉I差引舗収益 I嬰和粛覧「魯I
① 807,787 359,399 105,035 343, 353 63,000 60,500 466,853 210,648 256,205 781,000 

R 734,860 676,568 78,711 - 20,419 11,771 - 8,648 173,147 -181,795 158,000 

R 710,682 456,850 78,926 174,906 50,725 225,631 245,055 - 19,424 850,000 

④ 636,513 312,544 95,866 228,103 34,039 262,142 288,548 - 26,406 986,000 

R 589,378 372,150 84,851 132,377 16,297 17,000 165,674 223,716 
(--10． 528（,不5,00明472) ） 

1,131,000 

⑥ 273,414 313,410 96,511 -136,507 34,000 ー102,507 不明 237,000 

R 223,713 251,900 26,521 - 54,708 80,150 25,442 93,864 - 68,422 672,000 

⑥ 442,330 273,410 60,587 144,333 37,920 182,253 46,176 136,077 570,000 

⑨ 645,636 248,606 48,846 348,184 17,674 365,858 232,130 133,728 356,000 
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食贄ほたかい。そうして全体的傾向として指摘できる点

は，一，二の例外はあるにせよ，全体としての家計支出額

の大小にもかかわらず，消襲単位の大きい農家ほど消費

力 1当りの家計支出額および欽食毀が少いという事実で

ある。消贄単位が大きいほど，同一の生活水準でも支出

金額が少くてすむという事実があるので一概にほ論ずる

ことはできないが，以上から少くとも，この部落の中で

ほ④⑨が生活水準がもっともひくく，また⑧がもっとも

高いということはいいうると思う。

ところで第2節で検討した農業所得に農外所得および

被贈扶助などを加えた農家所得から，この家計支出額お

よび租税公課諸負担額とその年度の負債返還額を差引く

と，一体各農家の収支ほどうなるのだろうか。これをみ

るとR③④⑥⑥⑦の 6戸までは，その収支はマイナスで，

うラスになったものは①⑧⑨の 3戸にすぎない。おおよ

そ③が18万円，⑥が10万円以上，⑦が7万円，⑥が 6万円，

④が3万円，③が2万円の赤字となる。また黒字のもの

ほ，おおよそ①が26万円，⑥が14万円，⑨が13万円とい

う数字が示される。しかしながら，すでに第4節でみた

ごとく，昭和35年度末現在，各戸とも16万円から約 110

万円までの負債を背負っている。したがってプラスの数

字をのこした農家においても①が78万円，⑧が5TE円，

⑨が36万円の負債をもつことを忘れるべきではない。第

2節でわれわれほ，各農家経営の良しあしをみるために，

所得額で第 1グループ，第2グループ，第3グループの

3グループに各農萎玲分わけた。しかしながら，以上みた

ように，その年度の負債返済額まで含めると，舘2節で

みた所得額のたかい舘 1グループの成員も，その年度の

収支においてほ①を除いてはけっして高い収益をあげて

いるわけではない。③ほ2万円の赤字，③は18万円の赤

字になる。つまり③の場合，高額の負債返済額によって

収支とんどんという数字になるが，③の場合は，同様に

多額の負債返済額と家族員の結婚による22万円の臨時支

出額により 18万円の赤字となっている。①は，比較的家

計喪をきりつめることによって，黒字を出している。ま

た舘2グループの⑨④⑥においても， 13万円の黒字を出

した⑨をのぞいては，それぞれ3万円， 6万円の赤字を

出している。しかも④の場合，生計撒そのものをきわめ

てきりつめている。そうして⑨が13万円の黒字となって

いるのほ，生計喪そのものを④よりさらにきりつめてい

ることによる力が大きい。第3グループの⑥⑥⑦は， 14

万円の黒字の⑥をのぞいては，⑦が7万円，⑥が10万円

以上の赤字となっている。消喪単位1当りの家計支出額

がもっとも大きい⑧がそれにもかかわらず黒字を出して

いるのほ，消微単位がこの部落でもっとも小さいので，

総額としての支出額が少くないことと，同年度内の負債

返済額が少いことによっている。そうして，この⑥とと

もに⑥⑦とも消費単位1当りの家計支出額が大きいこと

が特徴的である。このようにみてくると，個々の農家の

生活様式と生活水準とほ，次のような形でからみあって

個々の農家の生活の特色を形づくっていることがわか

る。すなわち，⑥が耐久消贄財の所有状況からみるとも

っとも都市的な生活様式をとっており，家計支出額から

みた生活水準もたかい。①も耐久消裁財の所有状況から

みると都市化はすすんでいるが，家計喪支出額ほそれほ

ど高くない。⑨④ほ耐久消痰財の所有状況では，この部

落では中位であるが，生活水準をもっともきりつめてい

る。③はいずれも中位，また⑥⑦③⑥ほ，耐久消賀財の

所有状況ではもっとも貧しいが，家計躁支出額は決して

ひくくはない。なかんずく⑥⑦は，一人当りの飲食喪支

出額がたかくなっている。

第2項生産一生活組織としての「家」の

構造

ところで，このような生活様式と生活水準をもつ各農

家は，生産一生活組織としてみる場合，一体如何なる描

造をもっているのだろうか。個々の農家の生産組織とし

ての構造は，現実に家族が如何なる形態をとっているか

によって，きわめて強く規定される。前述したように，

この部落においては，①R④の 3戸が寵系家族の形態を

とり，他の 6戸が夫婦家族の形態をとっている。この 9

戸の家族の形態は，その世代的発展の形態順にみると，

直系家族においては⑨④①の順になる。すなわち③にお

いては50代の親家族と30代の息子（世帯主）家族が同居す

る形態をとり，④では60代の親家族と30代の息子（批帯

主）家族が，①においてほ70代の母親と50代の息子（批

帯主）家族が同居し，息子夫婦の長男があと数年で嫁を

むかえようという時期に入っている。一方，夫婦家族の

形態をとるところにおいては，⑥⑥⑦⑥③⑨の順になる。

すなわち，⑧⑤⑦⑥はいずれも泄帯主の世代が30代で10

才未満の子供を数人擁する形態をとるのに対し，③は批

帯主の批代が40代前期で10オ以上の子供を数人擁し，⑨

は世帯主の世代が40代後期で20代以上の子供を数人擁す

るという形態をとっている（築70表）。

このような家族の形態のちがいは，少くとも，その「家」

の生産一生活組織の構造のちがいをもたらすが，われわ

れほ，家の生産一生活組織としての楷造をあきらかにす

るために，ここでは，生産組織としての側面と，生活組

織としての側面をまずはっきりと分け，ついで各側面に
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ついて，その組織の意志決定の過程を担う位座と，その

意志決定にもとづいて現実に行う作業過程の作業分担を

担う位座とを明らかにする。意志決定と作業分担とはほ

つきり分けて考えるべきであると思うからである。そう

してまた，特定の組織の中での各位座にほ，当然ひとつ

の役割期待が成立していて，特定の役割には，特定の位

座が相応するという役割分化がそこには成立していると

考えることができるからである。

しかしながら，各農家がその生産機能，あるいは消喪

機能を充足する過程において行う意志決定は，そのとり

きめる革項の重要性において，少くともいくつかの段階

に分けて考えるべきものを含んでいると考えられるか

ら，ここではこれを次のように図式化した（第23図～第

24図）。すなわち個々の農家の現実に果す機能に応じてそ

れを生産組織と生活組織に分け，生産組織としての各農

家の意志決定の過程と作業分担をみると，まず第一は，

第23図 生産組織としての家の意志決定と作業分担
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その組織の代表者としての役割をもつもの(A1)と，また

第 1次的意志決定の過程に参加する役割をもつものとが

(A2～い），その経営をすすめる上において，もっとも大

きな役割を担うものと考えることができるが，組織の代

表者としては「部落会に出席する人」と「役場・農協ヘ

行く人」 (Al)を指標とし，また第 1次意志決定事項と

してほ，第 1に，「作付計画決定」と「生産資金のやり＜

り」を (A心， また「機械類」「家弼頴など」その経営

の全体の計画と密接に結びつく事項の決定と(A3)，さら

に誤産物の販売決定を加え (A4)，これらを一括して第

1次的意志決定事項とした。第2次的意志決定の過程と

は，第 1次的意志決定によってたてられた基本的方針に

もとづいてなされるものであるが，これはいわば直接の

現場監督的機能をもつ作業日程の決定，播種迭定，施肥

決定(B1)と，また舘 1次的意志決定にもとづいて，さら

に前述の第2次的意志決定寡項にもとづいてなされる肥

料購入決定，農薬購入決定，飼料購入決定(B心とを分

けた。そうして，作業分担の指標としては，耕転賂地作

業，播種作業，施肥作業，中耕除草作業，防除作業，収穫

作業，脱殻作業をとりあげた。

一方，生活組織体としての個々の農家のt蒋造をみるた

めに，意志決定の過程分析指標としては，第一に家の代

表者（指標「部落での冠婚葬祭出席者」「PTAの会合

出席者」）として役割をもつもの (Aり）と，また財布

の管理者 (A'かさらに第 1次的意志決定事項として部

落肉における家の社会的な地位の考慮の上に行う寄附額

の決定，あるいは今後の家族生活の目標と密接に関連

する借金，預金の決定とか，耐久消炭財の購入，また家

族慰安旅行など，比較的大量の金額の支出を伴うもの

(A'a)と，子供の進学，就職，結婚など，家の将来と

不可欠に結びつくもの (Aり）とを分け，これらにもと

づいてなされる第2次的意志決定事項として，まず家事

の管理者 (Bり）と衣料購入決定， 日常経済物資の購入決

定，雑誌，本などの購入決定，子供の小造い決定など，

いわば日常的な消裁生活過程における意志決定事項とを

わけた。そうして直接の日常の作業分担の指標としては

「炊事作業（朝） （昼） （夜）」「家の掃除作業」「育児幼

児の批話」「洗濯作業」「絲物」「子供の勉強指部」を用

いた。このような形で個々の胆家を生産組織体と生活組

織体とに分けて，その構造をみると，そこには次のよう

な特質がある。全体を貫ぬく特色として第一にあげられ

る点ほ，現実の生産と生活の意志決定の過程において

は，第 1次的意志決定の場合においても，第2次的意志

決定の場合においても，少くともいくつかの位座が寄り

あってそれを決定しているということ，すなわち，ある

位座のものが第 1次的意志決定の権限をもち，ある位座

のものが第2次的意志決定の権限をもつというのではな

く，それぞれ多くの位座が寄りあって組織体としての意

志決定がなされているということ，しかしその際，その

段階に応じてとくに特定の位座につくものの決定権が強

く示されるという形で現実の組織の意志決定がなされて

いるということである。

個々の農家についてこれをみると，①においてほ，そ

れが生産組織体として機能する場合，主人がその家の代

表者になり，また第 1次的意志決定の際も，その主人の

意志がもっとも強く働き，長男，妻がこれを支えるとい

う形態をとっている。しかしながら，第2次的意志決定

の際は，長男の意志決定がもっとも強く働き，主人，妻

がこれを補佐するという形態をとる。つまり実際の生産

過程における作業監督は主として長男の役割になってい

るということができる。作ー分担においても，この長男

の労働力と，雁人，要の労働力が中心になり，主人はほ

とんどこれにタッチしていない。したがって①の生産組

織としての特色は，主人がチーフ・リーダーとして大き

な方針をきめるが，この際，萎，長男などの意見もとりい

れられ，そうして実際の作業は長男が作業上のリーダー

としてこれを推進している点にもとめられる。一方，生活

組織体としての梱造をみると，主人が家の代表者として

の役割を果し，財布の管理ほ萎の手に大巾にうつり，長男

がこれを補佐するという形態をとっているが，この財布

から実際に金が支出される過程においてほ，主人と長男

の意志が少なからぬウニイトをしめることになる。とく

に主人の意志は，第 1次的意志決定の場合においても，

また第2次的意志決定の場合においても家事管理の役割

は妻に移っているにもかかわらず，％～％近くまで加わ

っている。しかし，第2次的意志決定の役割は，妻がも

っとも多く背負っている。そうして実際の家事労働は，

萎と母によって担われている。つまりこの①の生活組織

体としての特色は，大きな方針決定の際は主人，萎を中

心に長男が加わってたてられるが，実際の作業遂行上の

小さな決定は，主として妻の手にゆだねられているとい

う点に求められる。チーフ・リーダーは主人，妻，作業

上のリーダーほ妻ということができよう。

③においてほ，生産組織体としての家の意志決定の過

程にほ，主人が中心になりながらも父，母，萎の意志が

参与してこれが決定される。とくに機械類，家畜類の購

入，また生産物の購売決定には，主人以外の父，母，妻

などの意志が参与する度合がつよい。しかし，第2次的

意志決定の過程は主人のみで決められている。実際の作

業過程での分担は，主人が中心となり，これに妻，父が
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第70表生産及び生活組織としての家の梱造ー各成員の意志決定への参加の度合と作業分担の割合

① 1続柄 I主人|母|要 1長男 I三男 1三女 I胃合 ⑨'1続柄 l主 人 | 父 | 母 | 衷 1長男 1次男 1妹

家族質 年 令 51 75 48 22 14 12 18 
学歴 高小卒 なし 高小宇新中卒 新中 新中 新中卒

家族賢 年 令 33 59 57 31 3 2 17 
学歴 高小卒 小学卒小学卒高小卒 一新中卒

名性 農事業年数従 35 63 30 7 ー不明

＂ 

は性 事醒業年数従 21 35 35 19 5 

1品 ％ ％ 

第意 Al 品 轟 ％ 点第意 Al 
生一志 A2 57 14 29 生一志 A2 68 16 16 

次決 A3 47 29 24 次決 A3 44 22 22 12 
産的定 A4 50 25 25 産的定 A4 40 20 20 20 

噂̀BBl21 :I I ::I ::1 I I 
過i『|100| 
程 B2 100 I I l I | 

認|cl 71 I 叫 431 I I 
29 認ICI 521 叫 I 叫 I | 

第窓 Al' 1品 第窓 A19 67 33 
生一志 A21 67 33 生一志 A2I 20 20 40 20 

次決 A3' 47 33 20 次決 A3I 31 23 31 15 
活的定 A4' 42 33 25 活的定 A4/ 

過l『|25 | 1::I 
I I | B21 

程

噂墨BB 21 II I 
I I 

501 1~~, 
l I 

認1CII I 叫 叫 叫 I I 認1°1 51 101 I 叫 I I 
20 

RL11 I起柄|主|衰|旺|虹|江|三女柘叫四女

年 令 42 34 14 12 10 9 7 5 
学屈小学卒高小 卒中学中学小学小学小学 一

④ 1続柄 1主人 1父|母|衰|妹|長女1長男1次女

家族質 年 令 36 63 61 33 20 10 ， 7 
学歴 小学卒小学卒小学卒小学卒 酎 小学 小学小学

畠性 類事業年従数 20 20 - 名性 農事業年従数 23 29 29 17 6 

1品 ％ ％ ％ 

第窓 Al 1品 ％ ％ ％ ％ 

第窓 Al 
生一志 A2 67 33 生一志 A2 57 29 14 

次決 A3 60 40 次決 A3 44 22 33 
産的定 A4 67 33 産的定 A4 100 

噂 !BlI 
程的次決定 B2 ::I 

331 33 
l I I I l 置I::|;：1 l I 

25l 
I I l 

認ICI 叫 38| | | I I l 認ICI 叫 71 10| 叫171 | I 

第窓 A19 33 56 11 第窓 A1I 80 20 
生一志 A21 50 50 生一志 A21 100 

次決 A3t 50 38 6 6 次決 A3' 60 20 20 
活的定 A4/ 37 13 25 25 活的定 A49 

噂程裔塁lBB12/II :I :l lll 11| 111 I I 
過第二翡意志i i BBll/ 'I 

601 I 
501 ::1 251 

l I 
B2I 

程

認lCII .81 671 171 I 41 41 | 認lCII 91 I 叫 叫 231 | I 
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R | 続 柄 1主人 1 要 1長男 1次男
⑥ l 続 柄 1主人 1 爽 1長男 1次男

[ 
年令 33 28 6 1 

学 歴 高小卒 高小卒

晨業従事年数 19 14 

家特 年 令 34 34 ， 4 

悶 学 歴 小学卒 小学卒 小学

品 農業従事年数 22 22 ” 

％ ％ 

第窓 Al 67 33 
％ ％ 

第窓 Al 100 

生 一志 A2 67 33 生 一志 A2 57 43 

次決 A3 50 50 次決 A3 50 50 
産 的定 A4 67 33 産 的定 A3 100 

過

竺裔 塁塁IBB2 1 | 67 
331 

I 67 33 
程

過

塁裔 塁塁IBB2 1 1 

67 
331 

I 75 25 
程

作業分担| c I 62 I 38 I I 作業分担| c I 56 I 44 I | 
第意 Al' 67 33 第意 All 67 33 

生 一志 A29 100 生 一志 A29 100 

次決 A3' 62 38 次決 A31 62 38 
活 的定 A41 50 50 活 的定 A49 50 50 

過

塁裔 塁塁lBB21l 9 l 
271 

100 I 
I 73 

程

過

塁裔 塁塁IBB21I 9 | I 100 I I 27 73 
程

作業分担| Cl I I 100 I | 作業分担ICl I 6 94 I | 

R 
I 

続 柄 I主人 1 要 1長男 1長女1次女
⑧ I 続 柄 |主人 1 衰 1長男 1長女

［ 
年令 34 32 7 5 2 

学歴 小学卒 高小卒 小学

農業従事年数 20 16 ［ 
年令 32 28 5 2 

学歴 高小卒 新中卒

農業従事年数 18 12 

％ ％ 

第窓 Al 100 
%.  ％ 

第意 Al 67 33 

生 一志 A2 67 33 生 一志 A2 67 33 

次決 A3 100 次決 A3 67 33 
産 的定 A4 100 産 的定 A4 67 33 

過

堕iI Bl I 751 25 l 
I I 程

裔 B2 100 

過

竺裔 塁塁lBB21 | :; I 331 
33 

程

作業分担| c I 53 I 47 I I I 作業分担| c I 67 I 33 I I 
第意 Al' 67 33 第意 All 67 33 

生 一志 A2/ 100 生 ー ゴヽに^ A29 67 33 

次決 A31 57 43 次決 A3' 67 33 
活 的定 A49 50 50 活 的定 A41 

過
塁9| B1I I 100 | 

541 I • I 次 B29 46 
程 的

過

堕裔 喜塁IBB219 I | :: I 331 

I 56 
程

9 
作業分担ICl I 11 I 84 I I 5 I ｀ 作業分担| c, I 33 I 67 I I 
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⑨ 
I続柄 1主人|爽|輝|長方悴叫次女匡吋四女

[ 
年令 49 43 22 20 14 11 ， 6 

学歴 小学卒高小卒 新中卒 新中卒新中 小学 小学 小学

農年業従数事 32 23 

第窓 Al 1品
生 一志 A2 57 43 

次決 A3 73 27 
産

的定 A4 65 35 

過

彗IBl I ::I ::1 I I 1 ・ I I 程
次的定決 B2 

認ICI 351 151 351 151 | | 
I 

第窓 All 34 33 33 

生 一志 Al2 100 

次決 Al3 60 40 
活

的定 AI4 16 23 38 23 

過

彗麟I BBlIl 2| I ~~~1 . I I 程

認ICl I 
I 

541. I 211 71 nl 71 

補佐するという形態をとっている。この③の特徴はチー

フ・リーダーは主人であるが，第 1次意志決定のさい，

父，母など「家」の意志がつよく加わる点に，また実際の

作業上のリーダーとして主人の力がきわめて強い点にも

とめられる。妻が参与する度合はきわめて低い。一方，

生活組織体としてほ，第 1次的意志決定の過程ほ，主と

して父と母によってきめられる。これに主人，妻が参与

するという形態をとるが， とくに妻の参与の度合はひく

ぃ。第2次的意志決定の過程においても，妻が家事管理

者になっているにもかかわらず，母の意志がきわめて強

＜介入する。実際の家事労働ほ妻が中心となり，これを

主として妹が補佐するという形態ですすめられている。

ここにおける特色は家の基本的オリニンティションは，

父，母によってきめられ，作業上のリーダーほ，妻が当

りながらも，これに母の意志がきわめて強く参与すると

いう点にもとめられる。

③においては，生産過程における意志決定は，第 1次

第2次の場合とも，主人が中心になり，要がこれを補佐

するという形態をとる。つまり主どして主人がチーフ・

リーダーとしての機能と作業遂行上のリーダーとしての

機能を果している。一方，生活過程においては，第 1次

的意志決定は，おおよそ主人と萎の意志が半んに参与し

ているとみることができる。財布の管理の役割も，両者、

でうけもっているし，家嘩の管理の役割も特に萎のもの

ではない。しかしながら，第2次的意志は，ー主として妻

と長男，長女，二女らの子供たちの間できめられ，主人

の参加する度合は少い。反対に第 1次的意志決定のう

ち，子供の将来に関する事項は，主として主人と子供ら

の間できめられ，萎が参加する度合は少い。そうして家

事労働は，萎が中心となり，これを長女が補佐するとい

う形態をとっている。この③における生活組織の特徴

ほ，方針決定リーダーとしての役割は主人，妻がうけも

つが，作業遂行上においてほ妻の意志とともに子供の意

志が大巾にとりいれられている点に求められる。

④においては，生産過程の第 1次的意志決定には主人

の意志がもっとも強く参与するが， ここには父，母の意

志も加わっている。一方，第2次的意志決定にほ，父，

母は加わらず主人の意志がきわめて強いが， ここにはじ

めて妻の意志が参与している。そうして実際の作業分担

は主人，萎が中心になり，母，父が補佐するという形態

をとっている。ここにおける特徴ほ，方針決定リーダー

としての役割の中に主人のほかに父母がくわわる点に，

そうして作業遂行リーダーの役割を主人が背おっている

点にもとめられる。ところで，この④においてほ，生活

過程においても妻の参与の度合はきわめてひくい。第 1

次的決定には，ほとんで霙の意志が加わらず主人が中心

となっている。財布の管理者ほ主人であるし，また生活

上の大きな決定は，主人と父，母のあいだできめられ

る。家事の管理者としての役割は母がもち，妻は主人の

妹とともに，これを補佐するのみである。わずかに実際

の日々の生活過程での小さな決定に主人とともに参与す

るが，それとても要の参与の度合はきわめて少い。一方

生活過程における作業は，妻，母，妹の三者の分担}:..い

う形態をとる。つまり，この④の特徴は，生活過程にお

いても主人がその中心的リーダーとなり，父，母，なか

んずく母がこれに強く参与し，萎の参与の度合がきわめ

て低い点にある。

⑥においては，生産過程では第 1次的，第2次的意志

決定とも主人が中心になり，萎がこれに参与するという

形態をとり，作業分担は主人が中心となり，妻と支えあ

うという形態をとっている。ところが生活過程において

も，その意志決定の型は，この生産過程と同様に，第 1

次的，第2次的意志決定とも主人が主となり妻が従とい

う形で行われている。そうして実際の作業分担は，すべ

の妻の役割となっている。ここにおける特徴は，萎もそ

れに参与するが生産過程，生活過桓とも主人がすべての

リーダーシップをとっている点にもとめられる。

⑥においてほ，生産過程では第 1次的，第2次的意志

決定とも主として主人によってきめられ，要の参与する
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麟の近代化環民の 頚 諒 （ そ の 1)

度合はきわめて少い。そうして作業分担では，妻が分担

する度合はたかい。一方，生活過程においても，第 1次

的意志決定のさいは主人が参与する度合がたかいが，第

2次的意志決定のさいほ，主として妻の意志によって行

われている。作業分担にほ，主人も参与するが，ほとん

どが妻の役割となっている。つまり，⑥における特徴

ほ，生産渦程における意志決定にさいしては主人の権限

がつよく，それは生活過程にまでおよぶが，生活過程の

第2次的意志決定は妻の権限で行われているという点に

求められる。

⑦における特徴は，生産過程における第 1次的，第2

亥｀意志決定，また生活過程における意志決定とも，ほ

とんど主人の意志によって決定されている点に求められ

る。生産過程における作業分担は，主人がおおよその％

をうけもち，あとを妻がうけもっている。生活過程にお

ける第2次的意志決定のさいには要の参与がやや認めら

れている。作業は，ほとんど妻が行い，長女，主人が一

部を分担している。

⑧においてほ，生産過程では⑥ときわめて類似した栂

造をとっている。すなわち，第 1次的，第2次的意志決

定とも主人が中心になり，妻がこれに参与するという形

態をとっているが，作業分担では主人の分担量が多く，

妻がこれを補佐するという形態をとっている。一方，生

活過程の意志決定の型も⑥に近く，第 1次的，第2次的

意志決定とも主人が主となり妻が従となっている。しか

し乍倖分担において，主人がその％をうけもっている点

が⑥とほことなる。

⑨においてほ，生産過程では，第 1次的，舘2次的意

志決定とも主人が主となり妻が従となって決定されてい

る。しかしながら，作業分担においては，主人と長男の

労働力が主となり，妻，長女がこれを補佐するという形

態をとっている。ところが，この⑨が他の農家ときわめ

てことなる点は，生産過程における意志決定が主として

萎の意志によって運ばれているという点に求められる。

すなわち，第 1次的意志決定の過程においては，財布の

管理は妻が行い，大きな方針は主人が中心となってはこ

ばれるが，子供の将来に関しては，子供の意志がきわめ

て大きく参与し，また家の代表としての役割も，主人，

妻のほかに長男もうけもっている。そうして，第2次的

意志決定の過程は，すべて妻によって担われている。作

業分担は妻が中心となり，これに長女とほかの子供が参

与するという形で決定されている。 （以上第70表および

第25図参照）

このようにみてくると，直系家族形態をとるところ

と，夫婦家族形態をとるところでの「家」の生産一生活

組織の謂造の相違をまず第一に認めなければならない。

麟疇においては量に卑産過程においても生活過程

においても，その家の基本的なオリニンティションをき

める意志決定の逃程に，父，栂の権限が強く加わり，実

際の作業遂行上の意志決定の過程から，漸次，そのリー

ダーシップが若い世代に移りつつあるという点が共通し

て認められる。

（直系家族の場合）

世代別発展の上でもっとも高い批代を含む①の場合

ほ， 70オ台の母が同居しているわけだが，この母は意志

決定のさいには大きな権限をもたず，もっばら象事労鋤

を分担しているにすぎない。ここでは主人とその息子

（長男）による役割分化がいちじるしい特徴となってい

る。生産過程においても，生活過程においても，その第

1次的意志決定の過程には，主人の意志が強く加わる

が，ここには萎と息子の意志も加わる。そうして実際の

作業遂行上の，つまり第2次的意志決定の過程は，息子

の手に大巾にゆだねられている。また，生活上のかかる

過程は，萎の手にゆだねられている。これに対して60オ

代の親夫婦の同居する④， 50オ代の親夫婦の同居する③

においては，生産過程における第 1次的意志決定には，

主人のほかに父，母の意志がつよく参与し，実際の作業

遂行上の意志決定が主人の手にゆだねられているにすぎ

ない。萎の参加の度合は，きわめてひくい。生活過程に

おいても，父，母の参与する度合がたかく，実際の日々

の生活過程の意志決定に妻が参与する度合も限られてく

る。そうして生産過程の第 1次的意志決定に親夫婦が参

与する度合は③とともに顕著であり，また④において

は，奏の意志決定への参与の度合ほとくに低い。

（夫婦家族の場合）

夫婦家族の場合においては，当然のことながら，意志

決定のさいに父母の意志参与という現象ほみられず， と

くに生産過程における意志決定は主人が主となり萎が従

となって決定されるという特色をもっているが，⑥⑦の

ようにとくに主人の意志が強く鋤くものと，⑥⑥⑧⑨の

ように霙の意志が比較的とり入れられるものとに分ける

ことができる。しかし夫婦家族において，とくにいちじ

るしい産異のあらわれるのは，その生活餌戦としての梱

造においてである。⑥⑥⑦⑧のように，生活過程におけ

る第 1次的，第2次的意志決定とも，おしなべて主人の

権限がつよいものと，③⑨のように子供の意志が，その

組織としての意志決定の過程にくみいれられて，とくに

第2次的意志決定の過程に妻の梱限がひろくとり入れら

れるものとに分けることができる。そうして，この後者

ほ，⑨は20オ以上の子供，③は10オ以上の子供をもっラミ
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婦家族である点に特徴がある。夫婦家族としての世代的

発展の段階と，その内部における意志決定過程の段階と

は，少くとも関連がある。

ところで，以上みてきたところで明らかなように，農

村家族における大きな特徴のひとつは，生産過程におけ

るのみでなく，生活過程においても，主人の意志がきわ

めて強く介入するという点に求められる。実際に作業分

担をして労鋤にたずさわる家族成員の意志決定に参与す

る度合がたかいほど，組織内一員として労働にたずさわ

るものの満足感がたかくなるという仮説を一応ここでと

りいれるとすると，生活過程において妻にリーダーシッ

プをとらせている①③⑨⑥の組織のあり方が，妻の満

疇の充足という点では比較的良い形態であるというこ

とができる。そうして，⑦および③④の場合がもっとも

よくない形態であることを認めないわけにはいかない。

疇内での各成員直間の人間関係の型を〔外狛会から

得だ靡殿の家族内の伝達通路〕〔家族内での営娯上の相談

相手〕〔家族内での個人問題の相談相手〕を指標としてみ

ても（第26図） ①においては家族内での個人的な相談相

手としては，その妻がえらばれる度合がもっともたか

く，この意味で要が中心的な存在になっていることが裏

づけされる。一方，家族内での営農上の相談相手では，

母→妻→長男←→主人という通路をとおり，チーフ・リ

ーダーとしての主人と，作業推進上のリーダーとしての

長男の地位が裏づけされる。外社会からの箭報伝達通路

であきらかなように，①においては母は孤立している。

ところが③④においてほ，家族内での個人的な相談相手

としてほ主人，母が中心となり，萎は孤立している。ま

た外社会からの1情報の伝逹涌路では，R④いずれにおい

ても妻がリレー・ポイントとなって母に情報がながされ

る仕組みをもち，家族内での営農上の相談では主人が中

心となって各成員が相亙に結びつけられるという梅造を

もっている。このように③④においては，外部社会から

の情報伝遥通路では，萎がリレー・ボイントとなって

母に箭報を流しているにもかかわらず，その家の中心ほ

主人と母であり，萎は人間関係のネット・ワークの中で

孤している。夫婦家族形態をとる各家族においてほ，

R⑨の場合，外社会からの楠報は妻をリレー・ポイント

として子供に流されるという仕組をもち，要と子供の結

びつきが顕著にみられるが，他の⑥⑥⑦⑧においてほ，

いずれも主人←→妻となり，これだけでは但劣がつけ難

ぃ。しかし，以上によっても，R④の萎が孤立している

ということ，また①の妻が，その家族の中心となってい

ること，R⑨においても子供達の間と萎との結びつき

が，妻←→主人との結びつき以外に形成されていること

をうかがえる。

第 3項 家族成員の集団参与と行動圏

ここでの課題は，前述の家族内でのリーダーシップ稲

造が，家族成員が家族外から擬取する箭報の最と質とに

如何に相関しているかをみることにある。また，これを

とおして家族成員の創造的報酬の度合を検討することに

ある。ほじめに，すでに世帯主については前節で検討し’

た家族成員の行動圏についてみると，その萎の場合，⑥

Rを除いては，いずれも男性に比して上級都市に出る頻

度はきわめて少くなっている（舘71表），
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第71表端野・北見

両市街へ出向

＜頻度

（昭和35年度年間）

|主人 1 爽

① 396 48 

R 30 13 

R 96 28 

c 40 25 

⑥ 60 72 

R 60 12 

R 3 5 

⑥ 120 17 

⑨ 30 8 

妻一端野市街

年10回以上 ① R ④ ⑥ 

，，， 5~10回R

，，， 5回以下 R R R R 

妻一北見市街

年30回以上 ① R 

t-20~30回R

t-10~20回④ R ⑥ 

t, 5回以下 R R •⑨ 

妻一北見，端野合計

年40回以上 ① R 

t,20~30回R④ 

H0~20回RR⑧  

ク10回以下 R ⑨ 

主人が年平均，端野市街へ26回，北見市へ29回出るの

に対し，萎ほ端野市街へ6.5回，北見市街へ18.8回行く

程度にとどまっている。①③④の父，母においても両市

街を合計して 2~15回であり，その上級都市への接触頻

度はきわめて少い。そうして，マス・コミの受けとり

方，および営農技術に関する1膳報通路をみても，妻およ

び父，母ほ，世帯主に比してほるかに少い俯報通路しか

所有していない。すなわち，萎の中で少くとも新陣が役

に立つと意識しているのは③の妻のみであるが，これは

「家庭欄一子供の教育，料理」などについてであり，晨

事関係には関心をもっていない。また，ラジオの朝の提

事ニュースに耳をかたむける習贋をもつものほ⑥の萎の

みであり，低かのものは，娯楽番組に耳をかたむけるの

みである。購演会，講習会においても①をのぞいてほ，

部落で行われた「料理諧習会」に出た経験のあるもの

が，わずかにいぢにすぎない。農事視察旅行も，①の妻

をのぞいては，その経験をもっていない。彼女らの大部

分が，その営農に関する箭報をその主人からえている。

また実際にもつともわかりやすい箭報伝逹方法として彼

女らがあげているのも，主人あるいほ肉親をとおしての

情報伝達である。ただ①の萎と⑧の要が他とほことなっ

て，講習会及び農協の人からそれをえており，③の妻は

ラジオからも脩報をえている。このような傾向ほ妻ばか

りではなく，直系家族形態をとるR④で，とくに第 1次

的意志決定の過程に力をもった父，母も同様，このよう

な家族外の楠報涌路を底とんど所有していない。ただ①

の長男のみほ，これとはことなり，批帯主に近い1肖報関

係の型をしめしている。（第72表）。第73表は，家族t構成

員が所関していると意識している集団数およびその会合

への出席頻度をみたものであるが，その集団数も批帯主

に比して他の家族成員ははるかに少くなっている。

しかし，これらの所毘集団のうち，実際には会合がほ

とんどないものも含まれているし，また会合があっても

第72表 マス・コミの受けとり方，及び営農技術の1情報通路

各森
長るもど業んつさ知いなと方実識もをう読雑んでい誌る 晨業知て何識は主 畠家の 新 慨l ラ ジ オ 最近出た講演会『衛習会 晨事視察旅行 とし 処か

成員
ら学ぷか わか

りやすいか
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視察

①長男気象，畑作関係を天気予報，品事ニ 「「家農業の光の友」」 村内他部落(視S3察4) 新聞とR 購習会みる ユース 4 

R父 みていない Ill!かない 読まない

⑨母 みていない 開かない 読まない 料理購習会 祖い父）婦（人つれ会あ

R衰 ほとんどみない あまり開かない 読まない 料理講習会 なし 主人 主人の話

R爽 家育庭，欄料理， 子供の教朝”のひ長る事のニしュースと 、こい” 「家の光」 料理購羽会 なし 主人，ラジオ主人の話

④父 あまり読まない 開かない 読まない

④母 あまり読まない 浪曲 読まない 購自己演会の体験，

④妻 ほとんどみない 今娯週楽番の農組作業 「家の光」 料理講習会 なし 主人

R妻 少し読む 煤事ニュース 読まない ク 主人 主人の話

R衰 ほとんどみない あまり聞かない 「「小冒学険四王年」生」 ク 主人，親 親の話 ＇ 

R衰 みていない あまり聞かない 「家の光J ク 主人，親 知人人， 晨場の

⑧衰 ほとんどみない 晟地センクーのお読まない ク 最協の人しらせだけ

R爽 よくわからない あまり開かない 「家の光」 ，，， 主人．人の畑主人の話をみて
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第73表家族成員が所属していると意識している集団数およびその会合への出席頻度・

各農家 1阿翡誓と五1云 年 間 出 席 頻 度

の成員 盈羞回以上112~24回16~12回I2~6回| 1回 Io回 註：落部成員が所属していると

意識している集団
①主人 20 4(abqr) 2(v.m) 3 (c,e, 2 (hw) 

衷 1 s) 1 (n) 

母 1 l (p) 

長男 1 (OJ 

⑨主人 4 1 (a) 1 (i) 1 (f) 

衰

゜父 4 

母 ， 1 

③主人 5 1 (a) 1 (d) 

爽 1 

④主人 4 1 (a) 2 (fh) 

衰 1 1 (n) 

父

゜母

゜妹

゜⑥主人 7 1 (a) 1 (m) 2 (fh) 

衷 1 1 (n) 

⑥主人 7 1 (a) 1 (c) 3(bem) 2 (fx) 

妻 1 1 (n) 

R主人 1 1 (a) 

妻 1 1 (n) 

⑧主人 1 1 (a) 

衰 1 

⑨主人 3 1 (a) 1 (e) 

爽

゜
その成員がほとんど出席しない場合もある。したがつて

実際にその成員が2カ月に 1回以上の出席頻度をもつ集

団をみると，その所属集団数はきわめて限られてくる。

世帯主においても，公職をもつ①⑥をのぞいてほ，各戸

ともいずれも 1集団のみとなり，妻をはじめ他の家族成

員はこのような集団にはひとつも所属していない（注：

批帯主がもっとも高い出席頻度をもつ集団ほ，ほかなら

ぬ第6央行組合であるが，このことは公職者以外の多く

の成員ほ，たとえ世帯主であっても，実行組合外の集団

の成員との接触頻度がきわめて少いことを物語ってい

る）。この部落の各家の妻は，③⑨をのぞいては，いずれ

も婦人会に属しているが，⑥③の妻は35年度には，この

会合に 1回も出席していない。⑥⑦は 1回出席したのみ

， 
哭行組合 a 

宇区連合会 b 

P. T. A C 

1 森林組合 d 

森林愛諮組合 e 

4 農 協 f 

1 農民同盟 g 

3 交通安全協会 h 

1 電化利用組合 i 

1 消防後援会 j 

防犯協会 k 

ビート耕作組合 1 

ダム期成会 m 

川向婦人会 n 

3 青 年 会

゜敬 老 会 p 

村 会 q 

晨菜委員会 r 

担害評価委員会 s 

ハッカ耕作組合 t 

信用評価委員会 u 

1 穂子芋利用組合 V 

1 酪最振典会 w 

開 協 X 

を認めないわけにはいかない。そしてまた，ここをとお

してもたらされる情報の質に関してみても，それはきわ

めて限られたものである。たとえば①の長男は青年会に

関しているが，青年会に対して，「リクリェシーョンが少

し多すぎる。農業関係一一種子のとりあっかい，畑と肥

料の関係など栽培技術の指尊にもっと力をいれてほし

い」という希望をもち，また④の妻も昭和35年度にはじ

めて婦人会の会合に出席し，「いままで社会に全然出てい

ないでボッカリ出たので非常にタメになった。料理の購

習会などに出席して料理も大分覚えたし，考えるように

なった。社会の問題についても，婦人会内部の問題につ

いてもはじめて知った。家の中にいると比較される対象

がなかった。家のいろいろな問題を変った角度からみる

であり，①④⑥の妻が2回以上の出席頻度をもつのみで ことができた」と語っているが，婦人会に対する希望と

あるo（③ほ昭和35年は母が所関しているが， 1回も出席 して，「料理の諧習ほ月 1回やってほしい。年1回の慰安

していない。昭和36年度から妻と交替したo) 旅行のほかに，婦人会て進んでいる地城の農場などを視

このようにみてくると，批帯主以外の家族成員にとつ 察してみたらよい」と述べている。これらの批判にもみ

て，家族外からの俯報道路がきわめて限られていること られるように，現状においては，青年会，婦人会の活動

-94 -



疇の近代化と醗の生産意欲（その 1)

ほかならずしも農業生産に直結するものではない。比重

はむしろ， リクリェーションとまた諸物資の安価斡旋の

機能にかかつているように思われる。

ところで，このように，泄帯主以外の家族成員の家族

外からの情報の祗と質が，きわめて限られている以上，

そうしてその営農に関する情報を主として主人（世帯

主）から得るという状況が改善されぬ限り，各家におい

て，その生産過程で妻が主人に蒜属するという形態ほ，

疇の頚疇がたえまず麟している叫，当然の結

果であるといえる。しかしながら，生活過程においても，

主人のリーダーシップが強く働き，さらに直系家族の場

合，実際には新しし情報通路をもたない父，母などふる

い力が，その家の生産過程および生活過程での意志決定

につよく参与しているという事実は，少くとも農業生産

カの発展に対してほ，ひとつの阻害要件として作用する

力として捉えることができる。そうして，このような現

状に止まっている限り，この部落の各戸においては，一

二の例外を除いてほ，世帯主以外の家族成員の創造的報

酬はきわめて低いものといわざるを得ない。

第4項 「家」における内部矛盾と将来に対

する目標づけ

ところで，第2項で述べたその組織体に属する個々の

成員の満足感は，その組織体の意志決定の過程に参与す

るということで，たしかに高められるものであろうけれ

ども，それはまた外的報酬によって裏らけられる必要が

あるように思われる。何故なら，ある成員の組緻体の意

志決定の過程に参与する度合がたかまり｀ー一つまり，そ

の内部での地位がたかまっても，それが外的報酬の裏づ

けをもたない場合，その成員の意欲はある限度以上には

高まることがないと思われるからである。この意味にお

いて次に家族成員に対する労鋤報酬をみてみると，この

家族成員に対する労働報酬として，月ぎめ，あるいは年

ぎめの労賃を支払つているところは 1戸もない。①の場

合は，長男に不定期に小遺を渡しているが，これは年間

6,000円ほどである。たまに卵を売ったときに，妻が200

円くらい渡し，あとは盆，祭，正月の小遺いとか，理髪，

映画をみたいというときなど，その都度渡しているが，

これはとくに労働に対する報酬という意味では1ょい。③

の場合は，祖父と妻に，春秋の祭と盆，正月の 4回，

1,000円位を小遺として渡しているが，しかしこれも報酬

という意味ではない。③ほ，萎が，市街に出かけると

き，また婦人会の貯金などで多少個人的に使っている

が，夫婦が共同して必要なときに使うという程度で，小

濃とか報酬は重要視していない。また④は，昭和35年

度，萎に 10,000円，父に25,000円，妹に 12,000円母に

1,500円ほど小遣を与えているが， とくに労働報酬とい

う意味をこめてはいない。⑥⑦⑨ほ③と同様，祭など

の小造や，家族員としての当然の消賀物の現物給与など

をのそけば，とくに労働に対する報酬ほ渡していない。

この中では⑥の妻が，昭和35年度，贈物を買っている。

⑥は，北見市街へ出る時に使っているだけである。財布

は主人と妻の両方でもっている。このように，労働に対

する報酬としては，この部落ではとくに意識してそれを

支払うという制度はない。また，このことに関して①⑦

⑨をのぞいてほ，とくに家族内に意見の相遮もない。し

かし，①の場合は，この点に関して，長男と主人の意見

がするどく対立している。すなわち①の長男は，前述し

たように，この家の中ではかなりの権限をもって，実際

の生産作業の主要な担い手となっているが，現在，年に．

6,000円匠どの小造を与えられているのみである。この

ことに関して，主人，妻，長男の間で，次のような意見

の対立がある。以下ほ，このことに関して，調査員の前

で行われた三人の討論の榔要である。ー一

ー長男：子供にも給料という形でお金をくれることができない

だろうか。

主人：もし給料をあげるなら，かまどをゆずるわけにはいか

ない。そういうことを要求するなら，財産を売り渡すほか

に手はない。おいおい財産は子供にゆずるものだ。

要いまは，親は親，子供は子供，子』砥子供として独立さ

せたい。子供がいやだという場合，好きな道を進ませた方

がよい。子供が長業をやりたいと言ったときは，それでよ

いと思う。

主人：そんな形で家族が出ていつたら，屈を入れなければな

らないし晨業はやつていけない。一

つまり，長男の意見の中にほ，労働に対する個人的な

報酬という考えがあるのに対し，主人ほ，財産誰渡を条

件にこれを拒否している。”給料をあげるなら，財産をゆ

ずるわけにはいかない。そういうことを要求するなら，

財産を売り渡すほかに手はない’'という主人の考えのな

かにほ，労働に対する外的報酬が蓄積されて財産（物的

生産基盤）を栂成し，それが代々，継承されるという伝

統的な価値志向が生きている。しかしこのような伝統的

な価値志向ほ，裏はらの関係で，その背後に禁欲主義を

伴って，はじめて成立することを，この事例は教えてい

る。消贅に対する欲望が個々人に分離した現代において

ほ，このような価値志向は，何らかの形で変容をうけざ

るを得なくなるものと思われる。⑨の場合においても，

前述したように，昭和35年度においては長男の労働力が

少なからぬ役割をしめていたが，この長男はもっばら奉

仕的役割のみで，生産過程における意志決定の過程に
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ほ，匠とんど参与していない。また前述のようにとくに

労鋤に対する外的報酬もない。この長男は，親の引きと

めにもかかわらず，昭和36年度には北見市に出て，現在

逮転手として生活をたてるにいたっている。また，もっ

とも妻の意志がいかされていない⑦の場合，その妻が，

「仕方がないとしても多少の小造がほしい」という形で報

酬の仕方について意見を出している。しかし現状におい

てほ，①⑨⑦をのぞく他の農家においてほ，このような

予盾は表面化していない。営巽方針，生活方針をきめる

際においても，大きな意見の対立もなくそれらは決定さ

、れている。最近にあった家族内での大きな意見の対立

は，⑥と⑨においてみられるのみである。⑥においては

昭和33年，作付を豆類からビートに変更するさい，妻が

「間引きに手間がかかるのではないか」という形で反対

したが，「冷害のために必要である」という主人の主張に

従つて作付の変更がなされた。⑨においても，昭和34年

小豆からビートに作付を変更する際，妻が，「草取りで手

間がかかるからよくない」とこれに反対したが，結局，

主人の主張どおり， ビートの作付が決定された。また昭

和30年，芋堀機購入の際にも，主人の，「能率向上のため

に必要」という意見と，妻の，「今まで使ったこともない

し，人手もあるし，馬も 2頭いるので必要ない」という意

見が対立したが，結局，主人の主張がとおっている。しか

し，このような組織体内部における予盾ぬ表面化する

しないにかかわらず，潜在的には，ひろく存在している

とみなければならない。たとえば，R④など父母の意志

が少なからぬ参与の度合をしめす組織においてほ，泄帯

主といえども，これに多少とも従わざるをえないであろ

うし，また，一般的に妻の位座の低いこの部落でほ，⑦

の萎のような矛盾も，意識するしないにかかわらず存在

．するものと考えることができる。さらに⑨①のような矛

盾は，多くの農家にとって，その子供が成長した場合，

当然一度は逢瘤する矛盾として考えることができる。

翠，この部落の鰭家は，④⑧をのぞく各戸とも，

長男もしくは次：：：：男に家をついでもらうことを希菫して

いる。その意味で，直系家族的志向が生きているという

ことができる。①ほ， 6人の子供のうち，長男に家を継

いでもらう意志をもち，財産もすべて長男に譲渡するこ

とを考えている。そうして3人の女子には，新中までの

教育と嫁入道具を，三男は非誤的職業につかせるために

高校までの学資を支給することを考えている。次男は，

本人の意志によって東京の特殊学校を卒業し，現在，東京

で電気技師となっている（長男は，高校に進学したかっ

たが結局は中学卒業）。③は2人の子供がいるが， 2人と

も高狡を出す。長男には財産を全部譲渡して家を継がせ

ることを考えているが，農業をやるにしても高校を出る

ことほ，これから必要であると考え，亥男には高校を出

させた上，さらに技術をもたせようと思っている。狸由

ほ，麟訊の職業につかせるためである。③は， 6人

の子供のうち，男子2~は高校まで，女子は中学まで教

育をうけさせることを考え，とくに長男を，十勝の農業

実習所にいれることを考えている。現在，財産の分与方

法まで考えていないが，親には，出来るだけ教育をうけ

させて，教育を身につけさせてやりたいという考えはあ

る。長男もいまほ，親の跡をつぐことを考えている。子

供の親に対する希望ほ，勉強する部屋と時間がほしいと

いうことである。④は3人の子供のうち長男には，「農業

をやらせるにしても男だから高校まであげる」ことを考

えているが，晨業は見とおしがきかないという理由で，

教か，サラリーマンにすることを考えている。「サラリ

ーマンには凶作はない」。2人の女性には，中学卒で和裁

を覚えさせ，非晨家に嫁に行かせようと思っている。財産

は長男だけに分与する考えでいる。⑥は2人の子供（男

子）がいるが，教育も職業も子供の自由意志で本人の希

望どおりにしようと思っている。「隙いでは農業はできな

い」。しかし長男には家をつがせ，その生活が保証される

ような形での財産譲渡を考えている。また農業の基礎を

つける勉強だけはさせたいという考えでいる。⑥ほ2人

の子供がいるが，男女とも高校にあげることを考えてい

る。長男にほ財産全部を譲渡して家を継がせる考えでい

るが，「農業は学問がなければできない」から高校まで，

長女は就職させるために高校まで出す。⑦は3人の子供

がいるが，長男には高校まで，女子2人は中学までの教
ィ

育を受けさす。長男には，家を継いでもらうことを希望

している。⑥ほ2人の子供がいるが，長男には高校まで

教育させ，長女は中学で終らせる考えでいる。長男は将

来農夫をさせないつもりだから高校まで，長女は，将来

農夫の嫁にやるから中学までという理由である。⑨ほ，

6人の子供がいるが，長男 (22=:Iぅ，長女 (20オ），次男

(14オ）は中学まで，それ以下の 3人の女子は高校まで

教育をうけさせたいと考えている。長男には「百姓を手

伝ってもらうつもり」だったが，前述したように，すで

に北見に出て運転手として生活をたてている。長女 (20

オ）は「生活に追われていたから，ただ仕事を手伝って

もらいたかった」という理由で中学卒，将来は農夫の

嫁。また次男 (14オ）は，中卒ですぐ仕事を手伝っても

らうつもりでいる。次男に財産を全部譲渡して，家をつ

がせる考えで，それ以下の子供を高校までというのは，

「やがて，そういう社会になっていくと思う。義務教育

の年限が上る」という理由である，
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このようにみてくると，第一にほ④⑧が長男の非農的

職業につくことを希望する以外，他の 7戸はいずれも子

供による農業の継承を考えていることがわかるが，第二

には，男子は高校ま℃女子は中学までという思想が

一般に存在していることを指摘しなければならない。女

子に高校まで教育をうけさせたいという思想ほ，⑥と⑨

tこだけみられる。⑥ほ長女を就職させるためであり，⑨

の場合は，きわめて漠然としたものである。⑧に典型的

にみられる「農夫の嫁にやるから」中学までという思想

は根深いものとみなければならない。男子の高校までと

いうのには二つの流れがある。ひとつは，農業をつがせ

否ため，他は非農的職業につかせるためである。農業を

専問技術とみて農学校までという考えほ，まだ③，と「偶

業の基礎をおさめさせたい」という⑥にみられるのみだ

がいずれにせよ，ここには「農夫に学問はいらない」と

いう思想がかなり，払拭されてきていることが認められ

る。

第七節 「部落」の社会構造と農

民のリーダー

これまで述べた，この川向第6部落の各戸の経営組織

体としての機能ほ，お互に孤立したものとして営まれる

のではなく，相互に一定の社会関係をとり結ぶ中で，そ

の生産一生活様式に相互に影智を与えあいながら，しか

も一方が他方により多くの影薔を与えるという過程をと

おして，現実には，その経営体としての機能を果してい

る。そうしてそこには彼らの世界に特有の価値基準が構

成されている。

いわば， 「誤事実行組合という生産組織」の中で，そ

の成員たちが相互に生産と生活過程をまっとうするため

に，相互作用をもつ過程をとおして，そこにはいくつか

の小集団が形成され，それは総体としてフォーマルな農

事実行組合組織に累租されている。そうしてこの組織の

中での，相互評価をとおして形成された社会的序列づけ

に従ってそこには生産と生活に対するもっとも望ましい

行為の様式が，もっとも望ましくない様式とともに形成

されているものと考えることができる。

このような意味で，この部落組織がもつ社会規範ほ，

農民の生産意欲に対して大きな規制を与えずにはおかな

い。

この節では，かかる観点から部落のレベルで農民の生

産意欲を現実的に規制しているその社会構造と，またこ

れを支えるリーダーシップ梱造とその価値志向の様式を

あきらかにしよう。

ところで「部落」の社会梱造はフォーマルな組織とし

て楷成される実行組合組織と，各梱成員が相互にとり結

ぶインフォーマルな諸関係との二側面に分けて考えるこ

とができる。

前者は，部落総会できめられた実行組合組織としての

地位と役割梱造にもとずく生産組織であり，後者は前者

と別に仲間たちの間で解決課題が生じた場合，その性質

に応じて機能的にリーダーを選び組織を梱成することが

できる諸関係として与えられる。そうして実際の部落の

社会描造ほ，フォーマルな諸側面とインフォーマルな諸

側面の複合したものとして捉えなければならない。イン

フォーマルな諸関係の中には，つねにフォーマルな組織

を変革する契機がかくされているとみることができるか

らである。

第 1項 フォールマルな組織としての「部

落」とそのリーダーの機能

この川向第6農事実行組合が，フォーマルな組緑とし

て構成されたのは，昭和11年川向共保農事実行組合とし

て発足したときにはじまるが（昭和13年には法人登記を

すます）， 戦後，農業会解散後申し合わせ組合になった

とほいえ，現在擬協の下部末端機関として果す機能とそ

の梱造の中には共保農—実行組合として組織されたその

当時の性格を強く残している。

この農事実行組合の組合員は「端野村川向東8号東10

号間，南9線以南1区城内デ農業ぅ営ムモノ」（共保農事

実行組合規約第2条）で，いわば当時好むと好まざると

に拘らずこの区域内で農業を営むものはこの農事実行組

合に粗織されたわけである。この製事実行組合氏「端野

村農会ノ指導監督ヲ受ヶ」 （第3条） 「本村巽会二於ケ

ル晨事必郷記員ノ達成」 「晨家経済ノ向上」 「総会二於

テ必要卜認メタル事項及ビ其ノ他」 （第4条）の事業を

実行することを目的としていた。いわば盛会の下部末端

の実行組織であったわけである。

「組合員ハ本規約ヲ遥守シ，決諺溝頃ヲ実行スル義落

ヲ有シ」 （第6条） 「其ノ義務ヲ履行セザル者アルトキ

ハ総会ノ決諺ヲ経テ除名……」 （第9条）させられた。

「新二加入叉ハ脱退セムトスル者ハ其ノ旨組合長二申出

テ其ノ承認ヲ受」（第7条）けなければならなかったし，

またその経喪を負担しなければならなかった。

また「組合長ハ事業ノ進捗，組合員ノ共励ヲ図ル為

月1回総会ヲ開」 （第16条） ＜義務があった。

しかも個々の農民ほ，戦時下における生産資材の統制，

作付の強制割当および生産物の供出などのため，その中

で生産過程をまっとうするためにほ，この組織を利用せ

ざるを得なかったわけである，さらに，土地改良事業を
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行なうために，娯会から事業資金を借入する際にほ，こ

の組織は相互の連帯保証組織となった。すなわち「…完

済出来ザル場合＾当組合責任ヲ以テ負担ス」ることが土

地敦良事業決職録には記載された。

戦後にいたって，登記法人から申し合せ組合に組織替

える直前の，昭和22年の12月には，次のような生活慣行

に関する申し合わせ事項も行っている。

1 病気見舞 大人 50円 小 人30円

1 弔慰喪 大人 100円小人50円

1 馬弔慰聾 親馬 100円 (3オ以上）

50円 (2オ馬）

0円（当オ）

〔昭和22年12月27日総会決誤事項補則より）

このような，農事実行組合のもつ生産一生活に対する

監史的に培われた規制ほ，昭和23年擬事実行組合が申し

あわせ組合に変ったあともー朝にして消えさるものでは

なかった。むしろ村の生産及び行政の体制そのものが，

この農事実行組合をその下部末端機関として不可欠にと

もなうという機梱ほ戦後諸物資の統制期間を逓じてます

ます強化され，現在もそれはそのまま継続されている。

つまり農事実行組合は，戦後法人格が消滅したとはいえ

全体の社会的機梱が変らない以上，また農会の機能が擬

協にうけつがれますます強化されている以上，この農事

実行組合が個々の成員の生産，生活過程に対して監史的

に培ってきた社会的規制力は，本質的には変らないもの

とみることができる。ところでこの農事実行組合が現在

果しているフォーマルな社会的機能をみる前に，この農

事実行組合の組織梱造をみてみよう。

この農事実行組合が組織された昭和11年には， 11戸の

組合員を擁していた。

しかし昭和14年から17年にかけて，組合員の移動がは

げしく，昭和18年には半数以下の 5戸となり，昭和21年

には①より③が分家創出され6戸に増加，昭和27年 1戸

離農し，昭和28年以降昭和31年にかけて⑥⑦⑧⑨の 4戸

が分家あるいは入植し，現在の 9戸の組合員を擁する七．

至っている。

組 合 長 嬰 嬰 監 事管理係堆肥係

咽]R⑩  ⑪＠  ⑫ 
年
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疇の近代化と御の生産意欲（その 1)

戦前における，役職梱造は第74表のとおりだが，ここ るどころから辞退するものがあらわれる（例えばR③)。

における第一の特色は， このようにして①が連続して組合長につくことになる。

(1) 当時この部落で随一の自作地をもつていた①一そ つまり戦後においても，この第6擬ー実行組合のフォー

の父の代ーが，フォーマルな組合長の位座を10年近くに マルな組織の実櫛ほ①であり，これのフォーマルな補佐

わたって独占していたこと，また，副組合長の位座も特 役は戦時中のRに替って④となる。しかしその際，この

定の家によっ独占されていたところにある。 組合長につくことによっての物質的報酬のつりあげが計

この意味において，このフォーマルな組織の戦前の特 られ，昭和35年度においてはその組合長の年間手当ほ8

微ほ，自作誤による自小作，あるいは小作農の体制的組 万円， 36年度には10万円に達する。しかも①と④が血禄

織化に求めることができる。 関係を持つところから， 10万円の役職手当ほ，一味にし

(2) しかしながら，昭和15年以前とそれ以降とではそ てやられたという声が組合員の中からも開かれる。しか

の組織楷造はことなる。 しながらフォーマルな組織のリーダーのボストが，それ

昭和11, 12年においては，その役職は，組合長，副組 に相応する物質的報酬に裏付けられて確立されたのは少

合長，監事，管理係，堆肥係の五つに限られ，特定の 5 くとも戦後のことであるように思われる。すなわち，戦

戸がこれにつくが， 13~15年においては 1戸が兼任する ．前の共保農事実行組合の規約には，この役職手当の規定

ことによって 4戸にしぼられている。 はないが，昭和19年より親和部落と合併して構成されて

とこぢが昭和16年には戸数は6戸に減少したにもかか いた義勇隊が戦後解散して部落となり，さらに昭和22年

わらず役職ほ14~15に増加，すべての成員が兼任するこ この部落が解散するに及び実行組合としての組織替が行

とによってこれにつくというフォーマルな組織構造が栂

成され，この形態は戦後にも弓l継がれることになる。

つまり，昭和15年以前においては，組合員中より選ば

れた特定のリーダー層が横成されていたわけだが， 16年

後は全員が何らかの役職によってこれにつくという形態

に変化したわけである。しかしながら，もっとも重要だ

と考えられるポストは組合長および副組合長によって

（とりわけ組合長によって）掌握されていた。組合長で

ある①が兼務する役職ほ，納税係長，また昭和17年以降

ほ食糧及び飼料係長，石油及び肥料係を兼務した。組合

員からの徴税と統制諸物褒をコントロールする機能を組

合長が兼務したわけである。また昭和17年以降副組合長

であった③が兼務したものほ，産業係長と社会及び保険

係長である。

こうして戦後に至るが，昭和23年以降， 28年までほ①

の息子が組合長を引き続き行ない， 29年から34年までの

6年間は，④⑥③①の間て祉且合長の持ち廻りが行なわ

れ， 35年以降ほ再び①によってこのボストはにぎられて

いる。しかしながらこの場合注意しなければならないこ

とは，④⑥③①の 4戸で組合長の持ち廻りが行なわれた

とは言え，副組合長はつねに①と④のどちらかによって

になわれていたという事実であろう。

この農—実行組合長の持ち廻りほ，昭和28年の組合総

会で昭和32年度分まで決定されたものだが，その後昭和

31年度の総会で33年から37年度の分を決定している。こ

の中には，はじめて戦後入植者の③が含まれている。し

かしながら，総会でこのように決められたにも拘らず，

租合長につくことによって営燥の労鋤時間を多くとられ

なわれるが，

※ この共保最事実行組合は，昭和19年，戦時体制強化のため，

義勇隊編成が行なたれた際には，隣接せる親和部落と共に一分隊

(22戸）を描成し．その一つの班を構成した。終戦後はこれが部

落会として引き継がれるが，やがて昭和22年部落会は解散．晨事

央行組合として組織替えをおこなうがこれも昭和23年で解散，そ

れ以降昭和19年以前の共保晨事実行組合の範囲で川向第 6晨事実

行組合を構成し現在に至っている。

この際世保晨事実行阻合の規約を改正して，新しい実行

組合組織を作ることを試みる。この時組合長の手当ほ

「1カ月 150円のほか，全員2日の労力援助をなすもの

とす。副組合長手当は 100円但し組合長の労力援助出役

ほ免除するものとす」という形で評眠員と他の役員に対

する手当額と共に，組合長および副組合長に対する手当

がはじめて規定されている。さらに同年12月，総会決眠

事項として，会長に対する労力援助の件が「 1カ年を通

じ1戸当り 6人以上の出役をなすものとす。出役方法ほ

会長の要求に応じ出役をなすものとなす。但し副会長の

連絡に当ること，副会長及び産業係長，肥料係長に出役

を免除するものとす。出役の際，会長より慰労は絶対に

せぬこと，叉慰労に応じた場合は其日の出役を無効と

す」という形で，また役員報酬の件として「 1戸当り大

豆 1俵を出衰すること。分配方法は年末に於いて行なう

こと」という事項が決識されているのである。こうして

昭和27年度には，この第6擬事実行組合においては組合

長に59,000円の手当が，副会長に10,000円の手当が支給

されることが決定されている。もっともこの場合組合長

手当は，現金40,000円で，ほかに労力援助54人，（1人工

350円，馬で出役の場合は3人分として計算）として
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19,000円ということになっている。ほかに土木，産業，

PTA係にそれぞれ7,000円，スピーカー係に10,000円

の手当を支給しているから，諸手当のみで経費は71,000

円となり（労力援助除く）これを当時の組合員6戸で制

ると， 1戸当り諸手当経痰のみで約12,000円の負担とな

る。昭和35年度においてほ，その総額ほ 113,500円， 1 

戸当り約12,600円， 36年度にはそ到総額 144,000円， 1 

戸当り約16,000円の負担となっている。このように現在

この農事実行組合においてはそのリーダーのボストは，

特に高額な物質的報酬によって裏付けされ，この経蠍ほ

個々の組合員によって負担されるという栂造をとってい

るが，その実権は①がとり，④がこれを補佐するという

形で躁審実行組合の組織化がなされている。

ところでこの巽—実行組合は，組織として個々の農家

の生産および生活過程を村段階の生産，行政，教育体制に

結びつける機能を果している。この実行組合には，現在

共有財産として集会所のほか，畜力いも掘取機 1台と預

金が 1万円ほどある。これらがこの部落の物的基盤を構

成している。しかし，さらにそこには次のような社会的

諸基盤があることを見落してはならない。すなわちこの

実行組合涸織ほ，第74表のように 1戸を除くすべての梱

成員が，実行組合の機能に応じて特定の役割をになう位

陸につくという栂造をもっている。

①の組合長は納税組合長，批話係，種子芋組合長を兼ね

④の副組合長は，会計誤作調査委員を兼ね，また⑥は土

木係（道路補修工事）と森林組合を，③が産業係と統計

係，⑥がPTA幹事，⑥は神社，衛生係，⑦が畜産係，

Rが消防員という・役職についているが， この役職楷成の

中にも，この実行組織が農協の下部組織として，また行

政の下部組織として，さらには村段階における各種集団

の下部組織としての機能を果している事情が読みとれ

る。しかし特にこの組織のフォーマルな代表である実行

組合長には数多くの役職が重誤している。前述したもの

磁に，農民同盟代職員，新生活委員，青年学級委員，

消防後援会部長， ビート耕作組合委員，農産物共済連絡

委員などの村段階における各種団体の役職を兼任，また

すでに脹況の項で述べた字区の役員も兼ねている。つま

り，畏事実行組合組織のフォーマルな組合長は，村と字

区とを部落民に結びつけるために柩めて大きなリレー・

ボイントの役割を果しているということができる。そう

して後に述べる部落民のインフォーマルな諸関係の分

析において明らかになるように，このように村段階から

の諸々の伝達通路が，晨寄実行組合長をリレー・ボイン

トとしてなされているということは，部落民の社会関係

繹落内に統一するための基礎的な諸関係を梱成するこ

とになる。さらに実行組合長ほ，部落外社会からの俯報

的諸関係をコントロールする役割をも機梱的に兼ねそな

えている。つまりこの部落には，昭和25年より有線放送

．が入っているが，現在この親器は農協本部にあり，擬協お

よび村役場からの諸箭報は定時刻にこの親器から全栂成

戸にもたらされる。これは実行組合長宅の中継器の切換

スイッチをとおして，はじめて下部に流れる仕組みを持

つている。中継器には送話器と受話器があり，これをと

おして央行組合長は有線本部と村内各実行組合長宅と，

さらにまた傘下猫成員各戸との通話が可能となる。しか

し傘下梱成員のスピーカーはこの中継器との相互通話の

みが可能である。したがって，傘下梱成員相互の箭報交

換，また本部，さらに他部落梱成員との通話は，常に実

行組合長宅の中継器を媒介としてのみ（実行組合長がそ

れをいったん岡いて他に伝える）可能となる。つまり，こ

のように有線放送を利用する限りにおいて農事実行組合

長は，その捕報の不可欠にとおらなければならない中継

基地の役割を果している。このような役割を果すことに

よって，農事実行組合長は，行政村，農協からの諸楠報の

下降伝逹，さらにそれへの反応を上部機関へもたらす際

の重要なリレー・ボイントの役割を果すことになる。こ

のような農事実行組合長の特にきわだった社会的機能ほ

次のように要約される。

(1) 村民税，所得説の基礎となるべき個々の農家の所

得評価，ー一調査は春からはじめ，正月に全員の会合に

よって最終的結果を出す。

(2) 農協，共済組合，村役場，農民同盟，森林組合，酪

農振興会などからもたらされる各農家に対する連絡と，

それに対する部落としての受けとめ方に対する協眠，こ

れは有線を使ってスピーカーで連絡するものと，顔をあ

わせて協議するものに分れる。

(3) 各晨家の春の作付から秋の収穫までの作況の掌

握，これにあわせて，各作物ごとの掌握も必要となる。

ビート耕作組合，種子いも耕作組合，ハッカ耕作組合な

どの団体からの作物栽培管理上の連絡，注意および調査

にはただちに応じなければならない。また共済組合から

は各農家の春の作付掌握の仕事がもたらされる。具体的

に被害が生じた場合はその報告と，さらにその他地区と

の比較と全村的な調照会誤が行なられる。

(4) 各催華物の出荷検査及び調盤の仕事（例 ビート

種子いもなど）

(5) これが終了すると，明年度の種子，肥料など生産

資材の購入の段取の仕亭が，新年度の各農家の営農計画

書作成のための会誤の仕事と共に残されている。

(6) しかしながら，特に大切なことほ，昭和29年の冷
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害以降，各人が擬協から資金導入を計る場合に，各人の

証書に①の印が必要となったことにある。この村におい

ては，擬協の委嘱によって作られた，信用評定委員会 (15

人で梱成）の審査を通ったものは， 50万円までは 1人の

保証人で資金が許される仕組みになっているが，それ以

上の場合は普通2人の連帯保証人の印が必要となる。

この信用評定委員会は各躁家を財産と負債度，勤勉度

健康度という 3側面から検討して，評価するわけだが，

この第6晨事実行組合長の①はこの信用評定委員も兼ね

ている（村会眠員でもあるが）。

すなわちこの①は農事実行組合長として，各擬家の生

産活動の外社会に対する社会過程を掌握するとともに，

この委員を兼ねることによって，この部落内での個々農

家に対する支配力は，極めて強力になっているというこ

とができる。

第2項 インフォーマルな諸関係とそのリ

ーダー

ところで，この舘6農事実行組合の社会梱造の特質

は，このフォーマルな組織の分析で言いつくされるもの

ではない。そこにほ，この組織成員が生産過程で，ある

いは生活過程をとおして，相互にとり結ぶところのイン

フォーマルな諸関係が累槙されている。個々の農家はこ

のような諸関係をとおして，相互に相互を評価し，その

中で彼らの世界に特有の約束ごとを生み出している。彼

らの中では，特定の成員には特定の位座が用意されてい

る。つまりここでの社会規範は彼らの生活に特有な価値

志向をもっている。フォーマルな地位に基ずいた権威で

はなしに，仲間たちの間で自然に認められた権威に基礎

を個くインフォーマル・リーダーの所在も，ここであき

らかにしなければならない。

これらの諸関係は，たとえば血緑関係にその基礎を置

くもの，また地緑関係に基礎をおくもの，さらに学校時

代の交友関係に基礎をおくもの，またその生産基盤の類

似性に基礎をおくものなど，それらの諸関係の発生契機

によって，いくつかの側面にわけて考えることができる

が，ここではこれらのインフォーマルな諸関係をその現

象形態により，生産過程での諸関係と生活過程での諸関

係に分けて，これらの諸関係をとおして形成される小集

団をあきらかにすることによって，この第 6擬—実行組

合の社会栂造をより詳細にあきらかにしよう。

〔生産過程での諸関係〕農機具の共同所有関係では，畜

蒸溜釜ほ二つのグループにわかれる。ミストは③一⑤が

別のグループを作り，またハッカ蒸溜釜ほ③ー⑧が別の

グループを作り，脱穀乾燥機は③を除く他の 8戸で一つ

第75表

（共同所有農機具）

畜力いも掘り槻→全戸

ミスト→R⑥

ミスト→①R④⑥RR⑨

ハッカ蒸溜釜→①R④RR

ハッカ蒸溜釜→R⑥

脱穀乾燥槻→①R④⑥RR⑧⑨

豆落し機

ピートプ ラウ

もみすり槻〗〗;/／:［三［三
第 27図 第 28図

藻淡共も慮）1項くる象、

—• 
曇）

⑧ 

一方手間のかしかりの

関係は必らずしも相互

選択にはならないが，こ

こにおいては，①一③一⑥と③一⑦一⑨と④―⑥―Rの
茨

3グループに分れ，⑥はその何れにも属していない。

※Kは④と尾根の道路をへだてて隣接する美幌町の農家である。

共同作業は戦後昭和23年から27年にかけては，いも掘

り，脱穀に 1戸2人ずつでて全戸で一齊作業をするなら

わしがあったが，凶作後は自然にくずれ，現在④一⑥一

Rの間て秋のおとしもの，①一③ー④一⑥一⑥の間でハ

ッカ蒸溜釜の使用に際しての共同作業が行なわれている

のみである。そうしてこれからの幾機具の共同利用につ

いては④—⑥―®がチョッパーを，①一⑥が耕連機の共

同利用を考えている。農機具の共同利用について，もっ

とも菰極的な意見をもつものほ①と⑥であり，⑦⑧はも

力いもほり機は全戸共同所有であるが， ミスト，ハッカ っとも否定的である。つまり生産過桓でのインフォーマ
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ルな諸関係ほ，おおよそ①ー③ー⑥と③ー⑦一⑨一⑧と

④―⑥•••®の 3 グループに分れ，たとえばハッカ蒸溜釜

の使用などに際しては①一③一⑥のグループと④一⑥が

結合するという形態をとり，③はその必要に応じて④と

組み，また⑥とも結びつくという形態をとっている。

〔生活過程での諸関係〕ところで，生活過桓でのインフ

ォーマルな諸関係ほ，この牛錮禍程での諸関係に必らず

しも一致するものではない。生産過程での諸関係をその

結合紐帯の発生契機から眺めてみると，①→③，④→⑥

の関係は本分家関係にあたり，また①→⑥，①→④の関

係は①の血禄者がそこに嫁いでいるという関係にあた

る。③一⑧，①一③一⑥，⑦一⑨，④一⑥ほ，お互いに

近隣関係を梱成している。②一⑤一⑥ー⑦は小学校時代

からの同期生であるという関係にあたる。

したがって，牛産禍程における 3グループ①一③一⑥

④―R…R及び③ー⑦一⑨ー⑥ほ，おおよそ血緑関係と

近隣関係を主軸として，これに小学校時代の交友関係が

重なって形成された諸関係であるということができる。

第 29図第 30図

繹 l＜逸紐印象

寮曲
磁もンク-

日用品の貸f釦沢］保

／ 
・一・‘ヽ

I、口雹‘) こ、）
生活過程における諸関係においても，これらのきずなは

生きている。すなわち， 日用品の貸し借りにおいては，

①畷噸，⑦-R却間の諸関係が，③―⑥，③ー⑥

の関係とともに梱成される。しかしながら， 日頃相互に

気軽に行ききしている諸関係ほ，③一⑨一⑦とまた④一

⑥，③一⑧の間でみられ， 「気のあう者同志」の関係で

は⑥＿③一⑧一④と，③一⑦一⑨の2グループが浮びあ

がり，①および⑥ほ，気のあうという点においては，こ

の部落の中では孤立していることがわかる。つまり生活

疇での諸関係ほ牛産避程での諸関係とかならずしも一

致しないのである。

三旦⑧｝の関係は生活過程に

おいてはご塁―年⑥｝という関係になり，疋⑥

のグループに③，⑧が加わり，それがこの部落の中では

紀 要

もっとも大きいインフォーマル・グループを形成してい

る。そうして，⑥⑧④③のグループと⑨⑦③のグループ

を結びつけるものは前者では⑥⑧，後者では⑦③であ

る（③→⑥，R→⑥，⑦→⑧）。①と⑥へほ③を媒介と

して，③→⑥→①という形で孤立した⑥及び①との感俯

的な連膿が保たれている。

〔部落内の階層秩序とインフォーマルグループ〕しかし

・ながらこれらの諸関係は，社会的に相互に対等な横の関

係として， とり結ばれているものではない。この部落内

各成員の間にほ，それぞれ，各経営の位置づけがその経

営の良し悪しに従って形成されているものと思われる。

次にこの点をみてみると，笛76表のようになり，この部

部落民の各成員に対する経営評価（階層序列）第76表

第 8号

| ① I ③ | ③ I ④ l ⑥ | ⑥ l ① l ⑧ | ⑨ 

① 3 1 1 4 2 1 2 2 

R 3 2 2 4 4 1 3 4 

R 3 4 2 2 4 1 3 4 

④ 

R 3 2 1 1 3 1 2 2 

R 4 3 2 2 3 1 2 3 

R 3 4 2 2 3 4 2 3 

⑥ 3 3.5 2 2 2 4 1,5 

⑨ 4 2 3 4 3 2 1 4 

平均13.3 13.l 11.9 12.0 13.0 13.3 I 1.1 12.6 13.0 

（註）各経営に相互に経営を上，中の上，中の下，・下の四段階に評

価させ，上ー4'中の上ー3'中の下ー 2,下ー 1として計

:)"):,なお④は拒否。

落においてほ，①⑥がもっとも経営が伸びていると思わ

れ，ついで③⑥⑨，さらにさがって⑧④③このあとに⑦

が続き，⑦がもっとも惑い経営であるという価値基準が

この部落の成員間にほ形成されている。

※しかしながらこの部落では，この相互評価は各農家によつてか

ならずしも一致していない。このことは•この部落の社会規範がい

まだ充分にコンクリートに形成されていないことを物語る。

このような部落

の社会規範に従っ

て， Y軸にこの序

列づけを，そうし

てX軸に被選択数

をとって，前述の

気のあう仲間とし

ての諸関係を照理

すると次のように

なる。（槃31図）

つまり「お互に

第 31図

蝶泊階屠和列以平問クか7・/J)肉禾

35 

3.0 

25 

20 

15 

角LO

『~ 1 2 

扱送沢祁
3
 

牛 5
 

6
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かくしかんぼんのないところを話しあえる」 「気持が似

かよった」仲間としてのスクーは⑥〔被選択数5)であ

り，ついで⑧〔被選択数4〕，④〔被選択数3〕となる。

そうして⑥は，この部落内での序列も第一位に位置づ

けられる。この⑥を中心にした④⑥③のグループがここ

でのもっとも大きいインフォーマル・グループを形成し

ている。⑦はこのグループの影響をうけるが，同時に序

列づけ第二位の③と相互選択し，これに⑨を加えてサプ

グループを楷成しているが，全体としては，このグルー

プは⑥を中心としたグループの影智をうけている。そう

して①と⑥ほ，この部落内では高い序列づけが与えられ

ているにもかかわらず，もっとも孤立している〔①ほ⑥

とともに階層序列づけは 1位，⑥は4位〕。反対に表面

上はともかく，実のところ否定している人物，つまり

「ああいう人にはなりたくない」と部落成員が考えてい

る人物をみてみると，もっとも被選択数が多いのは⑥

〔被選択数4〕であり，ついで①〔被選択数2〕となり

③④⑦⑨が夫々被選択数1というi結果がしめされる。

（第32図）この結果わかることは，③は⑥と気持があう

といいながらも， ． 第 32図

その実，そのうら 1統麟虹間の反知麟

には否定的な関係

がかくされ，また

⑥→①という関係

には⑥ほ①を「妻

の父だから地敬す

る」というものが 4 3 2 
あり，また①も⑤

expressivet.ょ側面では③とともに④ー⑥のグループに関

しているということなどがあきらかとなる。

（階層秩序と幽疇〕ところで，こーのような部落内に

おける階層序列の存在はまた，そのような階層序列の成

立を可能ならしめる部落内各成員の価値基準をその前提

としている。この部落内においてほ，すでに第76表でみ

たとごく，各農家の相互評価の基準ほかならずしも一致

していない。けれどもこの階層評価の中に流れる価値基

準は，次のような梱造をもつものとして捉えることがで

きる。

すなわち第一ほ財産の有無で階眉を評価する基準，こ

の評価の背後には不慮の災害のとき，その経営体が切り

抜けられるか否かという基準がかくされている。第二ほ，

このような財産を創るものとしての労鋤の多寡が評価基

準となる。それは一方では，生活の仕方，つまりその農家

に子供が多いかどうか，あるいは節約型か派手型かとい

う生活の様式に対する評価基準を生む。しかしさらに評

価基準がふかまると，その労鋤力が汗仕事に熱心:::,なも

のであるか' :::,努力型、であるかどうかという基準がう

まれる。これはさらに刃乍付の上手，下手ミをへて， 汗経

第77表部落成員の相互の経営に対する社会的

評価の基準

〇 禄迅沢釈

を腹の底から好いていない。さらに⑥は「ああいう人に

はなりたくない」という，そのような人物を一人もあげな

かったし，また誰からも否定的な評価をうけていないと

いうこと，つまり⑥はこの意味においてもこの部落の中

でほ，スターたる条件を備えており，また①一⑥一③の

関係は，生産過程ではインフォーマルな諸関係を結びな

がらも， expressive~ょ側面ではからずしも親しい諸関係

を1蒻成していないこと。さらに⑧ほ生産過程では近隣関

係にある③とインフォーマルな諸関係を結びながらも

第 33 図

采の合う人

A 財産

B 労鋤力

C 生活様式

D 仕事熱心

El作付の上手さ

［こカ
G 社会的活動

E11経営形態

AII土地条件

j Al Bl cl nl El Fl GIE'IAI 
①〇

゜゚゜R 

゜゚゜゚R 

゜゚゜ ゜④ 

゜ ゜R 

゜゜R 〇

゜゚ ゜゚R 

゜゚ ゜゜⑧ 

゜゚ ゜⑨ 

゜I 41615141213121211 
註 ④は経営が仲ぴている家に対する評価基

準からとる。

゜
被送祁玖

営能カミを評価基準とする価値志向にたっしている。他

方これとは系列をことにするが社会的に活動をしている

か否かをその評価基準としている系列も存在している

（農業のある部門の専門家という評価基準がないこと

に注意）。勿論このような評価基準は実際には複合されて

いるものであろうと思われるけれども，凶財産一労鋤

力一生産様式一仕事熱心で完結する評価基準と，（B）作付

形態ー経営形態一経営能力にまで発展ししかも生活様式

という評価を入れない評価基準との間に，さらに(C)社会

活動だけで評価する評価基準との間には，あきらかに大
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きな相違が存在するものと思われる。 (C)がもっともおく

れた評価基準であるとするならば，凶はこれまでの農本

主義にもとづく価値基準として，そうして(B)は近代的な

価値基準として位置づけられるものであるように思われ

る。この意味において，この部落成員の評価基準をみる

と⑥がもっとも近代的な評価基準を身につけていると

いうことができるが，ここでは部落全体としての評価

基準を，部落民の相互評価の中からみることとしよう。

これによると上位に位置づけられるものの評価の中には

二つの社会的評価基準が働いているように思われる。第

ーは①に対する評価に端的に示されるように，旋畜部門

（育成牛）をもっているということ，山林を所有してい

るということと，経営が合理化し生活程度がたかく，村

会であるという評価，③に対する財産あり，基礎が

出来ている，経営がうまいという評価，また山林の所有

と仕事熱心，品種，土地改良に力を入れることなどに要

約できる⑥に対する評価も，この系列に入れることが

できると思われる。ところが⑥に対する評価ほ「勤労家

生活裁少し，節約家，交渉少し，地形よし，負債少し，

増反している」ということによってもたらされる。擬業

に対して勤勉であり，地力もおとろえさせず，また品種

に対しても心をくばっているという⑨に対する評価もこ

の系列に属するものと思われる。つまり前者の評価基準

はある程度きづかれた財産にウニイトがおかれているの

に対して，後者の評価基準はむしろ「心がまえ」と「生

活」にウエイトがおかれている。そうして下位に

位置づけられるものの評価は，第一に身体的障害から

労働力が確保できないこと，また労働力に限界が来た

こと，牛と豆で失敗して負債の多いこと，生活喪がか

さむこと，派手ずきなこと，作付がかたよっているこ

と，経済的観念がないこと，おとなしいこと，などがそ

の評価基準になっているが，ここにおいても，基礎的な

生産要素に対する評価と「心がまえ」がその二つの柱を

なしている。しかしながら，この部落においては前述の

ように，各経営に対する評価基準を「経営能力」にまで

発展させるものは限られており，もっとも一般的な評価

基準ほ， 「労鋤力」であり，ついで「生活様式」「財産」

「仕事熱心」というようなものである。つまり，労働力

があるか否か，財産があるか否か，生活様式がつつまし

いか否か，また仕事熱心であるかどうかが，ここでの階

層評価のもっとも基本的な基準になっている。そうして

財産と労働力がいわぼ現在にとって定数として与えられ

ているとするならぼ， 「生活様式のつつましさ」と「仕

事熱心」が，ここでは，誰でも現実にとり入れられる行

動様式となる。それ故にこそ，現在負債が少く， 「生活

、様式のつつましい」 「仕事熱心」と評価されている⑥の

経営態度はひろくこの部落の成員にうけ入れられるもの

として作用するものと思われる。いわば各成員が共有し

ているかかる側面での社会的規範をこの⑥が体現してい

るともいえるのである。気のあう仲閻として⑥を選択し

たものほ，③を除いてはいずれも③④⑧⑨と階層序列の

ひくいものである。ここでは，生活程度の高い①のそれ

は現実的にとり入れられる行動様式で iまない一⑥は①

の生活桓度がたかいことを，村会職員であり，近代的農

業のあり方で農経法を修得していることとともに上位に

位置づける理由としているが，③ほ①を中の上に位置づ

け，その理由を役職で人の出入が多く，そのために多額

の負債を背負つて家を新築したことをあげている一また

⑥を上位に位置づける理由として③は次のような理由を

あげている。 「分家昭和28年，その後熱心で根気があり

節約している，家計痰も少い」。また①はいざというと

き財産がないという理由で⑥を中の下に位置づけている

が，．「伸びている経営である」と評価し，次のような理

由をのべている。 「勤労家だということ，その都」に家族

が少い，親がそばにいるから分家に用のあるものはすぐ

繹に行くから諸喪用がかからない。また心がまえもよ

く，萎も節約家，所得はそれ匠ど莫大ではないがよい」
※ 

※ すでに前節で検討したごとく⑥の実際の生活水準はけつして

ひくくはない。消典単位一当りの家計支出額はもつともたかい。

しかしながら生活諧式の点で都市化の進展はおくれ，また朝の起

床は⑨についではやく主人睡眠時間も⑨についで少い。その窓味

で勤勉であるという評価はあたる。

ところで，ここで見おとしてはならない点は， 「生活

様式のつつましさ」と「仕事熱心」とともに，現実的に

とりいれられる行動様式としての「経営のうまさ」であ

る。しかしながらこの部落においてはその成員が相互に

「間達いのない経営」として評価しているものは，①③

R⑥⑨の 5戸までは「そういうものはない」といい切る。

そうして④⑥⑥⑦の 4戸が「間遮いのない経営」として

あげたものは①⑥⑥③の4戸である。①が「間遮いのな

い経営」であると思われるその理由ほ「負債の多いのが

気になるが山もかなりもち，造林もし，牛の育成を行っ

ているというその経営形態」にあり，また⑥ほ「着実な

努力家で増反にいそしんでいる」という点に，⑥は「除

草剤の使用法，作物の選好」③ほ「ハッカの作付などの

栽培技術」にある。そして④がイメージに描いている経

営ほ「着実な努力家」という主体的側面としては⑥であ

り，経営のゴールとしては①である。また⑤もそのゴー

ルとしてほ①を選ぴ，⑥は「作物の栽培技術」という点

で⑥を目指している。Rは同様な点において③を目指し

ている（第34図）。しかしながら，これらの評価はその多
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ーとしての地位をこの部落の中ではしめていないという

ことも認めないわけには行かない。そうしてこの⑥はま

た expressivet;ょ側面でのリーダーの地位も確保してい

ない。すなわち，この部落においてほ，前述のように部落

の指導をまかせられる者は①と④であるが，①は被選択

くの成員に一致して認められた社会的評価といわれるべ 数4，④は2であり，ともに過半数をしめていない。この

きものほ形成されていないのだろうかという捩問が残る ことは農事実行組合の会合の席上でのオビニオンリーダ

が，このような側面での社会的tこ認められた評価ほ一つ ーの不在となってあらわれている。「その会合で自分と一

の経営に統合されたものではなしに，バラバラにときほ 番近い意見をはく人」を求めると，第35図のようになり，

ぐされた形でこの部落の中に形成されている。 ①一被選択数 第 35図

すなわち，農業全般にあかるいとみられているものは 3,⑥⑦⑨ー 1 茨打梱｀合）又お加江°二牙ン•y-9•-
①であり，この①は社会経済の知識にもあかる＜，農協・ 被選択数2と

役場との交渉に滴任であると過半数の者からみられてい なり，分散し

る。ところが牛，豚の卸識にあかるいものとしては③が てしまうが，

選ばれ，ビートの栽培知識とか，土攘肥料の知識にあか ここからわか

るいものとしてほ⑤が選ばれている。部落の指端を度か ることは，①

せられる者としては①が被送択数4でもっともたかい は被選択数2

: |  8 | 7 | 6| 5 !I 4 | 3 | 2| 1 1嬰当門

1 農業全般明に ① 

① 

⑥ るい人

2 牛に明るい人R ⑨ 

3 豚に明るい人 R| ③ ①R⑨ 

4 鶏に明るい人 i ① R ④ ①R⑨ 

5 
塁馬ピ機鈴ー具婆にににト明明の明のの栽栽知るるる培識培いいい人人人

⑧ R 
① 6 ⑥ ⑨ 

7 ①④ 鱈 RR⑨ 

8 R 、①R

， 
④ ①R⑨ 

10 ①i ! R④ ⑥⑨ 

11 ① l ④ ③⑨ 

12 l① ④ RR⑨ 

13 部に落最のも適和当を保な人つ ①④ RR⑨ 

3
 

8 
＂． 0 祁忍

が，これは過半数に造していない。このようにこの部落 の⑥の支持をえることによって，また⑥ほ⑥と③の支持

の中では擬業全般では①，家畜では③，作物栽培では⑥ をえることによって，この実行組合内に①の主張が貫か

がその道の専門家として目されているということがわか れるという梱造であろう。しかしながら，かかる場合に

るが，この⑥と①ほ，前述のようにこの部落の中ではもっ おいても，また集団が一つの作業を逐行したあと，その

ともきらわれている人物である。⑥をきらうその理由は， 集団の紐帯をあらためて強化するためにも，集団の和を

沼めつく欲深~汽人を馬鹿にする，頭がだかい、河可 保つための，すなわち expressivetょリーダーが必要で

処に使ってもよいが一本気である、刊物の使い方が粗末 あろうと思われる。けれども「部落の和を保つのにもっ

である、という点にあり，また①も勺自分の事ばかり考 とも適任な者」を求めると，①④が被選択数2でもつと

ぇ、ミ人を馬鹿にする、という点できらわれている。し もたかいが，これもひろく分散してしまう。R③⑨ほ，

かしながら，同時にまたわれわれはここで expressive このような人はいないという。そうしてここにおいても

な側面でのスターであった⑥が， instrumentaltょリーダ expressive tょ側面でのスターであった⑥は誰からも選択

第78表成員の相互評価による部落の されないのである。このようにみてくると，この部落の

instrumentalリーダ一 成員がインフォーマルに形成する社会梱造の特質は次の

ように疇することができる。

(1) この部落においては，外部との交渉，農業全般に

ついてほ①がもっとも適任であると思われ，家畜につい

ては③，作物栽培では⑥がその道の専門家と目され，①

および⑥はこの部落の中での階層序列もたかい。しかし

ながら⑥と①は部落成員に嫌われexpressive'!;ょ側面での

スターの座もまたリーダーの地位も確保していない。

(2) 一方 expressiveな側面でのスターの座を確保し

ている⑥ほ，階層序列もたかいが， instrumental tょ側
面でのリーダーではない。しかも expressive.t;ょ側面で

のリーダーの地位も確保していない。彼が確保している

のは expressiveなスターの座だけである。

(3) つまりこの部落においてほ，（イ） e吝pressivei;ょ

スターが expressivet;ょリーダーにも instrumentalt;ょ

リーダーの位置にも結びつかない。
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（口） そうして expressivetょリーダーの位座につくも

のほいない。

吟 instrumental t;_ょリーダーと目されている人々と

他の成員とほ，感情的に断絶している。他の成員は，そ

こに租極的な instrumentalな機能をもたない Psycho

Groupを作り出しその中でスターを選び出している。そ

うしてかかる点において，断絶があるが故に， instrume-

ntal t;_ょリーダーと目されている人々ほ，現実には，集団

全員のための instrumentalな機能をはたしえないもの

と思われる。

すなわち

第 36 図

B 

という図式の中で，たとえ， A, B, C, Dの位座が特

定の個人の手によってになわれなくても， Aの位座につ

く特定数の個人によって， B, C, Dの位座がになわれ

るという梱造が，課題逹成のための安定した組織として

もっとも望ましい形態であるとするならばここでは第37

第 37 図

①⑥ 

図という形態になり，①がフォーマルな農事実行組合長

の位座を占めるのにはそれなりの理由があるとしても，

その彼の位座の現実的に果す機能ほ， リーダーシップと

いうよりヘッドシップにおちいりやすいように思われ

る。何故なら，彼はグループ成員の代表者というには，

あまりにもグループ成員から孤立しすぎる。この農事実

行組合長を補佐するものは，フォーマルには副実行組合

長の④であるが，実際の運営においては⑥がきわめて大

きな力をもっているように思われる。

すなわち，第35図のように，①の見解を⑥が支持する

ことによってりまた⑥の見解を⑥③が支持することによ

り，たとえ他の成員の見解がこれとはことなっていたと

しても，①の見解ほ⑥→⑧，③→⑨→⑦へと伝造される

ものと考えられるからである。このように⑥を補佐とし

ておくことによって①の統制が現実的に下部まで伝逹さ

れるものと思われる。

その上，前項でみたように，この農事実行顔合の成員

ほ，好むと好まざるとにかかわらず，主として①のため

に，その役職手当として年間16,000円を支払わされてい

るのである。

第 3項部落の社会構造の特質

どころで，ここでわれわれは第二節の生産梅造の分析

をもう一度振りかえってみる必要がある。すでにみたよ

うに，そ。こでほ，農業所得によって，この部落の 9戸を

3グループに分類する試みを行った。第 1グループに属

するものほ①③③，第2グルーに属するものは⑨④⑥，

第3グル:....プに属するものほ⑧⑥⑦であった。しかしな

．がら，この農業所得額を基準とした経済的な階層差は，

かならずしも，すでにみてきたこの部落の社会的階層序

列とは一致しない。けれども，そこにほ，次のような特

微的な点があることを見逃すわけには行かない。すなわ

ち，第 1グループ，第2グループに属する支出が少い割

に所得の上っている均棚型の①③⑨はいずれも上位に位

置づけられていること。そうして支出を増大しても所得

の上らない支出増大型の③④は，上位グループに属する

と否とにかかわらず社会的階層序列は低いこと。またき

わめて所得水準のひくいレベルで洵御を保っている第3

グループの均餌型⑧は中位，下降型の⑦ほ下位にその社

会的序列が位置づけられているということである。この

ことは，この部落の各戸の経営の相互評価の中に，少く

とも現在の所得水準だけでーはなしに，その所得水準の伸

ぴを評価する視点が含まれていることを示すものである

と思われる。事実，所得水準では，第3グループに属す

る⑥ほ，戦後入植者の中ではもっとも多くの土地集租を

行っている。そうして，このことは，また，その将来に

対する伸びの予測が，何らかの形で物質化された裏づけ

を必要とすることを意味するものと思われる。すなわち，

社会的階層序列が上位に位置づけられる⑥③⑨は，いず

れもこの部落の中では負債額が少い。また階層序列が高

いにもかかわらず負債額の多い①⑥ほ，山林所有面槙が

もっとも多い層に属している。このように，その経営の

相互評価の基準の中には，単に現在の所得水準だけでは

なしに，その将来の伸びに対する予測が含まれている。

そして，これは，何らかの形で物質的に反映されている

ものと考えることができるのである。

ところで，すでに，第二節でみたごと<,①Rは反当

純収益指数では，この部落の中では，もっとも収益の高
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いものを選好しているが，豊凶および価格変動に対して

は，危険な形態をとっている。蠍凶安全度および価格安定

度をかみした上で⑥がもっともよい作付形態をとって

いるが，かかる点は，この部落の中で作物栽培技術に関

して⑥がもっとも優れているという社会的評価の中に

示めされている。ところで，社会的階層序列では，きわ

めて上位に位置づけられた⑥の場合；既凶および価格安

定度においてほ，⑥よりも安全な作物を選好しているが，

そもそも作物の選好自体が反当純収益のきわめて少いも

のを選ぴ，またその重点的な増収技術もきわめておとつ

ている。経営技術は少くとも良いとほいえなI,<。そこで・
人々は，⑥が昭和28年の分家後，急速に土地を集槙しつ

つある理由を，農業の生産技術の中ではなしに，むしろ，

その生活態度一の中にもとめようとする。⑥の態度を葵

然と刃仕事撚心、であると評価する。

このような⑥の経営の中に，実ほ⑥が expr~ssive i;ょ

スターになりえても instrumenteli;ょリーダーになりえな

いという秘密がかくされているとみなければならない。

しかしながら，この⑥を中心として，もっとも大きなイ

ンフォー→ル・グループがこの部落の中に形成されてい

る。①⑥がきわめて孤立している限りにおいて，彼らの

もつ技術はただちに他の成員に対して望ましい，行わねヽ

ばならぬ行動様式として一いわば社会的規範として作用

しない。そのような①と⑥は少くとも自分らとは異t幻る

疇とみなす視点がそこには，かくされているように思

われる。こうして現状においては，⑥を中心として，従

来の勤勉一本愴の農業生産に対する社会的規範がこの部

落の成員の中には支配的に作用しているものと考えるこ

とができる。

（註 1) この部落は昭和33年までは電気がなく，有線放送は美幌

町から入っていた。したがつてスヒ゜ーカー係は美挑町境の④がこ

れに当つていた。

第八節 農業未共同化部落におけ

る農民の生産意欲

以上われわれは，農民の生産意欲の実態を分析するに

あたって，まずこの川向第6部落の 9戸の晨業経営の実

態をあきらかにした。ついで，その経営の農業生産行動

の目標と，また経営主の誤業に対する基礎知識の梱造を

分析した。そうして，さらに，このような営農に対する

知識および生産様式を規定する要因として，第一には，

各農家の生産楷造の史的にもたらされたところの特質

と，またその経営主の生活史をとおして形成されたとこ

ろの農業に対する社会的態度の特質を分析した。第二に

は現時点における社会的諸関係による規定要因とし

て，農民の営農技術に関する1情報逝路と，さらに「家」

の横造，また「部落」のリーダーシップ横造をかなり

詳細に分析してきた。すでに緒論第2節第5項「農民の

生産意欲分析の視角」で述べたごとく，われわれの仮説

に従えば，農業生産の場合においても，その労鋤対象，

および労働手段に対する全体社会の価値体系・技術体系

ほ不断に変容しており，個々の農家はこれに対応して，

その労働対象および労鋤手段の変更を余儀なくされてい

ると考えることができる。このXうな変更は，直接的に

ほ農姜廷疇物の阪売価格の変化をとおしての，たとえ

ぼ，耕種部門の縮少と畜産部門の拡大という傾向に，ま

た特定作物の作付拡大という傾向に，そうしてそれにと

もなう，あたらしい技術水準の晨機具の導入という事実

に端的にしめされる。農民の生産意欲ほ，このような現

実の農業生産過程におけるあたらしい価値体系・技術体

系への対応の姿勢と不可分に結びついている。生産意欲

をわれわれは「外的報酬」 「創造的報酬」 「内的報酬」

と呼ぶところの諸要素に分解したが，この場合，客観的

分析指標として，外的報酬ほ「農業所得」によって，創

造的報酬ほ「生産諸要素の結合の型，目標のたて方，経

営知識」などによって，内的報酬は「部落の社会規範の

中での，その農家の序列づけ」などによって，一応は捉

えられることを明らかにした。そうして，意欲そのもの

ほ，あくまでも意欲がおちたから，生産がおちたという

形で捉えられるべきものではなくて，生産がおちたから

意欲がおちるという形で考えるべきものであることをあ

きらかにした。すなわち，これまでの伝統的な対応の姿

勢では，所得がおちる一方で，それに対する対策がたて

られないから，つまり課題解決の目楔が設定できないか

ら，またみせかけの目標を設定しても，それでは予想

どおりの結果を生まないから，意欲がおちるのであり，

その結果ますます所得が下るから，部落内成員からうけ

る内的報酬もますますおち，これが意欲にはねかえる

という形で，意欲低下への循環図を想定した。ところで

この場合，この低下への方向をもった循環を促進の方向

に逆転させるには，まずなによりも課題解決への合理的

な目標を設定すること，すなわち労働に対する「創造的

報酬」を増大させるため経営知識を増大させることが，

とりわけ必要であることを指摘した。これをテコとした

「外的報酬」の増大， 「内的報酬」の増大という意欲促

進への循環を描くことができた。

このような，われわれが緒論で示した分析の枠組に従

って，この部落の 9戸の農家の生産意欲の実態を総括し

よう。

-107-



教育学部紀要第8号

第 1項農業未共同化部落の各戸の生産意

欲の実態と予測

はじめに①の農家をみると，この誤家の外的報酬とし

ての擬業所得は，北見地区の同程度の耕地規模をもつ無

家と比べても高く，この部落でも，もっとも高い。純収

益において36万円，また35年度における負債返済額を含

めても26万円ほどの黒字になる。現在，この①は，家の

新築，娘の嫁入支度，息子の上級学校進学などで78万円

ほどの負債をもっているが， 35年度の実績からみると 2

年ほどでこれは返済できるものと思われる。長男に嫁を

むかえての保有労働力の増大も近い将来には考えられ，

この意味においても，この部落の中では，たかい「外的

報酬」を持続できるものと思われる。この①ほ，「創造的

報酬」も高い。その裏付けとなる営農知識を，作物選好

の面からみてもそもそも反当の粗収益が高く， しかも労

働報酬がたかいものを選んでいる。全体としての反収は

第79表北海道および北見地区，耕地規模別農業所得

I 0~2町|2~aI 3~5 I 5~7 17~10 Iぷ！塁I平均

円
北海道 146,7781370,6451444, 946l478,586l621, 775IB13,094I 351,922 

1̀09,4281291,247 279,042350,706 643,044 910,724 335,859 

昭和34年度北海道農家経済調査報告害より

かならずしも高い方ではないが，重点的に選好した作物

の増収技術はたかく，輪作形態もよい。しかしながら，

この経営の選好は，豊：凶変動に対して特によわい形態を

とるという弱点をもっている。また経営の将来目標も，

耕菰部門の作付目標においては，労働力の適性配置とい

う点で合理性をもっているが，畜産部門での目標ほ，そ

の飼育家畜頭数と所得目標額との間の見租りが甘く，と

くに有弯f!Jにともなう作付の全体的計画ではその見とお

しほ零といってよい。そうして①のもっこれらの傾向

は，その経営基礎知識のテストにおいても裏付けされる。

すなわち①の批帯主ほ，他部落に比しても総合得点がた

かく，畑作と家畜に関する技術知識は均衡を保ってい

る。それにもかかわらず，飼料作物の知識・技術がきわ

めておとるというひずみをもっている。これらの事実は

この①が，現在の耕種部門に主力をおく経営を続けてい

く限りでは，その創造的報酬もかなり高い水準を維持す

ることを予測させるが，畜産部門での経営伸長を考える

場合，現状の営農知識の段階にとどまる限り創造的報酬

が急速に減退することを物語ってし，ヽ る。

、 すなわち，すでに緒論でみたように，循環的発展性を

包つものとして意欲を捉えると，畜産部門の伸長を考え

る限りにおいて①の意欲は減退する危険性を内包して1,.

ることを認めなければならない。そうしてこの①ほ，

現在かなり高い水準の外的報酬を得ているにもかかわら

ず，現在地点を尻貧として捉え，有畜化と同時に，山林

寄生化によっての将来の所得増を考えている。これは，

この部落随一の戦前からの自作農として，ハッカ中心の

営農を続けてきた①の経営の伸びが，自家保有労働力に

頼る小農経営では，現在頭打ちになっていることをなに

よりも雄弁に物語っている。後述する共同化構想を①が

提案した内的必要性もかかる点に求められるが，この横

想が崩れたあと，①の山林寄生化は大きく前進している

ように思われる。と同時に，この①は，家族内成員の生

産意欲を如何に高めるかという大きな課題に，現在直面

していることを認めなければならない。すなわち①の経

営の作業逐行上のリーダーは，すでに長男の手に移って

おり，また実際の作業の逐行労鋤も妻と長男の力におう

ところが大きい。この意味においてほ，長男の経営への

意志決定の度合（主として第2次的意志決定に限られて

いるが）はたかく，内的報酬ほたかいと考えることがで

きるが，これにともなう外的報酬があたえられぬための

不満をつよく抱いている。つまり，主人のもつ禁欲主義

的な家産制的価値体系と，長男のもつ価値体系とのギャ

ップが，ここではきわめて大きくなっている。この長男

の「外的報酬」による満足度がきわめて低いという事実

は，長男の生産意欲そのものに大きな影稗を与えざるを

えない。しかもこの長男（新中卒）の「創造的報酬」は，

その知識体系が全般的に主人よりもおとるため，けっし

て高いとはいえない。このような家族成員の，なかんず

く長男の生産意欲を如何に増進するかという点は，生産

組織としての①の経営が解決をせまられている大きな問

題であるといえよう。そうしてこの場合その解決は，単

に長男の「外的報酬」を増大させることによって解決す

るものではなく，少なくとも，その「創造的報酬」を如

何に増大させるか，言いかえれば，営農知識を如何に深

めて，将来の変化に対応する経営全体としての「創造的

報酬」を高めるかが，①にとっての基本的な大きな課題

であるといえよう。

次に疇③をみてみよう。③も①と同様，北見地区の

同程度の耕地規模をもつ農家と比べると，その農業所得

額は9万円ほど高く，部落においても所得額のたかい第

1グループに入る。昭和35年度は，家族成員の結婚のた

め臨時支出としての22万円を支出，純収益は8,500円ほ

どの赤字となっているが，現在，系統機関からの負債額
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ほこの部落ではもっとも少なく (158,000円），この経営

にとってほ 1年で返済可能額であり， 「外的報酬」は①

と同様，高い水準をもっているとみることができる。一

方，創造的報酬をうらづける営擬卸識においても，①と

同様，作付作物の選好においては反当収益のたかいもの

を選択し，全体の反収ほかならずしも高くはないが（中

位），ハッカに作付の中心をおいて，その霊点的増収技

術は上位に入る。迎凶安全度も中位を保っている。将来

の経営目標としては畜産部門の開拓ほ考えておらず，林

産と農産収入増の目標をたて，またこの目標逹成のため

の合理的な小さな行動目槻をもっている。つまり③の

「創造的報酬」は高いものと考えることができる。そう

して部落内での「内的報酬」も①とともに高い。また経

営の現在地点の位匿づけにおいても，昭和27,28年頃よ

り経営が安定してきたと考えており，この意味において

も③の生産意欲は高いものと考えることができる。しか

しながら，この③にとっての問題は，消喪力 1当りの飲

食被水準をかなりきりつめて現状を維持しているという

こと，また経営自体として，父母の老化と同時に保有労

働力が漸減傾向にあるという点に求められる。さらに有

畜部門の拡大を目標として設定していないが，将来，か

かる部門での拡張を考える際には（過去における養豚飼

育の経験から）養畜知識にきわめて乏しいことが考えら

れるので，この面での「創造的報酬」がいちぢるしく低

下することが予想される。また組織として，妻の意志決

定への参与の度合がいちぢるしく低いことも，家族成員

の生産意欲という観点から充分に考慮されるべき問鹿で

あると思われる。

③の擬業所得ほ，北見地区の同程度の耕地規模をもっ

疇と比較しておおよそ6万円ほど高く，またこの部

落内においても農業所得のたかい第 1グループに入る。

226,000円ほどの農家純収益をあげているが，35年度の負

返債済額を含めると約20,000円の赤字となる。そうして

系統機関からの負債は850,000円に造しているので，毎年

35年度同様240,000円程度の割合で負債を返速していっ

たとしても，返済までに4年間はかかるものと考えるこ

とができる。この③は，昭和23年に①より分家したあと，

豆作で伸びて乳牛を尊入，失敗，多額の負債を残したも

のだが，昭和34年ごろよりふたたび経営が安定してき、た

と意識しており，今後，年夕子供の成長と共に保有労鋤

カの増大が考えられる。それ故，負債返済額を含めてみ

の作付作物の選好においてほ，反収の粗収益ほ部落中位

となり，かならずしも作付作物の選好が粗収益のたかい

ものを選んでいるわけでtまないが，全体として反収ほ上

位に入り，また重点的に作付した作物の反収増の技術も

上位に入る。輪作形態ほ中位，・蠍凶安全度も中位であ

る。しかしながら将来への目標づけにおいて，農産部門

と同時に，畜産部門の伸長をとくに重点的に志向してい

るこの③ほ，農産部門は労鋤力の合理的運用という点か

ら，また畜産部門ほ所得目楔額とそのための手段として

の家畜飼育頭数とのギるップという点から，さらに有畜

化にともなう全体の作付計画という点から，その目標は，

現状においてほ， ゞみせかけの目標-tことどまってい

る。ところが③は，擬業基礎知識に関しては，部落中で

の総合得点は①についで高く，「畑作と家畜の技術卸識が

均衡」を保つ型に関し，乳牛飼育につし，ヽての技術知識ほ

部落中もっとも高い。しかしながら，それにもかかわら

ず畜産部門への目標設定がゞみせかけの目標、に止まら

ざるをえないという現状ほ，将来の予測として畜産部門

の伸長にかならずしも「創造的報酬」がともなわず，そ

の結果「外的報酬」がいちちるしくおちるという危険性

を，③の経営が内包していることを物語っている。現在

この経営が部落内各成員からうける「内的報酬」は低い

が，上昇への方向性をもつ現時点の志向を伸長させるた

めにも， 「創造的報酬」をたかめる裏づけとしての営擬

知識，なかんずく華疇の螂饂要であると思われ

る。

④の擬業所得料北見地区の同程度の耕地規模をもっ

農家と比較して，おおよそ270,000円ほど低い。この部

落においても，その耕地規模はもっとも広いにもかかわ

らず，所得階層では中位の舘2グループに入る。家計支

出をきわめてきりつめているので躁家純収益ほ260,000

円に逹するが，負債返済額を差引くと 2,600円の赤字と

なる。現在， 986,000円の負債を背負っているので，か

りに35年度と同額の290,000円の割でこれを返済しても，

おおよそ返済完了までに4年間はかかるものと思われ

る。この点③と類似しているわけだが，③ときわめてこ

となる点は，この④の保有労働力の減少が，妹の結婚およ

ぴ父母の老令化とともに近い将来の問題として予測でき

る点と，また現地点を経営が尻貧になって下降している

と評価している点にある。そうして，この④の創造的報

酬ほきわめて低い。すなわち，作付作物の選好において

ほ③と同様，反当粗収益中位のものを選好しているが，

ると，現在の外的報酬ほけっして高いとほ言えないが， 全体としての作物の反収はもっとも低く，また重点的作

現時点が上昇への方向性をもつことは考えられる。とこ 付作物の増収技術も下位に入る。作付体系は豆作依存か

るで③の創造的報酬を作物の選好からぶると，そもそも ら脱し切っていない。将来は農畜林の 3部門で経営を伸
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ばすことを考えているが，これらの目槻はいずれもゞみ

せかけ、であり，それを造成するための手段としての目

標は全然設定されていないか，あるいは設定されていて

も少しも合理性をもっていない。これを裏づける擬業基

礎知識においても，経営の科学的把握，飼料作物生産技

術知識の低さを示す点で，この部落の全般的パターンと

一致するが，とくに旋畜技術がいちぢるしくおとる点に

その特徴がみられる。そうしてこの④ほ部落内成員から

うける「内的報酬」もひくい。生産意欲はあきらかに減

退の方向をたどっているこどが認められる。これを促進

の方向に逆転させるためには，なによりもまず「創造的

報酬」の増大によって選好作物の反収を増加させ，混業

所得増大の方向に向わせることが必要であろう。そうし

て組織として，とくに妻の意志決定参与の度合の低さ

も， 「生活水準」の増大とともに家族成員全体の意欲促

進のためには教善されねばならぬ問題点であろう。この

場合においても妻の「創造的報酬」の増大が先決条件と

であろう。

⑥の農業所得ほ，北見地区の同程度耕地規模をもっ農

家と比較すると，おおよそ50,000円ほど低い。部落の中

では中位の第2グループに入る。家計支出を比較的高く

し， 165,000円の農家純収益を生んでいるが，年度内の負

債返済額を差引くと，おおよそ60,000円の赤字となる。

現在，この部落でもっとも負債は多く，それは1130,000

円に達する。この負債額は， 35年度と同額220,000円の

割合で返済しても，おおよそ6年間はかかるものと思わ

れる。このように⑥の「外的報酬」は，現状においては

決してたかくはない。それにもかかわらず⑥は，．経営の

現地点を上昇傾向の時点として評価している。これは，

⑥の負債が主として土地集租のための負債であることに

よっている。昭和22年の農地開放により， 6町8反の自

作地を確保したあと，この⑥は，27年から29年にわたり耕

地2町，山林，原野30町をあらたに自己所有地としてい

る。そうしてざらに昭和31年には，弟の分家用地として

15町歩を村内緋牛部落に購入している。しかしながら，

ここで見落してならぬことは，かかる急速な土地集租が

5.05人～6.7人という自家保有労働力のもっとも姫富な

時期に逐行したものであり，現在この経営の保有労働力

は1,8人に減少，それにもかかわらず従来とかわらぬ多

量の労働力を必要とする作付体系をとっているため，雇

傭労賃支出がかさみ，．擬業所得が以前よりあきらかに減

少しているという事実であろう。現在雇傭労賃喪が上昇

の傾向をもつ以上，⑥の場合には，外的報酬の増大のた

めに，企業的経営の完成がなtこにもまして必要になっ

ている。ところで⑥の創造的報酬は，作付作物の選好か

らみると部落中でもっともたかいものと思われる。そも

そもの作付作物の選好においては中位の作物群を選好し

ているが，全体として反収iまたかく，また重点的作物

の増収技術にもすぐれ，輪作形態もよく，堆肥ももっと

も多最に入れ，雌凶安全度にも強い作付形態をとってい

る。将来の目標においても農・畜・林3部門での併立的

な経営の伸長を考えているが，農産部門および林産蔀門

でもその目標ほ合理性をもっている。しかしながら畜産

部門においてほ，その目槻ほゞみせかけ-である。この

⑥については擬業基礎知識調査を実施しなかったので営

鱈術の比較はできないが，以上のべた点から，現在に

おいての創造的報酬のたかいこと，および擬産部門にお

いてほ将来の変容に対してもそれはたかい水準をたもっ

ものであろうことが予測できる。しかしながら現状の卸

識水準で，養畜部門での伸長をはかろうとする限り，そ

の創造的報酬の低下と外的報酬の低下，ひいてほ生産意

欲の減退が予測できる。現状においてほ，この⑥が部落

内成員からうける「内的報酬」はたかい。

⑥の擬業所得は，北見地区の同様耕地規模の農家と比

べて4万～8万円ほど低い。この部落の中においても，

下位の第3グループに入る。業家純収益は， 10万円ほど

の赤字となる。この意味において，この経営の外的報酬

は少いということができる。しかしながらこの⑥は，昭

和28年の分家後すでに5町の土地の集穣を行い（購入価

格30万円），昭和35年度末の負債額も約24万円ときわめ

て少い。また傾斜地の等高線栽培を行うなど，経営上の

障害を取り除きつつあり，収支ほとんとんでありながら

も，昭和34年度以降，経営が安定してきたと意識してい

る。昭和35年度においては，外的報酬ほきわめて少いが

この経営は，以上述べたような意味において，上むきに

ある経営として位置づけることができる。そうして家計

支出水準iまたかい。この⑥の創造的報酬は，かならずし

も高いとは言えないが。作付作物の選好においてほ，

この部落の中ではもっとも反当粗収益の低いものを選

ぶグループに入り，作物全体の反収も最下位グループ

、に属する。霊点的作付作物の増収技術も悪い。この⑥

は将来目標として，擬産部門と同時に畜産部門の拡大

を考えているが，畜産部門での目標ほ所得目楔額とそ

のための手段としての家畜飼育数との間に大きなギッャ

プがあるし，有畜化に伴う錮肥料作物の作付計画もまっ

たく合理性を欠いている。しかし誤産部門における目標

設定は保有労働力の合理的遮用という点では合理性をも

ち，また反当の堆肥投下量も多いし輪作形態も良い，盤

-l10-



麟の近代化と晨民の生産意欲（その 1)

凶安全度も高い。農業基礎知識ほ，その綜合点において

①③についで第3位に入り，畑作と家畜の技術知識が均

衡するという形態をとっている。しかしながらそれにも

かかわらず，とくに畜産部門における目標設定の非合理

性は，将来この⑥が有畜化による経営の拡大を計る場

合，かならずしも創造的報酬がこれに伴わないことをし

めしている。現在，この⑥に対する部落成員の内的報酬

はたかい。

⑦の農業所得は，北見地区の同程度の耕地規模をもっ

疇と比較して， 12万～13万円ほどひくく，この部落の

中でもその農業所得も最下位であるが，家計水準は割合

に高く， 25,000円ほどの股家純収益を出している。しか

しながら35年度内の負債返済額を含めると， 7万円ほど

の赤字となり，その上35年度末現在， 6T万円の負債を背

負っているから，仮りに9万円程度 (35年度実施）の負

債を年々返速すると仮定しても，利子がかさむので負債

はかえって年ん，かさんでくるものと思われる。このよ

うに，この⑦の「外的報酬」はきわめてひくい。また⑦

自身も年々経営が尻貧になってきていると意識してい

る。⑦はそもそもの作付作物の選好において，反当りの

粗収益のもっとも低いものを選好するグループに入り，

重点的作付作物の増収技術もひくく，また輪作形態も悪

い。そうして反当り堆肥役下批は，たかいにもかかわら

ず，作物全体の反収はきわめて低い。経営の将来目標す

らも現在，明確に設定されていない。擬業基礎知識の栂

造は，乳牛および豚についての技術知識が比較的高いと

はいえ，④とともにこの部落の平均型をしめし，とくに

経営の科学的把握力に弱い。このようにこの⑦は， 「創

造的報酬」もきわめて低いが，同時に部落内成員から与

えられる「内的報酬」も，もっとも低く，生産意欲はあ

きらかに減退していると考えることができる。

⑥の農業所得ほ，この部落の中では低位所得層に属す

るが，しかし，北見地区の同程度の耕地規模をもつ農家

と比較すると，おおよそ9万円ほどたかい。擬業純収益

は18万円の黒字， 35年度の負債返済額を差弓Iいても14万

円ほどの黒字になる。現在5TJ.テ円の負債を背負っている

が，これは現在の所得水準を維持するならば， 4年間で

返済可能額であると思われる。その上昭和31年に入植

後，すでに， 3町1反の耕地の集租を行っている。家計

支出水準もたかく，生活諸様式はこの部落の中でもっと

も都市化している。そうして，一方では土地が悪いため

経営が成りfこたないといいながら，他方昭和34年度以降

経営が安定してきたと意識している。この⑧の「外的報

酬」は決して低いものであるとはいえない。それはか

なり高い水準を保っているとみることができる。しかし

ながらその創造的報酬ほ，きわめて低い。すなわち，作

物選好においては，反当り粗収益の中位のものを選好す

るグループに入るが，重点的作付作物の増収技術におと

り，また全体としての作物の反収もわるい。将来の目標

としては，農産部門のほかに，旋豚による畜産部門の開

拓を考えているが，農産部門，畜産部門ともにその目標

はゞみせかけ_である。また擬業基礎知識においてほ，

その得点は④に近い梱造をもつが，綜合得点は最下位で

あり，とくに飼料作物の知識は皆無にひとしい。そうし

て，この経営のみ綜合得点で萎が主人を上廻わる。部落

の各成員からうける内的報酬ほ，中位である。Rにおい

てほ，その生産意欲の上向きの傾向を促進させるために

は，とりわけ主人の「創造的報酬」をたかめる必要があ

る。

⑨の幾業所得ほ，この部落内では中位グループに属

し，北見地区の同程度の耕地規模をもつ農家と丁度同程

度の所得額になる。昭和35年にはおおよそ3T,万の純）灰益

を出し， 35年度の負債返済額を含めても， 13万円の黒字

になる。昭和35年度現在，36万円の負債をもっているが，

これほ， 35年度と同程度 (23万円）の返済額で，おおよ

そ2年間で返済可能額である。しかし，この⑨は生活水

準をきわめて切り下げているので，家族成員のうけとる

外的報酬ほけっして高いものではない。けれども現在地

点をようやく経営が安定してきた時期として評価してお

り，この意味においても生産意欲は，上昇方向にむか

っているとみることができる。しかしながらこれに対

応する創造的報酬は，けつして高いとはいえない。そ

もそもの作付作物の選好において，この⑨ほ反当り租

収益のもっとも低いものを選好する．グループに入るが，

重点的作付作物の選好においてはすぐれ，また作物全

体の反収もたかいとはいえ，輪作形態はわる＜，幾凶安

全度も悪いという弱点をもっている。将来畜産部門の開

拓を考えているが，この目標設定も，また農産部門の目

標設定もゞみせかけ-の目標にしかすぎない。この経営

の特徴は，経営の科学的把握力がいちぢるしくおとる点

に，また畑作知識技術の得点がこの部落でもっともおと

る点に求められる。しかし，他の経営に比してとくにい

ちぢるしい相連ほ，家畜飼育技術知識とくに飼料作物生

産技術がたかいという点にある。現在，部落内成員から

うける内的報酬ほたかいが，創造的報酬が以上のよう

な現況にとどまる限り，早急に，その創造的報酬をた

かめる必要がある。そうしてさらに，生活水準を高めて

家族内成員のうけとる外的報酬もたかめる必要があると

思われる。何故なら，昭和35年度限りで長男が北見市に
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出たのも，一方ではその理由を，長男の経営の意志決定

への参与を許さなかった点に求められるとしても，他

方，その生活水準がきわめて低く，家族成員に対する実

質的外的報酬が少いという点にも求められるからであ

る。

第2項農民の生意意欲促進の方向

このようにみてくると，この部落においては，⑥③が

現在の生産意欲がもっとも高く，①③⑥がこれにつぎ，

⑨⑧もそれが上昇の方向をもつものとして捉えることが

できる。④⑦においてほ，これがあきらかに減退の方向

にむかっていること，また意欲のたかいと考えられる①

においても，頭打ちを意識していることが認められる。

しかしながら農産部門での経営伸長を目指す限りにおい

てほ， 「創造的報酬」が充分それに見あうと考えられる

⑥③また①においてすら，畜産部門の開拓を志向する限

り「創造的報酬」は急激に減退することが予想された。

この部落において，もっとも畜産部門の知識の幾富な③

においてすら，この危険性は指摘される。ところが，こ

の部落においては，R⑥①④の戦前からの自作あるいは

小作層が④を除いてはいずれも，土地集租の段階に応じ

て「土地集租→作付体系の完成→山林所有（植林盤備）」

とその経営上の目標を漸次変容してきているのに対し，

戦後入植者層のR⑥⑧⑦⑨ほ，現在の所有土地面租の制

約から，山林寄生化は望めず⑦を除いては現実の経営基

盤の拡大の方向は，有畜化，しかも河共同経営-という

価値志向に傾いていたことはすでに第四節でのべたごと

くである。そればかりではなく戦前の入植者層において

も，③を除いてはいずれも畜産部門の拡大を目標と・して

設定している。つまり，戦後入植者層にとくに切実であ

るが，有畜化による経営の拡大がこの部落においては，

現在もっとも重要な解決課題として設定されている。こ

のような時期，昭和35年春に共同化による経営の有畜化

梱想が①からしめされた。前述のごとく戦前からの自作

でこの部落での最有力農家である①は，小農経営の枠を

破らなければ，現在の農業生産は頭打ちになると意識し

ている。この部落のフォーマルなリーダーである①が技

術センクーの普及員の示唆によって経営共同化思想をこ

の部落に伝播した。そうして共同化のための部落集会が

何回か開かれた。

①の構想によると

⑦と⑨を除く 7戸の全面共同で，社長に①，畜産係長

に③，擬産係長に⑤，機械専門係長に①の長男，縛記に

④をおくというもので，各戸の財産を畑ほ段階をつける

ことなく一様に面積によって評価し，水田は上，中，下

の三段階に評価して出資とし，さらに長期資金を貸りう

けて，これを回転資金とし，乳牛その他の生産諸手段

を墜備し，これまでの不要な施設ほ宛却する。各戸のこ

れまでの負債は，普通証害は長期資金に切りかえてもら

ぃ，金利を一割にし，手形は共同化で出発のさい各戸で

支払ってもらう。そうして，労賃計算として泄帯主，月

15,000円，新中卒以上の家族員400円，このほか家族手

当として，米を年間1人3俵，現物供与として支払うと

いうものであった。しかも論醗を重ねる過程で各戸の負

債は，共同化擬場で支払っても，充分採算があうので，

共同化農場で受けもつというところまで発展した。しか

し，所得（粗収益ー経営喪）から，労賃と家族手当を差

引いた純収益をどう配分するかで，論誤が大きく割れ

た。一つの意見は出資金割40%，労働力割40%，平均割

20％というもので，他の一つは出資金割だけで純収益を

配分するというものであったが，これでは各戸の開きが

大きすぎるというので，結局前者をとることになった。

これによると，家族員一人当り年間最低の家で65,000円

最高の家で 110,000円という数字が出された。 （算定基

準としては，反当粗収益，畠14,000円，水田20,000円，

飼料畑 1,000円とし，これに各反別を掛け必要経痰を40

％として産引き擬業所得額を想定するという方法をとっ

た。）しかし，この純収益の分配法で，結局は，この共

同化構想ほくずれさることになる。①の構想によると，

①が85万円台，③が78万円台，③が67万円台，④が60万

円台，⑥が50万円台，⑥⑧がこれ以下というものであっ

たが，⑥がこの梱想では，自分の経営が割りにあわず，

まかたしないと主張し，ついで④が弟が入らないからと

辞退した。③は「話を問いて，まんざらでもなかったが，

数字を開いては問鹿にならない」と難色をしめし，⑧は

③が加わらないと親戚関係をとり結んでいないのが自分

一人になるというので二の足をふんだ。こうして，この

共同化横想はくずれさることになるが，①③⑥の 3戸で

共同化に踏み切ったとしても大農機具が部入できず，ま

た③の耕地がこれら 3戸の真中にはさまるので，その点

からも共同化の話ほ挫折した。この①の横想は，その組

織梱造からみても，少くとも①を中心とした親族中心的

色彩のつよいものであった。そうして①ほ，この共同化

によって④と③の負債を早急に解消させることを，また，

③と⑥の分配金がどういう方法で分配したら一番均等に

近い形になるかという点でもっとも頭を痛めていた。

ところで，すでに前節でみたようにフォーマルなリー

ダーである①は⑥とともにこの部落の中では孤立をし

ている。このように孤立した人物から，このような提

案がなされたとしても，それがよほど他の成員の利益
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にならない限り，否決される遮命をもつことはある意味

では当然であるように思われる。しかも①の共同化楷想

が親族に重点をおきすぎ，とくにインフォーマルな人間

関係の中心者である⑥がこれを受け入れられないという

態度を表明した以上，他の成員がこの共同化栂想から急

速に立退いた理由も部落の社会梱造の特質を考えるなら

ば当然， うなづける事柄である。

つまりこの部落においての instrumentalt.ょリーダー

である①と⑥が expressivet.ょスターにもリーダーにも

なりえておらず， とくに expressivet.ょリーダーが不在

であるという，この部落の社会描造の特質が①をとおし

ての共同化構想を挫折させたともいいうるのである。

しかしながら第二に大切なことは前項で検討したごと

く，この部落内各成員の「創造的報酬」がかならずしも

高くなく，とくに有畜化に伴っての変化に対応する知識

にとぼしく，この点将来の有畜化に伴っての「創造的報

酬」が急速に減退することが考えられる以上，もし現状

のままで共同化に踏み切ったとしても， 「外的報酬」そ

のものの急激な減少の危険性もきわめて大きかったこと

を認めざるを得ないということである。しかも第三節第

2項で検討したごとく，部落の全体的傾向として経営の

科学的把握力にきわめて弱いことも附記しなければなら

ない。ところで，このような部落の誤業生産に対する各

戸の意欲を促進させ，生産力を増強するためには，実際

にどのような方法が諧じられねばならないのだろうか。

将来の経営の変容に対応する各戸の「創造的報酬」をた

かめるための方策ほ，各戸に対して，ふだんに行わねば

ならないことは論をまたないが，この場合，この部落の

社を変革する方策も同時に考えあわせなければな

らない。何故なら，第五節で検討したごとく，部落民の営

農技術水準はもっとも多く部落内での情報的諸関係に

依存している。そうしてこの社会規範が如何なる価値志

向をもつかによって，各戸の営躁に立ちむかう社会的態

度そのものも変容せざるを得ないと考えることができる

からである。この部落の社会規範を変革するためには，

まず，部落のフォーマルな楷造を支える，インフォーマ

ルな社会関係を変えねばならない。つまりこの場合，現

在のこの部落の instrumentalt.ょリーダーと目され，

また実質的な支配層である①だけに働きかける変革の

道ではなしに，むしろ expressivet.ょスクーである⑥

をとおした変革の道を選ぶべきだと考える。しかも

「文化の島の理論」を適用するならば，⑥とまた⑥につ

いで被選択数のたかい⑥，あるいは，畜産方面にもっと

も明かるい③に同時に働きかけて，彼らを部落内での

instrumentalt.ょリーダー，あるいほexpressiveiiょリーダー

にまで高めうる作用が不可欠に必要であると思われる。

これはまた彼らに営農技術に関する部落外£の梢報通路

を常時設定させ，この涌路をとおして，新しい技術体奈，

価値体系の部落内への簿入の役割をおわせることにもな

る。つまり，この部落の場合⑥あるいは⑧，③の「創造的

報酬」を増大させる方策をとくに重点的に計ることが，

この部落の社会規範を変革させ，生産力を増強するため

に不可欠に必要であると思われる。こうして，現在この

部落でもっとも一般的に認められている，「勤勉，節約」

という社会規範の擬本主義的価値志向を，より近代的に

経営能力，あるいは，擬業牛痒卜の特定部門の専門化志

向へと変革させることが必要である。擬業共同化も部落

成員のかかる価値体系の上にのって出発しなければ，そ

の成功もおぼつかないであろう。

あとがき

この調査報告害は，昭和35年36年の2カ年に亘って，

文部省から与えられた総合科学研究喪によって行われた

調査研究の報告書の第一篇である。第二篇ほ，第一篇が

瑕扱った末共同化部落と比較対照するために選ばれた，

農業共同化に踏切ったところの協和部落の調査報告書で

あり，更に第三篇ほ，同じく擬業共同化に踏切った，し

かも布智晨業の夷員を充分にもっところの，倶知安町の

黎明農場の調査報告書である。第二篇も第三篇も，つづ

いて続刊する手筈になっている。

もともと，本調査研究は，同僚数名が寄り集まってつ

くったチーム・ワークの所産であるが，報告書の原稿ほ

主として布施鉄治君が執筆したものである。

これまで提業調査は数多く行われたが，農民調査ほ極

めて数少い。特に農民の生産意欲を振興させるにはどう

したらよいかという課題に答える基礎的調査研究は乏し

い。しかも，意欲を心理学的概念として捉えないで，意

欲はなぜ変動するかという社会学的概念として捉え，ひ

いては，そこから，農民の意欲を教育社会学的に究明し

ようとする試みは，極めて稀なのである。

もとより，本調査研究は，調査票の作成において，ま

た調査の手法において，行き届かざる点が多Kあるが，

一応ここに，その成果をまとめて発表する次第である。

なお，調査研究をとり行なうに当っては，下記の同僚

諸君の協力に負うところが多く，調査結果の照理とりま

とめについては，布施鉄治君の絶大な努力に負うところ

が多い。衷心から感謝する次第である。
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